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1. 重大事故等対策に係る体制の概要 

発電所において，重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれが

ある場合，又は発生した場合に，事故原因の除去，原子力災害の拡大の防止，

その他必要な活動を円滑に行うため，原子力防災管理者（所長）は，事象に

応じて警戒事態又は原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第

10 条第 1 項に基づく特定事象等の重大事故等発生の場合には非常事態を宣

言し，所長を災害対策本部長とする東海第二発電所警戒本部又は東海第二発

電所災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置する。（第 1.0.10

－1 図）

また，発電所において警戒事態又は非常事態の宣言を受けた本店（東京）

は，本店警戒事態又は本店非常事態を発令し，本店警戒本部又は本店総合災

害対策本部（以下「本店対策本部」という。）を設置する。 

原子炉施設に異常が発生し，その状況が原災法第 10 条第１項に基づく特

定事象である場合の通報，非常事態の宣言，災害対策本部の設置等について

は，原災法第 7 条に基づき作成している東海第二発電所原子力事業者防災業

務計画（以下「防災業務計画」という。）及び関連する社内規程に定めている。 

防災業務計画には，災害対策本部の設置，原子力防災要員を置くこと，及

びこれを支援するため本店対策本部を設置することを規定している。これら

の組織により全社として原子力災害事前対策，緊急事態応急対策，及び原子

力災害中長期対策を実施できるようにしておくことで，原災法第 3 条で求め

られる原子力事業者の責務を果たしている。 

原子炉施設の異常時には，災害対策本部の対応が事象収束に対して有効に

機能するように，保安規定及び社内規程において，防災訓練等を通じて平時

から機能の確認を行う。 

本資料では，重大事故等発生時，即ち，原災法第 10 条第 1 項に基づく特

技術的能力1.0.10－5
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定事象が発生して，東海第二発電所（以下「東二」という。）に災害対策本部

を設置し，本店（東京）に本店対策本部を設置した場合における体制につい

て示す。 

(1) 体制の特徴

原子力防災組織は，災害対策本部長，災害対策本部長代理，本部員及

び発電用原子炉主任技術者で構成される「本部」と，7つの作業班で構成

され，役割分担に応じて対処する。 

災害対策本部において，指揮命令は基本的に災害対策本部長を最上位

に置き，階層構造の上位から下位に向かってなされる。一方，下位から

上位へは，実施事項等が報告される。また，プラント状況や各班の対応

状況についても各本部員より適宜報告されるため，常に綿密な情報の共

有がなされる。 

あらかじめ定めた手順に従って運転班（当直）が行う運転操作や復旧

操作については，当直発電長の判断により自律的に実施し，運転本部員

に実施の報告が上がってくることになる。 

東二において組織している災害対策本部体制について，以下に説明す

る。 

ａ．災害対策本部の構成 

災害対策本部体制は緊急時対策所に構築され，以下の要員（災害対

策要員）で構成される。 

・災害対策本部長：原子力防災管理者（所長） 

・災害対策本部長代理：副原子力防災管理者 

・発電用原子炉主任技術者 

・本部員：担当班の統括 

技術的能力1.0.10－6
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各班は基本的な役割，機能ごとに以下の班を構成し，それぞれの本

部員の指揮の下，活動を実施する。 

①情報班 

②広報班 

③庶務班 

④技術班 

⑤放射線管理班 

⑥保修班 

⑦運転班 

各班の必要要員規模は，対応すべき事故の様相又は事故の進展や収束

の状況により異なるが，プルーム通過の前・中・後でも要員の規模を拡

大・縮小しながら円滑な対応が可能な組織とする。 

(2) 災害対策要員の確保に関する基本的な考え方 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発生し

た場合でも速やかに対策を行えるように発電所構内に必要な要員を常時

確保する。また，火災発生時の初期消火活動に対応するため，初期消火要

員についても発電所に常時確保する。 

重大事故等の対応で，高線量下における対応が必要な場合においても，

社員で対応できるように要員を確保する。病原性の高い新型インフルエン

ザや同様に危険性のある新感染症等が発生し，所定の要員に欠員が生じた

場合は，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含め要員の補充を行う

とともに，そのような事態に備えた体制に係る管理を行う。 

必要な要員の補充の見込みが立たない場合は，原子炉停止等の措置を実

施し，確保できる要員で，安全が確保できる原子炉の運転状態に移行する。

技術的能力1.0.10－7
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また，あらかじめ定めた連絡体制に基づき，夜間及び休日（平日の勤務時

間帯以外）を含めて必要な要員を非常招集できるよう，定期的に通報連絡

訓練を実施する。 

(3) 重大事故等対策における判断者及び操作者について 

ａ．判断者の明確化 

発電所の重大事故等対策の災害対策活動に関する一切の業務は，災

害対策本部の基で行い，かつ，災害対策本部において行う対策活動を

本店対策本部は支援する。 

運転班（当直）が行う運転操作や復旧操作については，あらかじめ

定めた手順に従って当直発電長の判断により実施する。一方，あらか

じめ定めた手順によらない操作及び対応については，原子炉施設の運

転に関し保安の監督を職務とする発電用原子炉主任技術者の助言を踏

まえ，災害対策本部長が最終的に判断する。 

また，国及び地方公共団体等の関係機関及び社外の支援組織との連

携に係る対応の判断は，本店対策本部長が行う。 

隣接する東海発電所との同時発災により各発電所での対応が必要な

事象が発生した場合，災害対策本部は各発電所の状況や使用可能な設

備，事象の進展等の状況を共有し，東海発電所長及び東海第二発電所

長を兼務する災害対策本部長が対応すべき優先順位の最終的な判断を

行う。

ｂ．操作者の明確化 

各種手順書は，使用主体に応じて，中央制御室及び現場で当直要員及

び重大事故等対応要員（運転操作対応）が使用する運転手順書（以下

技術的能力1.0.10－8
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「運転手順書」という。）及び緊急時対策所及び現場で災害対策要員（当

直要員及び重大事故等対応要員（運転操作対応）を除く）が使用する手

順書（以下「災害対策本部手順書」という。）を整備する。 

ただし，使用目的によっては，相互の手順の完遂により機能を達成す

る場合があることを踏まえ，重大事故等対処設備の操作に当たっては，

中央制御室と災害対策本部の間で緊密な情報共有を図りながら行うこと

とする。 

2. 東二における重大事故等対策に係る体制について 

(1) 災害対策本部の体制概要 

ａ．災害対策本部長（所長）及び本部長代理の役割 

所長は，災害対策本部長として原子力防災組織を統括管理するとともに，

必要な要員を招集し状況の把握に努め，原子力災害の発生又は拡大の防止

のために必要な応急措置を行う。 

所長が不在の場合は，あらかじめ定めた順位に従い，副原子力防災管理

者がその職務を代行する。（第 1.0.10－2 表） 

また，重大事故等の発生時には複数の事象が同時に進行することを想定

し，災害対策本部長の助成や，災害対策本部長の指示を受けて，原子力オ

フサイトセンターでの対応及び重大事故等の応急措置等に係る特定の課

題を迅速に確認及び各班に具体的な対応を指示する本部長代理を 3 名配

置する。 

ｂ．災害対策本部の構成 

(a) 災害対策本部 

災害対策本部は，実施組織及び支援組織に区分される。さらに，支援

技術的能力1.0.10－9
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組織は，技術支援組織及び運営支援組織に区分される。 

実施組織は，当直，重大事故等の現場活動を行う重大事故等対応要員

及び初期消火活動を行う自衛消防隊から構成される。重大事故等対応要

員は，庶務班，保修班及び運転班で構成され，各班には班長及び班員に

対して必要な指示を行う本部員と，班員に対して具体的な作業指示や作

業状況を本部に報告を行う班長を配置する。 

支援組織のうち技術支援組織は，技術班，放射線管理班，保修班及び

運転班から構成され，各班には班長及び班員に対して必要な指示を行う

本部員と，班員に対して具体的な作業指示や作業状況の報告を行う班長

を配置する。 

支援組織のうち運営支援組織は，情報班，広報班及び庶務班から構成

され，各班には班長及び班員に対して必要な指示を行う本部員と，班員

に対して具体的な作業指示や作業状況の報告を行う班長を配置する。

（第 1.0.10－1 図～第 1.0.10－6 図） 

災害対策本部（全体体制）110 名は，当社社員と自衛消防隊の消火担

当及び給水確保対応に当たる協力会社社員（13 名）で構成される。 

なお，災害対策本部において初動対応を行う要員（災害対策要員（初

動））39 名については、自衛消防隊の消火担当（7 名）の要員以外を当

社社員で構成する。 

＜実施組織＞ 

当直要員：事故の影響緩和・拡大防止に関する運転上の措置，初期消火

活動等 

重大事故等対応要員：役割別に各班に分かれる。 

庶務班：アクセスルート確保（2名） 

技術的能力1.0.10－10
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放射性物質の拡散抑制対策に伴う措置（14名） 

（自衛消防隊）自衛消防隊による初期消火活動（11名） 

保修班：（給水対応／電源対応）事故の影響緩和・拡大防止に関する対

応（2名） 

（給水対応）給水確保に伴う措置（8名） 

（電源対応）電源確保に伴う措置（6名） 

運転班：事故の影響緩和・拡大防止に関する運転上の措置（3名） 

重大事故等対応要員のうち庶務班及び保修班の要員は，実施組織が行

う各災害対策活動を相互に助勢して実施できる配置とし，対応する必要

がある災害対策活動に対処可能な体制とする。 

火災発生時には，火災の発生場所に応じて当直あるいは守衛が初期消

火を行い，要請を受けた自衛消防隊が初期消火を引き続いて実施する。

また，平日（勤務時間中）と平日夜間及び休日では初期消火の対応要領

が異なるが，どちらの場合においても，迅速かつ適切に初期消火活動を

行うことができる。（別紙 1） 

＜技術支援組織＞ 

技術班：事故状況の把握・評価，プラント状態の進展予測・評価，事故

拡大防止対策の検討及び技術的助言等（3 名） 

放射線管理班：影響範囲の評価，被ばく管理，汚染拡大防止措置等に関

する技術的助言，二次災害防止に関する措置等（3 名） 

発電所内外の放射線・放射能の状況把握（4 名） 

保修班：（統括）事故の影響緩和・拡大防止に関する対応指示，不具合設

備の応急復旧及び技術的助言，放射性物質の汚染除去等（5 名） 

運転班：プラント状態の把握及び災害対策本部への報告，事故の影響緩
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和・拡大防止に関する対応指示及び技術的助言等（3 名） 

＜運営支援組織＞ 

情報班：事故に関する情報収集・整理及び連絡調整，本店対策本部及び

社外機関との連絡調整等（5 名） 

広報班：発生した事象に関する広報，関係地方公共団体の対応，報道機

関等の社外対応，発電所内外へ広く情報提供等（4 名） 

庶務班：（総務）災害対策本部の運営，防災資機材の調達及び輸送（4 名） 

（総務）社外関係機関への連絡（6 名） 

（施設防護）所内警備，避難誘導（3 名） 

（保健安全）医療（救護）に関する措置，二次災害防止に関する

措置（3 名） 

(b) 災害対策要員 

災害対策要員は重大事故等に対処するために必要な指示を行う本部

要員，各作業班員，現場にて対応を行う重大事故等対応要員，当直要

員及び自衛消防隊（初期消火要員）で構成する。 

(c) 災害対策本部設置までの流れ 

発電所において，重大事故等の原子力災害が発生するおそれがある

場合，原子力防災管理者（所長）は直ちに警戒事態を宣言するととも

に本店発電管理室長へ報告する。原子力防災管理者は速やかに発電所

警戒本部を設置し，災害対策本部体制を構成する災害対策要員に対し

非常招集を行う。 

さらに，発電所において，原災法第 10 条第 1 項に定める特定事象

等を含む重大事故等の原子力災害が発生した場合，原子力防災管理者
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（所長）は直ちに非常事態を宣言するとともに本店発電管理室長へ報

告する。原子力防災管理者は速やかに災害対策本部を設置し，災害対

策本部体制を構成する災害対策要員に対し非常招集を行う。 

なお，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，当直発電

長から事象の発生の連絡を受けた原子力防災管理者（所長）は，当直

発電長に災害対策本部の要員の招集を指示し，通報連絡要員が一斉通

報システムを用いて災害対策要員の非常招集を行う。（第 1.0.10－7

図） 

ｃ．災害対策要員が活動する施設 

重大事故等発生時に，災害対策本部における実施組織及び支援組織が

関係箇所との連携を図り迅速な対応により事故対応を円滑に実施する

ために，以下の施設及び設備を整備する。 

これらは，重大事故等発生時に初期に使用する施設及び設備であり，

これらの施設又は設備を使用することにより発電用原子炉の状態を確

認し，重大事故等への対応に必要な各班及びその要員数を決定するとと

もに，発電所内外の必要な各所へ通報連絡を行う。また，平時における

防災訓練では，上記の各班及びその要員数により適切に活動を実施でき

ることを確認する。（別紙 2） 

(a) 支援組織の活動に必要な施設及び設備 

重大事故等対応に必要なプラントのパラメータを確認するための

安全パラメータ表示システム（以下「ＳＰＤＳ」という。），発電所内

外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電

話機，ＩＰ－ＦＡＸ），衛星電話設備及び無線連絡設備等を備えた緊
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急時対策所を整備する。 

(b) 実施組織の活動に必要な施設及び設備 

中央制御室，緊急時対策所及び現場との連携を図るため，携行型

有線通話装置，無線通話設備及び衛星電話設備等を整備する。ま

た，電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場への移動，

操作及び作業を実施し，作業内容及び現場状況の情報共有を実施で

きるようヘッドライト及びランタン等を配備する。

(2) 災害対策本部の要員招集 

平日の勤務時間帯に重大事故等が発生した場合には，送受話器（ページ

ング），所内放送等にて発電所構内の災害対策本部体制を構成する災害対策

要員に対して非常招集を行い，災害対策本部を設置した上で活動を実施す

る。東二では，中長期的な対応も交替できるよう当直要員以外の発電所職

員についてもほぼ全員が災害対策要員となっており，平日の勤務時間中で

の要員確保は可能である。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に

は，一斉通報システムを用いて災害対策本部体制を構成する災害対策要員

に対し非常招集を行うとともに，災害対策本部体制が構築されるまでの間

については，当直要員及び発電所構内に常駐している災害対策要員による

初動体制を確立し，統括待機当番者の指示のもと迅速な対応を図る。 

また，発電所構内に常駐している災害対策要員のうち運転班の要員は，

原則中央制御室に参集する。その他の参集する要員は，緊急時対策所に参

集する。 

以下に，発電所構内の要員数が少なくなる夜間及び休日（平日の勤務時

間帯以外）における重大事故等発生時の体制について記載する。この時期
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においても，重大事故等発生時に適切に対応を行うことができる。（第

1.0.10－3 図，第 1.0.10－5 図，第 1.0.10－6 図，第 1.0.10－7 図，第

1.0.10－8 図，第 1.0.10－9 図） 

ａ．当直要員 

原子炉運転時における中央制御室の当直要員は，当直発電長 1 名，当

直副発電長 1 名及び当直運転員 5 名の計 7 名／直を配置している（第

1.0.10－5 図）。また，原子炉運転停止中※１における当直要員は，現場対

応操作を考慮して，当直発電長 1 名，当直副発電長 1 名及び当直運転員

3 名の計 5 名／直を配置している（第 1.0.10－6 図）。 

※1 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃未満）及び燃料交換の期間 

重大事故等発生時には，当直発電長が重大事故等対策に係る運転操作

に関する指揮・命令・判断を行い，当直副発電長は当直発電長を補佐す

る。中央制御室で運転操作を行う当直運転員及び現場で対応する当直運

転員は，当直発電長指示のもと重大事故等対策の対応を行うために整備

された手順書に従い事故対応を行う。当直発電長は適宜，災害対策本部

と連携し重大事故等対応操作の状況を報告する。 

原子炉運転停止中の当直要員の数は，原子炉運転時の当直要員の数よ

り少ないが，当直内の各役割及び指揮命令系統は維持される。 

なお，当直要員の勤務形態は，通常サイクル5班2交替で運用してお

り，重大事故等発生時においても，中長期での運転操作等の対応に支障

が出ることがないよう，通常時と同様の勤務形態を継続することとして

いること，及び重大事故等の対応に当たっては有効性評価を考慮して中

央制御室の当直運転員2名及び現場運転員6名（現場の当直運転員3名と
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重大事故等対応要員のうち運転操作対応3名（2人1組3チーム））の体制

を整えている。また，特定の作業に当たり被ばく線量が集中しないよう

配慮する運用としていることから，特定の現場運転員に作業負荷や被ば

く線量が集中することはない。 

ｂ．発電所構内に常駐する災害対策要員（当直要員除く） 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）には，発電所構内に常駐する災

害対策要員（当直要員除く）が，緊急時対策所で初動対応を行う。 

重大事故等発生時には，初動対応の全体を指揮する統括待機当番者 1

名は当直発電長からの連絡を受けて，現場を指揮する現場統括待機者 1

名，外部通報・連絡及び情報収集を行う要員 2 名※２，現場対応を行う庶

務班，運転班及び保修班の要員 26 名（内訳：アクセスルート確保要員 2

名，初期消火要員 11 名，運転操作要員 3 名，電源・給水確保要員 10 名）

及び放射線測定等を行う放射線管理班要員 2 名の合計 32 名を非常招集

し，災害対策本部の初動体制を確立する。（別紙 3） 

重大事故等の応急対応については，必要な対応を実施可能な要員を確

保することとし，これを初動体制の各班の機能及び要員数により対応可

能としている。このため，特定の現場要員に作業負荷や被ばく線量が集

中することはない。（第 1.0.10－2 図） 

 ※2 情報班員のうち１名が中央制御室に常駐し初動対応を行う。 

ｃ．発電所外から発電所に参集する災害対策要員 

(a) 非常招集により参集する要員 

災害対策本部の要員については，発電所員約 260 名のうち，約 130 名

が発電所から 5ｋｍ圏内に居住している。（平成 28 年 7 月現在） 
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夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合

に，災害対策要員の所在や参集ルート等を踏まえて参集時間と参集する

災害対策要員数を評価した。その結果，要員の参集開始時間を招集連絡

の 30 分後とすることや，要員の参集手段を徒歩移動とするという保守

的な条件においても，重大事故等の発生の 2 時間後には約 110 名が参集

すると評価される。この評価結果は，東二で抽出される全ての事故シナ

リオにおいて，外部からの参集要員に要求される参集時間及び要員数を

十分に達成できる。（別紙 4） 

参集した要員が災害対策本部の初動体制に加わることで，災害対策本

部は初動体制から全体体制に移行する。統括待機当番者は，災害対策本

部長の参集後には，本部長代理となる。また，初動体制における情報班，

保修班，放射線管理班，庶務班及び運転班は，参集した要員による班員

数が増加により，現場の応急対応を長期に渡り円滑かつ確実に実施する

ことが可能となる。さらに，参集した要員により，中長期的な対応等を

検討する技術班が全体体制の中で設置される。なお，残りの要員は交代

要員として待機する。（第 1.0.10－2 図） 

(b) 非常招集により参集する対象者 

発電所外から参集する災害対策本部の要員は，夜間及び休日（平日の

勤務時間帯以外）においても，拘束当番として 71 名を確保する。 

確保する拘束当番者の選定に当たっては、対象者の居住場所を考慮す

る。他操作との流動性が少ない特定の力量を有する参集要員（運転員）

については，参集の確実さを向上させるために，あらかじめ発電所近傍

に待機させる運用とする。また，庶務班や保修班等において作業に必要

な有資格者（各種主任技術者や大型車両及びクレ－ンなどの免状取得者）
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を配置する。 

(c) 非常招集の流れ 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場

合には，発電所外にいる災害対策要員を速やかに非常招集するため，

「一斉通報システム」，「通信連絡手段」等を活用し災害対策要員の非

常招集を行う。（第 1.0.10－9 図） 

東海村周辺地域で震度 6 弱以上の地震が発生した場合には，非常招

集の連絡がなくても支障がない限り発電所の緊急時対策所又は発電

所外集合場所（第三滝坂寮）に参集する。なお，地震等により家族及

び自宅などが被災した場合や地方公共団体からの避難指示等が出さ

れた場合は，家族の身の安全を確保した上で参集する。 

招集する災害対策要員のうち，あらかじめ指名されている発電所参

集要員である災害対策要員は，直接に発電所の緊急時対策所に参集す

る。あらかじめ指名された発電所参集要員以外の要員は，発電所外の

集合場所に参集し，災害対策本部の指示に従い対応する。 

発電所外の集合場所に参集した要員は，災害対策本部と非常招集に

係る以下の確認，調整を行い，発電所に集団で移動する。（第 1.0.10

－10 図） 

①発電所の状況（設備及び所員の被災等） 

②参集した要員の確認（人数，体調等） 

③重大事故等対応に必要な装備（汚染防護具，マスク，線量計等） 

④発電所への持参品（通信連絡設備，照明機器等） 

⑤気象及び災害情報等 
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(3) 通報連絡 

災害対策本部の全体体制における重大事故等発生時における通報連絡は

情報班が行うが，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発

生した場合には，発電所に常駐する初動体制における当直発電長又は通報

連絡要員が，内閣総理大臣，原子力規制委員会，茨城県知事，東海村村長，

原子力防災専門官，原子力緊急時支援・研修センター及びその他定められ

た通報連絡先に，所定の様式によりＦＡＸを用いて一斉送信することによ

り，複数地点への連絡を迅速に行う。（別紙 5） 

ａ．各通報連絡先に対しては，あらかじめ指名された通報連絡当番者が電話

により，ＦＡＸの着信確認又はＦＡＸを送信した旨を連絡する。 

ｂ．その後，災害対策要員の招集により通報連絡要員を確保し，更なる時間

短縮を図る。 

(4) 災害対策本部内の情報共有について 

災害対策本部内及び本店対策本部との基本的な情報共有方法は，以下の

とおりである。今後の訓練等で有効性を確認し適宜見直していく。（第

1.0.10－11 図, 第 1.0.10－12 図，第 1.0.10－13 図） 

ａ．プラント状況，重大事故等への対応状況の情報共有 

①情報班は，通信連絡設備を用い当直発電長又は情報班員からプラント

状況を逐次入手し，ホワイトボード等に記載するとともに，主要な情

報を災害対策本部に報告する。 

②技術班は，ＳＰＤＳデ－タ表示装置によりプラントパラメータを監視

し，状況把握，今後の進展予測及び中期的な対応・戦略を検討する。 

③各作業班は，適宜，入手したプラント状況，周辺状況，重大事故等へ

の対応状況をホワイトボード等に記載するとともに，適宜ＯＡ機器
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（パーソナルコンピュータ等）内の共通様式に入力することで，災害

対策本部内の全要員，本店対策本部との情報共有を図る。 

④災害対策本部長は，本部と各作業班の発話，情報共有記録をもとに全

体の状況把握，今後の進展予測・戦略検討に努めともに，プラント状

況，今後の対応方針について災害対策本部内に説明し，状況認識，対

応方針の共有化を図る。 

⑤災害対策本部長は，定期的に対外対応を含む対応戦略等を災害対策本

部本部員と協議し，その結果を災害対策本部内の全要員に向けて発話

し，全体の共有を図る。 

⑥情報班を中心に，災害対策本部長，災害対策本部長代理，各本部員の

発話内容をＯＡ機器内の共通様式に入力し，発信情報，意思決定，指

示事項等の情報を記録・保存し，情報共有を図る。 

ｂ．指示・命令，報告 

①災害対策本部では，指揮命令は災害対策本部長を最上位とし，階層構

造の上位から下位に行われる。一方，下位から上位へは，プラント状

況や対応状況等が報告される。東日本大震災時における東二での対応

経験を踏まえ，情報班員を中央制御室に平時から待機させることで，

重大事故等発生時には，情報班員がプラント状況や中央制御室の状況

を重大事故等発生の直後から災害対策本部に報告する。また，各班の

対応状況についても各本部員より災害対策本部内に適宜報告されるこ

とから，常に綿密な情報の共有がなされる。 

②災害対策本部長は，各本部員からの発話，報告を受け，適宜指示・命

令を出す。 

③各本部員は，配下の各作業班長から報告を受け，各班長に指示・命令
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を行うとともに，重要な情報を災害対策本部内で適宜発話し情報共有

する。また，災害対策本部長に報告する。 

④各作業班長は，各班員に対応の指示を行うとともに，班員の対応状況

等の情報を入手し，情報を整理した上で本部員へ報告する。 

⑤情報班を中心に，災害対策本部長，災害対策本部長代理，各本部員の

指示・命令，報告，発話内容をホワイトボード等への記載，並びにＯ

Ａ機器内の共通様式に入力することで，災害対策本部内の全要員，本

店対策本部との情報共有を図る。 

ｃ．本店対策本部との情報共有 

災害対策本部と本店対策本部間の情報共有は，テレビ会議システム，

通信連絡設備，ＯＡ機器内の共通様式を用いて行う。 

(5) 交代要員の考え方 

平日の勤務時間帯に重大事故等が発生した場合には，送受話器（ページ

ング），所内放送等にて発電所構内の災害対策本部体制を構成する災害対

策要員及び発電用原子炉主任技術者に対し非常招集を行う。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に

は，当直要員 7 名及び発電所構内に宿直している重大事故等に対処する災

害対策要員 32 名にて初期対応を実施する（第 1.0.10－2 図，第 1.0.10－

8 図）。それ以外の災害対策要員及び発電用原子炉主任技術者は，一斉通報

システムにより非常招集される。（第 1.0.10－9 図）※３

※3 (2)災害対策本部の要員招集 c.発電所外から発電所に招集する災害対策要員を参照 

非常招集の対象となる発電用原子炉主任技術者又は代行者については，
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召集連絡を受けた後，速やかに災害対策本部に駆けつけられるよう，東海

村又は隣接市町村に配置する。 

発電用原子炉主任技術者は，参集途上であっても通信連絡手段（衛星電

話設備（携帯型）等）を携行することにより，災害対策本部からプラント

の状況及び対策の状況等を確認あるいは情報連絡を受けることができる。 

また，初動対応者の交代を考慮し，主要な本部要員，班長，発電用原子

炉主任技術者の交代要員は，発電所に比較的早期に参集できるように配慮

する。 

平日の勤務時間帯，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）のいずれの

場合も，参集する災害対策要員は時間の経過に伴って増加し全体体制の要

員数（110 名：第 1.0.10－1 図）以上になる。このため，長期的対応に備

えて，対応者と待機者を人選する（第 1.0.10－9 図）。 

必要人数を発電所に残し，残りは発電所外（原子力事業所災害対策支援

拠点，自宅等）で待機する。対応者は，基本的には 12 時間（目途）ごとに

待機要員と交替することで長期的な対応にも対処可能な体制を構築する。 

なお，プルーム通過時には，必要な活動に対して交替要員を考慮した最

小限の要員を緊急時対策所，中央制御室及び現場（原子炉建屋付属棟 3 階）

に合計 70 名が待機する。 

緊急時対策所には 64 名（内訳：主要な本部員・班長，発電用原子炉主

任技術者の災害対策対応 23 名とその交替要員 23 名，中央制御室から退避

4 名，現場から退避 14 名）が待機し，中央制御室待機室には同様に 3 名

（内訳：当直 3 名）が待機し，現場（原子炉建屋付属棟 3 階）にも同様に

3 名（内訳：重大事故等対応要員である運転班員 3 名）が待機する。なお，

プルーム通過中は，現場作業は行わないが，緊急時対策所の各班の機能は

維持される。（第 1.0.10－4 図）。 
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(6) プルーム通過前後の体制の移行 

ａ．プルーム通過前 

緊急時対策所の災害対策本部の体制は，格納容器ベントに伴うプルーム

の通過に備え，プルーム通過前に災害対策本部の体制を変更する。プルー

ム通過時においても緊急時対策所に必要な災害対策要員を残し，それ以外

の災害対策要員は事前に原子力事業所災害対策支援拠点に一時退避する。 

中央制御室の当直要員及び情報班員は,プルーム通過中の監視に必要な

要員を除き緊急時対策所に退避する。中央制御室で監視に当たる当直要員

は，中央制御室待避室を正圧化させてプルームの通過に備える。 

また，格納容器破損後のベント対応のため二次隔離弁操作室で操作に当

たる運転班要員も、プルーム通過前に二次隔離弁操作室に移動し，同操作

室を正圧化させてプルーム通過に備える。 

ｂ．プルーム通過中 

プルーム通過中は，東二重大事故等の現場対応は実施できないが，緊

急時対策所における災害対策本部の本部長及び本部員による本部体制及

び各班の機能は維持され，ＳＰＤＳデータ表示装置や監視カメラ等を用

いてプラント状況や周囲状況の把握及び作業再開後の対応について，緊

急時対策所内で議論される。 

プルーム通過後の作業再開に係る判断は、可搬型モニタリング・ポス

ト等の指示が急激に低下し，指示が安定したことをもってプルームの通

過を判断する。 

ｃ．プルーム通過後 

プルームの通過が判断され次第，緊急時対策所建屋の空調を正圧化状態
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から空気浄化モードに移行し，緊急時対策所建屋のチェンジングエリアの

運用を再開する。二次隔離弁操作室に待機していた運転班要員の緊急時対

策所への帰還は，チェンジングエリアの運用再開後を原則とするが，チェ

ンジングエリアの運用開始前に，やむを得ず帰還する必要がある場合には，

緊急時対策所建屋内のエアロックのエリアにおいて，放射線防護具の脱衣

及び汚染検査を行う。 

プルーム通過前に緊急時対策所に退避していた中央制御室の当直要員

及び情報班員は，プルーム通過後，中央制御室のチェンジングエリアの運

用が再開され次第中央制御室に移動する。また，原子力事業所災害対策支

援拠点に退避していた災害対策要員を，災害対策本部長は災害対策本部の

体制をプルーム通過時の体制から重大事故等時の対応体制に戻すのに合

わせ，発電所に要員を招集する。 

(7) 廃止措置中の東海発電所の原子力防災体制との関係 

廃止措置中の東海発電所は全ての核燃料は搬出済みであり，今後，原

子炉構造物が解体される。東海発電所には核燃料物質がないため，東二

のような重大事故等が発生することはない。 

しかし，東海発電所において原子力災害対策特別措置法（以下「原災

法」という。）及び関連法令に定める特定事象が発生した場合には，東二

及び東海発電所で同時に災害対策本部を確立することとなる。 

本章では，災害対策要員の観点から，東二及び東海発電所に災害対策

本部を確立した場合における東二の重大事故等対応が東海発電所の事故

対応から受ける影響について整理した。 

ａ．東海発電所で発生が想定される事故 
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「原災法」及び「原子力災害対策特別措置法施行令」では，国民の生

命及び財産の保護の観点から，これに影響する又は影響する可能性があ

る事象が発生した場合には，事業者の通報が要求されている。更に，「原

子力災害対策指針」及び「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防

災管理者が通報すべき事象等に関する規則」では，原子炉の状況に応じ

た通報すべき事象（EAL）が定められている。 

廃止措置中の東海発電所に該当する EAL は「敷地境界付近の放射線量

の上昇」，「火災爆発等による管理区域外での放射線の放出」及び「事業

所外運搬での放射線量の上昇」がある。 

東海発電所廃止措置計画認可申請書（平成 23 年度申請）では，廃止措

置作業において EAL に該当する可能性がある事象として，「廃止措置工事

において発生した放射性物質（粉じん）を捕捉した高性能粒子フィルタ

の破損による敷地境界の線量率の上昇」等が記載されている。 

このように，廃止措置中の東海発電所においても原災法 10 条に該当す

る特定事象が発生する可能性があり，これが，東二の重大事故等時と同

時に発生した場合には，東二と東海発電所において災害対策本部を同時

に確立することとなる。 

ｂ．東二災害対策要員の東海発電所災害対策要員との関係 

東二重大事故等発生時に東海発電所で事故が同時発生した場合に，各発

電所の災害対策要員が重大事故（及び事故）の状況に応じて迅速に対応で

きるように，以下の考え方に基づいて発電所毎に別組織又は兼務とした。 

（東二と東海発電所の災害対策要員を別組織とする要員） 

・特定の施設に係る課題等，専門的な現場作業又は検討を行う要員 
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・重大事故等の現場対応に係わる作業を行う要員，及びその要員に具体

的な指示を行うとともに報告を受ける要員 

（東二と東海発電所の災害対策要員を兼務する要員） 

・両発電所の状況を総合的に把握し対応の優先度を含めて指示を行う要

員 

・両発電所の状況の対外的な発信等，両発電所の状況を対外的に求めら

れる作業を行う要員 

・警備，救護，資機材の調達及び緊急時対策所の立ち上げ（換気系の切

替え，専用電源の起動等）等の両発電所に係る共通の作業を行う要員 

・火災発生時に初期消火活動に係る要員（発電所別の対応より敷地全体

を網羅的に対応する） 

上記の考え方を踏まえて東二及び東海発電所の災害対策本部体制を確

保することにより，東二及び東海発電所の災害対策本部を同時に確立し

た場合にも，東二の重大事故等の収束に係る作業を迅速かつ効率的に行

うことができる。故に，東二の重大事故等の対応は，東海発電所の事故

対応に影響を受けない。 

東二災害対策要員の東海発電所災害対策要員との関係についてａ～ｉ

に示す。また，東二及び東海発電所の災害対策本部の構成の関係を図 1

及び図 2 に示す。 

東二災害対策要員 110 名は，東二専従者 66 名及び兼務者 44 名から構

成される。なお，東海発電所災害対策要員 57 名は，東海発電所専従者 24

名及び兼務者 33 名により構成される。※２ 
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※2 東二災害対策要員の自衛消防隊（11 名）は，東海発電所における初期消火対

応も行うため兼務者であるが，東海発電所原子力事業者防災業務計画では東海

発電所災害対策要員に自衛消防隊を含まないため，東二と東海発電所の災害対

策要員の兼務者の数が異なる。 

3. 発電所外における重大事故等対策に係る体制について 

発電所において原子力警戒事態又は非常事態が宣言された場合，本店対策

本部及び原子力事業所災害対策支援拠点において，発電所における重大事故

等対策に係る活動を支援する体制を構築する。（第 1.0.10－12 図） 

以下に発電所外における体制について示す。 

(1) 本店対策本部 

ａ．本店対策本部の体制概要 

(a) 本店対策本部長（社長）の役割 

社長は，本店対策本部長として統括管理を行い，全社大での体制にて

原子力災害対策活動を実施するため本店対策本部長としてその職務を

行う。なお，社長が不在の場合は，あらかじめ定めた順位に従い，本店

対策本部の副本部長がその職務を代行する。 

 (b) 本店対策本部の構成 

本店対策本部は，重大事故等の拡大防止を図り，事故により放射性物

質を環境に放出すること防止するために，特に中長期の対応について災

害対策本部の活動を支援する。 

重大事故等の応急対応を実施する災害対策本部の各班を支援するた

めに，本店対策本部には対応する各班を設置するとともに，災害対策本

部が事故対応に専念できるように，社内外の情報収集及び災害状況の把

握，報道機関への情報発信，原子力緊急事態支援組織等関係機関への連

絡，原子力事業所災害対策支援拠点の選定・運営を行う各班を設置する。 
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また，他の原子力事業者等への応援要請やプラントメーカ等からの対

策支援対応等，技術面・運用面で支援する体制を整備する。（第 1.0.10

－13 図） 

情報班：事故に関する情報の収集，災害対策本部への指導・援助及び

本店対策本部内での連絡調整，社外関係機関との連絡・調整

及び法令上必要な連絡，報告等 

庶務班：通信施設の確保，要員の確保，応援計画案の作成及び各班応

援計画の取り纏め等 

広報班：報道機関等の対応，広報関係資料の作成，応援計画案の作成等 

技術班：原子炉・燃料の安全に係る事項の検討，発電所施設・環境調

査施設の健全性確認，災害対策本部が行う応急活動の検討，

応援計画案の作成等 

放射線管理班：放射線管理に係る事項の検討，個人被ばくに係る事項

の検討，応援計画の作成等 

保健安全班：緊急被ばく医療に係る事項の検討，応援計画案の作成等 

ｂ．本店対策本部設置までの流れ 

発電所において原子力警戒事態又は非常事態が宣言された場合，発電

管理室長は，本店対策本部組織の要員を非常招集する。（第 1.0.10－14

図）発電管理室長は，発電所に災害対策本部が設置された場合，社長を

本部長とする本店対策本部を設置する。なお，夜間及び休日（平日の勤

務時間帯以外）において，本店対策本部体制が構築されるまでの間につ

いては，本店近傍で待機している宿直者 2 名にて初期対応を行う。 

ｃ．広報活動 
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原子力災害発生時における広報活動については，原災法第 16 条第１

項に基づき設置される原子力災害対策本部（全面緊急事態発生時の場合）

と連携することとしており，原子力規制庁緊急時対応センター（ＥＲＣ）

及び緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）との情報発信

体制を構築し，災害対策本部と連携し対応を行う。（第 1.0.10－15 図） 

また，近隣住民を含めた広範囲の住民からの問い合わせについては，

相談窓口等で対応を行い，記者会見情報等についてはホームページ等を

活用し，情報発信する。 

(2) 原子力事業所災害対策支援拠点 

発電所において非常事態が宣言された場合に，発電所外から 7 日間支

援を受けなくとも災害対応が実施できるように，発電所構内には，災害

対応が可能な資機材として，必要な数量の食料，飲料水，防護具類（不燃

布カバーオール，ゴム手袋，全面マスク等），燃料を配備している。 

一方で，災害対応が更に長期化する可能性を考慮し，発電所外からの

支援体制として，以下のとおり原子力事業所災害対策支援拠点を整備す

る。 

本店対策本部長（社長）は，発電所における重大事故等対策に係る活動

を支援するため，原子力災害対策特別措置法第 10 条通報後に，原子力事

業所災害対策支援拠点の設営を庶務班長に指示する。 

庶務班長は，あらかじめ選定している施設の候補の中から放射性物質

が放出された場合の影響等を考慮した上で原子力事業所災害対策支援拠

点を指定する。（別紙 5）また，原子力事業所災害対策支援拠点へ必要な

要員を派遣するとともに，原子力事業所災害対策支援拠点を運営し，発

電所における重大事故等対策に係る活動を支援する。 
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原子力事業所災害対策支援拠点へ派遣された要員は，現地責任者の指

揮のもと，後方支援業務を行う。（第 1.0.10－16 図） 

(3) 中長期的な体制 

重大事故等発生後の中長期的な対応が必要になる場合に備えて，本店対

策本部が中心となって社内外の関係各所と連係し，適切かつ効果的な対応

を検討できる体制を整備する。 

具体的には，プラントメーカ（日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会

社）及び協力会社から，重大事故等発生後に現場操作対応等を実施する要

員の派遣や，事故収束に向けた対策立案等の技術支援や要員の派遣等につ

いて，協議・合意の上，東二の技術支援に関するプラントメーカとの覚書

を締結し，重大事故等発生後に必要な支援が受けられる体制を整備する。 
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第 1.0.10－1 図 災害対策本部体制 

技術的能力1.0.10－31

31



1.0.10－31 

第 1.0.10－2 図 災害対策本部の初動体制及び全体体制の構成 

災害対策本部（初動体制） 災害対策本部（全体体制） 

災害対策要員（初動）：39 名 

統括待機当番者（副原子力防災管理者）：1名 

当直要員：7名 

災害対策本部長（所長） 

（原子力防災管理者）：1名

本部長代理（副原子力防災管理者）：3名

原子炉主任技術者：1名

情報班：5名 

災害対策要員：110 名 

広報班：4名 

庶務班：33 名 

保修班：21 名 

放射線管理班：7名 

技術班：3名 

運転班：6名 

オフサイトセンター派遣：8名

当直要員：7名 

自衛消防隊員：11 名

現場統括待機者：1名 

通報連絡要員（情報班）：1名

通報連絡要員（情報班）（中央制御室常駐）：1名

重大事故等対応要員（保修班）：10 名

重大事故等対応要員（庶務班）：2名

自衛消防隊員（庶務班）：11 名 

重大事故等対応要員（運転班）：3名

重大事故等対応要員（放射線管理班）：2名

災害対策要員（指揮者等） 
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第 1.0.10－3 図 災害対策本部の初動体制から全体体制への移行 
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第 1.0.10－4 図 災害対策本部の要員（プルーム通過時） 
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第 1.0.10－8 図 プルーム通過前後の災害対策要員の動き 
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別紙1 

自衛消防隊の体制について 

1．自衛消防隊の体制 

（1）自衛消防隊の編成 

東二の構内（東海発電所及び使用済燃料乾式貯蔵設備）において火災が

発生した場合，発電所構内に常駐している当直守衛員及び当直運転員が，

自衛消防隊（内訳：自衛消防隊長 1 名，自衛消防副隊長 1 名及び消火担当

7 名）を編成し，初期消火活動を行う。（図 1，表 1） 

また，火災発生時は，施設防護グループマネージャーが当直守衛員消防

隊を出動させ初期消火活動を行う。 

図１ 自衛消防隊の編成 

管理権原者（災害対策本部長） 

所 長 

施設防護グループマネージャー 

（庶務班長） 

自衛消防隊長*1

自衛消防副隊長*2

当直運転員 

消防隊*4

当直守衛員 

消防隊*3

注：（ ）内は，災害対策本部設置後の体制を示す。 
*1現場指揮者(夜間及び休日は宿直当番者対応) 
*2現場連絡責任者(夜間及び休日は宿直当番者対応) 
*3構内全域における初期消火活動等 
*4東二の管理区域及び周辺防護区域内における初期消火活動等 

技術的能力1.0.10－36

36



1.0.10－47 

表 1 初期消火活動のための要員と主な役割 

初期消火活動 

の要員 

消火活動における 

担当（人数） 
主な役割 

当直発電長 

当直守衛員 

通報連絡責任者 

（1 名） 

・消防機関への通報 

・所内関係者への連絡及び出動指示 

当直運転員 

当直守衛員 

連絡担当 

（1 名） 

・火災現場への移動及び状況確認 

・現場状況の所内関係者への伝達 

・可能な範囲での初期消火 

自衛消防隊長 

（技術系管理職） 

現場指揮者 

（1 名） 

・出動の準備／火災現場への移動 

・火災状況の把握 

・現場状況の所内関係者への伝達 

・火災現場での消火活動の指揮 

自衛消防副隊長 

（管理職） 

現場連絡責任者 

（1 名） 

・消防機関への情報提供。 

・消防機関の現場誘導 

当直守衛員 
消火担当 

（7 名） 

・出動の準備／火災現場への移動 

・消防自動車，消火器，消火栓等 

による消火活動 

（2）火災発生時の消火活動要員の動き 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）と，平日勤務時間帯における火災

発生時の消火活動に係る要員の動きを，表 2 に示す。夜間及び休日（平日

の勤務時間帯以外）の時間帯は廃止措置消防隊が不在であるが，現場の監

視及び消火活動は十分に対応可能である。また，火災活動に必要な資機材

は必要に応じて，東二及び他施設とは別配置としている。以下に詳細を記

載する。 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外） 

東二当直要員は東二管理区域（建屋内外）及び周辺防護区域を所掌と

し，また，当直守衛員は東海発電所管理区域及び屋外全般を所掌として，
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火災発生時には初期消火対応及び公設消防への連絡を行う。 

初動対応において出動要請を受けた自衛消防隊は，初期消火に引き続

いて消火対応を行い，公設消防の到着後は公設消防の指揮下で消火対応

を行う。 

ｂ. 平日勤務時間帯 

東二当直要員は東二管理区域（建屋内外）及び周辺防護区域を所掌と

し，廃止措置室消防隊が東海発電所管理区域を所掌とし，当直守衛員が

屋外全般を所掌として，火災発生時には初期消火対応及び公設消防への

連絡を行う。 

初動対応において出動要請を受けた自衛消防隊は，初期消火に引き続

いて消火対応を行い，公設消防の到着後は公設消防の指揮下で消火対応

を行う。 

自衛消防隊は，隊長と副隊長（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）は，

訓練により力量を確保している宿直当番者）及び当直守衛員７人により構成

される。当直守衛員７人により，化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車

を同時に使用した消火活動が可能である。 

当直要員及び当直守衛員が，各々の所掌において火災を発見した場合は，上

記のとおり初期消火対応及び公設消防への連絡を行うとともに，当直要員と

当直守衛員の間で迅速に情報共有する。 
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表2 火災発生時の消火活動要員の動き 

夜間及び休日 
（平日勤務時間帯を除く） 

所掌 活動場所 

時系列 
本部体制
の所属 

初動対応 自衛消
防隊到
着後 

公設消
防の現
場誘導

初動
体制

全体
体制

現場
確認

119
通報

自衛消
防隊出
動要請

初期
消火

災
害
対
策
本
部
体
制
（
３
９
名
）
の
要
員

初
期
消
火
活
動
要
員

当直発電長 
(通報連絡責任者) 

1 
東二 
内部 

MCR  ● ●  
運転 
対応 
移行 
※4

当
直
要
員

当
直
要
員

当直運転員 
(連絡担当) 

1 
MCR～ 

火災現場 
●   ●  

自
衛
消
防
隊
（
宿
泊
当
番
）

自衛消防隊長 
(現場指揮者) 1 ※3 

東一 
内部 
・ 
東二 
内部 
・ 
屋外 

火災現場     

消火 
対応 
※5

庶
務
班
（
防
災
）

庶
務
班
（
防
災
）

自衛消防副隊長 
(現場連絡責任

者,１名) 
8 

現場指揮
本部 

    ● 

当直守衛員※1

（消火担当,7
名） 

火災現場      

当直守衛員 
(通報連絡責任者)

2 

※3 

東一 
内部 
・ 
屋外 

監視所  ● ●  
対応 
継続 
※6

当直守衛員 
(連絡担当) 

監視所～ 
火災現場 

●   ●  

― 
廃止措置
室消防隊

（不在） 

平日勤務時間帯 所掌 活動場所 

時系列 
本部体制
の所属 

初動対応 自衛消
防隊到
着後 

公設消
防の現
場誘導

全体
体制

現場
確認

119
通報

自衛消
防隊出
動要請

初期
消火

災
害
対
策
本
部
体
制
（
３
９
名
）
の
要
員

初
期
消
火
活
動
要
員

当直発電長 
(通報連絡責任者) 

1 
東二 
内部 

MCR  ● ●  
運転 
対応 
移行 
※4

当
直
要
員

当直運転員 
(連絡担当) 

1 
MCR～ 

火災現場 ●   ●  

自
衛
消
防
隊
（
宿
泊
当
番
）

自衛消防隊長 
(現場指揮者) 1 ※3 

東一 
内部 
・ 

東二 
内部 
・ 
屋外 

火災現場     

消火 
対応 
※5 

庶
務
班
（
防
災
）

自衛消防副隊長
(現場連絡責任
者,１名) 8 

現場指揮
本部 

    ● 

当直守衛員※1

（消火担当,7名） 火災現場      

当直守衛員 
(通報連絡責任者)

2 屋外 

監視所  ● ●  対応 
継続 
※6 

当直守衛員 
(連絡担当) 

監視所～ 
火災現場 

●   ●  

上
記
要
員
外 

廃止措置
室消防隊
(廃止措置

管理 Gr) 

Gr マネージャー 1 
※3 

東一 
内部 

本部  ● ●  
対応 
継続 
※7 

Gr 員 1 

火災現場 

●   ●  

Gr 員 4※2    ●  

※１ 自衛消防隊のうち当直守衛員（7名）は消防車操作の力量を有する 
※２ 廃止措置室消防隊のうち Gr員の要員数は変動する場合あり 
※３ 東一：東海発電所を示す 
※４ 当直発電長及び当直運転員は中央制御室にてプラント運転対応に移行 
※５ 自衛消防隊長：火災現場で消火活動の指揮，自衛消防副隊長以下 8名：火災現場等で消火対応 
※６ 通報連絡責任者：監視所で連絡の指揮，連絡担当：他火災の連絡業務に備える 
※７ 廃止措置室消防隊は東Ⅰの火災現場で消火対応実施
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（3）消火活動用資機材及び水源 

東二及び他施設（東海発電所及び使用済燃料乾式貯蔵設備）の消火活動

用資機材の種類，水源及び配備，設置場所を以下に示す。 

消火栓及び消火器は東二，東海発電所及び使用済燃料乾式貯蔵設備に

各々設置し，消防用自動車は東二，東海発電所及び使用済燃料乾式貯蔵設

備の共用として配備している。 

なお、各消火用資機材の水源は東二重大事故等対処設備ではないため，

これらの消火活動用資機材を用いた消火活動は東二重大事故等対応に影響

しない。 

・屋外消火栓（水源：防火水槽及び原水タンク）：共用として設置 

・屋内消火栓（水源：ろ過水タンク及び多目的タンク） 

：東二，東海発電所及び使用済燃料乾式貯蔵設備に各々設置 

・消火器 ：東二，東海発電所及び使用済燃料乾式貯蔵設備に各々設置 

・化学消防自動車（1 台）及び水槽付消防ポンプ自動車（1 台）： 

共用として配備 

2．重大事故等発生時における複数同時火災時の対応 

（1）概要 

東二敷地内において同時に複数個所で火災が発生した場合（東海発電所

及び使用済燃料乾式貯蔵設備を含む）は，災害対策本部の確立前は，当直

発電長は火災によるアクセルルート及び重大事故等対応に及ぼす影響等を

考慮して消火活動の優先度を判断し，自衛消防隊を出動させ消火活動に当

たる。災害対策本部の確立後においては，当直発電長からの報告を受けた

災害対策本部長が上記と同様の観点から消火活動の優先度を判断する。 

東二敷地内において同時に複数個所で火災が発生した場合（東海発電所
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及び使用済燃料乾式貯蔵設備を含む）の対応の例として，東二の建屋内部

の 2 か所での同時火災のケ－ス（以下「建屋内同時火災」という。）と，東

二敷地内（建外）の 2 か所での同時火災のケ－ス（以下「屋外同時火災」

という。）について以下に示す。 

（2）建屋内同時火災 

ａ．前提条件 

・重大事故等の対応中に，東二建屋内で原因を特定しない同時火災が発

生することを想定する。 

・建屋内同時火災が発生した場合，当直運転員は初期消火活動に当たる。

しかし，自衛消防隊が消火現場に到着して当直運転員から消火活動を交

替する場合や，火災によるアクセルルートや重大事故等対応に及ぼす影

響の程度によっては，当直発電長の判断により，当直運転員が重大事故

等の現場対応操作を優先する。 

・建屋内の火災であるため，消火活動は建屋内の消火器，消火栓を使用

する。 

ｂ．対応及び体制 

東二の建屋内同時火災の対応フローを図2に，初期消火体制を図3に示す。 

当直発電長は，火災の状況を含めプラント状況の把握や災害対策本部と

の連絡を行うとともに，現場指揮所設置までの当直運転員が行う初期消火

活動の指揮を執る。 

自衛消防隊長は，災害対策本部（庶務班長）の指示を受け，速やかに現

場指揮所を設置するとともに，設置後は消火活動を指揮する。指揮権の委

譲の際には，当直発電長と現場対応者（当直運転員等）から両方の火災状
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況の説明を受ける。その後は，一方の火災現場に現場指揮及び連絡を担当

する担当者を配置し，適宜状況報告を受け両方の火災対応の指揮を執ると

ともに，災害対策本部との連絡を行う。 

消火体制について，初期消火要員として当直発電長から指名された当直

運転員等が自衛消防隊で初期消火対応を行い，その後は自衛消防隊で2班

を編成し消火活動に当たる。消火活動は，自衛消防隊長及び自衛消防隊員

6名の計7名の体制で対応可能であり，必要により現場指揮所と火災現場の

連絡担当を配置する。 
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図 2 建屋内同時火災の対応フロー 

火災現場        緊急時対策所 

【自衛消防隊】 
・隊員(6 名)を 2 班に編成 

する 
・火災現場(2 か所)に移動 

【中央制御室（当直発電長）】 
・当直運転員へ現場確認を指示 

【現場（当直発電長）】 
・建屋内での同時火災を確認 

【中央制御室】 
・当直発電長は当直運転員（及び

自衛消防隊）への初期消火対応
指示 

・通報連絡要員（又は当直発電
長）は自衛消防隊に出動要請 

【初期消火対応(当直運転員)】 
・火災現場での状況確認 
・延焼防止対応 

【災害対策本部（災害対策本部長）】 
・自衛消防隊に出動指示 

【自衛消防隊長】 
・火災現場に移動 

【現場指揮所（自衛消防隊長）】 
・火災対応を指揮する現場指揮所

を設置（火災対象建屋入口部） 

⇒現場指揮所の設置後は，当直発
電長は，現場指揮権を自衛消防
隊長に委譲する 

【初期消火対応（自衛消防隊）】 
・火災現場に到着（2 か所） 
・初期消火活動 

【中央制御室（当直発電長）】 
・建屋内で同時火災を検知 
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図 3 建屋内同時火災発生時の初期消火体制 

※1 現場指揮対応 

※2 自衛消防隊員 2 名一組での消火対応となるが，消火器及び

屋内消火栓での消火活動であるため，十分対応可能 

【中央制御室】
当直発電長 

災害対策本部
（運転班） 

自衛消防隊長
（自衛消防隊）

【現場】
当直運転員

災害対策本部
（庶務班） 

自衛消防隊
（連絡担当 1 名）※１

初期消火活動
（指示） 

火災発生連絡

情報共有

指揮・命令

火災状況
（情報伝達） 

【緊急時対策所】

自衛消防隊
（消火担当 2 名）※２ 

自衛消防隊
（連絡担当 1 名）※１

自衛消防隊
（消火担当 2 名）※２ 
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（2）屋外同時火災 

 ａ．前提条件 

・東二敷地内の屋外で，重大事故等の対応中に発電所敷地内で現場操作を

妨げるような火災が同時に2箇所で発生することを想定する。 

・消火活動は重大事故等対応のための活動である前提とし，化学消防自動

車及び水槽付消防ポンプ自動車を用いる。 

・火災状況や火災規模により，上記の消防用自動車に加えて可搬型代替注

水中型ポンプを使用する場合は，可搬型代替注水中型ポンプは自主の消

火設備として活用する。 

・可搬型代替注水中型ポンプを用いる消火活動が必要な場合は，庶務班及

び保修班の現場要員を消火活動の要員として活用し，初期消火要員の消

火活動には影響を与えない。 

ｂ．外部火災での対応及び体制 

屋外同時火災の対応フローを図4に，初期消火体制を図5に示す。 

屋外同時火災における消火活動は，自衛消防隊長が指揮を執る。敷地内

2か所での同時火災に対しての消火活動は，常時待機している自衛消防隊

（当直守衛員消防隊7名）と自衛消防隊長等の2名（現場指揮者及び現場連

絡責任者）の計9名で対応可能である。 

なお，庶務班や保修班の現場操作を前提として，可搬型代替注水中型ポ

ンプを用いて消火活動を行う場合は，庶務班及び保修班の現場要員6名で

消火活動を行う。この場合，現場要員は，消火活動の終了次第，災害対策

本部の判断により速やかに原子炉等への給水作業等に戻る。 
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図 4 発電所敷地内での同時火災に対する対応フロー 

【災害対策本部】 

・発電所敷地内 2 箇所で同時火災を認知 

・自衛消防隊による消火活動指示 

【庶務班長】 

・プラント状況及び消火戦略確認 

・自衛消防隊長，自衛消防隊の出動指示※１

緊急時対策所 

緊急時対策所 

※1 自衛消防隊長及び隊

員に火災発生場所を

確実に連絡 

【自衛消防隊】 

・隊員（7 名）が化学消防自動車及び

水槽付ポンプ自動車で現場出向 

【自衛消防隊長】 

・火災場所へ出向 

【自衛消防隊長】 

・火災場所を考慮し，現場指揮所を設置 

緊急時対策所 

現場指揮所 

発電所監視所 

【庶務班長，保修班長】※２

・庶務班及び保修班の現場対応要員

に消火活動指示 

【庶務班，保修班】 

・可搬型代替注水中型ポンプで現場

出向（6 名） 

火災現場 

【初期消火要員】 

・現場到着 

・消火活動 

・自衛消防隊長が消

火活動終了と判断

した時点で庶務班

及び保修班の現場

要員は原子炉給水

作業等に復帰 

※2 可搬型代替注水中型

ポンプでの消火活動 
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図 5 緊急時における発電所敷地内の同時火災発生時の初期消火体制

※1 筒先担当 1 名，機関操作 1 名，泡消火薬剤補充員 2 名 
※2 筒先担当 1 名，筒先担当補佐 1 名，機関操作 1 名 
※3 対応が必要な場合 

火災現場 指揮・命令

庶務班・保修班 6 名 

（可搬型代替注水 

中型ポンプ）※３

自衛消防隊 3 名 

（水槽付消防ポンプ 

自動車）※２ 

自衛消防隊 4 名 

（化学消防自動車）※１

庶務班長 自衛消防隊長 
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別紙 2 

緊急時対策所における主要な資機材一覧 

緊急時対策所に配備している主要な資機材については以下のとおり。 

〇通信連絡設備 

通信種別 主要設備 台数※３

発電所内外 

電力保安通信用 

電話設備※１

（固定型） 4台 

（携帯型）※２ 約40台 

衛星電話設備 
（固定型) 7台 

（携帯型) ※２ 12台 

発電所内 

無線連絡設備 （固定型） 2台 

無線連絡設備 （携帯型）※２ 20台 

送受話器（ページング） 3台 

携行型有線通話装置※２ 4台 

発電所外 

テレビ会議システム（社内） 2台 

加入電話※１ 9台 

統合原子力防災 

ネットワークに 

接続する通信連絡設備 

テレビ会議システム 1式 

ＩＰ電話 7台 

ＩＰ－ＦＡＸ 3台 

※1 通信事業者回線に接続されており，発電所外への連絡も可能。 

※2 予備の充電池と交換することにより7日間以上継続して使用が可能。 

※3 台数は，予備を含む（台数については，今後訓練等を踏まえた検討によ

り変更となる可能性がある）。 

〇必要な情報を把握できる設備 

通信種別 主要設備 台数 

発電所内外 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 1式 

発電所内 ＳＰＤＳデ－タ表示装置 1式 
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〇照明設備 

通信種別 主要設備 台数 

発電所内 LED ライト 20個 

発電所内 ランタン 20個 

発電所内 ヘッドライト 20個 
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別紙６ 

廃止措置中の東海発電所の原子力防災体制との関係について 

1．概要 

廃止措置中の東海発電所は全ての核燃料は搬出済みであり，今後，原子

炉構造物が解体される。東海発電所には核燃料物質がないため，東二のよ

うな重大事故等が発生することはない。 

しかし，東海発電所において原子力災害対策特別措置法（以下「原災

法」という。）及び関連法令に定める特定事象が発生した場合には，東二及

び東海発電所で同時に災害対策本部を確立することとなる。 

本章では，災害対策要員の観点から，東二及び東海発電所に災害対策本

部を確立した場合における東二の重大事故等対応が東海発電所の事故対応

から受ける影響について整理した。 

２．東海発電所で発生が想定される事故 

「原災法」及び「原子力災害対策特別措置法施行令」では，国民の生命

及び財産の保護の観点から，これに影響する又は影響する可能性がある事

象が発生した場合には，事業者の通報が要求されている。更に，「原子力災

害対策指針」及び「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者

が通報すべき事象等に関する規則」では，原子炉の状況に応じた通報すべ

き事象（EAL）が定められている。 

廃止措置中の東海発電所に該当する EAL は「敷地境界付近の放射線量の

上昇」，「火災爆発等による管理区域外での放射線の放出」及び「事業所外

運搬での放射線量の上昇」がある。 
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東海発電所廃止措置計画認可申請書（平成 23 年度申請）では，廃止措置

作業において EAL に該当する可能性がある事象として，「廃止措置工事にお

いて発生した放射性物質（粉じん）を捕捉した高性能粒子フィルタの破損

による敷地境界の線量率の上昇」等が記載されている。 

このように，廃止措置中の東海発電所においても原災法 10 条に該当する

特定事象が発生する可能性があり，これが，東二の重大事故等時と同時に

発生した場合には，東二と東海発電所において災害対策本部を同時に確立

することとなる。 

2．東二災害対策要員の東海発電所災害対策要員との関係 

東二重大事故等発生時に東海発電所で事故が同時発生した場合に，各発電

所の災害対策要員が重大事故（及び事故）の状況に応じて迅速に対応できる

ように，以下の考え方に基づいて発電所毎に別組織又は兼務とした。 

（東二と東海発電所の災害対策要員を別組織とする要員） 

・特定の施設に係る課題等，専門的な現場作業又は検討を行う要員 

・重大事故等の現場対応に係わる作業を行う要員，及びその要員に具体的

な指示を行うとともに報告を受ける要員 

（東二と東海発電所の災害対策要員を兼務する要員） 

・両発電所の状況を総合的に把握し対応の優先度を含めて指示を行う要

員 

・両発電所の状況の対外的な発信等，両発電所の状況を対外的に求めら

れる作業を行う要員 
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・警備，救護，資機材の調達及び緊急時対策所の立ち上げ（換気系の切

替え，専用電源の起動等）等の両発電所に係る共通的な作業を行う要員 

・火災発生時に初期消火活動に係る要員（発電所別の対応より敷地全体

を網羅的に対応する） 

上記の考え方を踏まえて東二及び東海発電所の災害対策本部体制を確保

することにより，東二及び東海発電所の災害対策本部を同時に確立した場

合にも，東二の重大事故等の収束に係る作業を迅速かつ効率的に行うこと

ができる。故に，東二の重大事故等の対応は，東海発電所の事故対応に影

響を受けない。 

東二災害対策要員の東海発電所災害対策要員との関係についてａ～ｉに

示す。また，東二及び東海発電所の災害対策本部の構成の関係を図 1 及び

図 2 に示す。 

東二災害対策要員 110 名は，東二専従者 66 名及び兼務者 44 名から構成

される。なお，東海発電所災害対策要員 57 名は，東海発電所専従者 24 名

及び兼務者 33 名により構成される。※２ 

※2 東二災害対策要員の自衛消防隊（11 名）は，東海発電所における初期消火対

応も行うため兼務者であるが，東海発電所原子力事業者防災業務計画では東海

発電所災害対策要員に自衛消防隊を含まないため，東二と東海発電所の災害対

策要員の兼務者の数が異なる。 

ａ．本部員（本部長及び運転本部員を除く各本部員） 

・本部長及び各本部員（運転本部員を除く）は，各班からの報告を受けて

両発電所の状況を総合的に把握し，重大事故等対応の優先度を含めて指

示を行うため，兼務とする。 
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ｂ．本部員（本部長代理） 

・東二重大事故等発生時に東海発電所で事故が同時発生した場合に，本部

長代理は，災害対策本部長の助成，原子力オフサイトセンターでの対応

及び重大事故等の応急処置等に係わる特定の課題の対応を行う。これら

の対応は両発電所の状況に応じた総合的な対応となるため兼務とする。

ただし，東二の重大事故等はその事象が進行し外部への影響が拡大する

可能性があることから，1 名は東二専従者とし，緊急時にも東二重大事

故等に対応可能な体制とする。 

ｃ．本部員（原子炉主任技術者） 

・原子炉主任技術者は，東二の重大事故等対応に係わる保安の監督を行う

ことから東二専従とする。なお，東海発電所の事故に係わる保安の監督

は，廃止措置主任者である。 

ｄ．運営支援組織の班長及び班員（情報班，広報班，庶務班） 

・東二重大事故等発生時に東海発電所の事故が同時発生した場合には，情

報班は各発電所の情報収集及び外部機関への発信を行い，また，庶務班

（総務）は各発電所の状況に応じた資機材の調達等を行う。これらの対

応は，発電所毎の対応になることから，東二と東海発電所の災害対策本

部の班員は別組織とする。 

・ただし，資機材の調達については，東海発電所で想定される事故状況は

「敷地境界付近の放射線量の上昇」，「火災爆発等による管理区域外での

放射線の放出」及び「事業所外運搬での放射線量の上昇」であり，これ

らの対応に必要な主な資機材（放射線管理設備）は東二の重大事故等時

に必要な資機材と重複する。このため，庶務班（総務）の一部を両発電

所の兼務として，一括して調達することにより効率的かつ迅速に対応す

る。 
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・上記の状況において，情報班及び庶務班（総務）の班長は，両発電所の

対応（情報の整理・発信及び資機材の調達等）に係る指示が同時に求め

られることから兼務とする。 

・庶務班（保健安全）が行う救護作業及び関連する対応，庶務班（施設防

護）が行う警備作業及び関連する対応，広報班が行うプレス対応は，両

発電所の対応が求められるため，作業を行う班員と具体的な指示及び報

告を受ける班長を兼務とし，確実かつ迅速に対応する。 

ｅ．実施組織の班長及び班員（庶務班） 

・庶務班（防災）のうち，自衛消防隊は重大事故等対応を行わず，火災発

生時の初期消火対応を行う。発電所毎の対応より敷地全体を網羅的に対

応することにより，重大事故等の収束に有効な消火対応を行えるように

兼務とする。一方，重大事故等対応要員（拡散抑制対応及びアクセスル

ート確保対応）は重大事故等対応のうち拡散抑制対応及びアクセスルー

ト確保に係わる現場作業を行うため，重大事故等の事象に応じて必要な

対応を迅速に行う必要があるため別組織とする。 

・庶務班（防災）の班長は，緊急時対策所内にて，自衛消防隊及び重大事

故等対応要員の対応を確実に把握し適切な指示を行うため，自衛消防隊

と同様に兼務とする。なお，庶務班（防災）の班長は，自衛消防隊と重

大事故対応要員（拡散抑制対応及びアクセスルート確保対応）の指示・

命令系統を構成することにより，両要員の作業の状況を総合的に把握

し，適切な指示を行うことができる。 

ｆ．実施組織及び技術支援組織の班長及び班員（保修班，放射線管理班） 

・重大事故対等応要員（給水確保対応及び電源確保対応）は，緊急時対策

所外（発電所構内等）において事故収束のため現場作業を行う。重大事

故等の事象に応じて必要な専門的な現場対応を行うため別組織とする。 
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・班長及び班員は，緊急時対策所内にて，重大事故対応要員の対応を把握

し適切な指示を行うため，重大事故等対応要員と同様に別組織とする。 

ｇ．技術支援組織の班長及び班員（技術班） 

・技術班の班長及び班員は，重大事故等の発生状況に応じて事故収束に向

けた長期的な対応検討を行う。また，東二重大事故等及び東海発電所の

事故の状況に応じた専門的な課題の解決や対応方針等の検討を行うこと

から別組織とする。 

ｈ．技術支援組織の班長及び班員（運転班） 

・運転班のうち，中央制御室に滞在する班長，当直要員及び重大事故対応

要員（運転操作対応）は，東二運転操作及び関連事項による東二重大事

故等の現場対応であることから別組織とする。 

・運転班のうち，緊急時対策所に滞在する班長及び班員は，プラント状態

の把握や事故の影響緩和や拡大防止に関する主に運転操作による回復に

関する専門的な検討を行うことから別組織とする。 

・なお，東海発電所の災害対策本部には，廃止措置班が設置されている。 

ｉ．原子力オフサイトセンターにおける本部長代理，各班員 

・原子力オフサイトセンターに派遣される本部長代理及び各班員は，両発

電所の対応（情報の整理・発信）が同時に求められることから兼務と

し，情報提供を行う。 

3．東二重大事故等発生時に東海発電所の事故が同時発生した場合の初動対応 

東二災害対策要員（初動）39 名のうち，統括待機当番者 1 名，現場統括

待機者 1 名，通報連絡要員（情報班）1 名及び自衛消防隊 11 名が東海発電

所災害対策要員との兼務者である。これらの東二災害対策要員は，東海発
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電所の災害対策要員と兼務することにより，両発電所の状況を早期に把握

し，迅速な対応方針を決定することができる。 

また，東二重大事故等発生時に東海発電所の事故が同時発生した場合に

は，中央制御室の当直運転員による発電所状況の確認作業中に，中央制御

室に常駐している情報班員 1 名が，電話や一斉通報システム等を用いて東

二災害対策要員及び（必要に応じて）東海発電所災害対策要員を非常招集

する。この際，電話や一斉通報装置の操作による東海発電所の災害対策要

員の非常招集は短時間であるため，東二の状況及び当直運転員による対応

状況に係わる緊急時対策本部への報告に影響はしない。 

4．プルーム通過時の東二及び東海発電所の災害対策要員の移動 

プルーム通過中は，東二重大事故等の現場対応は実施できないが，緊急

時対策所における災害対策本部の本部長及び本部員による本部体制及び各

班の機能は維持され，ＳＰＤＳデータ表示装置や監視カメラ等を用いてプ

ラント状況や周囲状況の把握及び作業再開後の対応について，緊急時対策

所内で議論される。 

上記の本部長及び本部員は東海発電所の災害本部体制と兼務しているこ

とから，これに，廃止措置主任者 1 名及び廃止措置班 2 名（本部員，班

長）をプルーム通過時に緊急時対策所に退避させることで，東二に加えて

東海発電所を含めた総合的な状況把握と作業再開後の対応について議論す

ることが可能である。 
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図 1 東二及び東海発電所の災害対策要員の関係 

（第 1.0.10-1 図の東二災害対策要員を東二対応者及び兼務者等に分けた） 
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図 2 東二及び東海発電所の災害対策要員の構成（1／2） 

（各職位及び各班における発電所別の組織及び兼務の関係を整理したもの）
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図 2 東二及び東海発電所の災害対策要員の構成（2／2） 

（各職位及び各班における発電所別の組織及び兼務の関係を整理したもの）
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１．概  要 

東海第二発電所（以下「東二」という。）の原子炉及び使用済燃料プール

（以下「原子炉等」という。）において重大事故等が発生した場合に，東二と

同じ防潮堤内の敷地に設置している東海発電所（廃止措置中，核燃料搬出済

み）においても建屋損壊，機器損傷，火災等が発生すると想定し，これらの

事象が発生した場合でも東二重大事故等対応が成立することを確認する。 

また，東二敷地内に設置している使用済燃料乾式貯蔵設備＊（以下「貯蔵設

備」という。）についても，東二の原子炉等において重大事故等が発生するこ

とを想定する自然現象等による使用済燃料乾式貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」

という。）への影響及び貯蔵設備が東二の原子炉等の重大事故等対応に与え

る影響を検討する。 

＊ 貯蔵設備は，貯蔵建屋，貯蔵建屋に付随する設備（天井クレーン等），使用済燃料乾式貯

蔵容器（以下「貯蔵容器」という。），貯蔵容器支持構造物及び監視装置で構成される。 

２．東海発電所からの影響 

２．１ 東海発電所との同時発生による東二重大事故等対応への影響 

（１）想定事象と東二重大事故等対応に影響を与える可能性 

東二で重大事故等が発生した場合に，東二の重大事故等対応に影響を与

える可能性のある東海発電所で同時に発生する事象としては，基準地震動

ＳＳまたは基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地遡上津波」とい

う。）による建屋倒壊，建屋内機器の損壊，屋外施設の損壊，建屋内機器及

び屋外施設の火災等が考えられる。 

東海発電所において発生が想定される事象と東二重大事故等対応に影響

を与える可能性を検討した結果を第1.0.16－1表に示す。 
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（２）作業環境による影響評価 

東海発電所の原子炉建屋，タービン建屋及びその他各建屋が設置されて

いる敷地は東二敷地に隣接しており，また，東二重大事故等対応を行うた

めのアクセスルートの一部は，東海発電所の敷地周辺に設定されている。

これらの位置関係を第1.0.16－1図に示す。 

東海発電所については，全ての核燃料を搬出済みで廃止措置工事中であ

るが，2017年12月現在，原子炉構造物の解体は未着手であり，原子炉内に

は黒鉛（総数：30,000本，総重量：約1600t）が保管されている。原子炉と

４基の蒸気発生器を接続するガスダクト（一次系配管）は，高温側及び低

温側の両ガスダクトともに蒸気発生器の手前（８か所）にて閉止されてお

り，原子炉内は隔離された状態にある。東海発電所の概要と黒鉛の設置状

況を含む原子炉内の状況を第1.0.16－2図に，東海発電所の原子炉の隔離状

態を第1.0.16－3図に示す。 

第1.0.16－1表のとおり，東海発電所の建屋倒壊による，東二の原子炉建

屋構造への影響及び東二重大事故等対処設備へのアクセスルートへの影響

について以下に確認した。 

 ａ．基準地震動及び敷地遡上津波による影響に関する評価 

東海発電所の原子炉建屋，タービン建屋及びその他各建屋は，東二原

子炉建屋及びその他重大事故等に係る設備から約100m以上離れている。

このため，万が一建屋が損壊しても東二原子炉建屋の構造に影響しない。 

東海発電所の原子炉建屋，タービン建屋，及び固化処理建屋並びに幾

つかの屋外施設（変圧器等）は，東二重大事故等対処設備へのアクセス

ルート（最も近い場所）に近い場所に位置している。万が一これらの建
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屋及び機器が損壊した場合には発生したがれきや機器等によりアクセス

ルートへの限定的な影響が考えられるため，保有している重機（ホイー

ルローダ）を用いてがれきを撤去するなどの対応により，アクセスルー

トを確保する。 

なお，東海発電所の原子炉建屋頂部に設置している排気筒については，

万が一損壊しても，東二の原子炉建屋への構造に影響しないように，短

尺化する。 

 ｂ．放射線環境に関する評価 

前項のａ．において東二原子炉建屋への離隔距離が少ない東海発電所

の各建屋が万が一倒壊した場合，及び東海発電所の建屋内機器の損壊に

よる東二重大事故等対応への影響を，放射線環境の観点から検討した。  

なお，本項にて評価した事象のうち，黒鉛の流出，黒鉛の火災及び高

性能粒子フィルタの破損の各事故の発生時における検討においては，東

海発電所廃止措置計画認可申請書（平成23年度申請）に記載されている

敷地境界の線量場に影響する可能性のある事故の選定の考え方を参考に、

さらに保守的な条件を設定して被ばく量を算出した。（添付1） 

東海発電所の各建屋の線量率分布については，燃料取扱建屋，使用済

燃料冷却池建屋，放射性廃液処理建屋，固化処理建屋及びチェックポイ

ント建屋の一部に高線量率の範囲があるが，最高でも約0.15mSv／hであ

り，万が一，建屋が損壊して放射線影響を与える建屋構造物や物品が流

出しても，東二重大事故等対応及び東二重大事故等対処設備へのアクセ

スルートに対する放射線環境による影響はない。 
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東海発電所の建屋内の各機器（原子炉内の保管物，原子炉内構造物を

含む）のうち，放射能量が多く，放射性物質の飛散による線量場への影

響が想定されるものとして，黒鉛の燃焼とともに，「東海発電所廃止措

置計画認可申請書」に記載されている生体遮へい冷却空気系統の高性能

粒子フィルタの破損が挙げられる。 

黒鉛は，原子炉内において拘束シリンダー及びカバープレートで固定

されており，原子炉容器で密閉化されている。さらに，一次生体遮蔽壁，

二次生体遮蔽壁及び原子炉建屋にて覆われている。黒鉛の設置状況を第

1.0.16－2図に示す。このように黒鉛は多数の容器及び壁等によって覆わ

れていることから，基準地震動Ｓｓ及び敷地遡上津波によっても原子炉

建屋外に流出することはない。 

また，2.1(3)に示すように，黒鉛は着火しないことから黒鉛の火災は

発生しない。万が一，黒鉛の火災が発生しても，黒鉛は燃焼の持続性が

ないことから，大量の放射能が建屋外に飛散することはない。 

万が一，原子炉容器，一次生体遮蔽壁，二次生体遮蔽壁及び原子炉建

屋が全て損壊した場合には，アクセスルートに対して線量影響を生じる

ことが考えられる。この場合においても，アクセスルートの線量率は，

添付1に示すとおり，建屋が全て倒壊すると保守的に評価しても，直接ガ

ンマ線による線量率は0.02mSv／h，スカイシャインによる線量率は

0.005mSv／hと評価される。いずれの線量率においても，東二の重大事故

等対応に影響を及ぼすものではない。 

高性能粒子フィルタを有する生体遮へい冷却空気系は，原子炉容器内
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及びこれに接続する系統の差圧を管理しながら同系統の冷却及び排出空

気の浄化を行う。抽出した空気を高性能粒子フィルタにより浄化した後

に排気筒から放出する。系統図の概要を図1.0.16－4に示す。 

万が一，多量の放射性物質（粉じん）を捕捉した高性能粒子フィルタ

が破損した場合には，放射性物質が飛散することが想定されるため，こ

れによる災害対策要員の被ばくによる東二重大事故等対応に及ぼす影響

を以下に評価する。 

放射性物質の飛散の計算にあたっては，最も保守的な条件として，廃

止措置工事において最も放射能量の高い原子炉内構造物を切断処理する

際に発生する放射性物質（粉じん）を最大量捕捉した高性能粒子フィル

タが，何らかの原因で破損して原子炉建屋から放射性物質（粉じん）が

飛散し，アクセスルート上の災害対策要員が放射性物質（粉じん）を取

り込むことを想定する。 

この保守的な条件においても災害対策要員の被ばく量は約2.8mSvと算

出されるため，本事象が発生しても東二重大事故等対応は影響を受けな

い。（添付3） 

以上より，東二重大事故等と本事象が同時発生した場合には，東二重

大事故等の対応を優先する。その後，東二重大事故等の対応状況に応じ

て，東二の災害対策要員と兼務である東海発電所の災害対策要員が本事

象の対応を行う。 

なお，東海発電所の廃止措置工事によるアクセスルートの線量率への

影響の可能性がある事象として，解体廃棄物の保管場所（固体廃棄物貯

蔵庫）への搬送中に，容器不具合等による非管理区域での放射性物質の
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流出によりアクセスルートの線量率が上昇することが考えられる。しか

し，この事象においては，放射性物質の流出範囲が限定的であることか

ら，ホイールローダ等を用いた放射性物質の除去や別のアクセスルート

の通行により，この事象が発生しても東二重大事故等対応は影響を受け

ない。 

ｃ．まとめ 

ａ．及びｂ．の検討結果より，基準地震動ＳＳにより東海発電所の建屋

が万が一損壊しても，離隔距離の観点から，東二原子炉建屋の構造に影

響を及ぼすことはなく，また，東二の重大事故等対応に支障を来すこと

はない。 

また，敷地遡上津波により東海発電所の屋外施設が流出しても，東二

重大事故等対処対応に係るアクセスルートに対する影響も限定的であり，

保有している重機を用いてがれき等を撤去することにより，東二重大事

故等対応に支障を来すことはない。 

更に，基準地震動Ｓｓや敷地遡上津波により東海発電所の炉内構造物

や建屋が万が一損壊しても，原子炉容器内に保管されている黒鉛は建屋

外に飛散せず，また,高性能粒子フィルタの破損による放射性物質（粉じ

ん）の飛散による東二災害対策要員の被ばく量は，東二重大事故等対応

に影響を及ぼさない。 

（３）資源に対する影響評価 

a．黒鉛の火災 

東海発電所で発生する火災の想定事象のひとつに，黒鉛の火災が挙げ
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られる。黒鉛の着火及び局所的な加熱によって燃焼が持続すると大規模

な火災となる可能性がある。このため，黒鉛の燃焼性に関して，廃止措

置期間中（解体工事時を含む）における黒鉛の保管場所（原子炉内）の

環境における黒鉛の着火及び燃焼の持続性に関する検討を行った。 

原子力発電技術機構による調査結果を基に検討した結果，添付2に示

すとおり，解体工事等の作業及び何らかの原子炉容器内で火災が発生し

た場合においても，黒鉛が着火することはなく，万が一，着火した場合

でも，黒鉛の燃焼が持続すると考えられる650度を維持することはない

と評価される。また，原子炉容器は隔離された状態であるため，黒鉛が

燃焼しても十分な酸素が供給されることはなく，燃焼は継続しない。 

また，万が一，原子炉容器等の損壊によって黒鉛が粉じん状になった

場合でも黒鉛は着火せず，一般的な着火エネルギーを与えた場合におい

て粉じん爆発が発生する環境条件は，空気中に55％以上の酸素濃度を必

要とすることから，現状の原子炉容器内の環境及び今後の廃止措置工事

期間中においても，存在しえない環境である。万が一，原子炉容器等の

損壊等が生じて何らかの非常に大きな着火エネルギーが黒鉛に与えられ

た場合には，それと同時に，原子炉容器が損壊しており密閉性がなくな

っていると考えられることから，粉じん爆発が発生する環境条件になら

ない。 

以上より，黒鉛の火災は発生せず，また，粉じん爆発も発生しないと

考えられる。万が一，火災が発生した場合には，建屋内に設置した火災

検知器により感知（守衛所及び所員居室にて監視）し，他の施設での火

災と同様の対応を行うことにより，東二の重大事故等対応及び重大事故

等対処設備へのアクセスルートに影響を及ぼさない。 
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ゆえに，黒鉛による火災が発生した場合には，以下のb．に示す火災

対応と同様の対応を行う。 

ｂ．その他施設での火災 

東海発電所で火災が発生した場合における，必要な消火活動要員，消

火活動用資機材及び消火活動用水源による東二重大事故等対応への影響

について，以下に検討した。 

ａ）消火活動要員に関する評価 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）と，平日勤務時間帯における

火災発生時の消火活動に係る要員の動きを，第1.0.16－2表に示す。夜間

及び休日（平日の勤務時間帯以外）の時間帯は廃止措置室消防隊が不在

であるが，現場の監視及び消火活動は十分に対応可能である。また，火

災活動に必要な資機材は必要に応じて，東二及び他施設とは別配置とし

ている。以下に詳細を記載する。 

(ⅰ) 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外） 

東二当直要員は東二管理区域（建屋内外）及び周辺防護区域を所掌

とし，また，当直守衛員は東海発電所管理区域及び屋外全般を所掌と

して，火災発生時には初期消火対応及び公設消防への連絡を行う。 

初動対応において出動要請を受けた自衛消防隊は，初期消火に引き

続いて消火対応を行い，公設消防の到着後は公設消防の指揮下で消火

対応を行う。 

(ⅱ) 平日勤務時間帯 

東二当直要員は東二管理区域（建屋内外）及び周辺防護区域を所掌

とし，廃止措置室消防隊が東海発電所管理区域を所掌とし，当直守衛
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員が屋外全般を所掌として，火災発生時には初期消火対応及び公設消

防への連絡を行う。 

初動対応において出動要請を受けた自衛消防隊は，初期消火に引き

続いて消火対応を行い，公設消防の到着後は公設消防の指揮下で消火

対応を行う。 

自衛消防隊は，隊長と副隊長（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）

は，訓練により力量を確保している宿直当番者）及び当直守衛員７人に

より構成される。当直守衛員７人により，化学消防自動車及び水槽付消

防ポンプ自動車を同時に使用した消火活動が可能である。 

当直要員及び当直守衛員が，各々の所掌において火災を発見した場合

は，上記のとおり初期消火対応及び公設消防への連絡を行うとともに，

当直要員と当直守衛員の間で迅速に情報共有する。 

重大事故等発生時において複数個所の同時火災が確認された場合は，

災害対策本部の確立前は，当直発電長は火災によるアクセスルート及び

重大事故等対応に及ぼす影響等を考慮して消火活動の優先度を判断し，

自衛消防隊を出動させ消火活動にあたる。災害対策本部の確立後におい

ては，当直発電長からの報告を受けた災害対策本部長が上記と同様の観

点から消火活動の優先度を判断する。 

以上より，東二当直要員，当直守衛員及び自衛消防隊は，元々，災害対

策本部体制に所属しており，また，発電所敷地内の火災の消火対応を十

分に行うことができることから，東二重大事故等対応には影響しない。 

 ｂ）消火活動用資機材に関する評価 
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東二及び他施設（東海発電所及び貯蔵設備）の消火活動用資機材の種類，

水源，配備及び設置場所を以下に示す。 

消火栓及び消火器は東二，東海発電所及び貯蔵設備に各々設置し，消防

用自動車は東二，東海発電所及び貯蔵設備の共用として配備している。 

なお，各消火用資機材の水源は東二重大事故等対処設備ではないため，

これらの消火活動用資機材を用いた消火活動は東二重大事故等対応に影響

しない。 

・屋外消火栓（水源：防火水槽及び原水タンク）  ：共用として設置 

・屋内消火栓（水源：ろ過水タンク及び多目的タンク） 

：東二，東海発電所及び貯蔵設備に各々設置 

・消火器        ：東二，東海発電所及び貯蔵設備に各々設置 

・化学消防自動車（１台）及び水槽付消防ポンプ自動車（１台） 

：共用として配備 

ｃ．まとめ 

以上より，東二敷地内の他施設（東海発電所及び貯蔵施設）で火災が

発生した場合でも，消火活動に必要な資源は東二重大事故等対応には影

響しない。 

２．２ 東海発電所の廃止措置作業における資機材及び廃材等による影響評価 

（１）想定事象と東二重大事故等対応に影響を与える可能性 

東二と同じ敷地内において，東海発電所では廃止措置作業を行っている。

東海発電所の廃止措置作業が東二重大事故等対応に影響を与える可能性を

検討した結果を第1.0.16－3表に示す。 
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（２）作業環境による影響評価 

東海発電所の廃止措置作業に用いる資機材（クレーン，ユニック車，ト

ラック等）は，基準地震動ＳＳ及び敷地遡上津波により容易に転倒しないよ

うに設置し，また，資機材及び廃材（鉄骨等）が荷崩れしないように固縛

する。万が一，基準地震動Ｓｓにより資機材及び廃材が転倒又荷崩れした

場合でも，屋外の重大事故等対処設備を損壊させない位置及びアクセスル

ートに必要な通行幅5mを確保できる位置に配置する。特に，クレーンにつ

いては，作業により一時的にアームを伸ばした状態で転倒した場合にアク

セスルートとして必要な通行幅5mを確保できない場合は，複数のアクセス

ルートのうち通行可能なルートを使用する。 

また，東海発電所の廃止措置作業における資機材及び廃材は，敷地遡上

津波によるアクセスルートへの影響を回避するため，資機材については，

使用時以外はアクセスルートからできるだけ離れた場所に保管し，廃材も

アクセスルートからできるだけ離れた場所に保管する。万が一，資機材及

び廃材が流出してアクセスルートへの限定的な影響が確認された場合には，

保有している重機（ホイールローダ）を用いて資機材及び廃材を撤去する

ことでアクセスルートを確保する。 

さらに，東海発電所の廃止措置作業に用いる資機材は，竜巻により容易

に転倒しないように設置し，また，資機材及び廃材等が荷崩れしないよう

に固縛する。あるいは建屋内に収納又は敷地外から搬出する。万が一，竜

巻により資機材及び廃材が転倒又は荷崩れした場合は，発生したがれき等

によりアクセスルートへの限定的な影響が考えられるため，保有している

重機（ホイールローダ）を用いてがれき等を撤去することで，アクセスル

ートを確保する。 
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さらに，竜巻の襲来が予想される場合には，速やかに作業を中断すると

ともに，建屋搬入口の閉止，クレーンのアームを降ろす，資機材及び廃材

については想定（設計）竜巻飛来物以外の物が飛来物とならないように固

縛，ネット付設等，車両については退避，固縛等の必要な措置を講じる。 

（３）運用対策の実施 

東二重大事故等対応に影響を与えないためには，上記3.(2)に記載した東

海発電所の廃止措置作業で使用する資機材又は発生する廃材に対する運用

管理が必要である。これらの運用管理については，確実に実施するために

手順として原子炉施設保安規定に規定し，ＱＭＳ規程に基づき実施する。 

３．使用済燃料乾式貯蔵設備からの影響 

（１）東二原子炉等との同時被災時の貯蔵設備への影響 

原子炉等において重大事故等が発生することを想定する自然現象等によ

り，貯蔵設備が同時に被災するような場合の影響として，貯蔵容器の安全

機能（除熱機能，密封機能，遮蔽機能及び臨界防止機能）の喪失が考えら

れる。そこで，原子炉等との同時被災により貯蔵容器に影響を与えると考

えられる自然現象等と，それらによる貯蔵容器への影響を第1.0.16－4表の

とおり検討した。 

地震については，基準地震動ＳＳによる貯蔵建屋の損壊や貯蔵容器の転

倒は発生せず，貯蔵容器の安全機能への影響はないことを確認している。

また，その他の自然現象（地震及び津波を除く），外部人為事象，内部火災

及び内部溢水が発生しても貯蔵容器の安全機能に影響はない。 

以上から，貯蔵容器に影響を与えると考えられる事象として，敷地遡上
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津波を想定した。 

敷地遡上津波による，浸水量評価結果を第1.0.16－5図に示す。解析の結

果，給気口がある貯蔵建屋長壁面の最大浸水深は4mであり，地上4.6mの高

さに設けられた給気口からは浸入しないものの，大物搬入口扉と床面の隙

間等から貯蔵建屋内に浸入する可能性がある。また，貯蔵建屋への津波波

力の作用，貯蔵建屋への漂流物の衝突の可能性はあるが，貯蔵建屋が損壊

することはない（添付4）。貯蔵建屋内への津波による浸水により，貯蔵建

屋内の部材が漂流物となる可能性はあるが漂流物が貯蔵容器に衝突しても

密封機能に影響はない（添付5）。さらに，保守的に貯蔵容器の水没を仮定

しても密封機能への影響はない（添付6）。 

貯蔵建屋が健全で給排気口による空気の自然対流が確保されるため，貯

蔵容器の安全機能のうち，除熱機能は確保される。貯蔵容器の形状が維持

されるため，密封境界も遮蔽材も健全であり，密封機能及び遮蔽機能は確

保される。貯蔵容器内部のバスケット（仕切板）の形状が維持されるため，

臨界防止機能は確保される。 

上記の検討結果より，原子炉等において重大事故等が発生することを想

定する自然現象等によって貯蔵設備が同時に被災する場合においても，貯

蔵容器の安全機能に影響がないことを確認した。 

以下に，このような状況が発生した場合でも，貯蔵設備が東二の原子炉

等の重大事故等対応に影響を与えないことを確認する。 

（２）貯蔵設備の想定事象と東二重大事故等対応に影響を与える可能性 

東二の原子炉等の重大事故等対応に影響を与える可能性のある貯蔵設備

の想定事象とその影響の検討結果を第1.0.16－5表に示す。 
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（３）作業環境による影響評価 

貯蔵建屋及び東二の原子炉等の重大事故等対処設備は第1.0.16－1図に

示すとおり，敷地内に設置されている。ここでは第1.0.16－4表に基づき，

貯蔵設備が重大事故等対処設備に影響を与えるかを検討した。 

敷地遡上津波によって貯蔵設備が原子炉建屋に与える影響を評価した結

果，敷地遡上津波によって貯蔵建屋部材が損壊し，外部への流出物が生じ

た場合でも，発生した流出物による影響はないことを確認した（添付7）。 

４．評価結果 

上記2.～3.の評価及び対策により，東海発電所及び貯蔵設備が東二原子炉

等と同時に被災しても，東二重大事故等の対応については影響を与えないこ

とを確認した。  
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第1.0.16－2表 火災発生時の消火活動要員の動き 

夜間及び休日 
（平日勤務時間帯を除く） 

所掌 活動場所 

時系列 
本部体制
の所属 

初動対応 自衛
消防
隊到
着後

公設消
防の現
場誘導

初動
体制

全体
体制

現場
確認

119
通報

自衛消
防隊出
動要請

初期
消火

災
害
対
策
本
部
体
制
（
３
９
名
）
の
要
員

初
期
消
火
活
動
要
員

当直発電長 1 
東二
内部

MCR  ● ●  運転 
対応 
移行 
※４

当
直
要
員

当
直
要
員当直運転員 1 

MCR～ 
火災現場 

●   ●  

自
衛
消
防
隊

自衛消防隊 
宿直当番者 

(技術系管理職)
1 

※３ 

東一
内部
・ 
東二
内部
・ 

屋外

火災現場     

消火 
対応 
※５

庶
務
班
（
防
災
）

庶
務
班
（
防
災
）

自衛消防隊 
宿直当番者 
(管理職) 8 

現場指揮
本部 

    ● 

当直守衛員※１

（7 名） 
火災現場      

当直守衛員 
(通報連絡責任者) 

2 

※３ 

東一 
内部
・ 

屋外 

監視所  ● ●  
対応 
継続 
※６ 

当直守衛員 
(連絡担当) 

監視所～ 
火災現場 

●   ●  

― 
廃止措置
室消防隊

（不在） 

平日勤務時間帯 所掌 活動場所 

時系列 
本部体制
の所属 

初動対応 自衛
消防
隊到
着後

公設消
防の現
場誘導

全体
体制

現場
確認

119
通報

自衛消
防隊出
動要請

初期
消火

災
害
対
策
本
部
体
制
（
１
１
０
名
）
の
要
員

初
期
消
火
活
動
要
員

当直発電長 1 
東二
内部

MCR  ● ●  
運転 
対応 
移行 
※４

当
直
要
員当直運転員 1 

MCR～ 
火災現場 ●   ●  

自
衛
消
防
隊

自衛消防隊長 
1 

※３ 

東一
内部
・ 

東二
内部
・ 

屋外

火災現場     

消火 
対応 
※５ 

庶
務
班
（
防
災
）

自衛消防副隊長

8 

現場指揮
本部 

    ● 

当直守衛員※１

（7 名） 火災現場      

当直守衛員 
(通報連絡責任者) 

2 屋外 

監視所  ● ●  対応 
継続 
※６ 当直守衛員 

(連絡担当) 
監視所～ 
火災現場 

●   ●  

上
記
要
員
外 

廃止措置
室消防隊
(廃止措置

管理 Gr) 

Gr マネージャー 1 
※３ 

東一 
内部 

本部  ● ●  
対応 
継続 
※７ 

Gr 員 1 

火災現場 

●   ●  

Gr 員 4※２    ●  

※１：自衛消防隊のうち当直守衛員（7 名）は消防車操作の力量を有する 
※２：廃止措置室消防隊のうち Gr 員の要員数は変動する場合あり 
※３：東一：東海発電所のこと 
※４：当直発電長及び当直運転員は中央制御室にてプラント運転対応に移行 
※５：自衛消防隊長：火災現場で消火活動の指揮，自衛消防副隊長以下 8 名：火災現場等で消火対応 
※６：通報連絡責任者：監視所で連絡の指揮，連絡担当：他火災の連絡業務に備える 
※７：廃止措置室消防隊は東Ⅰの火災現場で消火対応実施 
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第 1.0.16－2 図 東海発電所の構造及び黒鉛（減速材）の設置状況 
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第 1.0.16－3 図 東海発電所 原子炉の隔離状況 

原子炉の隔離状態（水色の範囲） 

原子炉及び一次系配管（ガスダクト）は，蒸気発

生器の手前（８か所）で閉止されている。 
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第 1.0.16－4 図 東海発電所 生体遮へい空気冷却系 
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添付 1 

東海第二発電所の重大事故等対応に線量上影響する可能性がある 

東海発電所の発生事象に関する法令上の整理について 

１.概要 

東海発電所は，1998 年 3 月に運転停止し，当時の「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）

上の廃止措置作業の着手要件であった全ての核燃料(16000 本)を搬出した

後，2006 年 6 月に廃止措置計画の認可を取得し，同年 12 月から原子炉等規

制法に基づいて廃止措置作業を行っているところである。 

本資料（技術的能力 1.0.16）は，東二の重大事故等の発生時に，廃止措

置中の東海発電所で同時発生する（可能性がある）場合に，東二重大事故

等対応への影響について評価したものである。 

本章では，この評価に先立って，東海第二発電所の重大事故等に影響す

る可能性がある東海発電所の発生事象に係わる法令上の整理をした。 

２．東海発電所に係わる法令の整理 

東海発電所では，前述のとおり「原子炉等規制法」に基づく廃止措置計

画に基づき，廃止措置作業を実施している。 

一方，「原子力災害対策特別措置法」及び「原子炉災害対策特別措置法施

行令」では，国民の生命及び財産の保護の観点から，これに影響する又は

影響する可能性がある事象が発生した場合には，事業者の通報が要求され

ている。更に，「原子力災害対策指針」及び「原子力災害対策特別措置法に

基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則」では，原子炉
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の状況に応じた通報すべき事象が定められており，東海発電所では事業者

敷地外への放射性物質の放出又は放出の可能性がある事象が発生した場合

には通報することが要求されている。具体的には，敷地境界の線量場（5μ

Ｓｖ／h）が基準となる。 

３．東二重大事故等対応への線量影響に関する考え方 

東海発電所では，全ての核燃料が搬出されているため，東二とは異な

り，敷地外（周辺監視区域）に線量影響を生じるような重大な事故が発生

する可能性は低いと考えられる。 

しかし，廃止措置中の東海発電所における事故により敷地境界に線量影

響を生じる可能性として，東海発電所廃止措置計画認可申請書（平成 23 年

度申請）では，最も放射性物質が建屋外に放出される事象として，「高性能

粒子フィルタの損壊」を抽出し，この時に主排気筒から放出された全放射

性物質が敷地境界（１か所）に短時間に移行するという保守的な条件に基

づく当該場所での被ばく量（算出結果：8μＳｖ／h）より，この事象が通

報対象事象（特定事象）となる可能性があることが記載されている。 

これを踏まえて，本資料では，東二重大事故等対応における東海発電所

で発生した事故による線量影響を評価するにあたって，対象とする東海発

電所の事故として，上記事象を含む，東海発電所から多くの放射性物質が

放出されると考えられる以下の事象を選定した。 

・高性能粒子フィルタの損壊（添付 4） 

・黒鉛の放出（添付 2） 

・黒鉛の火災（添付 3） 
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東二重大事故等対応は敷地内（東二の建屋内，建屋外のアクセスルート

等）で行うことから，各事象における，東海発電所の原子炉建屋から最も

近いアクセスルートとして原子炉から 100m 離れた場所における被ばく量を

算出した。なお，被ばく量の算出にあたっては，東海発電所の原子炉建屋

が損壊すること等を前提とした保守的な条件を設定した。（詳細な算出条件

については各添付を参照） 
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添付4  

東海発電所 生体遮へい冷却系統の高性能粒子フィルタの破損に 

よる線量影響について 

１．概要 

東海発電所は廃止措置中であり全ての核燃料は搬出済みであるが，原子炉

内構造物の解体は未着手であり，今後，廃止措置工事において解体される。 

本章では，東海発電所廃止措置計画認可申請書（平成 23 年度申請）の記載

を基に，東二重大事故等の条件を考慮して，廃止措置工事における屋外に線

量影響を生じる可能性がある事象を，選定し，この事象が発生した場合にお

けるアクセスルート上にいる災害対策要員の被ばく線量（内部被ばく線量）

を評価することにより，東二の重大事故等対応への影響について検討した。 

２．想定する事象 

（１）事象の抽出 

東海発電所の事故等により東二を含む周囲に線量影響を生じる可能性が

ある事象については，東海発電所廃止措置計画認可申請書にて記載されてい

る。本項では，同申請書に記載されている抽出及び検討条件に加えてさらに

保守的な条件を設定して災害対策要員の被ばく量の算出条件の考え方を示

す。 

・同申請書には，東海発電所の事故による放射性物質の放出源となる汚染

機器は，最も放射能レベルの高い原子炉内構造物とともに，放射性物質

（粉じん）の補足量が最も多いフィルタとして，原子炉建屋内の生体遮
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へい冷却空気系統の高性能粒子フィルタが選定されており，本算出にお

いてもこれと同様の事象を選定する。 

・同申請書には，原子炉内構造物を放出源とする放射性物質（粉じん）の

放出事象として，「炉内構造物切断片の破損」，「炉内構造物切断片の異常

切断」，「局所換気系の停止」，「局所換気系の弁の誤開」が想定されてい

る。しかし，これらの事象は，東海発電所の原子炉建屋内での線量影響

は想定されるものの，東二の重大事故等対応への影響は間接的（高性能

粒子フィルタを含む空気冷却系統から放出）であるため，高性能粒子フ

ィルタからの放射性物質（粉じん）と比較すると影響が小さいと考えら

れるため、同申請書において代表事象とはしておらず，本算出において

も同様の考えとする。 

・同申請書には，高性能粒子フィルタに蓄積した放射性物質（粉じん）を

放出源とする放射性物質（粉じん）の放出事象として，「高性能フィルタ

の破損」及び「高性能粒子フィルタの火災／爆発」が想定されている。

高性能粒子フィルタは，原子炉建屋内（一次・二次生体遮へい壁の外側）

に設置されている。同申請書では，東海発電所の原子炉建屋は，原子炉

設置許可又は原子炉設置変更許可において耐震設計が考慮されているた

め地震による建屋への影響はないとしているが，本算出にあたっては，

東二の基準地震動Ｓｓが東海発電所に影響することを想定するため，原

子炉建屋が損壊することを前提とする。原子炉建屋が損壊した状態にお

いては，２つの事象ともに放射性物質（粉じん）は原子炉建屋外に放出

される同一の挙動となることから，代表として「高性能粒子フィルタの

損壊」を想定事象とする。 
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以上より，東海発電所の事故等により東二を含む周囲に線量影響を生じる

可能性がある事象として，生体遮へい冷却空気系統の高性能粒子フィルタに

放射性物質（粉じん）が最大限蓄積した状態で，高性能粒子フィルタが何ら

かの理由で破損し，放射性物質（粉じん）が原子炉建屋外のアクセスルート

に拡散（移行）する事象を選定する。 

（２）災害対策要員の被ばく量の算出条件 

放射性物質（粉じん）の飛散による災害対策要員の被ばく量の算出にあた

っては，最も保守的な条件として，廃止措置工事計画認可申請書の記載内容

とそれに加えた以下の事象が発生すると設定した。   

・放射性物質（粉じん）は，2系列ある生体遮へい空気冷却系の2基の高性能

粒子フィルタに捕捉可能な最大量が捕捉される。 

・上記状態の2基の高性能粒子フィルタが，何らかの原因で落下して破損し，

排気筒から全量の放射性物質（粉じん）が飛散する。 

・飛散した放射性物質（粉じん）が，東海発電所の原子炉建屋から最も近い

アクセルルート（１か所）に拡散する。アクセスルート上にいる防塵マ

スクをつけていない災害対策要員が体内に取り込むことで被ばくする。 

２．被ばく線量の算出条件 

（１）線源と評価点の位置関係 

原子炉建屋から放出される放射性物質（粉じん）が，評価点である東海発

電所の原子炉建屋から最も近いアクセスルート（原子炉建屋の放出箇所から

の距離は 100m）に拡散することとし，災害対策要員が呼吸により放射性物質

（粉じん）を体内に取り込むと設定した。実際には，原子炉建屋が損傷ある

技術的能力1.0.16－27

86



1.0.16－46 

いは倒壊しない限りは，放射性物質（粉じん）の放出は，排気筒（筒頂部は

T.P.80.2m）であり評価点までの距離はさらに長くなるため，放射性物質（粉

じん）は広く拡散するが，本計算に際しては，保守的に評価点と同じ高さに

あるものとした。 

（２）線源 

1 系統の高性能粒子フィルタに付着した放射性物質（粉じん）は，表 1 に

示すとおり，東海発電所廃止措置計画認可申請書（平成 23 年度申請）に記載

した 19 核種を用いた。 

表 1 2 基の高性能粒子フィルタから放出される線源核種及び放射能 

核種 放射能（Bq） 

H3 7.7E+09 

C14 2.7E+09 

Cl36 2.8E+06 

Ca41 1.1E+03 

Mn54 4.9E+05 

Fe55 2.7E+11 

Ni59 3.0E+08 

Co60 1.0E+11 

Ni63 3.5E+10 

Sr90 3.3E+04 

Nb94 5.6E+05 

Tc99 3.1E+04 

I129 2.0E-02 

Cs134 3.0E+05 

Cs137 4.0E+04 

Eu152 1.6E+08 

Eu154 2.1E+07 

Pu241 9.8E+02 
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（３）計算要領 

上記表 1 の各核種について，呼吸率を踏まえて体内に取り込まれる量から

内部被ばく量を算出した。なお，東海発電所廃止措置工事計画認可申請書に

おいて，高性能粒子フィルタの破損による放射性物質（粉じん）の飛散する

事象において，屋外の一般公衆の被ばくは，内部被ばく量が支配的であるこ

とから，本章では，内部被ばく量を算出する。 

３．結論（線量率の算出結果） 

廃止措置工事において，原子炉内構造物を切断処理する際に発生する放射

性物質（粉じん）を捕捉した高性能粒子フィルタが，万が一破損して放射性

物質（粉じん）が原子炉建屋から屋外に飛散して，アクセルルート上にいる

災害対策要員が体内に取り込んだ場合，被ばく量は約5.6mSvと評価される。

なお，防塵マスクを装着した場合には，被ばく量は0.12mSvとなる。 

保守的な条件においても被ばく量は十分に低いレベルであることから，東

二の重大事故等の対応を優先することが可能である。 
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3.18 緊急時対策所【61 条】 

基準適合への対応状況 
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3.18 緊急時対策所 

3.18.1 設置許可基準規則第 61 条への適合方針 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処

するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，適切な措置

を講じた設計とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情報を把

握できる設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うために必要な設備を設置又は保管する設計とする。また，重大事故等

に対処するために必要な数の要員を収容できる設計とする。 

(1) 緊急時対策所（設置許可基準解釈の第１項ａ），ｂ），第２項） 

緊急時対策所は，災害対策本部室及び宿泊・休憩室から構成され，緊急時

対策所建屋に設置する設計とする。 

 緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処

するための適切な措置が講じられるよう，その機能に係る設備を含め，基準

地震動による地震力に対し，耐震構造として機能を喪失しないようにすると

ともに，基準津波の影響を受けない位置に設置する設計とする。地震及び津

波に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」及び「1.4.2 重

大事故等対処施設の耐津波設計」に基づく設計とする。 

 緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共通要因により同時に

機能喪失しないよう，中央制御室に対して独立性を有する設計とするととも

に，中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加

え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るための対策に対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処す

るために必要な数の要員を収容することができる設計とする。なお，緊急時
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対策所は，東海第二発電所の重大事故等発生時に廃止措置中の東海発電所の

事故が同時に発生した場合において，双方のプラント状況を考慮した指揮命

令を行う必要があるため，同一スぺースを共用化し，総合的な管理を行うこ

とにより安全性の向上が図れることから，東海第二発電所及び東海発電所で

共用することとし，共用した場合においても東海発電所の災害対策要員を収

容することができる設計とする。 

(2) 必要な情報の把握及び通信連絡（設置許可基準解釈の第１項二，三） 

ａ．必要な情報の把握 

緊急時対策所には，重大事故等時においても当該事故等に対処するために

必要な指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握で

きる設備として重大事故等対処設備(必要な情報の把握)を設ける。 

重大事故等対処設備(必要な情報の把握)として重大事故等に対処するた

めに必要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所において

把握できる情報収集設備を使用する。 

緊急時対策所の情報収集設備として事故状態等の必要な情報を把握する

ために必要なパラメータ等を収集し，緊急時対策所で表示できるよう，デー

タ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置

で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）」という。）を設置する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち，データ伝送装置の電源

は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動

力電源が喪失した場合においても，常設代替交流電源設備である常設代替高

圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から

給電できる設計とする。 
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ｂ．通信連絡 

緊急時対策所には，重大事故等時においても発電所の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うための設備として重大事故等対処設備

（通信連絡）を設ける。 

重大事故等対処設備(通信連絡)として緊急時対策所から中央制御室，屋内

外の作業場所，本店（東京），国，地方公共団体，その他関係機関等の発電

所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡

設備を使用する。 

緊急時対策所の通信連絡設備として衛星電話設備（固定型）（東海発電所

及び東海第二発電所共用），衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海

第二発電所共用），無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電

所共用），携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発

電所及び東海第二発電所共用）を設置又は保管する設計とする。 

(3) 代替電源設備からの給電（設置許可基準解釈の第１項ｃ）） 

ａ．緊急時対策所用代替電源設備による給電 

緊急時対策所は，代替電源設備からの給電を可能とするように重大事故等

対処設備（緊急時対策所用代替電源設備による給電）を設ける。 

常用電源設備からの受電が喪失した場合の重大事故等対処設備（緊急時対

策所用代替電源設備による給電）として緊急時対策所用発電機（東海発電所

及び東海第二発電所共用），緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海

発電所及び東海第二発電所共用）及び緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東

海発電所及び東海第二発電所共用）を使用する。 

緊急時対策所用発電機は，1台で緊急時対策所に給電するために必要な発
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電機容量を有するものを，常設設備として2台設置することで，多重性を有す

る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクより緊

急時対策所用発電機給油ポンプを用いて，燃料を補給できる設計とする。 

ｂ．緊急時対策所用可搬型代替低圧電源車からの給電 

  緊急時対策所用可搬型代替低圧電源車は，保管場所の耐震性が確保されて

おらずＳｓ機能維持を担保できない可能性があるうえ，移動，設置，ケーブ

ルの接続等に時間を要するが，健全性が確認できた場合は，重大事故等時に

緊急時対策所用代替電源設備からの給電が出来ない場合の代替手段として

有効である。 

  このため上記代替手段として，緊急時対策所用可搬型代替低圧電源車から

の給電が可能な設計とする。 

  なお，緊急時対策所用可搬型代替低圧電源車からの給電は，通常待機時の

分離された状態から接続により，自主対策設備としての系統構成が可能な設

計とすることにより，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

(4) 居住性の確保（設置許可基準解釈の第１項ｄ），ｅ）） 

重大事故等時においても，当該事故等に対処するために必要な指示を行う

要員がとどまることができるよう，緊急時対策所の居住性の確保として重大

事故等対処設備（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備に

よる放射線防護，緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定並びに

放射線量の測定）を設ける。 

重大事故等対処設備（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧

設備による放射線防護，緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定
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並びに放射線量の測定）として緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二

発電所共用），緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備（東海発電所及

び東海第二発電所共用），緊急時対策所加圧設備，緊急時対策所用差圧計（東

海発電所及び東海第二発電所共用），酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，緊急

時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを使用する 

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質の放出量等を東京

電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし，かつ緊急時対策所での

マスクの着用，交代要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設備を考慮しな

い条件においても，緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後7日間

で100mSvを超えないことを判断基準とする。 

ａ． 緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等時において，緊急時対策所の気密性，緊

急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能とあいまって，

居住性に係る判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事

故後7日間で100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備

は，重大事故等時において，緊急時対策所建屋内への希ガス等の放射性物質

の侵入を低減又は防止するため適切な換気設計を行い，緊急時対策所の気密

性及び緊急時対策所遮蔽の性能とあいまって,居住性に係る判断基準である

緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後7日間で100mSvを超えない

設計とする。なお，緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備

の設計に当たっては，緊急時対策所の建物の気密性に対して十分な余裕を考

慮した設計とする。また，緊急時対策所建屋外の火災により発生する燃焼ガ

ス又は有毒ガスに対する換気設備の隔離及びその他の適切に防護するため
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の設備を設ける設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備として緊急時対策所非常用

送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急時対策所用差圧計を設置

するとともに，緊急時対策所加圧設備を保管する設計とする。 

ｂ．緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定 

緊急時対策所には，室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がな

い範囲にあることを把握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保

管する設計とする。 

ｃ．放射線量の測定 

緊急時対策所建屋には，室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は

防止するための確実な判断ができるよう，放射線量を監視，測定する緊急時

対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタの指示値は，緊急時対策所にて容易，かつ確実

に把握できる設計とする。また，可搬型モニタリング・ポストの指示値は，

衛星系回線により伝送し，緊急時対策所で監視できる設計とする。 

 (5) 汚染の持込を防止するための区画の設置（設置許可基準解釈の第１項ｆ）） 

 重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したよ

うな状況下において，対策要員が緊急時対策所建屋の外側から室内に放射性

物質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体の汚染検査及び作業服

の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。身体の汚染検査の結果，

対策要員の汚染が確認された場合は，対策要員の除染を行うことができる区

画を，身体の汚染検査を行う区画に隣接して設置する設計とする。 
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3.18.2 重大事故等対処設備 

3.18.2.1 必要な情報の把握及び通信連絡 

3.18.2.1.1 設備概要 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対

処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な

情報を把握できる設備として，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を

使用する。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故等が発生

した場合において，原子炉建屋付属棟から緊急時対策所へ重大事故等時に対

処するために必要なデータを伝送することを目的として設置するものであ

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，データ伝送装置，緊急時対

策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置により構成する。 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても発電所の内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として，通信連

絡設備を使用する。通信連絡設備は，重大事故等が発生した場合において，

発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うことを目

的として設置又は保管するものである。 

緊急時対策所の通信連絡設備として，衛星電話設備（固定型）（東海発電

所及び東海第二発電所共用），衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東

海第二発電所共用），無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発

電所共用），携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海

発電所及び東海第二発電所共用）を設置又は保管する設計とする。 

必要な情報の把握及び通信連絡に関する重大事故等対処設備一覧を第

3.18.2.1.1-1表に，系統概要図を第3.18.2.1.1-1図に示す。 
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第3.18.2.1.1-1表 必要な情報の把握及び通信連絡に関する重大事故等対処設備

（必要な情報の把握及び通信連絡）一覧 

設備区分 設 備 名 

主要設備※1

①  安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ））【常設】 

② 携行型有線通話装置【可搬】 

③ 衛星電話設備（固定型）【常設】 

④ 衛星電話設備（携帯型）【可搬】 

⑤ 無線連絡設備（携帯型）【可搬】 

⑥ 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 

（伝送路） 

無線通信装置【常設】① 

無線通信用アンテナ【常設】① 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）～無線通信用アンテナ電

路【常設】① 

専用接続箱～専用接続箱電路【常設】② 

衛星電話設備（屋外アンテナ）【常設】③ 

衛星制御装置③ 

衛星電話設備（固定型）～衛星電話設備（屋外アンテナ）電路

【常設】③ 

衛星無線通信装置【常設】⑥ 

通信機器⑥ 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）～衛星無線通信装置電路 

【常設】⑥ 

注水先 － 

電源設備※2

（燃料給油設

備含む） 

非常用交流電源設備 

 ２Ｄ 非常用ディーゼル発電機【常設】① 

 ２Ｄ 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】① 

常設代替交流電源設備 

 常設代替高圧電源装置【常設】① 

可搬型代替交流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】① 

燃料給油設備 
軽油貯蔵タンク【常設】① 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ【常設】① 

 ２Ｄ 非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ【常設】① 

 可搬型設備用軽油タンク【常設】① 

 タンクローリ【可搬】① 

緊急時対策所用常設代替電源設備 

緊急時対策所用発電機【常設】①③⑥ 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク【常設】①③⑥ 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ【常設】①③⑥

計装設備 － 

※1：主要設備（必要な情報の把握及び通信連絡）については「3.19 通信連絡を行うために必
要な設備（設置許可基準規則第62条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：単線結線図を補足説明資料61-2 に示す。電源設備のうち，常設代替交流電源設備及び可 
搬型代替交流電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する
設計方針を示す章）」で示す。 
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※1:中央制御室待避室の通信連絡を行うために必要な設備については「3.16 原子炉制御室(設置許可規準規則第 59条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

第 3.18.2.1.1-1 図 必要な情報の把握及び通信連絡 系統概要図 
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3.18.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・計装設備（重大事故等対処設備） 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   ａ．データ伝送装置 

   使用回線   :有線系回線，無線系回線 

   個  数   :一式 

   設置箇所   :中央制御室（原子炉建屋付属棟3階） 

   ｂ．緊急時対策支援システム伝送装置 

使 用 回 線   :有線系回線，衛星系回線 

   個 数   :一式 

取 付 箇 所   :緊急時対策所建屋2階 

   ｃ．ＳＰＤＳデータ表示装置 

   個 数   :一式 

取 付 箇 所   :緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

 (2) 衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 
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   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

使 用 回 線  ：衛星系回線 

個 数  ：一式 

取 付 箇 所  ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

(3) 衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

使 用 回 線  ：衛星系回線 

個 数  ：一式 

取 付 箇 所  ：屋外 

保 管 場 所  ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

（4) 無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

    ・緊急時対策所（通常運転時等） 

    ・緊急時対策所（重大事故等時） 

    ・通信連絡設備（通常運転時等） 

    ・通信連絡設備（重大事故等時） 

使 用 回 線  ：無線系回線 

    個 数  ：一式 

取 付 箇 所  ：屋外 
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保 管 場 所  ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

(5) 携行型有線通話装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

使 用 回 線  ：有線系回線 

    個 数  ：一式 

取 付 箇 所  ：緊急時対策所1,2,3階 

保 管 場 所  ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

(6) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シ

ステム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電

所共用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

ａ．テレビ会議システム 

使 用 回 線  ：有線系回線及び衛星系回線 

個 数  ：一式 

取 付 箇 所  ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 
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ｂ．ＩＰ電話 

使 用 回 線  ：有線系回線又は衛星系回線 

個 数  ：一式 

取 付 箇 所  ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ 

使 用 回 線  ：有線系回線又は衛星系回線 

個 数  ：一式 

取 付 箇 所  ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 
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3.18.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

必要な情報の把握及び通信連絡の適合性については「3.19 通信連絡を行う

ために必要な設備（設置許可基準規則第62条に対する設計方針を示す章）」

にて示す。 
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3.18.2.2 代替電源設備からの給電 

3.18.2.2.1 設備概要 

緊急時対策所は，通常時の電源を設計基準対象施設の常用電源設備から受

電する設計とし，常用電源設備からの受電が喪失した場合，緊急時対策所の

代替電源設備から，緊急時対策所の機能を維持するために必要となる電源を

給電することを目的として設置するものである。 

本系統は，緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タン

ク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプで構成する。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所建屋内に常設設備として２台設置

することにより多重性を確保する設計とする。緊急時対策所用発電機は，１

台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有する設計とし，また，緊

急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，外部からの支援がなくとも，１基

で緊急時対策所用発電機を７日分連続運転できる容量を有するものを２基設

置する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置（以下

「メタルクラッド開閉装置」を「Ｍ／Ｃ」という。）に接続し，常用電源設備

からの受電が喪失した場合に自動起動を行い，緊急時対策所へ電源を給電す

る設計とする。 

緊急時対策所用発電機の運転中は，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タン

クから緊急時対策所用発電機給油ポンプにより自動で燃料給油ができる設計

とする。 

代替電源設備からの給電に関する重大事故等対処設備一覧を3.18.2.2.1-1

表に，系統概要図を第3.18.2.2.1-1図及び第3.18.2.2.1-2図に示す。 
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第3.18.2.2.1-1表 代替電源設備からの給電に関する重大事故等対処設備（緊急時対

策所用代替電源設備による給電）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

緊急時対策所用発電機【常設】 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ【常設】 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

燃料流路

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク～緊急時対策所用発電

機給油ポンプ流路【常設】 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ～緊急時対策所用発電機流路

【常設】 

交流電路

緊急時対策所用発電機～緊急時対策所用Ｍ／Ｃ電路【常設】 

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ～緊急時対策所用動力変圧器電路【常設】

緊急時対策所用動力変圧器～緊急時対策所用パワーセンタ（以下

「パワーセンタ」を「Ｐ／Ｃ」という。）電路【常設】 

緊急時対策所用Ｐ／Ｃ～緊急時対策所用モータコントロールセ

ンタ（以下「モータコントロールセンタ」を「ＭＣＣ」という。）

電路【常設】 

緊急時対策所用ＭＣＣ～緊急時対策所用分電盤電路【常設】 

直流電路

緊急時対策所用125V系蓄電池～緊急時対策所用直流125V主母線

盤電路【常設】 

緊急時対策所用直流125V主母線盤～緊急時対策所用直流125V分

電盤電路【常設】 

注水先 － 

電源設備 緊急時対策所用発電機【常設】 

計装設備 緊急時対策所用Ｍ／Ｃ電圧計【常設】 
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第 3.18.2.2.1-1 図 緊急時対策所の代替電源設備（電源） 系統概要図 
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第 3.18.2.2.1-2 図 緊急時対策所の代替電源設備（燃料） 系統概要図
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3.18.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

エンジン 

台  数  ：2 

使用燃料    ：軽油 

発電機 

型  式  ：防滴保護，空気冷却自己自由通風型 

台  数  ：2 

容  量  ：約1,725kVA（1台当たり） 

力  率  ：0.8 

電  圧  ：6,600V 

周 波 数  ：50Hz 

設置場所  ：緊急時対策所建屋1階 

 (2) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及び東海第二発

電所共用） 

型  式  ：横置円筒形 

基  数  ：2 

        容  量  ：約75kL（1基当たり） 

    使用燃料  ：軽油 

設置場所  ：緊急時対策所建屋近傍屋外（地下） 

(3) 緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共

用） 
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型  式  ：歯車式 

台  数  ：2 

         容  量  ：約1.3m３／h（1台当たり） 

最高使用圧力 ：0.5MPa［gage］ 

最高使用温度 ：45℃ 

設置場所  ：緊急時対策所建屋1階  
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3.18.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.18.2.2.3.1 代替電源設備からの給電に関する設置許可基準規則第43条第1

項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 緊急時対策所用発電機及び緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急

時対策所建屋内に設置し，第3.18.2.2.3.1-1表に示す重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。操作は，緊急時対策所内で可能な設

計とする。 

（61-3-5）
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第3.18.2.2.3.1-1表 想定する環境条件 

（緊急時対策所用発電機及び緊急時対策所用発電機給油ポンプ） 

環境条件 対 応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である緊急時対策所建屋内で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認し

た機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

設置場所である緊急時対策所建屋内で想定される適切な

地震荷重との組合せを考慮したうえで機器が損傷しない

設計とする。 

津波 
津波を考慮し防潮堤を設置する設計とする。また，影響を

受けない敷地高さに設置する。 

風(台風)・竜巻・積

雪・火山の影響 

緊急時対策所建屋内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波により，そ

の機能が損なわれない設計とする。 

【緊急時対策所建屋に対する竜巻飛来物】 

竜巻飛来物の衝突に対して，緊急時対策所建屋外壁の必要厚さを確保し遮蔽機能を

維持するとともに，建屋内部の設備を防護可能な設計とする。 

なお，緊急時対策所建屋に対する竜巻飛来物の影響評価を行い，緊急時対策所に期待

する機能（内部設備の外殻防護，遮蔽）は維持されると判断した。

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，屋外に設置し，第3.18.2.2. 

3.1-2表に示す重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

（61-3-5） 
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第 3.18.2.2.3.1-2 表 想定する環境条件 

（緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク） 

環境条件 対 応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である屋外（地下）で想定される温度，圧力，湿

度及び放射線条件下に耐えられる設計とする。 

屋外の天候による

影響 

設置場所である屋外（地下）で想定される降水及び凍結に

より機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策

を施せる設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

設置場所である屋外（地下）で想定される適切な地震荷重

との組合せを考慮したうえで機器が損傷しないことを確

認し，地震の影響のない設計とする。 

津波 
津波を考慮し防潮堤を設置する設計とする。また，影響を

受けない敷地高さに設置する。 

風(台風)・竜巻・積

雪・火山の影響 

設置場所である屋外（地下）で想定される風（台風）及び

竜巻の風荷重，積雪，火山の影響による荷重を考慮し，機

器が損傷しない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波により，そ

の機能が損なわれない設計とする。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 

61条－24

112



  3.18－26 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び

緊急時対策所用発電機給油ポンプを使用した電源の確保を行う系統は，

重大事故等時でも，通常時の電源系統から代替電源設備による給電に変

更できる設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所内のスイッチにより自動及び

手動による操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策所内のスイッチによ

り自動及び手動による操作が可能な設計とする。 

第3.18.2.2.3.1-3表に操作対象機器の操作方法・場所を示す。 

（61-3-5,4-3） 

第3.18.2.2.3.1-3表 操作対象機器の操作方法・場所 

（緊急時対策所用発電機の自動起動操作） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

緊急時対策所用発電機 

（（Ａ）又は（Ｂ）の自動起動号機）
停止→運転 自動起動 

緊急時対策所 
(緊急時対策
所建屋 2階) 

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ 

（常用電源設備側） 
入→切 

自動で遮断器 

動作 

緊急時対策所 
(緊急時対策
所建屋 2階) 

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ 

（緊急時対策所用発電機（（Ａ）又

は（Ｂ）の自動起動号機）側） 

切→入 
自動で遮断器

動作 

緊急時対策所 
(緊急時対策
所建屋 2階) 
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（緊急時対策所用発電機の運転切り替えの手動起動操作） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

緊急時対策所用発電機 

（（Ａ）又は（Ｂ）の自動起動号機）
運転→停止 スイッチ操作 

緊急時対策所 
(緊急時対策
所建屋 2階) 

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ 

（緊急時対策所用発電機（（Ａ）

又は（Ｂ）の自動起動号機）側） 

入→切 スイッチ操作 
緊急時対策所 
(緊急時対策
所建屋 2階) 

緊急時対策所用発電機 

（（Ａ）又は（Ｂ）の手動起動号機）
停止→運転 スイッチ操作 

緊急時対策所 
(緊急時対策
所建屋 2階) 

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ 

（緊急時対策所用発電機（（Ａ）又

は（Ｂ）の手動起動号機）側） 

切→入 
自動で遮断器

動作 

緊急時対策所 
(緊急時対策
所建屋 2階) 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機は，第3.18.2.2.3.1-4表

に示すように，原子炉の運転中又は停止中に起動試験による機能・性能の

確認ができる系統設計とする。 

原子炉の停止中に分解検査として，緊急時対策所用発電機の部品状態
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について，性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことを目視

により確認が可能な設計とする。また，機能・性能検査として，緊急時対

策所用発電機の絶縁抵抗の確認，模擬負荷接続時の運転状態における発

電機電圧，電流，周波数及び電力の確認が可能な設計とする。 

（61-5-2,5,6） 

第3.18.2.2.3.1-4表 緊急時対策所用発電機の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 起動検査 起動試験による運転性能の確認 

停止中 

分解検査 部品の状態の確認 

機能・性能検査

起動試験による運転性能の確認 

模擬負荷による出力性能（発電機電圧，電流，

周波数及び電力）の確認 

絶縁抵抗の測定 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，第

3.18.2.2.3.1-5表に示すように，原子炉の運転中又は停止中に油量の確

認，機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

原子炉の停止中に開放検査として内部確認が可能なよう，マンホール

を設け，軽油を抜き取り，目視により内面の傷，割れ等がないことを確認

可能な設計とする。 

（61-5-3） 
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第3.18.2.2.3.1-5表 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
油量，漏えい 

確認 

油量の確認 

漏えいの有無の確認 

停止中 

開放検査 タンクのマンホールから内部の状態確認 

漏えい試験 
油量の確認 

漏えいの有無の確認 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機給油ポンプは，第

3.18.2.2.3.1-6表に示すように，原子炉の運転中又は停止中に起動試験

による機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原

子炉の停止中に緊急時対策所用発電機給油ポンプの部品の状態について，

性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等を確認できるように，分解が

可能な設計とする。 

 (61-5-4) 

第3.18.2.2.3.1-6表 緊急時対策所用発電機給油ポンプの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 起動試験 
運転性能の確認 

漏えいの有無の確認 

停止中 

分解検査 部品の状態の確認 

機能・性能検査
運転性能の確認 

漏えいの有無の確認 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び

緊急時対策所用発電機給油ポンプで構成される緊急時対策所の常設代替

電源設備の系統は，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

なお，緊急時対策所用発電機が，故障等により自動起動しない場合又は

停止した場合には，緊急時対策所内の操作盤により，第3.18.2.2.3.1-1図

で示すタイムチャートのとおり，手動により速やかに緊急時対策所用発

電機の起動操作が可能な設計とする。 
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第 3.18.2.2.3.1-1 図 手動操作による緊急時対策所用発電機の起動手順タ

イムチャート＊

経過時間（分） 

備考 

 2 4 6 8 10 12 14 16   18 

手順の項目 実施個所・必要要員数  起動指示  

緊急時対策所用発電機に
よる給電（手動起動） 

庶務班員等 １

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必 

要な措置を実施するために必要な技術的能力の係る審査基準」への適合方針について

の1.18 で示すタイムチャート 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機は，通常時に接続先の系

統と分離された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊

急時対策所用発電機給油ポンプは，他の設備から独立して使用可能とす

ることにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

他設備系統との隔離について第3.18.2.2.3.1-7表に示す。 

遮断器「切」操作及び緊急時対策所用発電機（（Ａ）又は（Ｂ）） 
の「停止操作」，状態確認（起動準備）

緊急時対策所内の操作盤に移動

緊急時対策所用発電機（（Ａ）又は（Ｂ）） 
手動起動、受電操作 

緊急時対策所用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））の手
動起動による給電（約 10 分) 
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（61-2-2,4-3） 

第 3.18.2.2.3.1-7 表 他設備系統との隔離 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機

燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策

所建屋内及び緊急時対策所建屋近傍の屋外（地下）の放射線量が高くなる

おそれが少ない場所に設置する設計とする。 

また，緊急時対策所の電源（常用電源設備から緊急時対策所用発電機）

取合系統 系統隔離 隔離方式 動作 

常用電源設備 

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ 

（緊急時対策所用発電機側） 

自動切替 

（手動操作

可能） 

通常時開 

電源喪失

時閉 

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ 

（常用電源設備側） 

自動切替 

（手動操作

可能） 

通常時閉 

電源喪失

時開 
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は自動で切り替わる設計とし，緊急時対策所用発電機が，故障等により起

動しない場合又は停止した場合は，想定される重大事故時において放射

線量が高くなるおそれが少ない，緊急時対策所内のスイッチにより手動

による操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所代替電源系統を構成する機器の設置場所，操作場所を第

3.18.2.2.3.1-8表に示す 

（61-3-5） 

第 3.18.2.2.3.1-8 表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急時対策所用発電機 緊急時対策所 1階 
緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋2階) 

緊急時対策所用発電機 

燃料油貯蔵タンク 

屋外地下 

（緊急時対策所建屋北側）
操作不要 

緊急時対策所用発電機 

給油ポンプ  
緊急時対策所 1階 

緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋 2階) 
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3.18.2.2.3.2 常設代替電源設備からの給電に関する設置許可基準規則第43条

第2項への適合方針 

(1) 容量 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替電源設備である緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所に給電す

るために必要な発電機容量を有するものを1台使用する。保有数は，多重

化要求からの1台を加えた合計2台（東海発電所及び東海第二発電所共用）

を常設設備として設置する設計とする。 

代替電源設備である緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所に給電す

るために必要な負荷容量に対して十分である発電機容量を有する設計と

する。発電機容量としては，必要となる最大負荷容量の約870kVAに対して，

十分な容量を確保するため，最大容量約1,725kVA（連続定格約1,380kVA）

を有する設計とする。 

（61-6-10） 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及び東海第二発

電所共用）は，外部からの支援がなくとも，緊急時対策所用発電機の7日

分の連続運転に必要となる燃料量約70kLに対して，十分な容量約75kLを

有する設計とする。 

                         （61-6-11） 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共
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用）は，緊急時対策所用発電機の連続運転に必要な容量約0.411kL／h

（0.411 ／h）に対して，十分な容量約1.3 ／hを有する設計とする 

（61-6-12） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発

電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

東海第二発電所の重大事故等発生時に廃止措置中の東海発電所の事故

が同時に発生した場合において，緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用

発電機用燃料タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプを共用するこ

とにより，総合的な管理を行い安全性の向上を図ることができ，双方のプ

ラント状況を考慮した指揮命令に悪影響を及ぼさないことから共用とす

る。       

（61-3-2） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 
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常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発

電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源の冷却方式を

空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊

急時対策所用発電機給油ポンプは，共通要因によって，設計基準対象施設

の機能と同時に損なわれる恐れが無いよう，常用電源設備と緊急時対策所

用発電機は緊急時対策所用Ｍ／Ｃの遮断器にて分離するとともに，多様性

を図る設計とする。 

緊急時対策所の電源の多様性を，第3.18.2.2.3.2-1表に示す。 

（61-2-2,3-2,4-3） 
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第 3.18.2.2.3.2-1 表 設計基準対象施設との多様性 

 設計基準対象施設 常設重大事故防止設備 

電 源 常用電源設備 緊急時対策所用発電機 

電 路 
常用電源設備～緊急時対策所用Ｍ

／Ｃ 

緊急時対策所用発電機～緊急時対

策所用Ｍ／Ｃ 

給電先 緊急時対策所用Ｍ／Ｃ 緊急時対策所用Ｍ／Ｃ 

電源の冷却 

方式 
― 空冷式 

燃料の保管・ 

供給 
― 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵

タンク 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ

3.18.2.3  居住性を確保するための設備 

3.18.2.3.1  設備概要 

緊急時対策所の居住性を確保するための設備は，重大事故等時においても，

当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が緊急時対策所にとど

まることを目的として設置するものである。 

緊急時対策所の居住性を確保するための設備として，重大事故等時におい

て，要員の被ばく低減のために設置する緊急時対策所建屋と一体の緊急時対

策所遮蔽及び，緊急時対策所への放射性物質の侵入を低減するための緊急時

対策所非常用換気設備である緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常

用フィルタ装置を設置する設計とする。また，プルーム通過時に希ガス等の

放射性物質の侵入を防止するための緊急時対策所加圧設備及び緊急時対策所

が正圧化されていることを確認，把握するための差圧計を保管又は設置する

設計とする。 
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緊急時対策所の居住性の確保については，想定する放射性物質の放出量等

を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし，かつ緊急時対策

所でのマスクの着用，交代要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設備を考

慮しない条件においても，緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後

7日間で100mSvを超えない設計とする。 

また，緊急時対策所には，緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が

活動に支障がない範囲にあることを正確に把握できるよう酸素濃度計及び二

酸化炭素濃度計を保管するとともに，緊急時対策所建屋内への希ガス等の放

射性物質の侵入を低減又は防止するための判断と加圧のための判断が確実に

おこなえるよう，緊急時対策所内外の放射線量を監視，測定するための緊急

時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とす

る。 

 居住性の確保に関する重大事故等対処設備一覧を第 3.18.2.3.1-1 表に，系

統概要図を第 3.18.2.3.1-1 図及び第 3.18.2.3.1-2 図に示す。 
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第 3.18.2.3.1-1 表 居住性の確保に関する重大事故等対処設備（緊急時対策

所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放

射線防護，緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃度

の測定並びに放射線量の測定）一覧 

設備区分 設 備 名 

主要設備 

緊急時対策所遮蔽【常設】 

緊急時対策所非常用送風機【常設】 

緊急時対策所非常用フィルタ装置【常設】 

緊急時対策所加圧設備【可搬】 

緊急時対策所用差圧計【常設】 

酸素濃度計【可搬】 

二酸化炭素濃度計【可搬】 

可搬型モニタリング・ポスト【可搬】*1

緊急時対策所エリアモニタ【可搬】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 

緊急時対策所給気・排気配管【常設】 

緊急時対策所給気・排気隔離弁【常設】 

緊急時対策所加圧設備（配管・弁）【常設】 

注水先 － 

電源設備*2

緊急時対策所用発電機【常設】 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク【常設】 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ【常設】 

計装設備 － 

*１：可搬型モニタリング・ポストについては「3.17 監視測定設備(設置許可基準規則第

60条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

*２：単線結線図を補足説明資料61-2 に示す。 

なお，電源設備については「3.18.2.2 常設代替電源設備」で示す。 
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第 3.18.2.3.1-1 図 重大事故等時の緊急時対策所 換気空調系統概要図 

（プルーム通過前及び通過後加圧以降：非常用換気設備の系統概略図） 

第 3.18.2.3.1-2 図 重大事故等時の緊急時対策所 換気空調系統概要図 

（プルーム通過中～通過後加圧：緊急時対策所加圧設備の系統概略図） 
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3.18.2.3.2  主要設備の仕様 

(1) 緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二発電所共用）

材 質  ：コンクリート 

遮蔽厚  ：500mm以上（緊急時対策所建屋1階～4階） 

600mm以上（緊急時対策所建屋屋上） 

(2) 緊急時対策所非常用換気設備（東海発電所及び東海第二発電所共用）

(ａ) 緊急時対策所非常用送風機

台  数   ：1（予備 1） 

容  量      ：5,000m３／h（1 台当たり） 

 設置場所     ：緊急時対策所建屋 3階 

(ｂ) 緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海発電所及び東海第二発電

所共用） 

型 式 ：微粒子フィルタ/よう素フィルタ 

基 数 ：1（予備 1） 

容 量 ：5,000m３／h （1 基当たり） 

効 率 

単体除去効率 ：99.97%以上(0.15μm 粒子)／99.75%以上(有機よ

う素)，99.75%以上(無機よう素) 

総合除去効率 :99.99%以上(0.5μm 粒子)  ／99.75%以上(有機よ

う素)，99.75%以上(無機よう素) 

設置場所   ：緊急時対策所建屋 3階 

(ｃ) 緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

個    数 ：1 

測定範囲     ：0.0～100.0 Pa以上 
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設置場所      ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋 2階） 

(3) 緊急時対策所加圧設備 

型  式   ：緊急時対策所加圧設備用空気ボンベ 

本  数  ：320（予備 80） 

容  量   ：約 47L／本 

保管場所   ：緊急時対策所建屋１階 

(4) 酸素濃度計 

個    数    ：1（予備1） 

検知範囲    ：0.0～40.0vol％ 

設置場所    ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

(5) 二酸化炭素濃度計 

個    数   ：1（予備1） 

検知範囲     ：0.0～5.0vol％ 

設置場所   ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋 2階） 

(7) 緊急時対策所エリアモニタ 

種  類   ：半導体式検出器 

個    数    ：1（予備 1) 

計測範囲   ：B.G～999.9mSv／h

設置場所      ：緊急時対策所（緊急時対策所建屋 2階） 
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3.18.2.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.18.2.3.3.1 居住性の確保に関する設置許可基準規則第43条第1項への適合

方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，屋外及び緊急時対策所建屋内に設置し，コンク

リート構造物として緊急時対策所建屋と一体であり，建屋として第

3.18.2.3.3.1-1表に示す重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 
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第 3.18.2.3.3.1-1 表 想定する環境条件 

（緊急時対策所遮蔽） 

環境条件 対 応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

建屋として屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる設計とする。 

屋外の天候による

影響 

建屋として想定される降水及び凍結により，その機能（遮

蔽性，気密性）が損なわれない設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
建屋は耐震構造とし，基準地震動による地震力に対して，

その機能（遮蔽性，気密性）が損なわれない設計とする。

津波 
津波を考慮し防潮堤を設置する設計とする。また，影響を

受けない敷地高さに設置する。 

風(台風)・竜巻・積

雪・火山の影響 

建屋として想定される風（台風）及び竜巻の風荷重，積

雪，火山の影響による荷重を考慮し，機能（遮蔽性，気密

性）が損なわれない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波により，そ

の機能（遮蔽性，気密性）が損なわれない設計とする。 

【緊急時対策所建屋に対する竜巻飛来物】 

竜巻飛来物の衝突に対して，緊急時対策所建屋外壁の必要厚さを確保し遮蔽機能を維

持するとともに，建屋内部の設備を防護可能な設計とする。 

なお，緊急時対策所建屋に対する竜巻飛来物の影響評価を行い，緊急時対策所に期待

する機能（内部設備の外殻防護，遮蔽）は維持されると判断した。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所用差圧計及び緊急時対策所

加圧設備は，緊急時対策所建屋内に設置及び保管し，第3.18.2.3.3.1-2表

に示す重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は，緊

急時対策所内で可能な設計とする。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，緊急時対策所建屋内に設置し，第

3.18.2.3.3.1-2表に示す重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，緊急
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時対策所建屋内に保管及び設置し，第3.18.2.3.3.1-2表に示す重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は，緊急時対策所内で

可能な設計とする。 

（61-3-7,8） 

第 3.18.2.3.3.1-2 表 想定する環境条件 

（緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所用差圧計，緊急時対策所加圧設 

  備，緊急時対策所非常用フィルタ装置，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び

緊急時対策所エリアモニタ） 

環境条件 対 応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置及び保管場所である緊急時対策所建屋内で想定され

る温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

設置及び保管場所である緊急時対策所建屋内で想定され

る適切な地震荷重との組合せを考慮したうえで機器が損

傷しない設計とする。 

津波 
津波を考慮し防潮堤を設置する設計とする。また，影響を

受けない敷地高さに設置する。 

風(台風)・竜巻・積

雪・火山の影響 

緊急時対策所建屋内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波により，そ

の機能が損なわれない設計とする。 

【緊急時対策所建屋に対する竜巻飛来物】 

竜巻飛来物の衝突に対して，緊急時対策所建屋外壁の必要厚さを確保し遮蔽機能を維

持するとともに，建屋内部の設備を防護可能な設計とする。 

なお，緊急時対策所建屋に対する竜巻飛来物の影響評価を行い，緊急時対策所に期待

する機能（内部設備の外殻防護，遮蔽）は維持されると判断した。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊

急時対策所加圧設備を使用した居住性の確保を行う系統は，重大事故等

が発生した場合でも，通常運転から非常時運転に変更できる設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機は，外気中の放射性物質の濃度に応じてこ

れらの設備の運転・停止を行う必要があるため，放射線量の影響を受けな

い異なる区画又は離れた場所から遠隔で操作可能な設計とする。操作は，

緊急時対策所内のスイッチにより操作可能な設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，速やかに系統構成できるよう，緊急時対策所

建屋内に配備し，簡便な接続規格による接続とする設計とするとともに，

容易に交換ができる設計とする。また，外気中の放射性物質の濃度に応じ

て緊急時対策所等＊を加圧する必要があるため，緊急時対策所内のスイッ

チにより操作可能な設計とする。 

第3.18.2.3.3.1-3表に対象機器の操作方法・場所を示す。 

（61-3-7） 

＊緊急時対策所等：ボンベ加圧する災害対策本部室，宿泊・休憩室，食料庫，エ

アロック室，災害対策本部空調機械室を指す。（以下同様とする） 
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酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，重大事故等が発生した場合でも，

設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，汎用品を用いる設計とする。また，

人力による運搬，移動ができるとともに，付属のスイッチにより設置場所

で操作可能な設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタを使用した放射線量の測定は，設計基準対

象施設と兼用せず，他の設備から独立して単独で使用できる設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタは，人力による運搬，移動ができるとともに，

必要により設置場所にて固縛等が可能な設計とする。また，付属のスイッ

チにより設置場所で操作可能な設計とする。 

（61-3-8） 

第 3.18.2.3.3.1-3 表 対象機器の操作方法・場所 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

緊急時対策所給

気・排気隔離弁 

緊急時対策所給気隔離

弁 
開 ⇒ 閉 

スイッチ

操作 

緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋2階) 

緊急時対策所排気隔離

弁 
開 ⇒ 閉 

スイッチ

操作 

緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋2階) 

災害対策本部給気・排気

隔離弁 
開 ⇒ 閉 

スイッチ

操作 

緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋2階) 

緊急時対策所非

常用換気設備 

・緊急時対策所

非常用送風機 

緊急時対策所非常用送

風機 
停止→運転 

スイッチ

操作 

緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋2階) 

緊急時対策所 

加圧設備 

空気ボンベによる加圧

設備 
閉 ⇒ 開 

スイッチ

操作 

緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋2階) 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮蔽は，第3.18.2.3.3.1-4表に示

すように，原子炉の運転中又は停止中に主要部分の断面寸法が確認できる

設計とする。また，原子炉の運転中又は停止中に遮蔽のひび割れ及び表面

劣化状態の外観確認が可能な設計とする。 

第3.18.2.3.3.1-4表 緊急時対策所遮蔽の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 外観点検 

主要部分の断面寸法の確認 

遮蔽のひび割れ及び表面劣化状態の確認 

停止中 外観点検 

主要部分の断面寸法の確認 

遮蔽のひび割れ及び表面劣化状態の確認 

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用送風機は，第3.18.2.3.3.1-

5表に示すように，原子炉の運転中又は停止中に起動試験により機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉の停止中に緊急

61条－47

135



  3.18－49 

時対策所用送風機の部品の状態について，性能に影響を及ぼすおそれのある

傷，割れ等を確認できるように，分解が可能な設計とする。 

（61-5-7,8,10） 

第 3.18.2.3.3.1-5 表 緊急時対策所非常用送風機の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 起動試験 
運転性能の確認 

漏えいの有無の確認 

停止中 

分解検査 部品の状態の確認 

機能・性能検査 
運転性能の確認 

漏えいの有無の確認 

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用フィルタ装置は，第 3.18.2.3 

.3.1-6 表に示すように，原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認及び

差圧確認が可能な設計とする。また，原子炉の停止中において内部確認が可能

なように，点検口を設ける設計とし，フィルタ性能の確認が可能なように，フ

ィルタを取り出すことが可能な設計とする。 

（61-5-8,10） 
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第 3.18.2.3.3.1-6 表 緊急時対策所非常用フィルタ装置の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 差圧確認 フィルタ差圧確認 

停止中 

開放点検 点検口による内部確認 

機能・性能検査 

運転性能の確認 

フィルタ性能確認（総合除去効率） 

フィルタを取り出しての性能確認（単体

除去効率） 

居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は，第3.18.2.3.3.1-7表

に示すように，原子炉の運転中又は停止中に起動試験により機能・性能及

び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉の運転中又は停

止中に緊急時対策所加圧設備用空気ボンベの規定圧力及び外観の確認が可

能な設計とする。 

（61-5-7,9） 

第 3.18.2.3.3.1-7 表 緊急時対策所加圧設備の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 漏えい確認 

外観の確認 

空気ボンベ規定圧力の確認 

停止中 機能・性能検査 

起動試験による機能確認 

気密性能確認 

漏えいの有無の確認 

居住性の確保に使用する緊急時対策所用差圧計は，第 3.18.2.3.3.1-8 表

に示すように，原子炉の運転中又は停止中に，指示値確認が可能な設計と

し，模擬入力（規定圧力）により機能・性能の確認（特性の確認）及び標
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準器等による校正が可能な設計とする。 

（61-5-9）

第 3.18.2.3.3.1-8 表 緊急時対策所用差圧計の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 パラメータ確認 指示値確認 

停止中 機能・性能検査 

模擬入力（規定圧力）による機能・性能

の確認（特性の確認） 

標準器等による校正 

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，第

3.18.2.3.3.1-9表に示すように，原子炉の運転中又は停止中に指示値確認

が可能な設計とし，模擬入力（模擬ガス）により機能・性能の確認(特性の

確認)及び標準器等による校正が可能な設計とする。 

（61-5-11） 

第 3.18.2.3.3.1-9 表 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 パラメータ確認 濃度計作動及び指示値確認 

停止中 機能・性能検査 

模擬入力（模擬ガス）による機能・性能

の確認（特性の確認） 

標準器等による校正 

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタは，第3.18.2.3.3.1 

-10表に示すように，原子炉の運転中又は停止中に指示値確認が可能な設

計とし，模擬入力（校正線源）により機能・性能の確認(特性の確認)及び
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校正が可能な設計とする。 

（61-5-12） 

第 3.18.2.3.3.1-10 表 緊急時対策所エリアモニタの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 パラメータ確認 
エリアモニタ作動及び校正線源による

指示値確認 

停止中 機能・性能検査 
模擬入力（校正線源）による機能・性能

の確認（特性の確認）と校正 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 

緊急時対策所遮蔽は，使用するための切り替えが不要である。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急

時対策所加圧設備を使用した居住性の確保を行う系統は，重大事故等が発

生した場合でも，通常運転から非常時運転に変更できる設計とする。運転

変更の操作は，緊急時対策所内のスイッチにより速やかに操作可能な設計

とする。 
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酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，本来

の用途以外の用途には使用しない設計とし，使用にあたり切り替えせず

他の設備から独立して単独で使用できる設計とする。また，付属のスイッ

チにより設置場所で操作可能な設計とする。 

（61-3-7） 

緊急時対策所非常用換気設備の起動手順のタイムチャートを第3.18.2.3. 

3.1-1図に，緊急時対策所非常用換気設備の停止及び緊急時対策所加圧設備

への切り替え手順のタイムチャートを第3.18.2.3.3.1-2図に示す。 

第3.18.2.3.3.1-1図  緊急時対策所非常用換気設備の起動手順のタイムチャート＊

経過時間（分） 

備考 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

手順の項目 要員（数） 非常用換気設備起動指示 

緊急時対策所非常用換気空
調設備運転手順 

庶務班員等 １
名

第3.18.2.3.3.1-2図 緊急時対策所非常用換気設備の停止及び緊急時対策所加圧

設備への切り替え手順のタイムチャート＊

経過時間（分） 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

手順の項目 要員（数） 加圧指示 

緊急時対策所非常用換気空
調設備から加圧設備への切
替手順 

庶務班員等 １
名

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

（個別手順）の1.18 で示すタイムチャート 

非常用換気設備操作盤へ移動

非常用換気設備停止及び流量制御ユニット開(加圧開始) 

流量・圧力確認

非常用換気設備操作盤へ移動

非常用換気設備起動 

非常用換気設備起動確認（流量・圧力確認）
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所建屋と一体

のコンクリート構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非

常用フィルタ装置は，他の設備から独立して使用可能とすることにより他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。居住性の確保に使用する緊急時

対策所加圧設備は，通常時に接続先の系統と分離された状態であること及

び重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所用差圧計は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタは，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。また，緊急時対策所エリアモニタは，設置場所において固縛等によ
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って固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（61-3-2,3,3-6～8,4-2） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所建屋と一体のコンクリート構造物で

あり，重大事故等発生時に操作及び作業を必要としない設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時

対策所用差圧計，緊急時対策所加圧設備，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計

及び緊急時対策所エリアモニタは，放射線量が高くなるおそれが少ない緊

急時対策所建屋内に設置又は保管するとともに，緊急時対策所内で操作可

能な設計とする。操作対象機器の設置場所を第3.18.2.3.3.1-11表に示す。 

（61-3-6～8） 
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第3.18.2.3.3.1-11表 操作対象機器の設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急時対策所非常用送風機 緊急時対策所3階 
緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋2階)

緊急時対策所非常用フィル

タ装置 
緊急時対策所3階 

緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋 2階)

緊急時対策所加圧設備 緊急時対策所1階 
緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋 2階)

酸素濃度計 緊急時対策所 2階 
緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋 2階)

二酸化炭素濃度計 緊急時対策所 2階 
緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋 2階)

緊急時対策所エリアモニタ 緊急時対策所 2階 
緊急時対策所 

(緊急時対策所建屋 2階)

61条－55

143



  3.18－57 

3.18.2.3.3.2 居住性の確保に関する設置許可基準規則第43条第2項への適合

方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等時において，緊急時対策所の気密性，

緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能とあいま

って，居住性に係る判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が事故後7日間で100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，

緊急時対策所にとどまる対策要員の被ばくを低減し，かつ酸素濃度及び

二酸化炭素濃度を活動に支障がなく維持できる設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機（東海発電所及び東海第二発電所共用）及

び緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海発電所及び東海第二発電所共

用）は，緊急時対策所を換気するためのファン容量及びフィルタ容量を有

する設計とする。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，身体の汚染検査及び作業服の着

替え等を行うための区画を含め緊急時対策所建屋内に対して放射線によ

る悪影響を及ぼさないよう，十分な放射性物質の除去効率及び吸着能力

を有する設計とする。 

緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所共用）は，緊急
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時対策所の正圧化された室内と隣接区画との差圧を監視できる計測範囲を

有する設計とする。 

（61-6-2,6-7～9） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以

上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等

内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限

りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

東海第二発電所の重大事故等発生時に廃止措置中の東海発電所の事故

が同時に発生した場合において，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所非常用

換気設備である緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィル

タ装置及び緊急時対策所用差圧計を共用することにより，総合的な管理

を行い安全性の向上を図ることができ，双方のプラント状況を考慮した

指揮命令に悪影響を及ぼさないことから共用とする。 

（61-3-2） 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

緊急時対策所は，独立した建屋及びそれと一体の緊急時対策所遮蔽並

びに非常用換気設備として緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非

常用フィルタ装置及び緊急時対策所用差圧計を有し，さらに，非常用換気

設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これら

中央制御室に対して独立性を有した設備により居住性を確保できる設計

とする。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊

急時対策所用差圧計は，緊急時対策所建屋内に設置することで，中央制御

室に対して位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，1

台で緊急時対策所を換気するために必要なファン容量及びフィルタ容量

を有するものを合計2台設置することで，多重性を有する設計とする。 

    （61-3-2,3-6～8,4-2） 
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61-1 

SA 設備基準適合性 一覧表 
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東海第二原子力発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

61 条 ： 緊 急 時 対 策 所  緊 急 時 対 策 所 遮 蔽  
類 型 化  

区 分  
緊 急 時 対 策 所 非 常 用 送 風 機  

類 型 化  

区 分  

第

４

３

条

第

１

項

第

１

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環 境 温 度 ・ 湿 度 ・  

圧 力 ／ 屋 外 の 天 候 ／

放 射 線  

屋 外  Ｄ  
そ の 他 の 建 屋 内  

（ 緊 急 時 対 策 所 ）  
Ｃ  

荷 重  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  

海 水  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  

他 設 備 か ら の 影 響  
(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ り

機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ り

機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

電 磁 波 に よ る 影 響  （ 電 磁 波 に よ り 機 能 が 損 な わ れ な い ） 対 象 外  （電磁波により機能が損なわれない） 対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

２

号

操 作 性  (操 作 不 要 ）  対 象 外  
現 場 操 作 （ 緊 急 時 対 策 所 ）  

（ 操 作 ス イ ッ チ 操 作 ）  
Ｂ ｄ  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

３

号

試 験 ・ 検 査  

(検 査 性 ，系 統 構 成 ・ 外

部 入 力 ) 

遮 蔽  

（ 外 観 点 検 が 可 能 ）  
Ｋ  

フ ァ ン  

（ 機 能 ・ 性 能 の 確 認 が 可 能 ）  

（ 分 解 が 可 能 ）  

Ａ  

関 連 資 料  ［ 本 文 ］ 3.1 8  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  

第

４

号

切 り 替 え 性  本 来 の 用 途 と し て 使 用 － 切 替 不 要  Ｂ ｂ  本 来 の 用 途 と し て 使 用 － 切 替 不 要  Ｂ ｂ  

関 連 資 料  －  －  

第

５

号

悪

影

響

防

止

系 統 設 計  他 の 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  他 の 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  

そ の 他 (飛 散 物 ) （ 考 慮 対 象 な し ）  対 象 外  （ 考 慮 対 象 な し ）  対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

６

号

設 置 場 所  （ 操 作 不 要 ）  対 象 外  現 場 （ 遠 隔 ） 操 作  Ａ ｂ  

関 連 資 料  －  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

２

項

第

１

号

常 設 SA の 容 量  そ の 他 設 備  対 象 外  
重 大 事 故 等 へ の 対 処 を 本 来 の 目 的

と し て 設 置 す る も の  
Ａ  

関 連 資 料  －  ［ 容 量 根 拠 ］ 61- 6  

第

２

号

共 用 の 禁 止  共 用 す る 設 備  －  共 用 す る 設 備  －  

関 連 資 料  －  －  

第

３

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環 境 条 件 ， 自 然 現

象 ， 外 部 人 為 事

象 ， 溢 水 ， 火 災  

（ 共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し ）  対 象 外  （ 共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し ）  対 象 外  

サ ポ ー ト 系 故 障  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  －  [配 置 図 ]6 1 - 3  
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東海第二原子力発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

61 条 ： 緊 急 時 対 策 所  
緊 急 時 対 策 所 非 常 用  

フ ィ ル タ 装 置  

類 型 化  

区 分  
緊 急 時 対 策 所 用 差 圧 計  

類 型 化  

区 分  

第

４

３

条

第

１

項

第

１

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環 境 温 度 ・ 湿 度 ・  

圧 力 ／ 屋 外 の 天 候 ／

放 射 線  

そ の 他 の 建 屋 内  

（ 緊 急 時 対 策 所 ）  
Ｃ  

そ の 他 の 建 屋 内  

（ 緊 急 時 対 策 所 ）  
Ｃ  

荷 重  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  

海 水  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  

他 設 備 か ら の 影 響  
(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ り

機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ り

機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

電 磁 波 に よ る 影 響  （電磁波により機能が損なわれない） 対 象 外  （電磁波により機能が損なわれない） 対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

２

号

操 作 性  

現 場 操 作 （ 緊 急 時 対 策 所 ）  

（ 操 作 ス イ ッ チ 操 作 ）  

＊ 緊 急 時 対 策 所 非 常 用 送 風 機 と 連

動  

Ｂ ｄ  (操 作 不 要 ）  対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  －  

第

３

号

試 験 ・ 検 査  

(検 査 性 ，系 統 構 成 ・ 外

部 入 力 ) 

空 調 ユ ニ ッ ト  

（ 機 能 ・ 性 能 の 確 認 が 可 能 ）  

（ 差 圧 確 認 が 可 能 ）  

Ｅ  

計 測 制 御 設 備  

(機 能 ・ 性 能 の 確 認 が 可 能 ) 

（ 校 正 が 可 能 ）  

Ｊ  

関 連 資 料  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  ［ 本 文 ］ 3.1 8  

第

４

号

切 り 替 え 性  本 来 の 用 途 と し て 使 用 － 切 替 不 要  Ｂ ｂ  本 来 の 用 途 と し て 使 用 － 切 替 不 要  Ｂ ｂ  

関 連 資 料  －  －  

第

５

号

悪

影

響

防

止

系 統 設 計  他 の 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  他 の 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  

そ の 他 (飛 散 物 ) （ 考 慮 対 象 な し ）  対 象 外  （ 考 慮 対 象 な し ）  対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

６

号

設 置 場 所  現 場 （ 遠 隔 ） 操 作  Ａ ｂ  操 作 が 不 要 な 設 備  対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  －  

第

２

項

第

１

号

常 設 SA の 容 量  
重 大 事 故 等 へ の 対 処 を 本 来 の 目 的

と し て 設 置 す る も の  
Ａ  

重 大 事 故 等 へ の 対 処 を 本 来 の 目 的

と し て 設 置 す る も の  
Ａ  

関 連 資 料  ［ 容 量 根 拠 ］ 61- 6  －  

第

２

号

共 用 の 禁 止  共 用 す る 設 備  －  共 用 す る 設 備  －  

関 連 資 料  －  －  

第

３

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環 境 条 件 ， 自 然 現

象 ， 外 部 人 為 事

象 ， 溢 水 ， 火 災  

（ 共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し ）  対 象 外  （ 共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し ）  対 象 外  

サ ポ ー ト 系 故 障  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  [配 置 図 ]6 1 - 3  

61条－61
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61－1－4 

東海第二原子力発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

61 条 ： 緊 急 時 対 策 所  緊 急 時 対 策 所 用 発 電 機  
類 型 化  

区 分  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電 機  

燃 料 油 貯 蔵 タ ン ク  

類 型 化  

区 分  

第

４

３

条

第

１

項

第

１

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環 境 温 度 ・ 湿 度 ・  

圧 力 ／ 屋 外 の 天 候 ／

放 射 線  

そ の 他 の 建 屋 内  

（ 緊 急 時 対 策 所 ）  
Ｃ  屋 外  Ｄ  

荷 重  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  

海 水  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  

他 設 備 か ら の 影 響  
(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ り

機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ り

機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

電 磁 波 に よ る 影 響  
（ 電 磁 波 に よ り 機 能 が 損 な わ れ な

い ）  
対 象 外  

（ 電 磁 波 に よ り 機 能 が 損 な わ れ な

い ）  
対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

２

号

操 作 性  
現 場 操 作 （ 緊 急 時 対 策 所 ）  

（ 操 作 ス イ ッ チ 操 作 ）  
Ｂ ｄ  (操 作 不 要 ）  対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

３

号

試 験 ・ 検 査  

(検 査 性 ，系 統 構 成 ・ 外

部 入 力 ) 

原 動 機 (デ ィ ー ゼ ル ),発 電 機  

(機 能 ・ 性 能 の 確 認 が 可 能 ) 

（ 分 解 が 可 能 ）  

Ｇ Ｈ  

容 器 (タ ン ク 類 ）  

(機 能 ・ 性 能 及 び 漏 え い の 有 無 の

確 認 が 可 能 ) 

（ 油 量 を 確 認 で き る 設 計 ）  

（ 内 部 の 確 認 が 可 能 ）

Ｃ  

関 連 資 料  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  

第

４

号

切 り 替 え 性  本 来 の 用 途 と し て 使 用 － 切 替 不 要  Ｂ ｂ  本 来 の 用 途 と し て 使 用 － 切 替 不 要  Ｂ ｂ  

関 連 資 料  ［ 単 線 結 線 図 ］ 61 - 2  －  

第

５

号

悪

影

響

防

止

系 統 設 計  他 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  他 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  

そ の 他 (飛 散 物 ) （ 考 慮 対 象 な し ）  対 象 外  （ 考 慮 対 象 な し ）  対 象 外  

関 連 資 料  [単 線 結 線 図 ]6 1 - 2  －  

第

６

号

設 置 場 所  現 場 （ 遠 隔 ） 操 作  Ａ ｂ  (操 作 不 要 ）  対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

２

項

第

１

号

常 設 SA の 容 量  
重 大 事 故 等 へ の 対 処 を 本 来 の 目 的

と し て 設 置 す る も の  
Ａ  

重 大 事 故 等 へ の 対 処 を 本 来 の 目 的

と し て 設 置 す る も の  
Ａ  

関 連 資 料  ［ 容 量 根 拠 ］ 61- 6  ［ 容 量 設 定 根 拠 ］ 61 - 6  

第

２

号

共 用 の 禁 止  共 用 す る 設 備  ―  共 用 す る 設 備  ―  

関 連 資 料  －  －  

第

３

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環 境 条 件 ， 自 然 現

象 ， 外 部 人 為 事

象 ， 溢 水 ， 火 災  

（ 共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し ）  対 象 外  （ 共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し ）  対 象 外  

サ ポ ー ト 系 故 障  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  [配 置 図 ]6 1 - 3  

61条－62
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61－1－5 

東海第二原子力発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

61 条 ： 緊 急 時 対 策 所  
緊 急 時 対 策 所 用 発 電 機  

給 油 ポ ン プ  

類 型 化  

区 分  

第

４

３

条

第

１

項

第

１

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環 境 温 度 ・ 湿 度 ・  

圧 力 ／ 屋 外 の 天 候 ／

放 射 線  

そ の 他 の 建 屋 内  

（ 緊 急 時 対 策 所 ）  
Ｃ  

荷 重  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  

海 水  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  

他 設 備 か ら の 影 響  
(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ り

機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

電 磁 波 に よ る 影 響  
（ 電 磁 波 に よ り 機 能 が 損 な わ れ な

い ）  
対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

２

号

操 作 性  
現 場 操 作 （ 緊 急 時 対 策 所 ）  

（ 操 作 ス イ ッ チ 操 作 ）  
Ｂ ｄ  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

３

号

試 験 ・ 検 査  

(検 査 性 ，系 統 構 成 ・ 外

部 入 力 ) 

ポ ン プ  

(機 能 ・ 性 能 及 び 漏 え い の 有 無 の

確 認 が 可 能 ) 

（ 分 解 が 可 能 ）  

Ａ  

関 連 資 料  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  

第

４

号

切 り 替 え 性  本 来 の 用 途 と し て 使 用 － 切 替 不 要  Ｂ ｂ  

関 連 資 料  －  

第

５

号

悪

影

響

防

止

系 統 設 計  他 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  

そ の 他 (飛 散 物 ) （ 考 慮 対 象 な し ）  対 象 外  

関 連 資 料  －  

第

６

号

設 置 場 所  現 場 （ 遠 隔 ） 操 作  Ａ ｂ  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

２

項

第

１

号

常 設 SA の 容 量  
重 大 事 故 等 へ の 対 処 を 本 来 の 目 的

と し て 設 置 す る も の  
Ａ  

関 連 資 料  ［ 容 量 設 定 根 拠 ］ 61 - 6  

第

２

号

共 用 の 禁 止  共 用 す る 設 備  ―  

関 連 資 料  －  

第

３

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環 境 条 件 ， 自 然 現

象 ， 外 部 人 為 事

象 ， 溢 水 ， 火 災  

（ 共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し ）  対 象 外  

サ ポ ー ト 系 故 障  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

61条－63
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61－1－6 

東海第二原子力発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

61 条 ： 緊 急 時 対 策 所  緊 急 時 対 策 所 加 圧 設 備  
類 型 化  

区 分  

第

４

３

条

第

１

項

第

１

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環 境 温 度 ・ 湿 度 ・  

圧 力 ／ 屋 外 の 天 候 ／

放 射 線  

そ の 他 の 建 屋 内  

(緊 急 時 対 策 所 ) 
Ｃ  

荷 重  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  

海 水  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  

他 設 備 か ら の 影 響  
(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ り

機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

電 磁 波 に よ る 影 響  
（ 電 磁 波 に よ り 機 能 が 損 な わ れ な

い ）  
対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

２

号

操 作 性  
現 場 操 作 （ 緊 急 時 対 策 所 ）  

（ 操 作 ス イ ッ チ 操 作 ）  Ｂ ｄ  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

３

号

試 験 ・ 検 査  

(検 査 性 ，系 統 構 成・外 部

入 力 ) 

容 器 (タ ン ク 類 ）  

(機 能 ・ 性 能 及 び 漏 え い の 有 無 の

確 認 が 可 能 ) 

(規 定 圧 力 の 確 認 及 び 外 観 の 確 認

が 可 能 ) 

Ｃ  

関 連 資 料  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  

第

４

号

切 り 替 え 性  本 来 の 用 途 と し て 使 用 一 切 替 不 要  Ｂ ｂ  

関 連 資 料  －  

第

５

号

悪

影

響

防

止

系 統 設 計  他 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  

そ の 他 (飛 散 物 ) (考 慮 対 象 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  ―  

第

６

号

設 置 場 所  現 場 （ 遠 隔 ） 操 作  Ａ ｂ  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

３

項

第

１

号

可 搬 SA の 容 量  

そ の 他 設 備 （ 必 要 な 個 数 を 確 保 す

る こ と に 加 え ， 自 主 的 に バ ッ ク ア

ッ プ を 確 保 す る ）  

Ｃ  

関 連 資 料  ［ 容 量 設 定 根 拠 ］ 61 - 6  

第

２

号

可 搬 SA の 接 続 性  （ 常 設 設 備 と 接 続 な し ）  対 象 外  

関 連 資 料  ―  

第

３

号

異 な る 複 数 の 接 続 箇 所 の

確 保  
対 象 外  対 象 外  

関 連 資 料  －  

第

４

号

設 置 場 所  
(放 射 線 量 の 高 く な る 恐 れ の 少 な

い 場 所 を 選 定 ) 
－  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

５

号

保 管 場 所  屋 内 (共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し ) Ａ ｂ  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

６

号

ア ク セ ス ル ー ト  対 象 外  対 象 外  

関 連 資 料  ―  

第

７

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環 境 条 件 ， 自 然 現

象 ， 外 部 人 為 事

象 ， 溢 水 ， 火 災  

(共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し )  対 象 外  

サ ポ ー ト 系 故 障  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

61条－64
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61－1－7 

東海第二原子力発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

61 条 ： 緊 急 時 対 策 所  酸 素 濃 度 計  
類 型 化  

区 分  
二 酸 化 炭 素 濃 度 計  

類 型 化  

区 分  

第

４

３

条

第

１

項

第

１

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環 境 温 度 ・ 湿 度 ・  

圧 力 ／ 屋 外 の 天 候 ／

放 射 線  

そ の 他 の 建 屋 内  

(緊 急 時 対 策 所 ) 
Ｃ  

そ の 他 の 建 屋 内  

(緊 急 時 対 策 所 ) 
Ｃ  

荷 重  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  

海 水  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  

他 設 備 か ら の 影 響  
(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ

り 機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ

り 機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

電 磁 波 に よ る 影 響  
（ 電 磁 波 に よ り 機 能 が 損 な わ れ

な い ）  
対 象 外  

（ 電 磁 波 に よ り 機 能 が 損 な わ れ

な い ）  
対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

２

号

操 作 性  
現 場 操 作（ 設 備 の 運 搬・設 置 ）（操

作 ス イ ッ チ 操 作 ）  

Ｂ ｃ  

Ｂ ｄ  

現 場 操 作 （ 設 備 の 運 搬 ・ 設 置 ）

（ 操 作 ス イ ッ チ 操 作 ）  

Ｂ ｃ  

Ｂ ｄ  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

３

号

試 験 ・ 検 査  

(検 査 性 ，系 統 構 成・外 部

入 力 ) 

計 測 制 御 設 備  

(機 能 ・ 性 能 の 確 認 が 可 能 ) 

（ 校 正 が 可 能 ）  

Ｊ  

計 測 制 御 設 備  

(機 能 ・ 性 能 の 確 認 が 可 能 ) 

（ 校 正 が 可 能 ）  

Ｊ  

関 連 資 料  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  

第

４

号

切 り 替 え 性  本 来 の 用 途 と し て 使 用 一 切 替 不 要  Ｂ ｂ  本 来 の 用 途 と し て 使 用 一 切 替 不 要 Ｂ ｂ  

関 連 資 料  －  －  

第

５

号

悪

影

響

防

止

系 統 設 計  他 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  他 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  

そ の 他 (飛 散 物 ) (考 慮 対 象 な し ) 対 象 外  (考 慮 対 象 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  －  －  

第

６

号

設 置 場 所  現 場 （ 設 置 場 所 ） 操 作 可 能  Ａ a  現 場 （ 設 置 場 所 ） 操 作 可 能  Ａ a  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

３

項

第

１

号

可 搬 SA の 容 量  

そ の 他 設 備 （ 必 要 な 個 数 を 確 保

す る こ と に 加 え ， 自 主 的 に バ ッ

ク ア ッ プ を 確 保 す る ）  

Ｃ  

そ の 他 設 備 （ 必 要 な 個 数 を 確 保

す る こ と に 加 え ， 自 主 的 に バ ッ

ク ア ッ プ を 確 保 す る ）  

Ｃ  

関 連 資 料  －  －  

第

２

号

可 搬 SA の 接 続 性  （ 常 設 設 備 と 接 続 な し ）  対 象 外  （ 常 設 設 備 と 接 続 な し ）  対 象 外  

関 連 資 料  －  －  

第

３

号

異 な る 複 数 の 接 続 箇 所

の 確 保  
対 象 外  対 象 外  対 象 外  対 象 外  

関 連 資 料  －  －  

第

４

号

設 置 場 所  
(放 射 線 量 の 高 く な る 恐 れ の 少

な い 場 所 を 選 定 ) 
－  

(放 射 線 量 の 高 く な る 恐 れ の 少

な い 場 所 を 選 定 ) 
－  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

５

号

保 管 場 所  
屋 内 (共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備

な し ) 
Ａ ｂ  

屋 内 (共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備

な し ) 
Ａ ｂ  

関 連 資 料  [保 管 場 所 ]6 1 - 7  [保 管 場 所 ]6 1 - 7  

第

６

号

ア ク セ ス ル ー ト  屋 内 ア ク セ ス ル ー ト の 確 保  Ａ  屋 内 ア ク セ ス ル ー ト の 確 保  Ａ  

関 連 資 料  [ア ク セ ス ル ー ト 図 ]61 - 8  [ア ク セ ス ル ー ト 図 ]61 - 8  

第

７

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環 境 条 件 ， 自 然 現

象 ， 外 部 人 為 事

象 ， 溢 水 ， 火 災  

共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し  対 象 外  共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し  対 象 外  

サ ポ ー ト 系 故 障  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  －  －  
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61－1－8 

東海第二原子力発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

61 条 ： 緊 急 時 対 策 所  緊 急 時 対 策 所 エ リ ア モ ニ タ  
類 型 化  

区 分  

第

４

３

条

第

１

項

第

１

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環 境 温 度 ・ 湿 度 ・  

圧 力 ／ 屋 外 の 天 候 ／

放 射 線  

そ の 他 の 建 屋 内  

(緊 急 時 対 策 所 ) 
Ｃ  

荷 重  （ 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る ）  －  

海 水  （ 海 水 を 通 水 し な い ）  対 象 外  

他 設 備 か ら の 影 響  
(周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影 響 に よ

り 機 能 を 失 う お そ れ が な い ）  
－  

電 磁 波 に よ る 影 響  
（ 電 磁 波 に よ り 機 能 が 損 な わ れ

な い ）  
対 象 外  

関 連 資 料  ［ 配 置 図 ］ 61- 3  

第

２

号

操 作 性  
現 場 操 作 （ 設 備 の 運 搬 ・ 設 置 ）

（ 操 作 ス イ ッ チ 操 作 ）  

Ｂ ｃ  

Ｂ ｄ  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

３

号

試 験 ・ 検 査  

(検 査 性 ， 系 統 構 成 ・ 外 部

入 力 ) 

計 測 制 御 設 備  

(機 能 ・ 性 能 の 確 認 が 可 能 ) 

（ 校 正 が 可 能 ）  

Ｊ  

関 連 資 料  ［ 本 文 ］ 3.1 8 ,［ 試 験 及 び 検 査 ］ 6 1- 5  

第

４

号

切 り 替 え 性  本 来 の 用 途 と し て 使 用 一 切 替 不 要 Ｂ ｂ  

関 連 資 料  －  

第

５

号

悪

影

響

防

止

系 統 設 計  他 設 備 か ら 独 立  Ａ ｃ  

そ の 他 (飛 散 物 ) (考 慮 対 象 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  ―  

第

６

号

設 置 場 所  現 場 （ 設 置 場 所 ） 操 作 可 能  Ａ a  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

３

項

第

１

号

可 搬 SA の 容 量  

そ の 他 設 備 （ 必 要 な 個 数 を 確 保

す る こ と に 加 え ， 自 主 的 に バ ッ

ク ア ッ プ を 確 保 す る ）  

Ｃ  

関 連 資 料  －  

第

２

号

可 搬 SA の 接 続 性  （ 常 設 設 備 と 接 続 な し ）  対 象 外  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

３

号

異 な る 複 数 の 接 続 箇 所 の

確 保  
対 象 外  対 象 外  

関 連 資 料  －  

第

４

号

設 置 場 所  
(放 射 線 量 の 高 く な る 恐 れ の 少

な い 場 所 を 選 定 ) 
－  

関 連 資 料  [配 置 図 ]6 1 - 3  

第

５

号

保 管 場 所  
屋 内 (共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備

な し ) 
Ａ ｂ  

関 連 資 料  [保 管 場 所 ]6 1 - 7  

第

６

号

ア ク セ ス ル ー ト  屋 内 ア ク セ ス ル ー ト の 確 保  Ａ  

関 連 資 料  [ア ク セ ス ル ー ト 図 ]61 - 8  

第

７

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環 境 条 件 ， 自 然 現

象 ， 外 部 人 為 事 象 ，

溢 水 ， 火 災  

(共 通 要 因 の 考 慮 対 象 設 備 な し )  対 象 外  

サ ポ ー ト 系 故 障  (サ ポ ー ト 系 な し ) 対 象 外  

関 連 資 料  －  
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61-9-3-19 

3.5 廃止措置中の東海発電所の事故対応が同時発生した場合について 

緊急時対策所は，東海第二発電所の重大事故等発生時に廃止措置中の東海

発電所の事故が同時に発生した場合において，双方のプラント状況を考慮し

た指揮命令を行う必要があり，総合的な管理を行うことにより安全性の向上

が図れることから，東海第二発電所及び廃止措置中の東海発電所で共用する

こととし，共用した場合においても廃止措置中の東海発電所の災害対策要員

を収容できるスペースを確保する。また，プルーム通過中においても，緊急

時対策所にとどまる要員は，東海第二発電所重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員と原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物

質の拡散を抑制するために必要な要員，合計 64 名に加え，廃止措置中の東海

発電所の災害対策要員として 3 名の合計 67 名を想定している。 

なお，廃止措置中の東海発電所の事故対応に必要な資機材等は，無線連絡

設備（携帯型），衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ）

を除き，廃止措置中の東海発電所専用に確保するとともに，これらの設備に

ついては，廃止措置中の東海発電所において同時に通信・通話するために必

要な仕様を満足する設備とすることで東海第二発電所へ影響を及ぼすことは

ない。 

61条－67
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第 3.5－1 図 緊急時対策所 必要要員の考え方（廃止措置中の東海発電所の事故対応が同時発生した場合） 
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第 3.5－2 図 緊急時対策所 事故発生からプルーム通過後までの要員の動き 

（廃止措置中の東海発電所の事故対応が同時発生した場合）
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

1／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.9 緊急時対策所 

10.9.2 重大事故等時 

10.9.2.1 概 要 

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)

緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合においても当該事

故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措

置を講じた設計とするとともに、重大事故等に対処するために必要な情報を把握でき

る設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設置又は保管する設計とする。また、重大事故等に対処するために必要な

数の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の概略系統図を第10.9.6 図から第10.9.11 図に示

す。 

10.9.2.2 設計方針 

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)

 緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合においても当該事

故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、その機能に係る設備を含め、基

準地震動による地震力に対し、機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影

響を受けない設計とする。地震及び津波に対しては、「1.4.2 重大事故等対処施設の

耐震設計」及び「1.5.2重大事故等対処施設の耐津波設計」に基づく設計とする。 

  また、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の機能に係る設備は、中央制御室との共通要

因により同時に機能喪失しないよう、中央制御室に対して独立性を有する設計とする

とともに、中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。 

  緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制

10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.9 緊急時対策所 

10.9.2 重大事故等時 

10.9.2.1 概 要 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，適切な措置を講じた設計

とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び発

電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設

置又は保管する設計とする。また，重大事故等に対処するために必要な数の要員を

収容できる設計とする。 

緊急時対策所の系統概要図を第10.9－1図から第10.9－6図に示す。 

10.9.2.2 設計方針 

緊急時対策所は，災害対策本部室及び緊急時対策所宿泊・休憩室から構成され，

緊急時対策所建屋に設置する設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するた

めの適切な措置が講じられるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動による

地震力に対し，耐震構造として機能を喪失しないようにするとともに，基準津波の

影響を受けない位置に設置する設計とする。地震及び津波に対しては，「1.3.2 重

大事故等対処施設の耐震設計」及び「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」に

基づく設計とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共通要因により同時に機能喪

失しないよう，中央制御室に対して独立性を有する設計とするとともに，中央制御

室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，原

子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

記載の相違（代替緊急時対策所）

・東二は，「代替緊急時対策所」を設置して

いない。以下，「※1」と記載。 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）

・玄海（緊急時対策所棟内） 

東二は「緊急時対策所」として、用語の統

一を図った。以下，「※2」と記載

記載表現の相違（概要系統図）

・東二は，系統概要図で統一，資料番号整合， 

 関連手順と整合 

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

緊急時対策所の範囲と設置建屋を記載

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

・記載表現の適正化 

・項目番号の相違 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

61条－70
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

2／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するため

に必要な数の要員を収容することができる設計とする。 

 重大事故等が発生し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の外側が放射性物質により汚

染したような状況下において、対策要員が緊急時対策所(緊急時対策棟内)の外側から

室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業

服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。身体サーベイの結果、対策要

員の汚染が確認された場合は、対策要員の除染を行うことができる区画を、身体サー

ベイを行う区画に隣接して設置する設計とする。 

a. 居住性を確保するための設備 

重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示

を行う要員等がとどまることができるよう、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の居住性

を確保するための設備として、以下の重大事故等対処設備(居住性の確保)を設ける。 

重大事故等対処設備(居住性の確保)として、緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟

内)、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備、酸素濃度計、二酸化

炭素濃度計、緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタを使用する。 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の居住性については、想定する放射性物質の放出量

等を東京電力株式会社福島第一原了力発電所事故と同等とし、かつ、緊急時対策所(緊

急時対策棟内)内でのマスクの着用、交代要員体制、安定よう素剤の服用及び仮設設

備を考慮しない条件においても、緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実 

効線量が事故後7日間で100mSvを超えないことを判断基準とする。 

(a) 緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)及び緊急時対策所換気設備

緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合において、緊

急時対策所(緊急時対策棟内)の気密性及び緊急時対策所換気設備の性能とあいまっ

て、居住性に係る判断基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実

効線量が事故後7日間で100mSvを超えない設計とする。 

に対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容することができる設計とする。 

重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において，対策要員が緊急時対策所の外側から室内に放射性物質による汚染を

持ち込むことを防止するため，身体の汚染検査及び作業服の着替え等を行うための

区画を設置する設計とする。身体の汚染検査の結果，対策要員の汚染が確認された

場合は，対策要員の除染を行うことができる区画を，身体の汚染検査を行う区画に

隣接して設置する設計とする。 

（１） 居住性の確保

重大事故等時においても，当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう，緊急時対策所の居住性の確保として重大事故等対処設

備（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護，緊

急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定並びに放射線量の測定）を設け

る。 

重大事故等対処設備（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備に

よる放射線防護，緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定並びに放射線

量の測定）として緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備，

緊急時対策所加圧設備，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，緊急時対策所エリアモニ

タ及び可搬型モニタリング・ポストを使用する。 

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質の放出量等を東京電力株

式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし，かつ緊急時対策所内でのマスクの着

用，交代要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件においても，

緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えないこと

を判断基準とする。

ａ． 緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等時において，緊急時対策所の気密性，緊急時対

策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能とあいまって，居住性に係る

判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後7日間で100mSvを

超えない設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

・記載の適正化 

載表現の相違（身体サーベイ） 

・東二は，技術的能力，補足説明資料を含め

「身体の汚染検査」で用語を統一 

(KK「身体サーベイ」) 

＊着替え「等」：マスク，線量計，ヘルメッ

ト，安全帯の着脱 

記載表現の相違 

・項目番号の整理 

・東二の技術的能力手順名と整合 

・記載の整合・適正化 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2 

記載表現の相違 

・東二の技術的能力手順名と整合 

記載表現の相違（遮へい） 

・東二は「遮蔽」（KKも同様）として用語の

統一。以下，「※3」と記載。 

設備名称の相違 

・東二は「加圧設備」を「非常用換気設備」

に含めず個別記載としている。（KK も同

様）以下，「※4」と記載。 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2 

㏍との相違（文末：判断基準とする） 

・㏍は，文末を｢超えない設計とする｣記載 

・東二は61条規制要求（1.ｅ④）に基づき

「判断基準とする」と記載とした。 

記載表現の相違 

・東二の技術的能力手順名と整合 

・記載の整合・適正化 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2，

（遮へい）※3 

設備名称の相違（東二：加圧設備）※4 

61条－71
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

3／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

 緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備は、重大事故等が発生した

場合において、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内への希ガス等の放射性物質の侵入を

低減又は防止するため適切な換気設計を行い、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の気密

性及び緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)の性能とあいまって、居住性に係る判断

基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日

間で100mSvを超えない設計とする。なお、換気設計に当たっては、緊急時対策所(緊

急時対策棟内)の建物の気密性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。また、緊

急時対策所(緊急時対策棟内)外の火災により発生する燃焼ガス又は有毒ガスに対す

る換気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設ける設計とする。 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備として、緊急時対策所非常

用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び緊急時対策所

加圧設備を設置又は保管する設計とする。 

具体的な設備は、以下のとおりとする。 

 ・緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)(3号及び4号炉共用) 

・緊急時対策所非常用空気浄化ファン(3号及び4号炉共用) 

・緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット(3号及び4号炉共用) 

 ・緊急時対策所加圧設備(3号及び4号炉共用) 

(b) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に

支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を 

保管する設計とする。 

   具体的な設備は、以下のとおりとする。 

   ・酸素濃度計(3号及び4号炉共用)

   ・二酸化炭素濃度計(3号及び4号炉共用)

(c) 放射線量の測定 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減

又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定する緊急時対策所

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備は，重大

事故等時において，緊急時対策所への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止

するため適切な換気設計を行い，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所遮蔽の性

能とあいまって,居住性に係る判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が事故後7日間で100mSvを超えない設計とする。なお，緊急時対策所非常用換気

設備及び緊急時対策所加圧設備の設計に当たっては，緊急時対策所の建物の気密性

に対して十分な余裕を考慮した設計とする。また，緊急時対策所外の火災により発

生する燃焼ガス又は有毒ガスに対する換気設備の隔離及びその他の適切に防護する

ための設備を設ける設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備として緊急時対策所非常用送風機，

緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急時対策所用差圧計を設置するとともに，

緊急時対策所加圧設備を保管する設計とする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

  ・緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

・緊急時対策所非常用送風機（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

・緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

・緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

・緊急時対策所加圧設備

ｂ．緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定 

緊急時対策所には，室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計と

する。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

ｃ．放射線量の測定 

緊急時対策所には，室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するた

めの確実な判断ができるよう，放射線量を監視，測定する緊急時対策所エリアモニ

設備名称の相違（東二：加圧設備）※4 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2，

（遮へい）※3 

・記載の整合・適正化

＊希ガス「等」：放射性よう素及び粒子状の

放射性物質 

＊［低減又は防止］ 

緊急時対策所は加圧設備によって希ガ 

ス，粒子状物質の侵入を防止，それ以外の 

区画は非常用換気設備によって粒子状物 

質の侵入を低減する設計とする。 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

・非常用換気設備としての対象設備明確化 

設備名称の相違（東二：加圧設備）※4 

設備の相違（東二：差圧計）※5 

記載表現の相違（遮へい）※3 

設備名称の相違

設備の相違（東二：差圧計）※5 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

設備名称の相違

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

・記載の適正化

設備名称の相違

記載表現の相違（加圧判断に使用する）

・東二の加圧判断(希ガス等の放射性物質の

61条－72
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

4／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

エリアモニタ及び加圧判断に使用する可搬型エリアモニタを保管する設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタの指示値は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内にて容易

かつ確実に把握できる設計とする。また、可搬型エリアモニタの指示値は、無線によ

り伝送し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内で監視できる設計とする。 

  具体的な設備は、以下のとおりとする。 

  ・緊急時対策所エリアモニタ(3号及び4号炉共用)

・可搬型エリアモニタ(3号及び4号炉共用)

ｂ．重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関わる設備 

(a) 情報収集のための設備 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、重大事故等が発生した場合においても当該事

故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な

情報を把握できる設備として、以下の重大事故等対処設備(情報の把握)を設ける。 

  重大事故等対処設備(情報の把握)として、重大事故等に対処するために必要な情報

を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所(緊急時対策棟内)において把握で

きる情報収集設備を使用する。 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の情報収集設備として、事故状態等の必要な情報を

把握するために必要なパラメータ等を収集し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)で表示

できるよう、緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS データ表示装置を

設置する設計とする。 

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)の電源は、ディーゼル発電機に加えて、

全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である大容量空冷式発電機

から給電できる設計とする。 

 具体的な設備は、以下のとおりとする。 

タ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタの指示値は，緊急時対策所にて容易，かつ確実に把握

できる設計とする。また，可搬型モニタリング・ポストの指示値は，衛星系回線に

より伝送し，緊急時対策所で監視できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急時対策所エリアモニタ 

・可搬型モニタリング・ポスト

（8.1 放射線管理設備）

（２）  必要な情報の把握及び通信連絡

ａ．必要な情報の把握

緊急時対策所には，重大事故等時においても当該事故等に対処するために必要な

指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備とし

て重大事故等対処設備(必要な情報の把握)を設ける。 

重大事故等対処設備(必要な情報の把握)として重大事故等に対処するために必

要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所において把握できる情

報収集設備を使用する。 

緊急時対策所の情報収集設備として事故状態等の必要な情報を把握するために

必要なパラメータ等を収集し，緊急時対策所で表示できるよう，データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置で構成する安全パ

ラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）」という。）を設置する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち，データ伝送装置の電源は，非

常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失

した場合においても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬

型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

侵入防止)は「緊急時対策所エリアモニ

タ」及び「可搬型モニタリング・ポスト」

両方用いるのに対し，玄海は可搬型エリ

アモニタを「加圧判断に使用する」として

いる。（KKも同様） 

・「可搬型モニタリング・ポスト」の名称は

第60条と整合

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

設備名称の相違

設備の相違（無線）

・東二は衛星系回線を使用

設備名称の相違

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射

線管理設備」記載

記載表現の相違 

・項目番号の整理 

・東二の技術的能力手順名と整合 

・記載の整合・適正化 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

＊事故状態「等」：風向，風速，波高

＊パラメータ「等」：警報表示，系統の状態 

設備名称，記載表現の相違

・「安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）：データ伝送装置，緊急時対策支援シ

ステム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示

装置の三つの設備で構成する総称名 

 （第62条と整合）

設備名称の相違

記載表現の相違

設備の相違（大容量空気冷却式発電機）

・東二は，代替電源設備として常設代替高圧

電源装置及び可搬型代替低圧電源車 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は「10.12 通信連絡設備」記載 

61条－73
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

5／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

・緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)(3号及び4号炉共用) 

  ・SPDSデータ表示装置(3号及び4号炉共用) 

 ・大容量空冷式発電機(10.2 代替電源設備)

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大

事故等対処設備として使用する。

(b) 通信連絡のための設備

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、重大事故等が発生した場合においても発電

所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として、以

下の重大事故等対処設備(通信連絡)を設ける。 

重大事故等対処設備(通信連絡)として、緊急時対策所(緊急時対策棟内)から中央

制御室、屋内外の作業場所、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の発電所

の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため、通信連絡設備を使

用する。 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の通信連絡設備として、携帯型通話設備、衛星携

帯電話設備、無線連絡設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備を設置又は保管する設計とする。 

  具体的な設備は、以下のとおりとする. 

・携帯型通話設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大

事故等時) 

  ・衛星携帯電話設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重

大事故等時) 

  ・無線連絡設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事

故等時) 

   ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(3 号及び 4 号炉共

用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事故等時) 

c. 代替電源設備からの給電 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（10.12 通信連絡設備） 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発

電機を重大事故等対処設備として使用する。

ｂ．通信連絡

緊急時対策所には，重大事故等時においても発電所の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うための設備として重大事故等対処設備（通信連絡）を

設ける。

重大事故等対処設備(通信連絡)として緊急時対策所から中央制御室，屋内外の

作業場所，本店（東京），国，地方公共団体，その他関係機関等の発電所の内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡設備を使用する。 

緊急時対策所の通信連絡設備として衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携

帯型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

を設置又は保管する設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。  

・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

（10.12 通信連絡設備） 

・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

（10.12 通信連絡設備） 

・無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

（10.12 通信連絡設備） 

・携行型有線通話装置（10.12 通信連絡設備） 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

（10.12 通信連絡設備） 

（３） 代替電源設備からの給電 

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし 

設備の相違 

設備名称，記載表現の相違

記載表現の相違

・東二の技術的能力手順名と整合

・記載の整合・適正化 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2 

・（東京）の記載追加（62条コメント反映）

＊その他関係機関「等」：警察，消防，海保

設備名称の相違

・ＳＡ設備内容の相違

設備名称の相違

・東二は，設計仕様等「10.12 通信連絡設備」

として包括して記載（KKも同様）

記載表現の相違 

・項目番号の整理 

61条－74
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

6／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、代替電源設備からの給電を可能とするよう、以

下の重大事故等対処設備(電源の確保)を設ける。 

全交流動力電源が喪失した場合の重大事故等対処設備(電源の確保)として、緊急時

対策所用発電機車、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用

発電機車用給油ポンプを使用する。 

緊急時対策所用発電機車は、1 台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)に給電するため

に必要な発電機容量を有するものを、予備も含めて 3 台保管することで、多重性を有

する設計とする。 

 緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクより、緊

急時対策所用発電機車用給油ポンプを用いて、燃料を補給できる設計とする。

  具体的な設備は、以下のとおりとする。 

・緊急時対策所用発電機車(3号及び4号炉共用) 

・緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク(3号及び4号炉共用) 

  ・緊急日寺対策所用発電機車用給油ポンプ(3号及び4号炉共用) 

ディーゼル発電機は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時におい

ても使用するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針

を適用する。

ただし、多様性、位置的分散等を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないこ

とから、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性、位置的分散

等の設計方針は適用しない。 

携帯型通話設備、衛星携帯電話設備、無線連絡設備及び統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備は、「10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事故等時」にて

記載する。

ａ．緊急時対策所用代替電源設備による給電 

緊急時対策所は，代替電源設備からの給電を可能とするように重大事故等対処設

備（緊急時対策所用代替電源設備による給電）を設ける。 

常用電源設備からの受電が喪失した場合の重大事故等対処設備（緊急時対策所用

代替電源設備による給電）として緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃

料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプを使用する。 

緊急時対策所用発電機は，1台で緊急時対策所に給電するために必要な発電機容

量を有するものを，常設設備として2台設置することで，多重性を有する設計とす

る。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクより緊急時対

策所用発電機給油ポンプを用いて，燃料を補給できる設計とする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）

・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及び東海第二発電所共 

用） 

・緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

非常用ディーゼル発電機は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等

時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示

す設計方針を適用する。 

ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はな

いことから，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性及び

位置的分散の設計方針は適用しない。 

可搬型モニタリング・ポストは，「8.1 放射線管理設備」に示す。

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），衛星電話設備（固定型），衛星電話

設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ

・東二の技術的能力手順名と整合 

・記載の整合・適正化

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

設備の相違（緊急時対策所用発電機車） 

・東二は，建屋内にSA設備として「発電機」

を設置。以下，「※7」と記載。 

（㏍は電源車 2 台１ｾｯﾄ 5 台）

記載表現，設備名称の相違

・東二の発電機は，多重化要求の2台以外に

故障，点検のための予備は持たない設計

・東二は，常設発電機のため「保管」ではな

く「設置する」と記載 

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7 

設備名称の相違

＊東二：「緊急時対策所用Ｍ／Ｃ」 

東二は「緊急時対策所用Ｍ／Ｃ」を当初Ｓ

Ａ主要設備としていたが，第57条との整

合によりＳＡ関連設備(交流電路)へ変更。

【ＳＡ主要設備と関連設備の整理】

61条及び57条のSA設備の考え方は，SA時

に給電する必要のある配電盤はSA設備であ

り，主要設備と関連設備の記載方針は，規制

要求が直接ある設備の内，代替電源設備か

ら最初に給電さ れる配電盤を主要設備と

し，その他SA時に給電する必要がある配電

盤は関連設備とする。 

設備名称, 記載表現の相違

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射

線管理設備」記載

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は「10.12 通信連絡設備」記載

設備名称，記載表現の相違

・ＳＡ設備の相違

61条－75
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

7／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

ディーゼル発電機及び大容量空冷式発電機は、「10.2 代替電源設備」にて記載する。

10.9.2.2.1 多重性、多様性、独立性及び位置的分散 

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。 

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)

  緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、独立した建屋及びそれと一体の緊急時対策

所遮へい(緊急時対策棟内)並びに換気設備として緊急時対策所非常用空気浄化

ファン及び緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットを有し、さらに、換気

設備の電源を空冷式の緊急時対策所用発電機車から給電できる設計とする。これ

ら中央制御室に対して独立性を有した設備により居住性を確保できる設計とす

る。 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)及び緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、

緊急時対策棟内に設置し、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び

緊急時対策所用発電機車は、中央制御室とは離れた位置の屋外に設置及び保管

することで、位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策所非常用空気浄化フィル

タユニットは、1台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)内を換気するために必要な

ファン容量及びフィルタ容量を有するものを合計2台(3号及び4号炉共用)設置

することで、多重性を持つ設計とする。 

緊急時対策所用発電機車は、1台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)に給電する

ために必要な発電機容量を有するものを合計 3 台(3 号及び 4 号炉共用)保管す

－ＦＡＸ）は，「10.12 通信連絡設備」に示す。 

非常用ディーゼル発電機，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車は，

「10.2 代替電源設備」に示す。

10.9.2.2.1  多重性，多様性，独立性及び位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

緊急時対策所は，独立した建屋及びそれと一体の緊急時対策所遮蔽並びに非常用

換気設備として緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び

緊急時対策所用差圧計を有し，さらに，非常用換気設備の電源を緊急時対策所用発

電機から給電できる設計とする。これら中央制御室に対して独立性を有した設備に

より居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時対策所用

差圧計，緊急時対策所用発電機，緊急時対策所加圧設備，酸素濃度計，二酸化炭素

濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策所建屋内に設置及び保管する

ことで，中央制御室に対して位置的分散を図る設計とする。

緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，1 台で緊急

時対策所内を換気するために必要なファン容量及びフィルタ容量を有するものを

合計2台（東海発電所及び東海第二発電所共用）設置することで，多重性を有する

設計とする。 

 緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電機と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源の冷却方式を空冷式とすること

で多様性を有する設計とする。

緊急時対策所用発電機は，1台で緊急時対策所に給電するために必要な発電機容

設備名称，記載表現の相違

設備の相違（大容量空気冷却式発電機）

・東二は，代替電源設備として常設代替高圧

電源装置及び可搬型代替低圧電源車 

記載の相違（代替緊急時対策所）※1 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

（遮へい）※3 

設備名称の相違

設備の相違（東二：差圧計）※5，（緊急時対

策所用発電機車）※7 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

設備名称の相違

設備の相違（東二：差圧計）※5，（緊急時対

策所用発電機車）※7

設備の相違（㏍記載反映：可搬設備追記）

・東二：緊急時対策所加圧設備，酸素濃度計，

二酸化炭素濃度，緊急時対策所エリアモ

ニタの追記

記載表現の相違（東二：中央制御室に対して）

・設備設置場所の違いによる記載の適正化 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

・「有する」：記載の整合・適正化

設備名称の相違

記載の追記 

・61条規制要求(1.ｂ）)の適合性として,中

央制御室の電源との共通要因により機能

喪失しないことを記載。

（62条コメント反映）

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7

記載の適正化

・東二は，常設発電機のため「設置」と記載

61条－76
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

8／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

ることで、多重性を持つ設計とする。 

緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、外部からの支援がなくとも、

1 基で緊急時対策所用発電機車の 7 日分の連続定格運転に必要なタンク容量を

有するものを合計2基(3号及び4号炉共用)設置することで、多重性を持つ設計

とする。 

緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、1台で緊急時対策所用発電機車の連

続定格運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有するものを合計 2 台(3 号

及び4号炉共用)設置することで、多重性を持つ設計とする。 

10.9.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。 

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、緊急時対策

棟と一体のコンクリート構造物とし、倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策所

非常用空気浄化フィルタユニットは、他の設備から独立して使用可能とすること

により、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。居住性の確保に使用する緊

急時対策所加圧設備は、通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び

重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

量を有するものを常設設備として合計2台（東海発電所及び東海第二発電所共用）

設置することで，多重性を有する設計とする。

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，外部からの支援がなくとも，1基で緊

急時対策所用発電機の7日分の連続運転に必要なタンク容量を有するものを合計2

基（東海発電所及び東海第二発電所共用）設置することで，多重性を有する設計と

する。  

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，1台で緊急時対策所用発電機の連続運転に

必要な燃料を供給できるポンプ容量を有するものを合計2台（東海発電所及び東海

第二発電所共用）設置することで，多重性を有する設計とする。 

10.9.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所建屋と一体のコンク

リート構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フ

ィルタ装置は，他の設備から独立して使用可能とすることにより他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は，通常

時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所用差圧計は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，他の設備から独立

して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・東二の発電機は予備設置が無いため2個

・「有する」：記載の整合・適正化

設備名称の相違

設備名称の相違（㏍は,ﾀﾝｸﾛｰﾘを使用）

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7

記載表現の相違（連続定格運転） 

・東二は第57条の記載と整合し「連続運転」

設備名称の相違

設備名称の相違

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7

記載表現の相違（連続定格運転） 

・東二は第 57 条の記載と整合し「連続運転」

・「有する」：記載の整合・適正化

設備名称の相違

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2 

（遮へい）※3 

・記載の適正化 

＊倒壊「等」：屋根の崩落，壁のヒビ，割れ

設備名称の相違

記載の追記（東二：差圧計）※5， 

方針を記載  

61条－77
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

9／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタ

は、他の設備から独立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。また、緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタは、

設置場所において固縛等によって固定することで、他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。

情報の把握に使用する緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS デ

ータ表示装置は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車は、通常時に接続先の系統と分

離された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、緊急時対策

所用発電機車は、設置場所において車輪止めによって固定することで、他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時

対策所用発電機車用給油ポンプは、他の設備から独立して使用可能とすることに

より、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

10.9.2.2.3 共用の禁止 

  (1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛 

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内) 

  緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、事故対応において3号炉及び4号炉双方の

プラント状況を考慮した指揮命令を行う必要があるため、同一スペースを共用化

し、事故収束に必要な緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)、緊急時対策所非常

用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット、緊急時運転

パラメータ伝送システム(SPDS)、SPDS データ表示装置、緊急時対策所用発電機

車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機車用給油ポンプを設置する。共

用により、必要な情報(相互のプラント状況、運転員の対応状況等)を共有・考慮

しながら、総合的な管理(事故処置を含む。)を行うことで、安全性の向上が図れ

ることから、3号炉及び4号炉で共用する設計とする。 

各設備は、共用により悪影響を及ぼさないよう、号炉の区分けなく使用でき、

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタは，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，緊急

時対策所エリアモニタは，設置場所において固縛等によって固定することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機は，通常時に接続先の系統と分離さ

れた状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策

所用発電機給油ポンプは，他の設備から独立して使用可能とすることにより他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

10.9.2.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

緊急時対策所は，東海第二発電所の重大事故等発生時に廃止措置中の東海発電所

で事故が同時に発生した場合において，双方のプラント状況を考慮した指揮命令を

行う必要があるため，同一スペースを共用化し，総合的な管理を行うことにより安

全性の向上が図れることから，東海第二発電所及び廃止措置中の東海発電所で共用

する設計とする。

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射

線管理設備」記載

＊固縛「等」：枠止め，接着，台止め，ビス

止め

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は「10.12 通信連絡設備」記載 

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7 

＊東二は，常設（固定）された発電機のため，

車両止めは用いていない（玄海固有） 

設備名称の相違

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

記載内容の相違 

61条－78
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

10／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

更にフラントパラメータは、号炉ごとに表示・監視できる設計とする。 

10.9.2.2.4 容量等 

      基本方針については、「1.1.7.2容量等」に示す。 

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内) 

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の指揮スペースは、重大事故等に対処するた

めに必要な指示をする対策要員及び原子炉格納容器の破損等による発電所外へ

の放射性物質の拡散の抑制に必要な現場活動等に従事する対策要員等、最大100

名を収容できる設計とする。また、対策要員等が緊急時対策所(緊急時対策棟内)

に 7 日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数量の放射線管理用資機

材や食料等を配備できる設計とする。 

緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合におい

て、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の気密性及び緊急時対策所換気設備の性能

とあいまって、居住性に係る判断基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)に

とどまる要員の実効線量が事故後7日間で100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

ユニット及び緊急時対策所加圧設備は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内にと

どまる対策要員の線量を低減し、かつ、酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支

障がなく維持できる設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急日寺対策所非常用空気浄化フィ

ルタユニットは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内を換気するためのファン容

量及びフィルタ容量を有する設計とする。 

また、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、身体サーベイ及び作

業服の着替え等を行うための区画を含め緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に対

し、放射線による悪影響を及ぼさないよう、十分な放射性物質の除去効率及び吸

10.9.2.2.4 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所には，重大事故等に対処するために必要な指示をする対策要員及び

原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散の抑制に必要な現

場活動等に従事する対策要員，最大100名を収容できる設計とする。また，対策要

員が緊急時対策所に7日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数量の放射

線管理用資機材（線量計及びマスク等）や食料等を配備できる設計とする。 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等時において，緊急時対策所の気密性，緊急時対

策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能とあいまって，居住性に係る

判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv

を超えない設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急時対策所

加圧設備は，緊急時対策所にとどまる対策要員の被ばくを低減し，かつ酸素濃度及

び二酸化炭素濃度を活動に支障がなく維持できる設計とする。

緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，緊急時対策

所内を換気するためのファン容量及びフィルタ容量を有する設計とする。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，身体の汚染検査及び作業服の着替え等を行

うための区画を含め緊急時対策所建屋内に対して放射線による悪影響を及ぼさな

いよう，十分な放射性物質の除去効率及び吸着能力を有する設計とする。

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2 

・東二は記載した対策要員以外に要員は無

いため対策要員等の「等」を削除

＊【対策要員「最大100名」収容の内訳】 

 ・必要な指示をする対策要員：46名 

 ・放射性物質の拡散抑制の要員：18名 

  の合計64名を収容する。 

（東二は対策要員を災害対策本部室及び隣

接する宿泊・休憩室に収容する設計とし

ている） 

＊現場活動「等」：弁操作，モニタリング，

水源確保，アクセスルート確保 

＊食料「等」：飲料水，周辺地図，周辺人口

関連データ，計器類 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

（遮へい）※3 

・記載の整合・適正化 

設備名称の相違（東二：加圧設備）※4 

設備名称の相違

記載表現の相違

・東二は適切な用語として「被ばく」と記載 

（㏍も同じ記載）

設備名称の相違 

設備名称の相違（緊急時対策所棟内）※2 

・記載の適正化 

記載表現の相違（身体サーベイ） 

・東二は，技術的能力，補足説明資料を含め

「身体の汚染検査」で用語を統一 

(㏍「身体サーベイ」) 

・記載の適正化 
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

11／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

着能力を有する設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は、「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」における放射性

物質の放出時間が10時間であることを踏まえ、緊急時対策所(緊急時対策棟内)

内を加圧するために必要な容量を確保するだけでなく、予測困難なプルームの

通過に対して十分な余裕を持つ設計とする。保有数は、緊急時対策所(緊急時対

策棟内)内を加圧するために必要な容量の空気ボンベに、保守点検は目視点検で

あり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時の

バックアップ用として1個を加え、一式(3号及び4号炉共用)を保管する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の居

住環境の基準値を上回る範囲を測定できるものを、それぞれ 1 個を 1 セットと

し、3号炉及び4号炉で1セット使用する。保有数は、3号炉及び4号炉で1セ

ット、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 2 セット

の合計3セット(3号及び4号炉共用)を保管する。 

緊急時対策所エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の放射線量

の測定が可能な計測範囲を持つものを1セット1個使用する。保有数は、3号炉

及び 4 号炉で 1 セット 1 個、保守点検は模擬入力による特性確認等であり、保

守点検中でも使用可能であるため、保守点検は考慮せずに、故障時のバックアッ

プ用として1個の合計2個(3号及び4号炉共用)を保管する。

可搬型エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の加圧判断が可能な

個数として3号炉及び4号炉で1セット1個使用する。保有数は、3号炉及び4

号炉で 1 セット 1 個、保守点検は模擬入力による特性確認等であり、保守点検

中でも使用可能であるため、保守点検は考慮せずに、故障時のバックアップ用と

緊急時対策所用差圧計は，緊急時対策所の正圧化された室内と隣接区画との差圧

を監視できる計測範囲を有する設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊

急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」における放射性物質の

放出時間が 1O 時間であることを踏まえ，緊急時対策所等を加圧するために必要な

容量を確保するだけでなく，予測困難なプルームの通過に対して十分な余裕を持つ

設計とする。緊急時対策所加圧設備用空気ボンベの保有数は，緊急時対策所等を加

圧するために必要な容量の緊急時対策所加圧設備用空気ボンベ320本に，故障時及

び保守点検による待機除外時の予備用として80本を加えた合計400本を保管する。

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度が活動に支障がない範囲内であることの測定が可能なものを，それぞれ１個使用

する。保有数は，それぞれ故障時及び保守点検による待機除外時の予備用として１

個を加えた合計2個を保管する。

緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策所の放射線量の測定が可能な計測範囲

を持つものを1個使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時の予

備用として１個を加えた合計2個を保管する。

＊着替え「等」：マスク，線量計，ヘルメッ

ト，安全帯の着脱 

設備の相違（東二：差圧計）※5方針を記載 

設備名称の相違（緊急時対策所棟内）※2 

＊緊急時対策所「等」：ボンベ加圧する災害

対策本部室，宿泊・休憩室，食料庫，エア

ロック室，災害対策本部空調機械室 

記載表現の相違

・「空気ボンベの」を追記。 

・「バックアップ用」を「予備用」と記載

・東二は第59条と整合しボンベ本数を記載

（㏍記載無し）

・緊急時対策所加圧設備の空気ボンベであ

ることを明確化

(第10.9-3表にボンベ本数等記載(㏍記載有)) 
設備名称の相違

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

記載表現の相違 

・玄海「居住環境の基準値」に対して，㏍の

記載内容と整合した 

（㏍は本部，待避場所で各 1 台＋予備の合

計3台保管） 

・東二は「それぞれ」を追記。 

・「バックアップ用」を「予備用」と記載

設備名称の相違

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

記載表現の相違 

・東二は，保守点検中（分解点検及び校正作

業）は機器が使用できない状態となるた

め，故障及び保守点検中を考慮した予備

数を記載 

・「バックアップ用」を「予備用」と記載

設備名称の相違

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射

線管理設備」記載
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

12／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

して1個の合計2個(3号及び4号炉共用)を保管する。

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、発電所内外の通信連絡をする

必要のある場所と必要なデータ量を伝送できる設計とする。 

SPDS データ表示装置は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを共

有するために必要な個数を設置する設計とする。 

代替電源設備である緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策所(緊急時対策棟

内)に給電するために必要な発電機容量を有するものを3号炉及び4号炉で1セ

ット1台使用する。保有数は、3号炉及び4号炉で1セット1台、故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として2台の合計 3台(3号及び 4号

炉共用)を保管する。 

緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、外部からの支援がなくとも、

緊急時対策所用発電機車の 7 日分の連続定格運転に必要なタンク容量を有する

設計とする。

緊急時対策所用発電機車用給油ホンプは、緊急時対策所用発電機車の連続定

格運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有する設計とする。 

10.9.2.2.5 環境条件等 

      基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内) 

緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、屋外及び緊急時対策棟内に設置し、

コンクリート構造物として緊急時対策棟と一体であり、建屋として重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、緊急時対策棟内に設置し、重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。操作は緊急時対策所(緊急時対策棟

内)内で可能な設計とする。 

代替電源設備である緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所に給電するために

必要な発電機容量を有するものを1台使用する。保有数は，多重化要求からの1台

を加えた合計 2 台（東海発電所及び東海第二発電所共用）を常設設備として設置

する設計とする。

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，外部からの支援がなくとも，緊急

時対策所用発電機の7日分の連続運転に必要なタンク容量を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策所用発電機の連続運転に必要

な燃料を給油できるポンプ容量を有する設計とする。 

10.9.2.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，屋外及び緊急時対策所建屋内に設置し，コンクリート構

造物として緊急時対策所建屋と一体であり，建屋として重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所用差圧計，緊急時対策所用発電機，

緊急時対策所用発電機給油ポンプ及び緊急時対策所加圧設備は，緊急時対策所建

屋内に設置及び保管し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

操作は，緊急時対策所内で可能な設計とする。

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は「10.12 通信連絡設備」記載

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

記載の適正化

・東二の発電機は，多重化要求の2個以外に

故障，点検のための予備は持たない設計

・常設電源のため「設置」と記載

設備名称（個）※7 
設備名称の相違

設備名称の相違

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7 

記載表現の相違（連続定格運転） 

・東二は第 57 条の記載と整合し「連続運転」

設備名称の相違

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7 

記載表現の相違（連続定格運転） 

・東二は第 57 条の記載と整合し「連続運転」

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

（遮へい）※3 

記載表現の相違（棟） 

・東二は「建屋」で記載統一

＊玄海記載整理に合わせて東二記載を整合

（㏍は建屋内と屋外に分け記載） 

【記載整理】  

・常設設備で「建屋内」に設置し，「緊対所」

で操作する設備 

・「加圧設備」に空気ボンベが含まれるため
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

13／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び緊急時対策所用発電機車

用燃料油貯蔵タンクは、屋外に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

緊急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用発電機車は、屋外に保管及び設置

し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所及び

緊急時対策所(緊急時対策棟内)内で可能な設計とする。 

酸素濃度計、二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは、緊急時対策

所(緊急時対策棟内)内に保管及び設置し、重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。操作は緊急時対策所(緊急時対策棟内)内(計測場所)で可能

な設計とする。 

可搬型エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に保管するととも

に、屋外に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作

は設置場所で可能な設計とする。 

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、原子炉補助建屋及び 4 号炉の

原子炉周辺建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

SPDS データ表示装置は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に設置し、重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可能な設計

とする。 

緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、屋外に設置し、重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所及び緊急時対策所(緊急時対

策棟内)内で可能な設計とする。 

10.9.2.2.6 操作性の確保 

基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，緊急時対策所建屋内に設置し，重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，屋外に設置し，重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策

所建屋内に保管及び設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。操作は，緊急時対策所内で可能な設計とする。

10.9.2.2.6 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

「設置及び保管」と記載 

記載表現の相違（緊急時対策所「内」）※6 

【記載整理】 

・常設設備で「建屋内」に設置し「操作の必

要の無い設備」 

【記載整理】 

・常設設備で「屋外」に設置し「操作の必要

の無い設備」 

＊東二には，玄海記載に該当する屋外設備

は無し 

【記載整理】 

・可搬設備で「建屋内」に「保管及び設置」

し，「緊対所」で操作する設備 

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射

線管理設備」記載

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は「10.12 通信連絡設備」記載

＊東二には，玄海記載に該当する屋外設備

は無し 
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

14／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内) 

緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

ユニット及び緊急時対策所加圧設備を使用した居住性の確保を行う系統は、重

大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替え

できる設計とする。また、外気中の放射性物質の濃度に応じてこれらの設備の運

転・停止を行う必要があるため、緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、緊急時

対策所(緊急時対策棟内)内の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は、速やかに系統構成できるよう、緊急時対策棟近傍に

配備し、簡便な接続規格による接続とする設計とするとともに、容易に交換がで

きる設計とする。また、外気中の放射性物質の濃度に応じて緊急時対策所(緊急

時対策棟内)内を加圧する必要があるため、設置場所及び緊急時対策所(緊急時

対策棟内)内の手動弁により確実に空気加圧操作ができる設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、重大事故等が発生した場合でも、設計基

準対象施設として使用する場合と同じ構成で重大事故等対処設備として使用す

る設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、汎用品を用いる等、人力により容易に

運搬でき、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタを使用した放射線量の測

定を行う系統は、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく

使用できる設計とする。

緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタは、人力により容易に運

搬できる設計とするとともに、設置場所にて固縛等により固定できる設計とす

る。また、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。 

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及びSPDSデータ表示装置を使用し

た情報の把握を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、設計基準対象施設

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急時対策

所加圧設備を使用した居住性の確保を行う系統は，重大事故等が発生した場合で

も，通常運転から非常時運転に変更できる設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機は，外気中の放射性物質の濃度に応じてこれらの設

備の運転・停止を行う必要があるため，放射線量の影響を受けない異なる区画又

は離れた場所から遠隔で操作可能な設計とする。操作は，緊急時対策所内のスイ

ッチにより操作可能な設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，速やかに系統構成できるよう，緊急時対策所建屋内

に配備し，簡便な接続規格による接続とする設計とするとともに，容易に交換が

できる設計とする。また，外気中の放射性物質の濃度に応じて緊急時対策所等を

加圧する必要があるため，緊急時対策所内のスイッチにより操作可能な設計とす

る。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，重大事故等が発生した場合でも，設計基

準対象施設として使用する場合と同じ構成で重大事故等対処設備として使用す

る設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，汎用品を用いる設計とする。また，人力

による運搬，移動ができるとともに，付属のスイッチにより設置場所で操作可能

な設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタを使用した放射線量の測定は，設計基準対象施設と

兼用せず，他の設備から独立して単独で使用できる設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタは，人力による運搬，移動ができるとともに，必要

により設置場所にて固縛等が可能な設計とする。また，付属のスイッチにより設

置場所で操作可能な設計とする。 

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

設備名称の相違

記載表現の相違（切換えできる） 

・記載の方針は第43条類型化区分に基づく

方針と整合。以下，「※8」と記載。

記載表現の相違（スイッチ操作記載） 

       （第 43条類型化区分）※8 

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

記載表現（設置場所）の相違

記載表現の相違（棟） 

・東二は「建屋」で記載統一 

＊緊急時対策所「等」：ボンベ加圧する災害

対策本部室，宿泊・休憩室，食料庫，エア

ロック室，災害対策本部空調機械室 

運用の相違（手動弁） 

・東二は，スイッチによる操作で換気系の運

転モードを変更する。 

記載表現の相違 

・記載の適正化

記載表現の相違（第43条類型化区分）※8 

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射

線管理設備」記載

記載表現の相違（を行う系統）

・東二は，単独で使用する設備であるため，

記載を変更（修正） 

記載表現の相違（第43条類型化区分）※8

＊固縛「等」：枠止め，接着，台止め，ビス

止め 

＊「差圧計」について

差圧計は常設設備であり，差圧確認のた

めの操作の必要は無い。
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

15／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計

とする。 

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、常時伝送を行うため、通常操作

を必要としない設計とする。 

SPDS データ表示装置は、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能

な設計とする。 

緊急時対策所用発電機車、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び

緊急時対策所用発電機車用給油ホンプを使用した電源の確保を行う系統は、重

大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替え

できる設計とする。

 緊急時対策所用発電機車は、車両として移動可能な設計とするとともに、車輪

止めを積載し、設置場所にて固定できる設計とする。 

緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策棟及び緊急時対策所用発電機車用給

油ポンプとの接続が速やかに行えるよう、緊急時対策棟近傍に配備する。緊急時

対策棟との電源ケーブルの接続は、コネクタ接続とし、接続規格を統一すること

により、確実に接続できる設計とする。緊急時対策所用発電機車用給油ポンプと

の接続は、フランジ接続とし、一般的に使用される工具を用いて可搬型ホースを

確実に接続できる設計とする。 

緊急時対策所用発電機車は、設置場所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内

の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機車用給油ホンプは、緊急時対策棟近傍に設置し、設置場

所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の操作スイッチによる操作が可能な設

計とする。 

10.9.2.3 主要設備及び仕様 

緊急時対策所(重大事故等時)の主要設備及び仕様を第10.9.2表及び第10.9.3

表に示す。 

10.9.2.4 試験検査 

基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対

策所用発電機給油ポンプを使用した電源の確保を行う系統は，重大事故等時でも，

通常時の電源系統から代替電源設備による給電に変更できる設計とする。

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所内のスイッチにより自動及び手動によ

る操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策所内のスイッチにより自動及

び手動による操作が可能な設計とする。

10.9.2.3 主要設備及び仕様 

緊急時対策所（重大事故等時）の主要設備及び仕様を第10.9－2表及び第10.9

－3表に示す。 

10.9.2.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は「10.12 通信連絡設備」記載

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7 

設備名称の相違

記載表現の相違（第43条類型化区分）※8

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7 

（緊急時対策所「内」）※6 

記載の適正化 

（第 43 条類型化区分）※8 に基づく記載の

適正化 

・ポンプについて記載追記 

  （㏍は玄海同様電源車による運用）

記載相違（資料番号）
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

16／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内) 

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、主要部分

の断面寸法が確認できる設計とする。また、外観の確認が可能な設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策

所非常用空気浄化フィルタユニットは、機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、分解が可能な設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、差圧の確認が可能な設計と

する。また、内部の確認が可能なように点検口を設ける設計とし、性能の確認が

可能なようフィルタを取り出すことが可能な設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は、通気による機能・性能及び

漏えいの有無の確認が可能な設計とする。緊急時対策所加圧設備は、規定圧力及

び外観の確認が可能な設計とする。 

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、機能・性能の確

認(特性の確認)が可能なように、標準器等による校正ができる設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタ

は、模擬入力による機能・性能の確認(特性の確認)及び校正ができる設計とす

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮蔽は，原子炉の運転中又は停止中に主

要部分の断面寸法が確認できる設計とする。また，原子炉の運転中又は停止中に

外観の確認が可能な設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用送風機は，原子炉の運転中又は停

止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉の停

止中に分解が可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用フィルタ装置は，原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能の確認及び差圧確認が可能な設計とする。また，原子炉の

停止中において内部確認が可能なように点検口を設ける設計とし，性能の確認が

可能なようフィルタを取り出すことが可能な設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は，原子炉の運転中又は停止中

に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉の運転中

又は停止中に規定圧力及び外観の確認が可能な設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所用差圧計は，原子炉の運転中又は停止中

に模擬入力により機能・性能の確認（特性の確認）及び標準器等による校正が可能

な設計とする。 

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，原子炉の運転中

又は停止中に模擬入力により機能・性能の確認(特性の確認)及び標準器等による

校正が可能な設計とする。 

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタは，原子炉の運転中又は停

止中に模擬入力により機能・性能の確認(特性の確認)及び校正が可能な設計とす

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

記載表現の相違（遮へい）※3,（緊急時対策

所棟内）※2

記載表現の相違 

・記載表現の適正化 

(原子炉の運転中又は停止中の追記)

設備名称の相違

記載表現の相違

・玄海は「ファン」「フィルタ」を統合した

記載としているが，東二は「送風機」と「フ

ィルタ装置」とに分割して記載。 

・記載表現の適正化

(原子炉の運転中又は停止中の追記)

設備名称の相違

記載表現の相違

・記載表現の適正化 

(原子炉の運転中又は停止中の追記)

記載表現の相違

・記載表現の適正化 

(原子炉の運転中又は停止中の追記)

設備の追記（東二：差圧計）※5 

（㏍は差圧計を酸素濃度計，二酸化炭素濃

度計とまとめて記載） 

記載表現の適正化（第43条類型化区分）※8 

(原子炉の運転中又は停止中の追記) 

（記載内容㏍と同様） 

＊模擬入力：規定圧力の入力

＊標準器「等」：校正のための試験アイテム

を指す

記載表現の適正化（第43条類型化区分）※8 

(原子炉の運転中又は停止中の追記)

（記載内容㏍と同様） 

＊模擬入力：模擬ガスを用いた入力 

＊標準器「等」：校正のための試験アイテム

を指す

記載表現の適正化（第43条類型化区分）※8 

(原子炉の運転中又は停止中の追記)
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

17／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

る。 

情報の把握に使用する緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及びSPDSデ

ータ表示装置は、機能・性能の確認が可能な設計とする。また、外観の確認が可

能な設計とする。 

 電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車は、模擬負荷による機能・性能

の確認が可能な設計とする。緊急時対策所用発電機車は、分解又は取替が可能な

設計とする。また、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急

時対策所用発電機車用給油ポンプは、通常時の系統構成により機能・性能及び漏

えいの有無の確認が可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、油量、機能・性能及び漏えい

の有無の確認が可能なように油面計を設け、内部の確認が可能なようにマンホ

ールを設ける設計とする。 

緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、分解が可能な設計とする。 

る。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機は，原子炉の運転中又は停止中に

起動試験による機能・性能の確認ができる系統設計とする。また，原子炉の停止中

に模擬負荷試験による機能・性能の確認及び分解が可能な設計とする。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，原子炉の運

転中又は停止中に油量の確認，機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

とする。また，原子炉の停止中に内部確認が可能なよう，マンホールを設ける設

計とする。 

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機給油ポンプは，原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子

炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

（記載内容㏍と同様） 

＊模擬入力：校正線源を用いた入力により， 

機能・性能の確認と校正を行う事が可能 

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射

線管理設備」記載

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は「10.12 通信連絡設備」記載

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7 

記載表現の適正化（第43条類型化区分）※8

(原子炉の運転中又は停止中の追記) 

・玄海は発電機車固有の記載（㏍電源車）

記載表現の相違（外観確認） 

・東二は常設の発電機であり，分解検査の一

環として各部品の状態確認を行なう。

設備名称の相違

記載表現の適正化（第43条類型化区分）※8

(原子炉の運転中又は停止中の追記) 

(「油量の確認」へ記載適正化) 

記載表現の相違

・玄海は「タンク」「ポンプ」を統合した記

載としているが，東二は分割して記載。

設備名称の相違

記載表現の適正化（第43条類型化区分）※8

(原子炉の運転中又は停止中の追記) 

＊外観確認 

・給油ポンプは，分解検査の一環として各部

品の状態確認を行なう。 

61条－86
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

18／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

第10.9.2表 緊急時対策所(重大事故等時)(常設)の設備仕様 

(1) 代替緊急時対策所 

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内) 

 a. 緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)(3号及び4号炉共用) 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・遮へい設備 

   ・緊急時対策所(重大事故等時) 

    個    数     一式 

b. 緊急時対策所非常用空気浄化ファン(3号及び4号炉共用)

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・緊急時対策所換気設備(重大事故等時) 

  ・緊急時対策所(重大事故等時) 

   台    数     2 

   容        量         約 100   /min (1台当たり) 

c. 緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット(3号及び4号炉共用)

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・緊急時対策所換気設備(重大事故等時) 

  ・緊急時対策所(重大事故等時) 

   型    式     微粒子フィルタ/よう素フィルタ 

   基    数     2 

   容    量     約 100   /min（１基当たり） 

   効    率 

単体除去効率      99.97%以上(0.15μm粒子)／95%以上(有機よう素)、 

第10.9－2表 緊急時対策所（重大事故等時）（常設）設備仕様 

（1） 緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二発電所共用）

兼用する設備は以下のとおり。 

・遮蔽設備 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

     個  数     一式 

（2） 緊急時対策所非常用換気設備

（a）緊急時対策所非常用送風機（東海発電所及び東海第二発電所共用）

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

  台  数     1（予備1） 

  容  量     5,000m３／h （1台当たり） 

（b）緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海発電所及び東海第二発電所共用）

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

  型  式     微粒子フィルタ/よう素フィルタ 

基  数     1（予備1） 

容  量     5,000m３／h （1基当たり） 

     効  率 

単体除去効率      99.97%以上(0.15μm粒子)／99.75%以上(有機よう素)， 

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

記載表現の相違（遮へい）※3 

設備名称の相違

設備名称の相違
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175



玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

19／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

99%以上(無機よう素) 

総合除去効率     99.99%以上(0.7μm粒子)／99.75%以上(有機よう素)、 

99.99%以上(無機よう素) 

d. 緊急時対策所情報収集設備(3号及び4号炉共用) 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・計装設備(重大事故等対処設備) 

  ・緊急時対策所(通常運転時等) 

  ・緊急時対策所(重大事故等時) 

  ・通信連絡設備(通常運転時等) 

  ・通信連絡設備(重大事故等時) 

   設   備   名        緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS) 

(3号及び4号炉共用) 

   個    数     一式 

   設  備  名     SPDSデータ表示装置(3号及び4号炉共用) 

   個    数     一式 

e. 緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク(3号及び4号炉共用)

   型        式         横置円筒型地下タンク 

   基    数     ２ 

   容        量         約 75ke(1基当たり) 

   使  用 燃 料      Ａ重油 

f. 緊急時対策所用発電機車用給油ポンプ(3号及び4号炉共用)

   型    式     うず巻式 

99.75%以上(無機よう素) 

総合除去効率     99.99%以上(0.5μm粒子)／99.75%以上(有機よう素)， 

99.75%以上(無機よう素) 

（c）緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

個    数     1 

測定範囲     0.0～100.0 Pa以上 

（3） 緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

エンジン 

台  数   ：2 

使用燃料     ：軽油 

発電機 

型  式  ：防滴保護，空気冷却自己自由通風型 

台  数   ：2 

容  量  ：約1,725kVA（1台当たり）

力  率  ：0.8 

電  圧  ：6,600V 

周 波 数  ：50Hz 

（4） 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及び東海第二発電所共用）

型  式     横置円筒形 

基  数     2 

容  量     約 75kL（1基当たり） 

使用燃料      軽油 

（5） 緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用）

型  式     歯車式 

設備の追記（東二：差圧計）※5，

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は「10.12 通信連絡設備」記載

設備の追記（緊急時対策所用発電機車）※6

設備名称の相違

設備名称の相違

61条－88
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

20／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

   台    数     ２ 

   容        量         約 1.5  ／h（1台当たり） 

   最高使用圧力     0.3MPa[gage] 

   最高使用温度     40℃ 

第10.9.3表 緊急時対策所(重大事故等時)(可搬型)の設備仕様 

(1) 代替緊急時対策所 

(2)緊急時対策所(緊急時対策棟内)

 a. 緊急時対策所加圧設備(3号及び4号炉共用)

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所換気設備(重大事故等時) 

   ・緊急時対策所(重大事故等時) 

    型    式     空気ボンベ 

    個    数     一式 

b. 酸素濃度計(3号及び4号炉共用)

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・緊急時対策所(通常運転時等) 

  ・緊急時対策所(重大事故等時) 

   個    数      １（予備２） 

   測 定 範 囲      0～100％ 

c. 二酸化炭素濃度計(3号及び4号炉共用)

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・緊急時対策所(通常運転時等) 

  ・緊急時対策所(重大事故等時) 

   個    数      １（予備２） 

   測 定 範 囲       0～2％ 

台  数     2 

容  量     約1.3 m３／h（1台当たり） 

最高使用圧力   0.5MPa［gage］ 

最高使用温度   45℃

第10.9－3表 緊急時対策所（重大事故等時）（可搬型）設備仕様 

（1） 緊急時対策所加圧設備

     兼用する設備は以下のとおり。 

    ・緊急時対策所換気設備(重大事故等時) 

    ・緊急時対策所(重大事故等時) 

型  式     緊急時対策所加圧設備用空気ボンベ 

本  数          320（予備80） 

容  量     約 47L（1本当たり） 

（2） 酸素濃度計 

     兼用する設備は以下のとおり。 

    ・緊急時対策所(通常運転時) 

    ・緊急時対策所(重大事故等) 

個  数     1（予備1） 

測定範囲     0.0～40.0vol％ 

（3） 二酸化炭素濃度計 

     兼用する設備は以下のとおり。 

    ・緊急時対策所(通常運転時) 

・緊急時対策所(重大事故等) 

個    数     1（予備1） 

測定範囲     0.0～5.0vol％ 

記載の相違（代替緊急時対策所）※1

設備名称の相違

・緊急時対策所加圧設備の空気ボンベであ

ることを明確化

＊ボンベ本数等の記載を追加 

第59条（中央制御室）と記載整合 

（㏍も同様） 

設備名称の相違

設備名称の相違し
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

21／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

d. 緊急時対策所エリアモニタ(3号及び4号炉#用)

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・放射線管理設備(重大事故等時) 

  ・緊急時対策所(重大事故等時) 

   種    類      半導体式検出器 

   個    数      １（予備1） 

   計 測 範 囲       0.001～99.99mSv/h 

e. 可搬型エリアモニタ(3号及び4号炉共用) 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・放射線管理設備(重大事故等時) 

  ・緊急時対策所(重大事故等時) 

種    類           半導体式検出器 

個    数           ８（予備１）＊1 

計 測 範 囲           0.001～300mSv/h 

*1 放射線管理設備(重大事故等)の必要個数を示す。 

緊急時対策所(重大事故等時)の必要個数は1個 

(予備1個)とする。 

伝 送 方 法      無線 

f. 緊急時対策所用発電機車(3号及び4号炉共用)

台    数          １（予備２） 

容    量     約1,825kVA(1台当たり) 

電    圧     6,600V 

（4） 緊急時対策所エリアモニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・放射線管理設備(重大事故等時) 

・緊急時対策所(重大事故等時) 

種  類     半導体式検出器 

      個  数     1（予備1） 

      測定範囲     B.G～999.9mSv／h 

設備名称の相違

記載修正 

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射

線管理設備」記載

玄海固有（発電機車）

＊東二は常設設備の発電機

61条－90
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

22／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

＊緊急時対策所非常用換気設備運転モード 

の追記 

61条－91
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

23／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

＊緊急時対策所非常用換気設備運転モード 

の追記 

＊緊急時対策所等加圧エリア凡例の追記 

61条－92
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

24／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

61条－93
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

25／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

61条－94
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

26／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

＊本文に記載されている設備を記載 

61条－95
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： ６１条 】 

27／27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

61条－96
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3.19 通信連絡を行うために必要な設備【62 条】 

基準適合への対応状況 

62条－1

185



10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.12 通信連絡設備  

10.12.2 重大事故等時  

10.12.2.1 概  要 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は保管する。 

  通信連絡設備の系統概要図を第 10.12－1 図に示す。 

10.12.2.2 設計方針 

(1) 発電所内の通信連絡を行うための設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をする必要のある

場所との通信連絡をするための通信設備（発電所内），緊急時対策所へ重大事

故等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発電

所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共

有するための通信設備（発電所内）として，通信連絡設備（発電所内の通信連

絡をする必要のある場所との通信連絡及び計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所内の必要な場所での共有）を設ける。 

ａ．発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡 

発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡をするための通

信設備（発電所内）として衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），

無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置を使用する。 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するた

めのデータ伝送設備（発電所内）として，データ伝送装置，緊急時対策支援

システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置で構成する安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「ＳＰＤＳ」という。）を使用する。 
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重大事故等が発生した場合に発電所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）として，衛星電話設備

（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置

又は保管し，衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急

時対策所内に保管する設計とする。 

重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送

設備（発電所内）として，ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置を中央制御室内に

設置し，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，

緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備

である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代

替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給電が可能な設計とする。 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設

備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合

においても，緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電機から

給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）の電源は，充電池を

使用しており，別の端末又は予備の充電池と交換することにより 7 日間以

上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの給電が可能

な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電することができる設計とす

る。 

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用しており，予備の乾電池と交
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換することにより 7日間以上継続して通話ができる設計とする。 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，非常用交流電源設備である非常用ディ

ーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常設代

替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備

である可搬型代替低圧電源車から給電が可能な設計とする。 

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表

示装置は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全

交流動力電源が喪失した場合においても，緊急時対策所用代替電源設備であ

る緊急時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。 

重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対

策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電

話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及びＳＰ

ＤＳについては，固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地震

力に対し，機能喪失しない設計とする。 

   具体的な設備は，以下のとおりとする。 

   ・衛星電話設備（固定型） 

   ・衛星電話設備（携帯型） 

   ・無線連絡設備（携帯型） 

   ・携行型有線通話装置 

   ・ＳＰＤＳ 

 ・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

   ・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

   ・緊急時対策所用発電機（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時） 

   その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディー

ゼル発電機を重大事故等対処設備として使用する。 
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 ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所での共有 

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有す

るための通信設備（発電所内）として，衛星電話設備（固定型），衛星電話

設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置を使用す

る。 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメータを発

電所内の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として，

衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対

策所内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯

型）は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備

である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代

替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給電が可能な設計とする。 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設

備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合

においても，緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電機から

給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）の電源は，充電池を

使用しており，別の端末又は予備の充電池と交換することにより 7 日間以

上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの給電が可能

な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電することができる設計とす

る。 
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携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用しており，予備の乾電池と交

換することにより 7日間以上継続して通話ができる設計とする。 

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛星電話設備（固定型），

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置

については，固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地震力に

対し，機能喪失しない設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。  

 ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   ・無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   ・携行型有線通話装置 

   ・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

   ・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

   ・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊

急時対策所 重大事故等時） 

    その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディー

ゼル発電機を重大事故等対処設備として使用する。 

 (2) 発電所外（社内外）の通信連絡を行うための設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通信連絡をする

必要のある場所との通信連絡をするための通信設備（発電所外），発電所内か

ら発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ重大事故等に対処するた

めに必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発電所外）及び計測等

を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有する

ための通信設備（発電所外）として，通信連絡設備（発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所との通信連絡及び計測等を行った特に重要なパ
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ラメータを発電所外（社内外）の必要な場所での共有）を設ける。 

ａ．発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡

発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡をする

ための通信設備（発電所外）として，衛星電話設備（固定型），衛星電話設

備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）を使用する。 

発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ重大事故

等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発電

所外）として，データ伝送設備を使用する。 

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）として，衛星

電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対対策所内に設置し，衛星電話

設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に設置

又は保管する設計とする。 

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデータ伝

送設備（発電所外）として，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備を，緊急時

対策所建屋内に設置する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備

である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代

替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給電が可能な設計とする。 
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緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型），データ伝送設備及び

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ）は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル

発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊急時対策所

用代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備（携帯型）の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は

予備の充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話ができ，使用

後の充電池は，代替電源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時対策

所の電源から充電できる設計とする。 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へのデータ伝送の機能に係る設備及

び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛星電話設備（固定型），

衛星電話設備（携帯型），統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）及びデータ伝送設

備については，固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地震力

に対し，機能喪失しない設計とする。 

   具体的な設備は，以下のとおりとする。 

   ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

  ・データ伝送設備 

  ・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

  ・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

  ・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊急

時対策所 10.9.2 重大事故等時） 
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その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼ

ル発電機を重大事故等対処設備として使用する。 

  ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所

での共有

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所

で共有するための通信設備（発電所外）として，衛星電話設備（固定型），

衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）を使用する。 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメータを発

電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）

として，衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，

衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策

所内に設置又は保管する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備

である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代

替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給電が可能な設計とする。 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩ

Ｐ－ＦＡＸ）は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に加え

て，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊急時対策所用代替電源設

備である緊急時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。 

62条－9

193



衛星電話設備（携帯型）は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の

充電池と交換することにより 7日間以上継続して通話ができ，使用後の充電

池は，代替電源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源

から充電することができる設計とする。 

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛星電話設備（固定型），

衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）については，固

縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地震力に対し，機能喪失

しない設計とする。 

  具体的な設備は，以下のとおりとする。 

   ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

  ・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

  ・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

  ・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊急

時対策所 10.9.2 重大事故等時） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼ

ル発電機を重大事故等対処設備として使用する。 

非常用ディーゼル発電機は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事

故等時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方

針」に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべき

対象の設計基準事故対処設備はないことから，「1.1.7 重大事故等対処設備に
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関する基本方針」のうち多様性及び位置的分散の設計方針は適用しない。 

非常用ディーゼル発電機，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車

については，「10.2 代替電源設備」に示す。 

緊急時対策所用発電機については，「10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故

等時」に示す。 

10.12.2.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

衛星電話設備（固定型）は，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，常設代替高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車又は緊急時対策所

用発電機からの給電により使用することにより非常用ディーゼル発電機又は蓄

電池からの給電により使用する送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して多様性を有する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することに

より送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ）に対して位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）の電源は，送受話器（ペ

ージング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電池を使用することにより

非常用ディーゼル発電機又は蓄電池からの給電により使用する送受話器（ページ

ング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対

して多様性を有する設計とする。 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保

管することにより送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電
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話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して位置的分散を図る設計とする。 

携行型有線通話装置の電源は，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電

話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，乾電池を使用することにより非常用ディーゼル発電機又は蓄電

池からの給電により使用する送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設

備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して多様性を有する設計とする。 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，中央制御室及び緊急

時対策所内に保管することにより送受話器（ページング）及び電力保安通信用電

話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して位置的分散を図る設計と

する。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）及び専用電話設備

（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することによ

り非常用ディーゼル発電機又は蓄電池からの給電により使用する電力保安通信

用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及

び加入ＦＡＸ）及び専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））

に対して多様性を有する設計とする。 

ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備は，非常用ディーゼル発電機に対して多様性を有

する常設代替高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車又は緊急時対策所用発電機か

ら給電できる設計とする。 

衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），

携行型有線通話装置，ＳＰＤＳ，データ伝送設備及び統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）
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は，異なる通信方式を使用し，多様性を有する設計とする。 

電源設備のうち常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車の多様性及

び位置的分散については，「10.2 代替電源設備」に示す。電源設備のうち緊急

時対策所用発電機の多様性については，「10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故

等時」に示す。 

10.12.2.2.2   悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

衛星電話設備（固定型），統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），ＳＰＤＳ及びデータ伝

送設備は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備として使用することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，

他の設備から独立して単独で使用可能なことより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

10.12.2.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

通信連絡設備は，発電所の区分けなく通信連絡することで，通信連絡を迅速に行

うことができ，安全性の向上が図れることから，東海発電所及び東海第二発電所で

共用する設計とする。 

これらの通信連絡設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，東海発電所及び

東海第二発電所で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設計とする。 

10.12.2.2.4   容量等 
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基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

衛星電話設備（固定型）は，重大事故等時において発電所内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡するために必要な個数を設置する設計とする。 

衛星電話設備（携帯型）は，重大事故等時において発電所内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡するために必要な個数を保管する設計とする。保有

数は，重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時の予備を

加え，一式を保管する設計とする。 

無線連絡設備（携帯型）は，重大事故等時において発電所内の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡するために必要な個数を保管する設計とする。保有数

は，重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時の予備を加

え，一式を保管する設計とする。 

携行型有線通話装置は，重大事故等時において発電所内の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡するために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，

重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時の予備を加え，

一式を保管する設計とする。 

ＳＰＤＳは，重大事故等時において発電所内の通信連絡をする必要のある場所

に必要なデータ量を伝送することができる設計とする。 

データ伝送設備は，重大事故等時において発電所外の通信連絡をする必要のあ

る場所に必要なデータ量を伝送することができる設計とする。 

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，重大事故等に対処するために必要

なパラメータを共有するために必要な個数を設置する設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，重大事故等時において発電所外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡するために必要な個数を設置する設計とする。 
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10.12.2.2.5  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

衛星電話設備（固定型）は，設置場所で操作が可能な設計とする。 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保

管するとともに，屋外で使用し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，使用場所で操作が可

能な設計とする。 

携行型有線通話装置は，中央制御室及び緊急時対策所内に保管するとともに，

屋内で使用し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

携行型有線通話装置は，使用場所で操作が可能な設計とする。 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，中央制御室内に設置し，重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，重大事故等時に操作を行う必要がない設計

とする。 

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置は，緊急時対策所建屋内に設

置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置は，重大事故等時に操作を行

う必要がない設計とする。 

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内に設置し，重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，設置場所で操作が可能な設計とす

る。 

62条－15

199



データ伝送設備は，緊急時対策所建屋内に設置し，重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

データ伝送設備は，重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に設置し，重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，設置場所で操作が可能な設計とする。 

10.12.2.2.6   操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ）は，重大事故等時におい

て，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）は付属のスイッチにより設置場所での操作が可能な設

計とする。 

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，

重大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で

使用する設計とする。 

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，

人が携行して移動し，付属のスイッチにより使用場所での操作が可能な設計とす

る。 

携行型有線通話装置は，端末である携行型有線通話装置，中継用ケーブルドラ

ム及び専用接続箱内の端子の接続を簡便な端子接続とし，接続規格を統一するこ

とにより，使用場所において確実に接続できる設計とする。また，乾電池の交換
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も含め容易に操作ができるとともに，通信連絡をする必要のある場所と確実に通

信連絡ができる設計とする。 

ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備は，重大事故等時において，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ系統構成で使用できる設計とする。 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ

伝送設備は，常時伝送を行うため，通常操作を必要としない設計とする。 

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，付属のスイッチにより設置場所で

の操作が可能な設計とする。 

10.12.2.3   主要設備及び仕様 

通信連絡を行うために必要な設備の主要設備及び仕様を第 10.12－2 表及び第

10.12－3 表に示す。 

10.12.2.4   試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），

携行型有線通話装置，ＳＰＤＳ，データ伝送設備及び統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

は，原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能及び外観の確認が可能な設計とす

る。 
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第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の設備仕様 

(1) 衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

    使用回線        衛星系回線 

    個  数        一式 

(2) ＳＰＤＳ  

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・計装設備（重大事故等対処設備） 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   ａ．データ伝送装置 

    使用回線        有線系回線及び無線系回線 

    個 数        一式 

   ｂ．緊急時対策支援システム伝送装置 

    使用回線        有線系回線及び衛星系回線 

    個 数        一式 

   ｃ．ＳＰＤＳデータ表示装置 

    個 数        一式 
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 (3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   ａ．テレビ会議システム 

    使用回線        有線系回線及び衛星系回線 

    個 数        一式 

   ｂ．ＩＰ電話 

    使用回線        有線系回線又は衛星系回線 

    個 数        一式 

   ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ 

    使用回線        有線系回線又は衛星系回線 

    個 数        一式 

(4) データ伝送設備 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   ａ．緊急時対策支援システム伝送装置 

    使用回線        有線系回線，衛星系回線 

    個 数        一式 
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第 10.12－3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の設備仕様 

(1) 衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

    使用回線        衛星系回線 

    個 数        一式 

（2) 無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

    使用回線        無線系回線 

    個 数        一式 

(3) 携行型有線通話装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

62条－20
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   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

    使用回線        有線系回線 

    個 数        一式 
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第10.12－1図 通信連絡設備の系統概要図

（発電所内外の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡及び

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内外の必要な場所での共有）
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3.19-1 

3.19 通信連絡を行うために必要な設備【62 条】 

【設置許可基準規則】 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第六十二条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合において当該

発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１  第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とすること

62条－23
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3.19-12 

3.19.2.1.2 主要設備の仕様 

 主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 携行型有線通話装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   使 用 回 線     有線系回線 

   個 数     一式 

   設 置 場 所     原子炉建屋付属棟地下1,2階,1,3,4階,屋上 

原子炉建屋原子炉棟地下1,2階,1,2,3,4,5,6階 

原子炉建屋廃棄物処理棟地下1階,1,3階 

             緊急時対策所建屋1,2,3階 

   保 管 場 所     中央制御室（原子炉建屋付属棟3階）， 

緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

(2) 衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   使 用 回 線     衛星系回線 

   個 数     一式 
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3.19-12 

3.19.2.1.2 主要設備の仕様 

 主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 携行型有線通話装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   使 用 回 線     有線系回線 

   個 数     一式 

   設 置 場 所     原子炉建屋付属棟地下1,2階,1,3,4階,屋上 

原子炉建屋原子炉棟地下1,2階,1,2,3,4,5,6階 

原子炉建屋廃棄物処理棟地下1階,1,3階 

             緊急時対策所建屋1,2,3階 

   保 管 場 所     中央制御室（原子炉建屋付属棟3階）， 

緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

(2) 衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   使 用 回 線     衛星系回線 

   個 数     一式 
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3.19-13 

   取 付 箇 所     中央制御室（原子炉建屋付属棟3階）， 

緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

(3) 衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   使 用 回 線     衛星系回線 

   個 数     一式 

   設 置 場 所     屋外 

   保 管 場 所     緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

（4) 無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時）

   使 用 回 線     無線系回線 

   個 数     一式 

   設 置 場 所     屋外 

   保 管 場 所     緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 
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3.19-42 

3.19.2.1.3.3 通信設備（発電所内）に関する設置許可基準規則第43条第2項

への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

  （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

衛星電話設備（固定型）は，設計基準対象施設として必要となる個数

を設置する設計とする。 

また，重大事故等時において，対応する送受話器（ページング）及び

電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）が使用

できない状況において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な個数以上を設置する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）の設置数は，発電所内の通信連絡として，中

央制御室と緊急時対策所及び屋外との操作・作業に係る必要な連絡を行

うために使用する場合，有効性評価における各重大事故シーケンスで使

用する場合の必要な個数と常設設備であるが自主的に，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用を加え，一式を設置する設計と

する。 

（62-6-11） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

  （ⅰ） 要求事項 

62条－27
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3.19-43 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

衛星電話設備（固定型）は，発電所の区分けなく通信連絡すること

で，通信連絡を迅速に行うことができ，安全性の向上が図れることか

ら，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）は，共用により悪影響を及ぼさないよう，東

海発電所及び東海第二発電所で同時に通信・通話するために必要な仕様

を満足する設計とする。 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

  （ⅰ） 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等
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3.19-68 

3.19.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 (1) 衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   使 用 回 線     衛星系回線 

   個 数     一式 

   取 付 箇 所     緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

(2) 衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

   使 用 回 線     衛星系回線 

   個 数     一式 

   使 用 場 所     屋外 

   保 管 場 所     緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 
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3.19-69 

 (3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

テム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共

用） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・緊急時対策所（通常運転時等） 

   ・緊急時対策所（重大事故等時） 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 

ａ．テレビ会議システム 

使 用 回 線     有線系回線及び衛星系回線 

個 数     一式 

取 付 箇 所     緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

ｂ．ＩＰ電話 

使 用 回 線     有線系回線又は衛星系回線 

個 数     一式 

取 付 箇 所     緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ 

使 用 回 線     有線系回線又は衛星系回線 

個 数     一式 

取 付 箇 所     緊急時対策所（緊急時対策所建屋2階） 

 (4) データ伝送設備 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・通信連絡設備（通常運転時等） 

   ・通信連絡設備（重大事故等時） 
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3.19-86 

点検時の予備を加え，一式を設置する設計とする。 

（62-6-4） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

  （ⅰ） 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

通信設備（発電所外）のうち衛星電話設備（固定型）に対する設置許可

基準第43条第2項二への適合方針は，「3.19.2.1.3 通信設備（発電所

内）に関する設置許可基準規則第43条第2項への適合方針(2) 共用の禁止

（設置許可基準規則第43条第2項二）」に示す。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シ

ステム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，発電所の区分けなく通信連絡

することで，通信連絡を迅速に行うことができ，安全性の向上が図れる

ことから，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

62条－31
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3.19-87 

テム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，共用により悪影響を及ぼさな

いよう，東海発電所及び東海第二発電所で同時に通信・通話するため

に必要な仕様を満足する設計とする。  

62条－32
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62-1-1 

62-1 

SA 設備基準適合性一覧表 
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62-6-1 

62-6 

容量設定根拠 
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62-6-2 

機能毎に必要な通信設備（発電所内） 

機能 使用する通信連絡設備 

発
電
所
内

退避の 

指示 

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 

第 62-6-1 図 機能ごとに必要な通信設備（発電所内）（１／２） 

○「退避の指示」における通信連絡の指揮系統図 

緊急時対策所 

・送受話器（ページング）：3 台 

・電力保安用通信用電話設備 

（固定電話機：4 台，ＰＨＳ端末：

40 台） 

・無線連絡設備（固定型）：2 台 

・衛星電話設備（固定型）：6 台 

中央制御室 

・送受話器（ページング）：9 台 

・電力保安用通信用電話設備 

（固定電話機：5 台,ＰＨＳ端末：

4 台） 

・無線連絡設備（固定型）：1 台 

・衛星電話設備（固定型）：2 台 

現場（屋内）※１

・送受話器（ページング） 

・電力保安通信用電話設備 

 （ＰＨＳ端末） 

現場（屋外） 

・送受話器（ページング） 

・電力保安通信用電話設備 

 （ＰＨＳ端末） 

・無線連絡設備（携帯型） 

・衛星電話設備（携帯型） 

○発電所構内設置台数 

・送受話器（ページング）：約 340 台 

・ＰＨＳ端末：約 300 台 

・無線連絡設備（携帯型）：約 50 台 

・衛星電話設備（携帯型）：11 台 

※１：原子炉建屋、タービン建屋等 

中央制御室等から発電所内への退避の指示等は，送受話器（ペー

ジング）で行う。 

送受話器は，ブザー鳴動により発電所内の人に避難指示等を行う

警報機能とハンドセットを使用して音声で中央制御室から発電所内

の人に避難指示等を行う機能があり、ブザー鳴動による避難指示等

は，原子炉自動停止等が発生した場合に，運転員等に原子炉自動停

止確認・処置及び退避を指示するために使用する。 

 また，送受話器（ページング）の機能を喪失するような保守作業

を行う際は，代替手段として電力保安通信用電話設備（固定電話機，

ＰＨＳ端末）等により，運転員等に必要な連絡を行う。 

62条－35
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62-6-3 

機能 使用する通信連絡設備 

発
電
所
内

操作・

作業 

の連絡 

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 

機能 使用する通信連絡設備 

発
電
所
内

操作・

作業 

の連絡 

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 

第 62-6-2 図 機能ごとに必要な通信設備（発電所内）（２／２） 

○「操作・作業の連絡」における通信連絡の指揮系統図 

緊急時対策所 

・送受話器（ページング）：3 台 

・電力保安通信用電話設備 

（固定電話機：4 台，ＰＨＳ端末：40 台） 

・無線連絡設備（固定型）：2 台 

中央制御室 

・送受話器（ページング）：9 台 

・電力保安通信用電話設備 

（固定電話機：5 台，ＰＨＳ端末：4 台） 

・無線連絡設備（固定型）：1 台 

現場（屋内）※１

・送受話器（ページング） 

・電力保安通信用電話設備 

 （固定電話機，ＰＨＳ端末） 

現場（屋外）※２

・送受話器（ページング） 

・電力保安通信用電話設備 

 （ＰＨＳ端末） 

・無線連絡設備（携帯型） 

○発電所構内設置台数 

・送受話器（ページング）：約 340 台 

・固定電話機：約 210 台 

・ＰＨＳ端末：約 300 台 

・無線連絡設備（携帯型）：約 50 台 

※１：原子炉建屋、タービン建屋等 

※２：モニタリングに係る作業を含む 

○送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機、ＰＨＳ端末）等が使用できる場合 

放射能観測車 

（モニタリングカー） 

・衛星電話設備（携帯型）：1 台 

緊急時対策所 

・衛星電話設備（固定型）：6 台 

・携行型有線通話装置：3 台 

中央制御室 

・衛星電話設備（固定型）：2 台 

・携行型有線通話装置：2 台 

現場（屋内）※１

・携行型有線通話装置：10 台 

現場（屋外）※２

・衛星電話設備（携帯型）：10 台 

・無線連絡設備（携帯型）：19 台※３

※１：原子炉建屋、タービン建屋等 

※２：モニタリングに係る作業を含む 

※３：屋外現場連絡用 

○送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機、ＰＨＳ端末）等が使用できない場合 

放射能観測車 

（モニタリングカー） 

・衛星電話設備（携帯型）：1 台 

衛星電話設備（固定型） 衛星電話設備（携帯型） 無線連絡設備（携帯型） 携行型有線通話装置 

・中央制御室 ：1 台 

・緊急時対策所：3 台 
・現場（屋外）：2 台 ・現場（屋外）：5 台 

・中央制御室 ：2 台 

・現場（屋内）：10 台 

重大事故等時においても、設置又は保管する通信連絡設備により十分に対応できる。 

重大事故等時（全交流動力電源喪失（長期ＴＢ））における必要な通信連絡設備は以下の通り 
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62-6-4 

機能 使用する通信連絡設備 

発
電
所
外

連絡 

・ 通

報等 

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 

機能 使用する通信連絡設備 

発
電
所
外

連絡 

・ 通

報等 

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 

第 62-6-3 図 機能ごとに必要となる通信設備（発電所外） 

○「連絡・通報等」における通信連絡の指揮系統図 

緊急時対策所 

・送受話器（ページング）：3 台 

・電力保安通信用電話設備 

（固定電話機：4 台，ＰＨＳ端末：40 台） 

・加入電話：（加入電話：9 台，加入ＦＡ

Ｘ：1 台） 

・テレビ会議システム（社内）：一式 

・専用電話（ホットライン） 

（地方公共団体向）：１台 

中央制御室 

・送受話器（ページング）：9 台 

・電力保安通信用電話設備 

（固定電話機：5 台，ＰＨＳ端末：4 台） 

・加入電話：（加入電話：1 台，加入ＦＡ

Ｘ：1 台） 

本店（即応センター） 

・電力保安通信用電話設備 

（固定電話機：3 台，ＰＨＳ端末：3 台， 

ＦＡＸ：3 台） 

・テレビ会議システム（社内）：一式 

国（原子力規制委員会等） 

○送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機、ＰＨＳ端末）が使用できる場合 

緊急時対策所 

・衛星電話設備（固定型）：6 台 

・統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備 

（テレビ会議システム：一式， 

ＩＰ電話：6 台（衛星系：2 台， 

有線系：4 台）， 

ＩＰ－ＦＡＸ：3 台 

（衛星系：1 台，有線系：2 台）） 

中央制御室 

・衛星電話設備（固定型）：2 台 

本店（即応センター） 

・衛星電話設備（固定型）：2 台 

・統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備 

テレビ会議システム：一式 

ＩＰ電話：8 台（衛星系：2 台， 

有線系：6 台） 

ＩＰ－ＦＡＸ：4 台（衛星系：1 台， 

有線系：3 台） 

○送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機、ＰＨＳ端末）が使用できない場合 

地方公共団体（茨城県、東海村等） 

国（原子力規制委員会等） 

地方公共団体（茨城県、東海村等） 

放射能観測車 

（モニタリングカー） 

・衛星電話設備（携帯型）：1 台 

放射能観測車 

（モニタリングカー） 

・衛星電話設備（携帯型）：1 台 

その他関係機関等（社外）※１

※1：隣接事業所を含む。 

その他関係機関等（社外）※１

※1：隣接事業所を含む。 
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62-6-5 

携行型有線通話装置等の使用方法及び使用場所 

通常使用している所内の通信連絡設備が使用できない場合において，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，以下の通信連絡設

備を使用する。 

○携行型有線通話装置 

中央制御室に保管する携行型有線通話装置は，中央制御室と各現場（屋内）

に布設している専用通信線を用い，携行型有線通話装置を専用接続箱に接続

するとともに，必要時に中継用ケーブルドラムを布設することにより中央制

御室と各現場（屋内）間の必要な通信連絡を行うことが可能な設計とする。 

なお，専用接続箱については，地震起因による溢水の影響を受けない箇所

に設置し，溢水時においても使用可能な設計とする。 

通信連絡設備の必要台数は，有効性評価における各重要事故シーケンスで

使用する台数とし，中央制御室及び現場（屋内）にて対応する運転員及び重

大事故等対応要員のうち運転操作対応要員は各自 1 個を携行し使用する。な

お，運転員と合流する重大事故等対応要員のうち運転操作対応要員が使用す

る携行型有線通話装置は，合流する運転員が中央制御室より携行する。 

○衛星電話設備（固定型） 

  中央制御室及び緊急時対策所に設置する衛星電話設備（固定型）は，中央

制御室と緊急時対策所間の必要な通信連絡を行うことができる設計とする。 

  また，屋外の災害対策要員は衛星電話設備（携帯型）を使用することによ

り緊急時対策所と現場（屋外）間の必要な通信連絡を行うことができる設計

とする。 

通信連絡設備の必要台数は，有効性評価における各重要事故シーケンスで

使用する台数とし，中央制御室と緊急時対策所間として各 1 個，緊急時対策

所と現場（屋外）間として緊急時対策所に 1 個使用する。 
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62-6-6 

○衛星電話設備（携帯型） 

  緊急時対策所に保管する衛星電話設備（携帯型）は，現場（屋外）と緊急

時対策所間の必要な通信連絡を行うことができる設計とする。 

通信連絡設備の必要台数は，有効性評価における各重要事故シーケンスで

使用する台数とし，現場（屋外）と緊急時対策所間連絡用として屋外の災害

対策要員の作業ごとに各 1 個を作業班長が携行し使用する。 

○無線連絡設備（携帯型） 

緊急時対策所に保管する無線連絡設備（携帯型）は，現場（屋外）間の必

要な通信連絡を行うことができる設計とする。 

通信連絡設備の必要台数は，有効性評価における各重要事故シーケンスで

使用する台数とし，現場（屋外）間連絡用として屋外の災害対策要員は各自

1 個を携行し使用する。 

携行型有線通話装置を用いた通信連絡の概要及び衛星電話設備（固定型）

等を用いた通信連絡の概要について第 62-6-4 図及び第 62-6-5 図に示す。 

  また，携行型有線通話装置を使用する通話場所の例を第 62-6-1 表，各重

要事故シーケンスで使用する携行型有線通話装置及び衛星電話設備等の台

数を第 62-6-2 表及び第 62-6-3 表に示す。 
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62-6-7 

第 62-6-1 表 携行型有線通話装置を使用する通話場所の例 

（重大事故シーケンス 全交流動力電源喪失時（長期ＴＢ）の例） 

作業・操作内容 作業・操作場所 

不要負荷の切り離し操作 
原子炉建屋付属棟 

1 階 
Ｃ／Ｓ電気室 

受電前準備 
原子炉建屋付属棟 

地下 1,2 階 
Ｃ／Ｓ電気室 

原子炉建屋内系統構成 

（原子炉注水） 
原子炉建屋原子炉棟 4 階 北西通路 

原子炉建屋内系統構成 

（原子炉注水） 
原子炉建屋原子炉棟 3 階 ＭＳＩＶ保修室 

原子炉建屋内系統構成 

（格納容器スプレイ） 
原子炉建屋原子炉棟 2 階 南側通路 

原子炉建屋内系統構成 

（格納容器スプレイ） 
原子炉建屋原子炉棟 1 階 南側通路 

     携行型有線通話装置      中継用ケーブルドラム 

・写真については，一部イメージを含む。 

62条－40

224



62-6-8 

・使用方法等は今後，訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 

第 62-6-4 図 携行有線通話装置を用いた通信連絡の概要 

（重要事故シーケンス 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）の例） 
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62-6-9 

第 62-6-5 図 衛星電話設備（固定型）等を用いた通信連絡の概要 
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62-6-10 

第 62-6-2 表 各重大事故シーケンスで使用する携行型有線通話装置の台数 
単位：台

使用場所

各重大事故シーケンス 

原子炉建屋付属棟 

－：作業無 原子炉建屋 

原子炉棟 

－：作業無 

原子炉建屋 

廃棄物処理棟

－：作業無 

計（注１） 

中央制御室

－：作業無

運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

（炉心の著しい損傷防止） 

①－1 高圧・低圧注水機能喪失 2 － － 3 5 

①－2 高圧注水・減圧機能喪失 － － － － － 

①-3-1 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 2 2 8 － 12 

①-3-2 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ） 2 2 8 － 12 

①-3-3 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 2 2 8 － 12 

①-4-1 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合） 2 2 － － 4 

①-4-2 崩壊熱除去機能機能（残留熱除去系が故障した場合） 2 － － 3 5 

①-5 原子炉停止機能喪失 － － － － － 

①-6 ＬＯＣＡ時注水機能喪失 2 － － 3 5 

①-7 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 2 － 4 － 6 

①-8 津波浸水による注水機能喪失 2 2 8 － 12 

重大事故 

（原子炉格納容器の破損の防止） 

②-1-1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合） 2 2 － － 4 

②-1-2 
雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場

合） 
2 2 － 3 7 

②-2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 2 2 － 3 7 

②-3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 2 2 － 3 7 

②-4 水素燃焼 2 2 － 3 7 

②-5 溶融炉心・コンクリート相互作用 2 2 － 3 7 

使用済燃料プールにおける重大辞事故に至るお

それがある事故 

（使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損の防止） 

③-1 想定事故１ － － － － － 

③-2 想定事故２ － － － － － 

運転停止中の原子炉における重大事故に至るお

それがある事故 

（運転停止中原子炉内の燃料損傷の防止） 

④-1 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失） 2 2 － － 4 

④-2 全交流動力電源喪失 2 2 － － 4 

④-3 原子炉冷却材の流出 － － － － － 

④-4 反応度の誤投入 － － － － － 

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

（注１）：中央制御室へ現場用（中央制御室必要分含め）として 12台（予備 1台）を保管するため、重大事故等においても対応できる。
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62-6-11 

第 62-6-3 表 各重大事故シーケンスで使用する衛星電話設備等の台数 
単位：台

使用場所

各重大事故シーケンス                                                           設備

屋内

（中央制御室）

－：作業無

屋内

（緊急時対策所）

－：作業無

屋外

－：作業無

衛星電話設備

（固定型）（注１）
衛星電話設備

（固定型）（注１）
衛星電話設備

（携帯型）（注２）
無線連絡設備

（携帯型）（注３）

運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故

（炉心の著しい損傷防止）

①－1 高圧・低圧注水機能喪失 1 3 2 5 
①－2 高圧注水・減圧機能喪失 － － － －

①-3-1 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 1 3 2 5 

①-3-2 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ） 1 3 2 5 

①-3-3 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 1 3 2 5 

①-4-1 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合） － － － －

①-4-2 崩壊熱除去機能機能（残留熱除去系が故障した場合） 1 3 2 5 
①-5 原子炉停止機能喪失 － － － －

①-6 ＬＯＣＡ時注水機能喪失 1 3 2 5 

①-7 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） － － － －

①-8 津波浸水による注水機能喪失 1 3 2 5 

重大事故

（原子炉格納容器の破損の防止）

②-1-1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する

場合）
－ － － －

②-1-2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用でき

ない場合）
1 3 2 5 

②-2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 － － － －

②-3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 － － － －

②-4 水素燃焼 － － － －

②-5 溶融炉心・コンクリート相互作用 － － － －

使用済燃料プールにおける重大辞事故に至るお

それがある事故

（使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損の防止）

③-1 想定事故１ 1 3 2 5 

③-2 想定事故２ 1 3 2 5 

運転停止中の原子炉における重大事故に至るお

それがある事故

（運転停止中原子炉内の燃料損傷の防止）

④-1 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失） － － － －

④-2 全交流動力電源喪失 － － － －

④-3 原子炉冷却材の流出 － － － －

④-4 反応度の誤投入 － － － －

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

（注１）：中央制御室へ 2台、緊急時対策所へ 6台（予備 1台）を設置するため、重大事故等においても対応できる。 

（注２）：緊急時対策所へ 11台（予備 1台）を保管するため、重大事故等においても対応できる。 

（注３）：緊急時対策所へ 19台（予備 1台）を保管するため、重大事故等においても対応できる。 6
2
条
－
4
4

2
2
8



玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】

1 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

10. その他発電用原子炉の附属施設

10.12 通信連絡設備

10.12.2 重大事故等時

10.12.2.1 概 要

重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は保管する。

代替緊急時対策所の通信連絡設備は、緊急時対策所（緊急時対策棟内）の設置をもって

廃止する。

通信連絡設備の概略系統図を第 10.12.1 図から第 10.12.2 図に示す。

10.12.2.2 設計方針

（1） 発電所内の通信連絡に用いる設備

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信

連絡をするための通信設備（発電所内）、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（緊急時対策

棟内）へ重大事故等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発

電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するため

の通信設備（発電所内）として、以下の通信連絡設備（発電所内）を設ける。

a. 発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡

発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡をするための通信設備（発電

所内）として衛星携帯電話設備、無線連絡設備及び携帯型通話設備を使用する。

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発

電所内）として、緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）及び SPDS データ表

示装置を使用する。

重大事故等が発生した場合に発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な通信設備（発電所内）として、衛星携帯電話設備、無線連絡設備及び

10. その他発電用原子炉の附属施設

10.12 通信連絡設備

10.12.2 重大事故等時

10.12.2.1 概  要

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は保管する。

  通信連絡設備の系統概要図を第 10.12－1 図に示す。

10.12.2.2 設計方針

(1) 発電所内の通信連絡を行うための設備

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信

連絡をするための通信設備（発電所内），緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要

なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパ

ラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通信設備（発電所内）として，通信連絡

設備（発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡及び計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所内の必要な場所での共有）を設ける。

ａ．発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡

発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡をするための通信設備（発電所

内）として衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）

及び携行型有線通話装置を使用する。

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝

送設備（発電所内）として，データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰ

ＤＳデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「ＳＰＤ

Ｓ」という。）を使用する。

重大事故等が発生した場合に発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な通信設備（発電所内）として，衛星電話設備（固定型）及び携行型有線

設備の相違（玄海 34 固有であり記

載不要。以降「※１」）

記載表現の相違（規制要求表現との

整合）

設備名称の相違。設備の相違（※１）

記載表現の相違（技術的能力との整

合及び他条との横並び）

記載表現，機器名称の相違（東二に

おいては，個々の機器の記載とする

ため常設及び可搬機器名称は統合

せず分割し記載。）

記載表現，機器名称の相違（東二に

おいては，機能上，3 つの機器で 1
のため，系統名称記載。KK67 同様）

＜KK67 との相違＞KK67 では

SPDS は，ｂ．項として分割しまと

めて記載しているが，東二の技術的

能力では 1項で統合記載しており整

合図り 1 項での記載。

記載表現，設備名称の相違

62条－45
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】

2 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

携帯型通話設備は、中央制御室内、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策

棟内）内に設置又は保管する設計とする。

重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所

内）として、緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）を原子炉補助建屋及び４号

炉原子炉周辺建屋内に設置し、SPDS データ表示装置は、代替緊急時対策所内又は緊急

時対策所（緊急時対策棟内）内に設置する設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（固定型）及び無線連絡設備のうち無線通話装

置（固定型）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設

計とする。

衛星携帯電話設備のうち中央制御室内に設置する衛星携帯電話（固定型）並びに無線

連絡設備のうち中央制御室内に設置する無線通話装置（固定型）の電源は、ディーゼル

発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である大容

量空冷式発電機から給電できる設計とする。衛星携帯電話設備のうち代替緊急時対策所

内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に設置する衛星携帯電話（固定型）及び無線

連絡設備のうち代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に設置する

無線通話装置（固定型）の電源は、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電

源設備である代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策所用発電機車から給電できる設

計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（携帯型）、無線連絡設備のうち無線通話装置

（携帯型）及び携帯型通話設備の電源は、充電池又は乾電池を使用する設計とする。

充電池を用いるものについては、予備の充電池と交換することにより、継続して通話

ができ、使用後の充電池は、中央制御室、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（緊急時

対策棟内）の電源から充電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものに

ついては、予備の乾電池と交換することにより、７日間以上継続して通話ができる設計

とする。

通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）及

び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管する設計とする。

重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所

内）として，ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し，緊急時対策支援

システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所建屋内に設置する設計

とする。

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続することにより，屋内で

使用できる設計とする。

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備である非常

用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常設代替交

流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替

低圧電源車から給電が可能な設計とする。

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備である非

常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊急時対

策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）の電源は，充電池を使用してお

り，別の端末又は予備の充電池と交換することにより7日間以上継続して通話ができ，使

用後の充電池は，代替電源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源

から充電することができる設計とする。

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用しており，予備の乾電池と交換すること

により7日間以上継続して通話ができる設計とする。

中央制御室及び緊急時対策所両方

に設置する機器と緊急時対策所の

みの機器を書き分け明確化図った。

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違。

20171102 ヒアリングコメント反映

手順・設備の相違（※１。東二は、

屋外⇔屋内の連絡手段を衛星（携

帯）⇔衛星（固定）としており無線

連絡設備 

（固定型）は不要。以降「※２」） 

補足：アンテナへの接続は，今後設

置する機器であり“接続する“とし

て方針を記載。 

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載内容の相違（使用する代替電源

は記載することとしている。他条と

の横並び。以降「※３」）記載表現，

設備名称の相違。設備・設備構成の

相違（※１，※２。東二においては，

DGに接続している）他条文横並び

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違

設備・運用の相違（※１。東二にお

いては，手段として衛星電話設備

（携帯型）等の本体（端末）そのも

のを交換する選択もあり記載。KK67

同様。以降「※４」） 

記載表現、設備名称の相違（代替電

源から給電できる電源であること

を明記）

62条－46
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）の電源は、ディーゼル発電機に加え

て、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である大容量空冷式発電

機から給電できる設計とする。また、SPDS データ表示装置の電源は、全交流動力電源

が喪失した場合においても、代替電源設備である代替緊急時対策所用発電機又は緊急時

対策所用発電機車から給電できる設計とする。

重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係る設備及び代替緊急時対策所又は

緊急時対策所（緊急時対策棟内）の通信連絡機能に係る設備としての、衛星携帯電話設

備、無線連絡設備、携帯型通話設備、緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）及

び SPDS データ表示装置については、固縛又は転倒防止措置を講じる等、基準地震動に

よる地震力に対し、機能喪失しない設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

・衛星携帯電話設備（衛星携帯電話（固定型、携帯型））

（３号及び４号炉共用）

・無線連絡設備（無線通話装置（固定型、携帯型））（３号及び４号炉共用）

・携帯型通話設備（携帯型有線通話装置）（３号及び４号炉共用）

・緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）（３号及び４号炉共用）

・SPDS データ表示装置（３号及び４号炉共用）

・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）

・代替緊急時対策所用発電機（３号及び４号炉共用）

（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時）

・ 緊急 時対策所用 発電機車（３号 及び４号炉共用 ）

（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時）

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故

等対処設備として使用する。

b. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所での共有

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通信設

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電

機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常設代替交流電源設備である

常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給

電が可能な設計とする。

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，非

常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した

場合においても，緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電が

可能な設計とする。

重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連

絡機能に係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線

連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及びＳＰＤＳについては，固縛又は転倒防止

措置を講じる等，基準地震動による地震力に対し，機能喪失しない設計とする。

   具体的な設備は，以下のとおりとする。

   ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

 ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

   ・無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

 ・携行型有線通話装置

 ・ＳＰＤＳ

 ・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備）

 ・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊急時対策所

10.9.2 重大事故等時）

  その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機

を重大事故等対処設備として使用する。

 ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所での共有

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通信設

充電池及び乾電池を用いる機器の

明確化のため書き分け（10/10 ヒア

リングコメント反映）

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違

記載内容の相違（※３）

記載表現、設備名称の相違。設備・

設備構成の相違（※１。東二にお

においては，DGに接続している。以

降「※５」）（10/10 ヒアリングコメ

ント反映）他条文横並び

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１）

設備名称の相違

記載内容の相違（※３）

設備の相違（※１）

他条文横並び

記載表現の相違（他条との整合）

記載表現、設備名称の相違
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

備（発電所内）として、衛星携帯電話設備、無線連絡設備及び携帯型通話設備を使用する。

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な

場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、衛星携帯電話設備、無線連絡

設備及び携帯型通話設備は、中央制御室内、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急

時対策棟内）内に設置又は保管する設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（固定型）及び無線連絡設備のうち無線通話装置

（固定型）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計と

する。

衛星携帯電話設備のうち中央制御室内に設置する衛星携帯電話（固定型）並びに無線連

絡設備のうち中央制御室内に設置する無線通話装置（固定型）の電源は、ディーゼル発電

機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である大容量空冷

式発電機から給電できる設計とする。

衛星携帯電話設備のうち代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に

設置する衛星携帯電話（固定型）及び無線連絡設備のうち代替緊急時対策所内又は緊急時

対策所（緊急時対策棟内）内に設置する無線通話装置（固定型）の電源は、全交流動力電

源が喪失した場合においても、代替電源設備である代替緊急時対策所用発電機又は緊急時

対策所用発電機車から給電できる設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（携帯型）、無線連絡設備のうち無線通話装置（携

帯型）及び携帯型通話設備の電源は、充電池又は乾電池を使用する設計とする。

充電池を用いるものについては、予備の充電池と交換することにより、継続して通話が

でき、使用後の充電池は、中央制御室、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（緊急時対策

棟内）の電源から充電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものについて

備（発電所内）として，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携

帯型）及び携行型有線通話装置を使用する。

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な

場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として，衛星電話設備（固定型）及び

携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話設備

（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管する設計とする。

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続することにより，屋内で使用

できる設計とする。

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備である非常用

ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常設代替交流電

源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電

源車から給電が可能な設計とする。

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備である非常

用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊急時対策所

用代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）の電源は，充電池を使用してお

り，別の端末又は予備の充電池と交換することにより7日間以上継続して通話ができ，使

用後の充電池は，代替電源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源

から充電することができる設計とする。

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用しており，予備の乾電池と交換することに

＜KK67 との相違＞KK67 では

「(1)a.通信連絡設備（発電所内）と

同じである。」として，当該項の設

備記載を省略しているが，東二にお

いては，ａ．は技術的能力との整合

を図った結果，SPDS も含むことか

ら，省略せず記載。玄海 34 同様。

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１） 

中央制御室及び緊急時対策所両方

に設置する機器と緊急時対策所の

みの機器を書き分け明確化図った。

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※２） 

補足：アンテナへの接続は，今後設

置する機器であり“接続する“とし

て方針を記載。 

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※２）記載内容の相違（※３）

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違。設備・

設備構成の相違（※２，※５）

（10/10 ヒアリングコメント反映）

他条文横並び

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※２）

記載表現、設備名称の相違運用の相

違（※４）
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

は、予備の乾電池と交換することにより、７日間以上継続して通話ができる設計とする。

代替緊急時対策所又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）の通信連絡機能に係る設備とし

ての衛星携帯電話設備、無線連絡設備及び携帯型通話設備については、固縛又は転倒防止

措置を講じる等、基準地震動による地震力に対し、機能喪失しない設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

・衛星携帯電話設備（衛星携帯電話（固定型、携帯型））（３号及び４号炉共用）

・無線連絡設備（無線通話装置（固定型、携帯型））（３号及び４号炉共用）

・携帯型通話設備（携帯型有線通話装置）（３号及び４号炉共用）

・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）

・代替緊急時対策所用発電機（３号及び４号炉共用）

（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時）

・緊急時対策所用発電機車（３号及び４号炉共用）

（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時）

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故

等対処設備として使用する。

（2） 発電所外（社内外）の通信連絡に用いる設備

重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場

所との通信連絡をするための通信設備（発電所外）、発電所内から発電所外の緊急時対策支

援システム(ERSS)等へ重大事故等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデー

タ伝送設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必

要な場所で共有するための通信設備（発電所外）として、以下の通信連絡設備（発電所外）を

設ける。

a. 発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡

発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡をするための通信

より 7 日間以上継続して通話ができる設計とする。

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電

話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置については，固縛

又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地震力に対し，機能喪失しない設計と

する。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

 ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

 ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

   ・無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

 ・携行型有線通話装置

 ・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

 ・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備）

 ・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊急時対策所

10.9.2 重大事故等時）

  その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機

を重大事故等対処設備として使用する。

 (2) 発電所外（社内外）の通信連絡を行うための設備

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場

所との通信連絡をするための通信設備（発電所外），発電所内から発電所外の緊急時対策支

援システム（ＥＲＳＳ）へ重大事故等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデ

ータ伝送設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）

の必要な場所で共有するための通信設備（発電所外）として，通信連絡設備（発電所外（社

内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡及び計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所外（社内外）の必要な場所での共有）を設ける。

ａ．発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡

発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡をするための通信設備

充電池及び乾電池を用いる機器の

明確化のため書き分け（10/10 ヒア

リングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１）

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１）

設備の相違（※１）

他条文横並び

記載表現、設備名称の相違

記載表現の相違（規制要求表現との

整合）

設備構成の相違（東二においては接

続は ERSS のみ。ERSS 以外へのデ

ータ伝送は別システムにて実施。）

記載表現の相違（技術的能力との整

合及び他条との横並び）
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
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設備（発電所外）として、衛星携帯電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備を使用する。

発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム(ERSS) 等へ重大事故等に対処す

るために必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発電所外）として、緊急時

運転パラメータ伝送システム（SPDS）を使用する。

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）として、衛星携帯電話設備を代替緊

急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に設置又は保管し、統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備は、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊

急時対策棟内）内に設置する設計とする。

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発電

所外）として、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム(ERSS)等へ必要なデー

タを伝送するための緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）を、原子炉補助建屋及

び４号炉原子炉周辺建屋内に設置する設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（固定型）は、屋外に設置したアンテナと接続

することにより、屋内で使用できる設計とする。

（発電所外）として，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

を使用する。

発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ重大事故等に対処するた

めに必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発電所外）として，データ伝送設備

を使用する。

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）として，衛星電話設備（固定型）を中央制御室

及び緊急時対対策所内に設置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策

所内に設置又は保管する設計とする。

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送をするためのデータ伝送設備（発電所外）

として，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝

送するためのデータ伝送設備を，緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続することにより，屋内で使用で

きる設計とする。

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備である非常用デ

ィーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常設代替交流電源設

備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車か

ら給電が可能な設計とする。

記載表現、設備名称の相違。

設備構成の相違（東二においては接

続は ERSS のみ。ERSS 以外へのデ

ータ伝送は別システムにて実施。）

＜KK67 との相違＞KK67 ではデー

タ伝送設備は，ｂ．項として分割し

てまとめて記載しているが，東二の

技術的能力では 1項で統合記載して

おり整合図り 1 項での記載。

記載表現、設備名称の相違

運用の相違（※１，東二においては，

運用上，中央制御室の衛星電話設備

（固定型）を用いて所外に連絡でき

る運用を整備。以降「※６」）

両方に設置するため「及び」が適切

であり修正（10/10 ヒアリングコメ

ント反映）

設備構成の相違（東二においては接

続は ERSS のみ。ERSS 以外へのデ

ータ伝送は別システムにて実施。）

記載表現、設備名称の相違

記載表現、設備名称の相違

補足：アンテナへの接続は，今後設

置する機器であり“接続する“とし

て方針を記載。 

運用の相違（※６）（10/10 ヒアリ

ングコメント反映）

他条文横並び

62条－50
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】

7 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

衛星携帯電話設備のうち代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内

に設置する衛星携帯電話（固定型）の電源は、全交流動力電源が喪失した場合において

も、代替電源設備である代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策所用発電機車から給

電できる設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（携帯型）の電源は、充電池を使用しており、

予備の充電池と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の充電池は、中央制御

室、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）の電源から充電することがで

きる設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は、全交流動力電源が喪

失した場合においても、代替電源設備である代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策

所用発電機車から給電できる設計とする。

緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、

全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である大容量空冷式発電機か

ら給電できる設計とする。

緊急時対策支援システム(ERSS)等へのデータ伝送の機能に係る設備及び代替緊急時

対策所又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）の通信連絡機能に係る設備としての、衛星携

帯電話設備、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備及び緊急時運転パラ

メータ伝送システム（SPDS）については、固縛又は転倒防止措置を講じる等、基準地震

動による地震力に対し、機能喪失しない設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

・衛星携帯電話設備（衛星携帯電話（固定型、携帯型））

（３号及び４号炉共用）

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム、IP 電話、衛星通信装置（電話）、IP-FAX）（３号及び４号

炉共用）

・緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）（３号及び４号炉共用）

・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）

・代替緊急時対策所用発電機（３号及び４号炉共用）

（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時）

・ 緊急時対策所用発電機車（３号 及び４号炉 共用 ）

（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時）

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故

等対処設備として使用する。

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型），データ伝送設備及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場

合においても，緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電が可能な

設計とする。

衛星電話設備（携帯型）の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の充電池と交

換することにより 7 日間以上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの

給電が可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電できる設計とする。

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へのデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対策所

の通信連絡機能に係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩ

Ｐ－ＦＡＸ）及びデータ伝送設備については，固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震

動による地震力に対し，機能喪失しない設計とする。

  具体的な設備は，以下のとおりとする。

  ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

  ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

  ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

  ・データ伝送設備

  ・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備）

  ・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊急時対策所 10.9.2 
重大事故等時）

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機を重

大事故等対処設備として使用する。

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１，※５）

（10/10 ヒアリングコメント反映）

他条文横並び

記載表現、設備名称の相違。運用の

相違（※４）

記載表現、設備名称の相違。記載箇

所の相違（前述統合記載）

記載表現、設備名称の相違。記載箇

所の相違（前述統合記載）

設備構成の相違（東二においては接

続は ERSS のみ。ERSS 以外へのデ

ータ伝送は別システムにて実施。）

設備の相違（※１）

記載表現、設備名称の相違

記載表現、設備名称の相違。

記載内容の相違（※３）

他条文横並び

記載表現、設備名称の相違

62条－51
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】

8 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

b. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所での共有

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有する

ために用いる通信設備（発電所外）として、衛星携帯電話設備及び統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備を使用する。

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内

外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、衛星携帯電話設

備を代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に設置又は保管し、統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、代替緊急時対策所内又は緊急時対

策所（緊急時対策棟内）内に設置する設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（固定型）は、屋外に設置したアンテナと接続

することにより、屋内で使用できる設計とする。

衛星携帯電話設備のうち代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内

に設置する衛星携帯電話（固定型）の電源は、全交流動力電源が喪失した場合において

も、代替電源設備である代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策所用発電機車から給

電できる設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（携帯型）の電源は、充電池を使用しており、

予備の充電池と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の充電池は、中央制御

室、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）の電源から充電することがで

きる設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は、全交流動力電源が喪

失した場合においても、代替電源設備である代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策

所用発電機車から給電できる設計とする。

 ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所での共有

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するため

の通信設備（発電所外）として，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型）及び統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ

－ＦＡＸ）を使用する。

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）

の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として，衛星電話設備（固定型）

を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，

緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続することにより，屋内で使用で

きる設計とする。

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，非常用交流電源設備である非常用デ

ィーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常設代替交流電源設

備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車か

ら給電が可能な設計とする。

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，非常用交流電源

設備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，

緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。

衛星電話設備（携帯型）の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の充電池

と交換することにより7日間以上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代替電源設備か

らの給電が可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電することができる設計とす

る。

記載表現、設備名称の相違

＜KK67 との相違＞KK67 では

「(2)a.通信連絡設備（発電所外）と

同じである。」として，当該項の設

備記載を省略しているが，東二にお

いては，ａ．は技術的能力との整合

を図った結果，データ伝送設備も含

むことから，省略せず記載。玄海 34
同様。

記載表現、設備名称の相違。設備・

運用の相違（※６）

両方に設置するため「及び」が適切

であり修正（10/10 ヒアリングコメ

ント反映）

記載表現、設備名称の相違。

補足：アンテナへの接続は，今後設

置する機器であり“接続する“とし

て方針を記載。 

運用の相違（※６）

（10/10 ヒアリングコメント反映）

他条文横並び

記載表現、設備名称の相違。設備・

設備構成の相違（※１，※５）

運用の相違（※６）（10/10 ヒアリ

ングコメント反映）他条文横並び

記載表現、設備名称の相違。運用の

相違（※４）

記載表現、設備名称の相違。記載箇

所の相違（前述統合記載）

62条－52
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】

9 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

代替緊急時対策所又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）の通信連絡機能に係る設備と

しての衛星携帯電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備につ

いては、固縛又は転倒防止措置を講じる等、基準地震動による地震力に対し、機能喪失し

ない設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

・衛星携帯電話設備（衛星携帯電話（固定型、携帯型））

（３号及び４号炉共用）

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム、IP 電話、衛星通信装置（電話）、IP-FAX）（３号及び４号

炉共用）

・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）

・代替緊急時対策所用発電機（３号及び４号炉共用）

（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時）

・ 緊急 時対策所用 発電機車（３号 及び４号炉 共用 ）

（10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時）

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故

等対処設備として使用する。

ディーゼル発電機は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等においても

使用するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用す

る。ただし、多様性、位置的分散等を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないこと

から、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性、位置的分散等の設

計方針は適用しない。ディーゼル発電機については「10.2 代替電源設備」にて記載する。

大容量空冷式発電機については、「10.2 代替電源設備」にて記載する。

代替緊急時対策所用発電機及び緊急時対策所用発電機車については、｢10.9 緊急時

対策所 10.9.2 重大事故等時」にて記載する。

10.12.2.2.1 多様性、位置的分散

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

中央制御室内に設置する衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（固定型）及び無線連

絡設備のうち無線通話装置（固定型）並びに原子炉補助建屋及び４号炉原子炉周辺建屋内

に設置する緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）の電源は、ディーゼル発電機に

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備

（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）については，固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動に

よる地震力に対し，機能喪失しない設計とする。

  具体的な設備は，以下のとおりとする。

  ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

  ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

  ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ）

  ・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備）

  ・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊急時対策所 10.9.2 
重大事故等時）

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機を重

大事故等対処設備として使用する。

非常用ディーゼル発電機は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時におい

ても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用す

る。ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことか

ら，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性及び位置的分散の設計方針

は適用しない。

非常用ディーゼル発電機，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車については，

「10.2 代替電源設備」に示す。

緊急時対策所用発電機については，「10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時」に示す。

10.12.2.2.1 多様性，位置的分散

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

衛星電話設備（固定型）は，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定

電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代

替高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車又は緊急時対策所用発電機からの給電により使用す

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１）

記載表現、設備名称の相違。

他条文横並び

記載表現、設備名称の相違。

記載箇所の相違（後述統合記載）

他条文横並び

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※２）記載内容の相違（※３）

設計基準事故対処設備の対象を明

確化（KK6/7 同様。10/13 ヒアリン
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10 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

対して多様性を持った大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。電源設備の多様

性、位置的分散については「10.2 代替電源設備」にて記載する。

代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に設置する衛星携帯電話

設備のうち衛星携帯電話（固定型）、無線連絡設備のうち無線通話装置（固定型）、SPDS
データ表示装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は、多重

性を有する代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策所用発電機車から給電できる設計

とする。電源設備の多重性については「10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時」にて記

載する。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（携帯型）、無線連絡設備のうち無線通話装置（携

帯型）及び携帯型通話設備の電源は、充電池又は乾電池を使用することで、ディーゼル発

電機に対して多様性を持つ設計とする。

ることにより非常用ディーゼル発電機又は蓄電池からの給電により使用する送受話器（ペー

ジング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して多様

性を有する設計とする。

衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することにより送受話

器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対

して位置的分散を図る設計とする。

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）の電源は，送受話器（ページング）

及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，充電池を使用することにより非常用ディーゼル発電機又は蓄電

池からの給電により使用する送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して多様性を有する設計とする。

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管すること

により送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及び

ＦＡＸ）に対して位置的分散を図る設計とする。

携行型有線通話装置の電源は，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固

定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電

池を使用することにより非常用ディーゼル発電機又は蓄電池からの給電により使用する送受

話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に

対して多様性を有する設計とする。

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，中央制御室及び緊急時対策所内

に保管することにより送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，

ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して位置的分散を図る設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ）は，電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），加

入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）及び専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地

方公共団体向））と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機

からの給電により使用することにより非常用ディーゼル発電機又は蓄電池からの給電により

使用する電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），加入電話設備

（加入電話及び加入ＦＡＸ）及び専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体

向））に対して多様性を有する設計とする。

グコメント反映）。電源設備の多様

性等は後段でまとめて記載。

設計基準事故対処設備との位置的

分散を記載（KK6/7 同様。10/13 ヒ

アリングコメント反映）電源設備の

多様性等は後段でまとめて記載。

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１，※２）設計基準事故対

処設備の対象を明確化（KK6/7 同

様。10/13 ヒアリングコメント反映）

設計基準事故対処設備との位置的

分散を記載（KK6/7 同様。10/13 ヒ

アリングコメント反映）

設計基準事故対処設備の対象を明

確化（KK6/7 同様。10/13 ヒアリン

グコメント反映）

設計基準事故対処設備との位置的

分散を記載（KK6/7 同様。10/13 ヒ

アリングコメント反映）

設計基準事故対処設備の対象を明

確化（KK6/7 同様。10/13 ヒアリン

グコメント反映）

常設重大事故緩和設備であり位置

的分散までは記載していない

（KK6/7 同様）
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

衛星携帯電話設備、無線連絡設備、携帯型通話設備、緊急時運転パラメータ伝送シス

テム（SPDS）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、異なる通信

方式を使用し、多様性を持つ設計とする。

10.12.2.2.2 悪影響防止

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

衛星携帯電話設備、無線連絡設備、携帯型通話設備、緊急時運転パラメータ伝送システ

ム（SPDS）、SPDS データ表示装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

10.12.2.2.3 共用の禁止

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

通信連絡設備は、号炉の区分けなく通信連絡することで、必要な情報（相互のプラント

状況、運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら、総合的な管理（事故処置を含む。）を

行うことができ、安全性の向上が図れることから、３号炉及び４号炉で共用する設計とす

る。

これらの通信連絡設備は、共用により悪影響を及ぼさないよう、３号炉及び４号炉に必

要な容量を確保するとともに、号炉の区分けなく通信連絡できる設計とする。

10.12.2.2.4 容量等

基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（固定型）は、発電所内外の通信連絡をする必要

ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備は，非常用ディーゼル発電機に対して多様性を有する常設代

替高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車又は緊急時対策所用発電機から給電できる設計とす

る。

衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），携行型有

線通話装置，ＳＰＤＳ，データ伝送設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，異なる通信方式を使用し，

多様性を有する設計とする。

電源設備のうち常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車の多様性及び位置的分散

については，「10.2 代替電源設備」に示す。電源設備のうち緊急時対策所用発電機の多様性

については，「10.9 緊急時対策所 10.9.2 重大事故等時」に示す。

10.12.2.2.2   悪影響防止

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

衛星電話設備（固定型），統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備は，設計基準対

象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

10.12.2.2.3 共用の禁止

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

通信連絡設備は，発電所の区分けなく通信連絡することで，通信連絡を迅速に行うこと

ができ，安全性の向上が図れることから，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計

とする。

これらの通信連絡設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，東海発電所及び東海第

二発電所で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設計とする。

10.12.2.2.4   容量等

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。

衛星電話設備（固定型）は，重大事故等時において発電所内外の通信連絡をする必要のあ

記載表現、設備名称の相違。記載内

容の相違（※３）

記載表現、設備名称の相違

記載内容の相違（※３）

（10/10 ヒアリングコメント反映）

他条文横並び

記載表現、設備名称の相違

記載内容の相違（単独で使用可能設

備であり当該内容を記載）

表現の相違

記載表現、設備名称の相違。
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

のある場所と通信連絡するために必要な個数を設置する設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（携帯型）は、発電所内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡できる設計とする。保有数は、３号炉及び４号炉で重大事故等に対

処するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え、一式（３号及

び４号炉共用）を保管する設計とする。

無線連絡設備のうち無線通話装置（固定型）は、発電所内の通信連絡をするために必要

な個数を設置する設計とする。

無線連絡設備のうち無線通話装置（携帯型）は、発電所内の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡できる設計とする。保有数は、３号炉及び４号炉で重大事故等に対処する

ために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え、一式（３号及び４号

炉共用）を保管する設計とする。

携帯型通話設備は、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できる設計と

する。保有数は、３号炉及び４号炉で重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及

び保守点検時のバックアップ用を加え、一式（３号及び４号炉共用）を保管する設計とす

る。

緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）は、発電所の内外の通信連絡をする必要

のある場所と必要なデータ量を伝送できる設計とする。

SPDS データ表示装置は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを共有するた

めに必要な個数を設置する設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、発電所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡するために必要な個数を設置する設計とする。

10.12.2.2.5 環境条件等

基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（固定型）及び無線連絡設備のうち無線通話装置

（固定型）は、中央制御室内、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）

内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可

能な設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（携帯型）は、中央制御室内、代替緊急時対策所

内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に保管するとともに、屋外で使用し、重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は使用場所で可能な設計とする。

無線連絡設備のうち無線通話装置（携帯型）は、中央制御室内、代替緊急時対策所内又

る場所と通信連絡するために必要な個数を設置する設計とする。

衛星電話設備（携帯型）は，重大事故等時において発電所内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡するために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，重大事故等に対

処するために必要な個数と故障時及び保守点検時の予備を加え，一式を保管する設計とす

る。

無線連絡設備（携帯型）は，重大事故等時において発電所内の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡するために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，重大事故等に対処

するために必要な個数と故障時及び保守点検時の予備を加え，一式を保管する設計とする。

携行型有線通話装置は，重大事故等時において発電所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡するために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，重大事故等に対処する

ために必要な個数と故障時及び保守点検時の予備を加え，一式を保管する設計とする。

ＳＰＤＳは，重大事故等時において発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデ

ータ量を伝送することができる設計とする。

データ伝送設備は，重大事故等時において発電所外の通信連絡をする必要のある場所に必

要なデータ量を伝送することができる設計とする。

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，重大事故等に対処するために必要なパラメー

タを共有するために必要な個数を設置する設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ）は，重大事故等時において発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡するために必要な個数を設置する設計とする。

10.12.2.2.5 環境条件等

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。

衛星電話設備（固定型）は，設置場所で操作が可能な設計とする。

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管するとと

もに，屋外で使用し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，使用場所で操作が可能な設計と

する。

運用の相違（単機プラントのため共

用はない）

設備の相違（※２）

記載表現、設備名称の相違。運用の

相違（単機プラントのため共用はな

い）

記載表現、設備名称の相違。運用の

相違（単機プラントのため共用はな

い）

記載表現、設備名称の相違。

発電所内用と発電所外用を明確に

書き分け他機器と整合を図った。

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違。

記載表現、設備名称の相違。

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１，※２）

記載表現、設備名称の相違。設備・

運用の相違（※１，緊急時対策所内

保管に保管する。KK67 同様。）

62条－56
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】

13 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に保管するとともに、屋外で使用し、重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。操作は使用場所で可能な設計とする。

携帯型通話設備は、中央制御室内、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策

棟内）内に保管するとともに、建屋内及び屋外で使用し、重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。操作は使用場所で可能な設計とする。

緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）は、原子炉補助建屋及び４号炉原子炉周辺

建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

SPDS データ表示装置は、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内

に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可能

な設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、代替緊急時対策所内又は緊急

時対策所（緊急時対策棟内）内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。操作は設置場所で可能な設計とする。

10.12.2.2.6 操作性の確保

基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（固定型）、無線連絡設備のうち無線通話装置（固

定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、重大事故等が発生し

た場合でも、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とし、付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とする。

衛星携帯電話設備のうち衛星携帯電話（携帯型）、無線連絡設備のうち無線通話装置（携

帯型）及び携帯型通話設備は、重大事故等が発生した場合でも、設計基準対象施設として

携行型有線通話装置は，中央制御室及び緊急時対策所内に保管するとともに，屋内で使用

し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

携行型有線通話装置は，使用場所で操作が可能な設計とする。

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，中央制御室内に設置し，重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置は，緊急時対策所建屋内に設置し，重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置は，重大事故等時に操作を行う必要がな

い設計とする。

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内に設置し，重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，設置場所で操作が可能な設計とする。

データ伝送設備は，緊急時対策所建屋内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。

データ伝送設備は，重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ）は，設置場所で操作が可能な設計とする。

10.12.2.2.6   操作性の確保

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ）は，重大事故等時において，設計基準対象施設

として使用する場合と同じ系統構成で使用する設計とする。

衛星電話設備（固定型）は付属のスイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，重大事故

等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用する設計とす

記載箇所の相違（前述統合記載）

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違。（10/10
ヒアリングコメント反映）

設備・運用の相違（※１，屋内⇔屋

外は衛星により連絡）

記載表現、設備名称の相違。

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※１）記載箇所の相違（操作

のないことを明記）20171102 ヒア

リングコメント反映

20171102 ヒアリングコメント反映

記載表現、設備名称の相違。記載箇

所の相違（操作のないことを明記）

設備の相違（※１）

記載表現、設備名称の相違。

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（※２）

記載表現、設備名称の相違

記載表現、設備名称の相違

62条－57
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とし、人が携行し

て移動し、付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な設計とする。

携帯型通話設備は、端末と中継コードの接続をプラグ接続とし、接続規格を統一するこ

とにより、使用場所において確実に接続できる設計とする。また、乾電池の交換も含め容

易に操作ができるとともに、通信連絡をする必要のある場所と確実に通信連絡ができる設

計とする。

緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）及び SPDS データ表示装置を使用した発

電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡及び発電所外（社内外）の通信連絡

をする必要のある場所との通信連絡を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、設計

基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設

計とする。

緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）は、常時伝送を行うため、通常操作を必要

としない設計とする。

SPDS データ表示装置は、付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とす

る。

10.12.2.3 主要設備及び仕様

通信連絡を行うために必要な設備の主要設備及び仕様を第 10.12.2 表及び第 10.12.3 表

に示す。

10.12.2.4 試験検査

基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

衛星携帯電話設備、無線連絡設備、携帯型通話設備、緊急時運転パラメータ伝送システム

（SPDS）、SPDSデータ表示装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

は、機能・性能の確認が可能な設計とする。また、外観の確認が可能な設計とする。

る。

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，人が携行

して移動し，付属のスイッチにより使用場所での操作が可能な設計とする。

携行型有線通話装置は，端末である携行型有線通話装置，中継用ケーブルドラム及び専用

接続箱内の端子の接続を簡便な端子接続とし，接続規格を統一することにより，使用場所に

おいて確実に接続できる設計とする。また，乾電池の交換も含め容易に操作ができるととも

に，通信連絡をする必要のある場所と確実に通信連絡ができる設計とする。

ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備は，重大事故等時において，設計基準対象施設として使用す

る場合と同じ系統構成で使用する設計とする。

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ伝送設備

は，常時伝送を行うため，通常操作を必要としない設計とする。

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，付属のスイッチにより設置場所での操作が可

能な設計とする。

10.12.2.3   主要設備及び仕様

通信連絡を行うために必要な設備の主要設備及び仕様を第10.12－2表及び第10.12－3表に

示す。

10.12.2.4   試験検査

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），携行型有

線通話装置，ＳＰＤＳ，データ伝送設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，原子炉の運転中又は停止中

に，機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。

記載表現、設備名称の相違（10/10 ヒ

アリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違。設備の

相違（東二においては，専用接続箱

を使用しており記載。KK67 同様）

（10/10 ヒアリングコメント反映）

記載表現、設備名称の相違

記載表現、設備名称の相違

記載表現、設備名称の相違

記載表現、設備名称の相違。記載内

容の相違（試験検査時期の明確化。

他条との整合）

62条－58
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】

15 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

第10.12.2表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の設備仕様

（1）衛星携帯電話設備（３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）

設備名 衛星携帯電話（固定型）

使用回線 衛星系回線

個 数 一式

（2）無線連絡設備（３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）

設備名 無線通話装置（固定型）

使用回線 無線系回線

個 数 一式

（3）緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）（３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・計装設備（重大事故等対処設備）

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）

使用回線 有線系回線、衛星系回線

個 数 一式

（4）SPDS データ表示装置（３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の設備仕様

(1) 衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

   兼用する設備は以下のとおり。

   ・緊急時対策所（通常運転時等）

   ・緊急時対策所（重大事故等時）

   ・通信連絡設備（通常運転時等）

   ・通信連絡設備（重大事故等時）

    使 用 回 線        衛星系回線

    個   数        一式

 (2) ＳＰＤＳ

   兼用する設備は以下のとおり。

   ・計装設備（重大事故等対処設備）

   ・緊急時対策所（通常運転時等）

   ・緊急時対策所（重大事故等時）

   ・通信連絡設備（通常運転時等）

   ・通信連絡設備（重大事故等時）

   ａ．データ伝送装置

    使 用 回 線        有線系回線及び無線系回線

    個 数        一式

   ｂ．緊急時対策支援システム伝送装置

    使 用 回 線        有線系回線及び衛星系回線

記載表現、設備名称の相違（他条と

の整合）。

設備の相違（※２） 

記載表現、設備名称の相違（他条と

の整合）。運用の相違（共用として

使用しない） 

記載表現の相違（両方で使用出来る

機器は“及び”で記載）

62条－59
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表【対象項目： ６２条 】
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

・計装設備（重大事故等対処設備）

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）

個 数 一式

（5）統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）

設備名 テレビ会議システム

使用回線 有線系回線又は衛星系回線

個 数 一式

設備名      IP 電話

使用回線 有線系回線

個 数 一式

設備名 衛星通信装置（電話）

使用回線 衛星系回線

個 数 一式

設備名      IP－FAX  
使用回線 有線系回線又は衛星系回線

個 数 一式

    個 数        一式

   ｃ．ＳＰＤＳデータ表示装置

    個 数        一式

(3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

   兼用する設備は以下のとおり。

   ・緊急時対策所（通常運転時等）

   ・緊急時対策所（重大事故等時）

   ・通信連絡設備（通常運転時等）

   ・通信連絡設備（重大事故等時）

ａ．テレビ会議システム

    使 用 回 線        有線系回線及び衛星系回線

    個 数        一式

ｂ．ＩＰ電話

    使 用 回 線        有線系回線又は衛星系回線

    個 数        一式

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ

    使 用 回 線        有線系回線又は衛星系回線

    個 数        一式

(4) データ伝送設備

   兼用する設備は以下のとおり。

   ・緊急時対策所（通常運転時等）

   ・緊急時対策所（重大事故等時）

   ・通信連絡設備（通常運転時等）

   ・通信連絡設備（重大事故等時）

   ａ．緊急時対策支援システム伝送装置

    使 用 回 線        有線系回線，衛星系回線

    個 数        一式

記載表現．設備名称の相違（両方で

使用出来る機器は“及び”で記載。

いずれか他方に限定される機器は

“又は”で記載。他条との整合）。

記載表現、設備名称の相違（他条と

の整合）。

62条－60
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

第 10.12.3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の設備仕様

（1）衛星携帯電話設備（３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）

設備名 衛星携帯電話（携帯型）

使用回線 衛星系回線

個 数 一式

（2） 無線連絡設備（３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）

設備名 無線通話装置（携帯型）

使用回線 無線系回線

個 数 一式

（3） 携帯型通話設備（３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）

設備名 携帯型有線通話装置

使用回線 有線系回線

個 数 一式

第 10.12－3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の設備仕様

(1) 衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

   兼用する設備は以下のとおり。

   ・緊急時対策所（通常運転時等）

   ・緊急時対策所（重大事故等時）

   ・通信連絡設備（通常運転時等）

   ・通信連絡設備（重大事故等時）

    使 用 回 線        衛星系回線

    個 数        一式

（2) 無線連絡設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）

兼用する設備は以下のとおり。

   ・緊急時対策所（通常運転時等）

   ・緊急時対策所（重大事故等時）

   ・通信連絡設備（通常運転時等）

   ・通信連絡設備（重大事故等時）

    使 用 回 線        無線系回線

    個 数        一式

(3) 携行型有線通話装置

兼用する設備は以下のとおり。

   ・緊急時対策所（通常運転時等）

   ・緊急時対策所（重大事故等時）

   ・通信連絡設備（通常運転時等）

   ・通信連絡設備（重大事故等時）

    使 用 回 線        有線系回線

    個 数        一式

記載表現、設備名称の相違（他条と

の整合）。

記載表現、設備名称の相違（他条と

の整合）。

記載表現、設備名称の相違（他条と

の整合）。運用の相違（共用として

使用しない）

62条－61
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18 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

記載表現、設備名称の相違（他条及

び技術的能力との整合）。

設備・設備構成・運用の相違

62条－62
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

62条－63
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2.6-17 

Ｑγ ：事故期間中の希ガスの大気放出量（Bq） 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 

ｉ．非居住区域境界における大気拡散条件については，格納容器圧力逃が

し装置を用いる場合は，地上放出，実効放出継続時間 1 時間※の値と

して，相対濃度（χ／Ｑ）を 2.9×10－５s／m３，相対線量（Ｄ／Ｑ）

を 4.0×10－１９Gy／Bq とし，耐圧強化ベント系を用いる場合は，主排

気筒放出，実効放出継続時間 1 時間の値として，相対濃度（χ／Ｑ）

は 2.0×10－６s／m３，相対線量（Ｄ／Ｑ）は 8.1×10－２０Gy／Bq とする。

また，敷地境界における大気拡散条件については，格納容器圧力逃が

し装置を用いる場合は，地上放出，実効放出継続時間 1 時間※の値と

して，相対濃度（χ／Ｑ）を 8.2×10－５s／m３，相対線量（Ｄ／Ｑ）

を 9.9×10－１９Gy／Bq とし，耐圧強化ベント系を用いる場合は，主排

気筒放出，実効放出継続時間 1 時間の値として，相対濃度（χ／Ｑ）

は 2.0×10－６s／m３，相対線量（Ｄ／Ｑ）は 8.0×10－２０Gy／Bq とする。 

※ 本評価では，実効放出継続時間は気象データの最小集計単位である 1 時間

を使用している。なお，実効放出継続時間は放射性物質の放出率の時間変

化を考慮して定めるものであり，短時間であるほど保守的な相対濃度，相

対線量となる。 

ｊ．格納容器圧力逃がし装置による有機よう素の除染係数を 50，無機よう

素の除染係数を 100 とする。 

（添付資料 2.6.2，2.6.3，2.6.4） 

(4) 有効性評価の結果 

本重要事故シーケンスにおいて，約 3.7cm２の破断を想定する場合の原子

炉圧力，原子炉水位（シュラウド内外水位）※，注水流量，逃がし安全弁

線量評価－5
「2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失」より抜粋
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2.6-21 

原子炉圧力容器底部圧力との差（0.3MPa 程度）を考慮しても，約

8.09MPa[gage]以下であり，評価項目である最高使用圧力の 1.2 倍

（10.34MPa[gage]）を下回る。 

格納容器圧力は，第 2.6－16 図に示すとおり，崩壊熱除去機能が喪失

しているため，原子炉圧力容器内で発生した蒸気が格納容器内に放出さ

れることによって，事象発生後に上昇傾向が継続するが，格納容器圧力

逃がし装置による格納容器減圧及び除熱により低下傾向となる。事象発

生の約 28 時間後に最高値の約 0.31MPa[gage]となるが，格納容器バウン

ダ リ に か か る 圧 力 は ， 評 価 項 目 で あ る 最 高 使 用 圧 力 の 2 倍

（0.62MPa[gage]）を下回る。格納容器雰囲気温度は，第 2.6－17 図に示

すとおり，事象発生の約 28 時間後に最高値の約 143℃となり，以降は低

下傾向となっていることから，格納容器バウンダリにかかる温度は，評

価項目である 200℃を下回る。また，格納容器圧力及び雰囲気温度は格

納容器圧力逃がし装置による格納容器減圧及び除熱により低下傾向とな

ることから，約 9.5cm２の破断を想定する場合でも,最高値は同等となる。 

第 2.6－5 図に示すように，常設低圧代替注水系ポンプを用いた低圧代

替注水系（常設）による原子炉注水を継続することで，炉心の冠水状態

が維持され，炉心冷却が維持される。また，第 2.6－16 図及び第 2.6－

17 図に示すように，格納容器圧力逃がし装置による格納容器減圧及び除

熱を継続することで，高温停止での安定状態が確立する。 

約 3.7cm２の破断を想定する場合，格納容器圧力逃がし装置によるベン

ト時の非居住区域境界での実効線量の評価結果は約 1.6×10－１mSv であ

り，耐圧強化ベント系によるベント時の非居住区域境界での実効線量の

評価結果は約 6.2×10－１mSv であることから，5mSv を下回る。また，格

納容器圧力逃がし装置によるベント時の敷地境界での実効線量の評価結

線量評価－6
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2.6-22 

果は約 4.1×10－１mSv であり，耐圧強化ベント系によるベント時の敷地

境界での実効線量の評価結果は約 6.2×10－１mSv であることから，5mSv

を下回る。したがって，いずれの場合も，周辺の公衆に対して著しい放

射線被ばくのリスクを与えることはない。また，評価条件としてＬＯＣ

Ａ発生の有無のみが異なる「高圧・低圧注水機能喪失」及び「ＬＯＣＡ

時注水機能喪失（破断面積 3.7 ㎝２）」における格納容器圧力逃がし装置

による格納容器減圧及び除熱操作の操作時間（格納容器圧力

310kPa[gage]到達時）は，おおむね同等（約 28 時間後）であることから，

破断面積の違いが格納容器減圧及び除熱操作の操作時間に与える影響は

非常に小さい。このため，約 9.5cm２の破断を想定する場合でも，燃料被

覆管の破裂は発生せず，また，格納容器内での核分裂生成物の減衰時間

は同等となることから，実効線量の評価結果に有意な違いはない。 

（添付資料 2.6.5） 

安定状態が確立した以降は，残留熱除去系を復旧した後，残留熱除去

系（原子炉停止時冷却系）により冷温停止状態とする。 

以上により，本評価では，「1.2.1.2 有効性を確認するための評価項

目の設定」に示す(1)から(4)の評価項目及び周辺の公衆に対して著しい

放射線被ばくのリスクを与えないことについて，対策の有効性を確認し

た。 

2.6.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲としては，運転員等

操作時間に与える影響，評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時

間余裕を評価する。 

本重要事故シーケンスでは，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管

線量評価－7
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2.6-33 

(3) 操作時間余裕の把握 

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から，評価項目と

なるパラメータに対して，対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間

余裕を確認し，その結果を以下に示す。 

第 2.6－32 図から第 2.6－34 図に示すとおり，操作条件の逃がし安全弁

（自動減圧機能）の手動による原子炉減圧操作（常設低圧代替注水系ポン

プを用いた低圧代替注水系（常設）による原子炉注水）は，約 3.7cm２の破

断の場合には，10 分の減圧操作開始遅れを想定した場合でも，燃料被覆管

の最高温度は約 706℃であり，燃料被覆管の破裂は発生せず，評価項目を

満足することを感度解析により確認しているため，10 分程度の操作時間余

裕は確保されている。また，25 分の減圧操作遅れを想定した場合には，燃

料被覆管の最高温度は約 1,000℃となり，一部の燃料被覆管に破裂が発生

するが，炉心の著しい損傷は発生せず，この時の格納容器圧力逃がし装置

による格納容器ベント時の非居住区域境界の実効線量は約 1.1mSv，耐圧強

化ベント系による格納容器ベント時の非居住区域境界の実効線量は約

4.4mSv となる。また，格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時の

敷地境界の実効線量は約 2.8mSv，耐圧強化ベント系による格納容器ベント

時の敷地境界の実効線量は約 4.4mSv となる。したがって，いずれも 5mSv

を下回るが，この場合には格納容器雰囲気放射線モニタにより炉心損傷の

判断を行い，炉心損傷後の対応手順に移行するため，重大事故での対策の

範囲となる。なお，約 9.5cm２の破断の場合には，評価上考慮しない高圧代

替注水系による原子炉注水に期待することで，原子炉水位の低下が緩和さ

れ，操作時間余裕を確保することができる。 

操作条件の常設低圧代替注水系ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）による格納容器冷却操作は，事象発生の約 16 時間後に実施す

線量評価－8

255



添付 2.7.2-27 

(3) 結 論 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建屋内環境を想定した場合でも，ＩＳＬＯ

ＣＡ対応に必要な設備の健全性は維持される。また，中央制御室の隔離操

作に失敗した場合でも，現場での隔離操作が可能であることを確認した。 

6. 非居住区域境界及び敷地境界の実効線量評価について 

ＩＳＬＯＣＡの発生後，原子炉建屋が加圧されブローアウトパネルが開放さ

れた場合，原子炉建屋内に放出された核分裂生成物がブローアウトパネルから

大気中に放出されるため，この場合における非居住区域境界及び敷地境界の実

効線量を評価した。 

その結果，非居住区域境界及び敷地境界における実効線量はそれぞれ約 1.2

×10－１mSv，3.3×10－１mSv となり，「2.6 ＬＯＣＡ時注水機能喪失」における

耐圧強化ベント系によるベント時の実効線量（非居住区域境界：約 6.2×10－１

mSv，敷地境界：約 6.2×10－１mSv）及び事故時線量限度の 5mSv を下回ることを

確認した。 

線量評価－9「添付資料2.7.2 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の破断面積
　及び現場環境等について」より抜粋
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非居住区域境界及び敷地境界での実効線量評価について 

【事象の概要】 

1. ＬＯＣＡが発生し，高圧・低圧注水機能が喪失するが，低圧代替注水系（常設）による原子炉注水により炉心は冠水

が維持される。発生した蒸気は逃がし安全弁を通じてサプレッション・チェンバに移行する。 

2. 事象発生から約 28 時間後，サプレッション・チェンバ圧力が 310kPa[gage]到達することにより格納容器ベント操作

を実施する。 

【評価結果】非居住区域境界及び敷地境界での実効線量は 5mSv に対して十分小さい。 

サプレッション・プール

耐圧強化 

ベント系 

①a)追加放出分 FP 

②原子炉圧力容器気相部

への移行 

③サプレッション・プールの

スクラビング 

④格納容器圧力逃がし装置

による除染 

⑤格納容器圧力逃がし装置

を用いた放出（地上放出と

して評価） 

⑥耐圧強化ベント系を

用いた排気筒放出 

格納容器圧力 

逃がし装置 

①b)原子炉冷却材中 

FP（初期存在量） 

希ガス 
よう素 

有 機 無 機 

①a)追加放出分 FP 量 約 6.0×10１５Bq 
約 1.6×10１３Bq 

(よう素全体の 4％)

約 3.8×10１４Bq 

(よう素全体の 96％)

①b)原子炉冷却材中 FP量

（初期存在量） 
－ － 4.7×10１２Bq 

②原子炉圧力容器気相部

への移行割合 
100％ 10％（※１） 約 8.1％ 

③サプレッション・プー

ルの除染係数 
－ － －（※２） 

⑥大気への放出量 
約 1.5×10１４Bq 

（※３） 

約 1.0×10１２Bq 

（※３） 

約 2.1×10１３Bq 

（※３） 

希ガス 
よう素 

有 機 無 機 

①a)追加放出分 FP 量 約 6.0×10１５Bq 
約 1.6×10１３Bq 

(よう素全体の 4％)

約 3.8×10１４Bq 

(よう素全体の 96％)

①b)原子炉冷却材中 FP量

（初期存在量） 
－ － 4.7×10１２Bq 

②原子炉圧力容器気相部

への移行割合 
100％ 10％（※１） 約 8.1％ 

③サプレッション・プー

ルの除染係数（ＤＦ） 
－ － －（※２） 

④格納容器圧力逃がし装

置の除染係数（ＤＦ） 
－ 50 100 

⑤大気への放出量 
約 1.5×10１４Bq 

（※３） 

約 2.0×10１０Bq 

（※３）

約 2.1×10１１Bq 

（※３） 

【耐圧強化ベント】

【格納容器圧力逃がし装置】 

※１：残り 90％の有機よう素は原子炉冷却材中で分解され，無機よう素と同様の割合で気相に移

行する。 

※２：ドライウェルからのベントを考慮し，保守的にサプレッション・プールのＤＦを考慮しな

いものとする。 

※３：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮 

 格納容器圧力逃がし装置（地上放出） 耐圧強化ベント（排気筒放出） 

気象条件 

【非居住区域境界】 

相対濃度（χ／Ｑ） 約 2.9×10－５s／m３

相対線量（Ｄ／Ｑ） 約 4.0×10－１９Gy／Bq 

【敷地境界】 

相対濃度（χ／Ｑ） 約 8.2×10－５s／m３

相対線量（Ｄ／Ｑ） 約 9.9×10－１９Gy／Bq 

【非居住区域境界】 

相対濃度（χ／Ｑ） 約 2.0×10－６s／m３

相対線量（Ｄ／Ｑ） 約 8.1×10－２０Gy／Bq 

【敷地境界】 

相対濃度（χ／Ｑ） 約 2.0×10－５s／m３

相対線量（Ｄ／Ｑ） 約 8.0×10－２０Gy／Bq 

実効線量 
非居住区域境界：約 1.6×10－１mSv 

敷地境界   ：約 4.1×10－１mSv 

非居住区域境界：約 6.2×10－１mSv 

敷地境界   ：約 6.2×10－１mSv 
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添付 2.6.2-2 

第 1 図 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時の 

放射性希ガスの大気放出過程 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値）  

燃料棒から追加放出される希ガス 

約 6.0×10１５Bq 

原子炉圧力容器気相部への放出 

放出割合：100％ 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出 

放出割合：100％ 

格納容器圧力逃がし装置から大気へ放出 

放出割合：100％ 

格納容器内気相中の希ガス 

格納容器圧力逃がし装置から放出される希ガス 

約 1.5×10１４Bq※

※：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮 

原子炉圧力容器内気相中の希ガス 

格納容器圧力逃がし装置 地上放出 

線量評価－11
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添付 2.6.2-3 

第 2 図 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時の 

放射性よう素の大気放出過程 

燃料棒から追加放出されるよう素 

約 2.2×10１５Bq 

（Ｉ－131 等価量 約 3.9×10１４Bq） 

原子炉圧力容器 

気相部への放出 

放出割合：10％ 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出 

放出割合：100％ 

格納容器圧力逃がし装置から大気へ放出 

放出割合：100％ 

無機よう素の除染係数：100 

有機よう素の除染係数： 50 

格納容器内気相中のよう素 

格納容器圧力逃がし装置から放出されるよう素 

約 3.9×10１１Bq※ 

（Ｉ－131 等価量 約 2.3×10１１Bq） 

※：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮 

原子炉圧力容器内気相中の有機よう素 

格納容器圧力逃がし装置 地上放出 

冷却材中に存在するよう素 

約 6.0×10１３Bq 

（Ｉ－131 等価量 約 4.7×10１２Bq） 

（有機よう素割合：4％） （無機よう素割合：96％） 

原子炉圧力容器内液相中の無機よう素 

（冷却材中への分解：90％） 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出 

キャリーオーバー割合：2％ 

線量評価－12
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添付 2.6.2-4 

第 3 図 耐圧強化ベントによる格納容器ベント時の 

放射性希ガスの大気放出過程 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値）  

燃料棒から追加放出される希ガス 

約 6.0×10１５Bq 

原子炉圧力容器気相部への放出 

放出割合：100％ 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出 

放出割合：100％ 

耐圧強化ベントから大気へ放出 

放出割合：100％ 

格納容器内気相中の希ガス 

耐圧強化ベントから放出される希ガス 

約 1.5×10１４Bq※

※：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮 

原子炉圧力容器内気相中の希ガス 

耐圧強化ベント 排気筒放出 

線量評価－13
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添付 2.6.2-5 

第 4 図 耐圧強化ベントによる格納容器ベント時の 

放射性よう素の大気放出過程 

燃料棒から追加放出されるよう素 

約 2.2×10１５Bq 

（Ｉ－131 等価量 約 3.9×10１４Bq） 

原子炉圧力容器 

気相部への放出 

放出割合：10％ 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出 

放出割合：100％ 

耐圧強化ベントから大気へ放出 

放出割合：100％ 

無機よう素の除染係数：1 

有機よう素の除染係数：1 

格納容器内気相中のよう素 

格納容器圧力逃がし装置から放出されるよう素 

約 3.7×10１３Bq※ 

（Ｉ－131 等価量 約 2.2×10１３Bq） 

※：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮 

原子炉圧力容器内気相中の有機よう素 

耐圧強化ベント 排気筒放出 

冷却材中に存在するよう素 

約 6.0×10１３Bq 

（Ｉ－131 等価量 約 4.7×10１２Bq） 

（有機よう素割合：4％） （無機よう素割合：96％） 

原子炉圧力容器内液相中の無機よう素 

（冷却材中への分解：90％） 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出 

キャリーオーバー割合：2％ 

線量評価－14
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別紙 1 

添付 2.6.2-6 

「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」における線量評価について 

1. 「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」の線量評価について 

「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」の線量評価では，周辺の公衆に対し，著しい

放射線被ばくリスクを与えないこと（発生事故当たり概ね 5mSv 以下）を確認

することとしており，これは，安全評価指針※１に基づく設計基準事故の線量

評価における判断基準と同様となっている。 

安全評価指針に基づく事故時の線量評価は，周辺公衆への放射線の影響を

評価する観点から，従来から非居住区域境界に線量評価点を設定し評価して

おり，「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」の線量評価についても非居住区域境界にお

ける評価を行っている。 

また，有効性評価ガイド※２では，「敷地境界で実効線量を評価」するとし

ており，「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」においては，東海第二発電所の敷地（東

海発電所含む。）境界に線量評価点を設定し，線量評価を行っている。 

2. 線量評価点の設定について 

「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」における格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強

化ベント系による格納容器ベント実施時の非居住区域境界及び敷地境界の線

量評価を行った。 

放出源は，格納容器圧力逃がし装置によるベントにおいては原子炉建屋屋

上にある格納容器圧力逃がし装置排気口，耐圧強化ベント系によるベントに

おいては排気筒とし，放出源を中心とした 16 方位（海側方位を除く。）にお

ける非居住区域境界及び敷地境界に線量評価点を設定した。非居住区域境界

※１ 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針

※２ 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効

性評価に関する審査ガイド

線量評価－15
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添付 2.6.2-7 

の線量評価点を第 5 図及び第 6 図に示す。また，敷地境界における線量評価

点を第 7 図及び第 8 図に示す。 

3. 線量評価結果について 

非居住区域境界及び敷地境界における陸側方位の線量評価結果のうち，最

大の線量となる方位の線量評価結果を第 1 表に示す。また，操作時間余裕を

把握するために実施した原子炉注水が25分遅れた場合の線量評価結果を第2

表に示す。

耐圧強化ベント系によるベントにおいては，最大の線量となる方位の評価

距離に大きな違いがないため，線量評価結果に影響はない。また，格納容器

逃がし装置によるベントにおいては，評価距離の短縮により，敷地境界にお

ける線量が増加するが，有効性評価ガイドに基づく周辺の公衆に対し，著し

い放射線被ばくリスクに対する判断基準である 5mSv を満足している。 

第 1 表 「ＬＯＣＡ時注水機能喪失時」の線量評価結果 

放出源 評価地点 評価方位 評価距離 線 量 

耐圧強化ベント系に

よるベント 

非居住区域 

境界 
Ｗ 530m 6.2×10－１mSv 

敷地境界 Ｗ 500m 6.2×10－１mSv 

格納容器圧力逃がし

装置によるベント 

非居住区域 

境界 
ＮＷ 660m 1.6×10－１mSv 

敷地境界 ＳＷ 390m 4.1×10－１mSv 

線量評価－16
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添付 2.6.2-8 

第 2 表 「ＬＯＣＡ時注水機能喪失時」の線量評価結果 

（原子炉注水が 25 分遅れた場合） 

放出源 評価地点 評価方位 評価距離 線 量 

耐圧強化ベント系に

よるベント 

非居住区域 

境界 
Ｗ 530m 4.4×10０mSv 

敷地境界 Ｗ 500m 4.4×10０mSv 

格納容器圧力逃がし

装置によるベント 

非居住区域 

境界 
ＮＷ 660m 1.1×10０mSv 

敷地境界 ＳＷ 390m 2.8×10０mSv 

また，炉心損傷防止対策の有効性評価では，上記以外に「格納容器バイパ

ス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」（以下「ＩＳＬＯＣＡ」という。）

についても周辺公衆への放射線の影響を確認しており，非居住区域境界及び

敷地境界における線量評価結果は第 3 表のとおりであり，判断基準である

5mSv を満足している。 

第 3 表 ＩＳＬＯＣＡ時の線量評価結果 

放出源 評価地点 評価方位 評価距離 線 量 

原子炉建屋 

非居住区域 

境界 
ＮＷ 660m 1.2×10－１mSv 

敷地境界 ＳＷ 390m 3.3×10－１mSv 

線量評価－17
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第 5 図 「耐圧強化ベント系によるベント」における非居住区域境界の線量

添付 2.6.2-9 

「耐圧強化ベント系によるベント」における非居住区域境界の線量

とした

「耐圧強化ベント系によるベント」における非居住区域境界の線量

放出源を

（海側方
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第 6図 「格納容器圧力逃がし装置によるベント」の非居住区域境界の線量

添付 2.6.2-10 

置排気口

「格納容器圧力逃がし装置によるベント」の非居住区域境界の線量

とした

格納容器圧逃がし

「格納容器圧力逃がし装置によるベント」の非居住区域境界の線量

放出源を

（海側方
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第 7 図 「耐圧強強化ベント系によるベント」における敷地境界の線量評価点
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第 8 図 「格納容器圧圧力逃がし装置によるベント」における敷地境界の線量評価点点
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別紙 1 参考 1 

添付 2.6.2-13 

重大事故に至るおそれがある事故における 

非居住区域境界の線量評価について 

重大事故に至るおそれがある事故の線量評価において，隣接事業所（国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構，国立大学法人東京大学及び公益財団法人

核物質管理センター）の非居住区域を含めた区域の境界に線量評価点を設定し，

評価を行っている。 

東海第二発電所では，既許可申請書における事故時の線量評価においては，

従来から非居住区域境界に線量評価点を設定しており，新規制基準で求められ

ている設計基準事故及び重大事故に至るおそれのある事故の線量評価において

も以下の理由から非居住区域境界に線量評価点を設定し線量評価を行っている。 

1. 既許可申請書における線量評価点について 

当初申請においては，原子炉立地審査指針（以下「立地指針」という。）に

基づく立地評価を行っており，立地評価では，周辺公衆の離隔に関する評価

として，公衆が原則として居住しない区域（非居住区域）外で周辺の公衆に

放射線障害を与えないことを確認するとしている。 

周辺監視区域内は，法令により人の居住を禁止すること，業務上立ち入る

者以外の者の立ち入りを制限することとなっていることから，東海第二発電

所の敷地を取り囲むように設定されているＪＡＥＡの周辺監視区域内も含め

た非居住区域に，線量評価点を設定し，事故時の線量評価を行っている。（参

考 2 参照） 

また，後に定められた「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針」（以下「安全評価指針」という。）に基づく安全設計評価においては，

事故時の周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを

線量評価－22
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添付 2.6.2-14 

確認するとしているが，周辺の公衆に与える放射線の影響を評価する観点で

は，立地評価の考え方と同等であり，東海第二発電所においては，安全設計

評価における線量評価点についても非居住区域境界とした。 

2. 新規制基準に係る変更申請における線量評価点について 

現在も，線量評価点の考え方は当初申請から変わりがないことから，東海

第二発電所の隣接事業所（ＪＡＥＡ，国立大学法人東京大学及び公益財団法

人核物質管理センター）の非居住区域（周辺監視区域）境界を線量評価点と

している。 

新規制基準で求められている評価である，設計基準事故及び重大事故に至

るおそれのある事故においても周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくのリ

スクを与えないことを確認することとしており，周辺の公衆に与える放射線

の影響を評価する観点では，従来からの考え方から変わりがないことから，

非居住区域境界に線量評価点を設定し線量評価を行っている。（参考 3 参照） 

3. ＪＡＥＡとの整合性について 

ＪＡＥＡの試験研究炉等（ＮＳＲＲ，ＳＴＡＣＹ，ＪＲＲ－３等）の原子

炉に係る原子炉設置許可申請書の事故時の評価においても，東海第二発電所

の線量評価点の設定と同じ考え方から，東海第二発電所と同様に周辺施設を

含めた，非居住区域境界に線量評価点を設定し評価を行っている。

線量評価－23
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別紙 1 参考 2 

添付 2.6.2-15 

東海第二発電所の敷地及び非居住区域について 

昭和 30 年代に東海発電所は，現在の国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構（以下「ＪＡＥＡ」という。）の敷地内に当社が土地を取得し，建設が進めら

れ，敷地境界に周辺監視区境界が設定された。（参考第 2-1 図参照） 

昭和 40 年代に東海第二発電所は，東海発電所の敷地及び周辺監視区域内に設

置することとし，建設資機材置場を設置する場所を確保するために，仮設用地

として東海発電所から北側のＪＡＥＡの土地を借用することとした。この際に，

建設資機材置場を含めた敷地を周辺監視区域とすることとし，東海発電所の周

辺監視区域を北側に東海第二発電所から約 540m 地点，西側は国道 245 号線沿い

まで拡大し，ＪＡＥＡの周辺監視区域を含めて非居住区域とした。（参考第 2-2

図参照） 

その後，東海発電所から北側の敷地については，一部を除き当社が土地を取

得し，現在の敷地及び周辺監視区域となり，隣接事業所の周辺監視区域を含め

て非居住区域とした。（参考第 2-3 図参照）

線量評価－24
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参考第 2-1 図 東海発電所 

申請許可時 

（昭和 30 年代） 

東海及び東海第二発電所の周

隣接事業所の周辺監視区域境

非居住区域境界 

参考第 2-2 図 東海第二発電所 

当初申請時 

（昭和 40 年代） 

参考第 2-3 図

（

周辺監視区域境界

境界

東海及び東海第二発電所敷

隣接事業所敷地 

東海第二発電所建設資材仮

東海第二発電所 

新規制補正申請時 

（平成 29 年） 

敷地

仮設用地

線
量
評
価
－
2
5

2
7
2



別紙 1 参考 3 

添付 2.6.2-17 

既許可申請書の線量評価点について 

東海第二発電所の既許可申請書における線量評価においては，東海発電所及

び東海第二発電所に隣接する事業所（国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構，国立大学法人東京大学及び公益財団法人核物質管理センター）の非居住区

域を含め，参考第 3-1 図及び参考第 3-2 図に線量評価点を示すとおり，その境

界に線量計算点を設定し，放出された放射性物質による線量が最大となる地点

を選定している。 

線量評価－26
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添付 2.6.2-18 

の線量評価

心とした

参考第 3-1 図 

放出源を
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添付 2.6.2-19 

とした

く。）に設定

参考第 3-2 図 

放出源を中

線量評価－28
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別紙 1 参考 4 

添付 2.6.2-20 

非居住区域内の来訪者等について 

東海第二発電所及び隣接事業者の非居住区域内には資機材運搬，会議等で立

入る者がいるが，非居住区域（周辺監視区域）の入域に当たっては業務上立入

ることを確認しており，立入者の人数，所在等を把握しており，事業者の指示

に従い行動することになる。また，事故等の際には，非居住区域内の立入者の

不要な被ばくを避けるために，非居住区域外への退避等の必要な対処を迅速に

行うこととなる。 

具体的な対応については，各事業所が原子力災害対策特別措置法（以下「原

災法」という。）に基づき定めている，原子力事業者防災業務計画（以下「防災

業務計画」という。）に記載されており，防災業務計画には，発電所敷地内の原

子力災害活動に従事しない者及び来訪者等の退避に当たっては，退避誘導員を

配置し，退避場所への退避が迅速かつ適切に行えるように特に配慮することと

している。 

なお，東海第二発電所と隣接事業所においては，緊急事態が発生し

た場合における各事業所の相互協力のための「原子力事業所安全協力

協定（東海ノア協定）」を締結しており，事故等が発生した場合には相互

に連絡を取り対応を行うこととしている。また，「東海ノア協定」に基づき，

緊急事態を想定した総合訓練を定期的に行っており，通報連絡を迅速

に行うことができることを確認している。 

上記から，東海第二発電所の事故等の際には，隣接事業者への連絡通報を迅

速に行うことができ，隣接事業所においても，非居住区域内の来訪者等につい

て退避等の必要な対応を速やかに行うことができる。 

また，事故等の際に原子力災害の発生，拡大防止に必要な施設維持等の業務

を行う原子力防災要員等については，非居住区域内にとして留まる可能性があ

線量評価－29
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添付 2.6.2-21 

る。原子力防災要員等においては，放射線の環境状況により判断することとな

るが，既設の放射線管理設備により放射線業務従事者の線量限度，緊急作業時

の線量限度等に基づき放射線管理を行い対応することが可能である。 

別紙 1 添付 1 原子力事業者安全協定（東海ノア協定） 

別紙 1 添付 2 協定発足の経緯 

別紙 1 添付 3 協定加盟事業者 
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別紙 1 添付 1 

添付 2.6.2-22 
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添付 2.6.2-23 
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別紙 1 添付 2 

添付 2.6.2-24 

協定の発足の経緯 

ウラン加工工場の臨界事故を契機として，原子力施設の安全性向上には，原

子力事業所の一層の自主努力と相互協力が必要との気運が高まったことに鑑み，

東海村，大洗町，旭村（現鉾田市），那珂町（現那珂市）及びひたちなか市に所

在する ２１（現１８）の原子力事業所が相互に協力し，各事業所の施設の安

全確保と従業員の資質の向上を図るとともに，その施設において緊急事態が発

生した場合に各事業所が相互に協力することを目的として平成１２年１月２０

日付けで「原子力事業所安全協力協定」を締結しました。 「原子力事業所安全

協力協定」を締結した２１（現１８）の原子力事業所が所在する市町村名の東

海村と那珂町（現那珂市），大洗町，旭村（現鉾田市）及びひたちなか市のアル

ファベットの頭文字「ＮＯＡＨ」から東海ノアと称し，この協定を「東海ノア

協定」とも呼んでおります。 

（原子力事業所安全協力協定ＨＰより） 

線量評価－33
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別紙 1 添付 3 

添付 2.6.2-25 

加盟事業所の一覧 

（原子力事業所安全協力協定ＨＰより（平成 28 年 7 月 1 日現在）） 

公益財団法人核物質管理センター 東海保障措置センター

原子燃料工業株式会社 東海事業所 

株式会社 ジェー・シー・オー 東海事業所 

住友金属鉱山株式会社 経営企画部 グループ事業管理室 技術センター 

積水メディカル株式会社 創薬支援事業部 創薬支援センター 

東京大学大学院 工学系研究科原子力専攻

東北大学金属材料研究所 附属量子エネルギー材料科学国際研究センター 

日揮株式会社 技術研究所 

日本核燃料開発株式会社 

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 

日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター 

量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所 

日本原子力発電株式会社 東海事業本部 東海発電所・東海第二発電所 

日本照射サービス株式会社 東海センター 

ニュークリア・デベロップメント株式会社 

三菱原子燃料株式会社 

三菱マテリアル株式会社 エネルギー事業センター 那珂エネルギー開発研究

所 

※下線の事業所が東海第二発電所隣接事業所 

線量評価－34
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別紙 2 

添付 2.6.2-26 

格納容器内の放射性物質による直接線・スカイシャイン線の影響について 

設計基準事故の「原子炉冷却材喪失」における格納容器内の線量率は，炉心

損傷判定図から最も高い事象初期においても 10Sv／h 以下である。 

また，格納容器を囲む 190cm のコンクリートによる減衰を考慮すると，格納

容器外表面における線量率は，最低でも6桁減衰され，0.01mSv／h以下である。 

さらに，原子炉建屋等による減衰や格納容器外表面から線量評価点までの距

離を考慮すると，その値はさらに小さくなり，耐圧強化ベントによるベント時

の実効線量の約 6.2×10－１mSv と比較して，無視できるほど小さい。 

第 9 図 炉心損傷判定図 
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別紙 3 

添付 2.6.2-27 

破断面積 9.5cm２の「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」時の実効線量評価について 

破断面積約 9.5cm２の「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」における格納容器ベント実

施時の実効線量を評価するにあたって，破断面積約 3.7cm２の場合の評価から変

更となるパラメータは以下の 2 つである。 

①格納容器ベント時間（減衰時間） 

②原子炉圧力容器気相部の核分裂生成物が逃がし安全弁を介して崩壊熱相

当の蒸気に同伴して格納容器内に移行する量 

①については，破断面積が増加したとしても，「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」で

想定する格納容器圧力制御マネジメントの範囲内（炉心損傷前のマネジメント

内）においては大きく変わるものではない。 

また，②については，格納容器ベント時間に応じて増減し，格納容器ベント

時間が短くなれば減少し，判断基準に対する余裕が大きくなる方向のパラメー

タである。 

したがって，破断面積約 9.5cm２の「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」における格納

容器ベント時間が破断面積約 3.7cm２の場合と比べて多少短くなったとしても，

実効線量は大きく変わるものではないと考えられる。 

なお，①の影響を確認するために，②の効果を考慮せずに，有効性評価で考

慮する事故シーケンスのうち，最も格納容器ベント時間が短い「雰囲気圧力・

温度による静的負荷」の 19 時間の時間減衰のみを考慮して実効線量を評価した

結果，格納容器圧力逃がし装置によるベント時の実効線量は約 2.0×10－１mSv，

耐圧強化ベントによるベント時の実効線量は約 6.9×10－１mSv である。 
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12 条-23 

 (2) 対象機器の影響評価 

  ａ．故障の可能性 

   (a) 想定される故障に対する設計上の考慮 

     原子炉建屋ガス処理系の配管の信頼性について，想定される故障に

対する設計上の考慮を第 2.1-3 表に示す。この結果，原子炉建屋ガス

処理系の配管は十分な信頼性を有している。 

第 2.1-3 表 想定される故障に対する設計上の考慮 

機器 
想定される

故障 
設計上の考慮 

配管 

腐食 
建屋内外に設置した配管は，防食塗装を施してお

り，腐食の発生を抑制する設計としている。 

閉塞 

原子炉建屋ガス処理系の建屋からの吸込部は床面よ

り離れた位置に配置しており，大きな異物が系統に

流入することはなく，配管径も大きいことから閉塞

が発生することはない。 

さらに，炭素鋼材の大気暴露試験による腐食進展結果（第 2.1-2 図）

によると，10 年経過時の腐食量が 0.5 ㎜以下であることから，40 年経過

したとしても減肉量は 2mm 以下である。この減肉量は配管肉厚（最小 9.5

㎜）に対して十分小さいことから，配管は十分な信頼性を有している。 
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12 条-24 

第 2.1-2 図 我が国各地における普通鋼及び耐候性鋼の暴露試験結果 

（社団法人腐食防食協会「腐食・防食ハンドブック」に加筆） 

   (b) 保守管理 

     原子炉建屋ガス処理系は，第 2.1-4 表に示すとおり配管の外観点検

を定期的に行っており，有意な腐食が発生していないことを確認して

いる。また，第 2.1-5 表に示すとおり，保安規定に基づく定期試験に

より系統の健全性を確認している。 

     この結果，原子炉建屋ガス処理系の配管は適切な保守管理を実施し

ており，当該設備の健全性を確保することが可能である。 

第 2.1-4 表 配管点検内容 

機器 
想定される 

経年劣化事象
点検内容 

配管 腐食 

外観点検 

亀裂，変形，腐食，塗装の剥離等

の有意な異常がないことを目視に

て確認する。 
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12 条-25 

第 2.1-5 表 定期試験内容 

定期試験 試験内容 

原子炉建屋ガス処理

系手動起動試験 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処

理系排風機を起動し，系統流量が必要流量

以上で正常に運転できることを確認する。 

   (c) 過去の故障実績 

     これまで，原子炉建屋ガス処理系の配管については保守管理を適切

に実施しており，工事報告書及び不適合管理票により確認した結果，

機能性能に影響を及ぼすような故障実績はなかった。 

     また，原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）等※におい

て共有されている過去の故障事例を確認した結果，当該系統である原

子炉建屋ガス処理系（非常用ガス処理系）に関する故障実績はなかっ

た。 

     しかし，自社プラントにおいて換気空調ダクトの腐食による故障が

発生している。この水平展開として，東海第二発電所では管理区域と

のバウンダリとなる屋内外のダクト（原子炉建屋ガス処理系配管を含

む）について外観点検（1 回／年）を実施し，腐食等の有無を確認し，

必要に応じて補修塗装等の対応を実施することとした。また，当該系

統の中で最も腐食環境にある非常用ガス処理系排気筒については定期

的に肉厚測定を実施し，異常のないことを確認しており，このことか

らも機能性能に影響を与える故障が発生する可能性は低いと評価する。 

      ※ ＢＷＲ事業者協議会（ＪＢＯＧ），一般社団法人原子力安全推進協会

及び電気事業者連合会 
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12 条-26 

  ｂ．故障の仮定 

    原子炉建屋ガス処理系配管の一部について，影響評価を実施する上で

仮定する単一設計箇所の故障を検討した。上述のとおり，当該配管につ

いては軽微な腐食程度しか考えられず，運転条件，環境条件等から最も

過酷な条件を想定したとしても，全周破断の発生は考えられない。 

    しかしながら，系統機能を喪失させる故障を仮定する観点から，全周

破断を仮定する。 

    なお，原子炉建屋ガス処理系の建屋からの吸込部は床面より離れた位

置に配置しており，大きな異物が系統に流入することはなく，配管径も

大きいことから閉塞が発生することはない。 

ｃ．仮定した故障による影響評価 

    原子炉建屋ガス処理系は，事故時に発生する雰囲気ガスに含まれる放

射性物質をフィルタにて除去した後に，原子炉建屋内ガスを環境へ放出

することで，原子炉施設周辺の一般公衆の放射線被ばくを低減させるも

のである。このため，静的機器の故障を仮定した場合の影響評価として，

非居住区域境界外の被ばく評価を行う。 

    前提とする事故については，設置許可申請書添付書類十の安全評価で，

原子炉建屋ガス処理系の機能を期待している原子炉冷却材喪失及び燃料

集合体の落下とする。 

 (a) 故障箇所の想定 

     原子炉建屋ガス処理系配管の単一設計箇所については，故障による

影響を検討する上で，以下のように区分される。第2.1-3図に故障想定

箇所の概要を示す。 
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12 条-27 

区分① 非常用ガス再循環系吸気配管 

区分② 非常用ガス再循環系－非常用ガス処理系連絡配管 

区分③ 非常用ガス再循環系戻り配管 

区分④ 非常用ガス処理系排気配管（原子炉建屋内） 

区分⑤ 非常用ガス処理系排気配管（原子炉建屋外） 

第 2.1-3 図 故障想定箇所概要図 

・区分① ： 配管の全周破断を想定しても，破断口からの吸気により

非常用ガス再循環系及び非常用ガス処理系で処理されたガス

が高所から環境に放出されることになるため，非居住区域境界

外の一般公衆の被ばく評価への影響はない。 

・区分② ： 配管の全周破断を想定すると，破断口から原子炉建屋内

の雰囲気が，直接非常用ガス処理系に流入することになる。非
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12 条-28 

常用ガス処理系は非常用ガス再循環系で処理したガスが入る

ことを前提としているため，評価に当たっては，非常用ガス処

理系が停止することを仮定する。したがって，非常用ガス再循

環系が原子炉建屋内のガスを処理し続けるものの，非常用ガス

処理系の停止により，原子炉建屋の負圧が保てなくなる。この

ため，フィルタを通らないガスが原子炉建屋から漏えいするこ

ととなり，非居住区域境界外の一般公衆の被ばく評価への影響

が大きくなる。 

・区分③ ： 配管の全周破断を想定しても，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の運転に影響を与えないことから，非居住区

域境界外の一般公衆の被ばく評価への影響はない。 

・区分④ ： 配管の全周破断を想定すると，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系で処理したガスは原子炉建屋内に放出され

ることとなり，原子炉建屋の負圧が保てなくなる。このため，

フィルタを通らないガスが原子炉建屋から漏えいすることと

なるが，非常用ガス処理系の運転が継続されるため，区分②と

比べて，非居住区域境界外の一般公衆の被ばく評価への影響は

小さい。 

・区分⑤ ： 配管の全周破断を想定した場合，排気筒放出から地上放

出になるが，非常用ガス再循環系及び非常用ガス処理系で処理

されたガスが原子炉建屋外に排気されるため，区分④と比べて，

非居住区域境界外の一般公衆の被ばく評価への影響は小さい。 

また，二重化された部分であっても，単一設計部分に接続され隔離

がなされない部分については，全周破断が発生した場合には両系統に
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12 条-29 

影響を及ぼすが，単一設計箇所の評価に包絡されることを確認してい

る。 

・区分①-1 ：流入した気体は全量フィルタ処理される。 

・区分②-1，②-2 ：非常用ガス再循環系で処理したガスの全量が

放出するが，区分②に包絡される。 

・区分④-1 ：非常用ガス再循環系で処理したガスの全量が放出す

るが，区分④に包絡される。 

     以上から，評価上最も厳しくなる区分②を，保守的に故障想定箇所

とする。 

 (b) 故障の発生時期 

     故障が発生する時期は，設置許可基準規則の解釈第 12 条の第 5 項

に基づき，事故発生から 24 時間後とする。

 (c) 評価条件 

    ⅰ) 原子炉冷却材喪失 

      原子炉冷却材喪失において，添付書類十で想定する評価条件であ

る動的機器の単一故障を仮定したベースケースと，ベースケースの

評価条件に加えて，単一設計箇所の静的機器の故障を考慮した影響

評価の評価条件の比較を第 2.1-6 表に示す。なお，評価に当たって

は，より厳しい条件においても公衆への被ばく影響が小さいことを

確認する観点から，原子炉建屋ガス処理系配管の破断箇所の修復は

行わないものとし，配管破断後は破断箇所からの放出が続くものと

する。 
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12 条-30 

第 2.1-6 表 評価条件の比較（原子炉冷却材喪失） 

項目 影響評価 ベースケース 

放射性物質の

環境に放出さ

れる経路 

（事故発生～24時間） 

 非常用ガス再循環系及び非常用

ガス処理系で処理された後，非常

用ガス処理系排気筒から大気中に

放出[排気筒放出] 

（24時間以降） 

非常用ガス再循環系は機能する

が，処理されたガスは原子炉建屋

内へ放出され，原子炉建屋内の放

射性物質の一部が大気中に放出[地

上放出] 

非常用ガス再循環系及び非常用ガ

ス処理系で処理された後，非常用

ガス処理系排気筒から大気中に放

出[排気筒放出] 

環境に放出さ

れた放射性物

質の大気中の

拡散条件 

（実効放出継続時間※） 

[事故発生～24時間] 

・希ガス：10時間 

・よう素：20時間 

[24時間以降] 

 ・希ガス：140時間 

・よう素：210時間 

（相対線量（D／Q）） 

[事故発生～24時間] 5.6×10－２０（Gy／

Bq） 

[24時間以降]         2.4×10－１９（Gy／

Bq）（相対濃度（χ／Q）） 

[事故発生～24時間] 8.9×10－７（s／m３） 

[24時間以降]         7.0×10－６（s／m３） 

（実効放出継続時間） 

・希ガス：24時間 

・よう素：24時間 

（相対線量（D／Q）） 

   4.5×10－２０（Gy／Bq） 

（相対濃度（χ／Q）） 

8.0×10－７（s／m３） 

※：実効放出継続時間は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」により算

出する。
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12 条-31 

 ⅱ) 燃料集合体の落下 

      燃料集合体の落下において，添付書類十で想定する評価条件であ

る動的機器の単一故障を仮定したベースケースと，ベースケースの

評価条件に加えて，単一設計箇所の静的機器の故障を考慮した影響

評価の評価条件の比較を第 2.1-7 表に示す。なお，評価に当たって

は，より厳しい条件においても公衆への被ばく影響が小さいことを

確認する観点から，原子炉建屋ガス処理系配管の破断箇所の修復は

行わないものとし，配管破断後は破断箇所からの放出が続くものと

する。 
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12 条-32 

第 2.1-7 表 評価条件の比較（燃料集合体の落下） 

項目 影響評価 ベースケース 

放射性物質の

環境に放出さ

れる経路 

（事故発生～24時間） 

 非常用ガス再循環系及び非常用ガ

ス処理系で処理された後，非常用ガ

ス処理系排気筒から大気中に放出[排

気筒放出] 

（24時間以降） 

非常用ガス再循環系は機能するが，

処理されたガスは原子炉建屋内へ放

出され，原子炉建屋内の放射性物質

の一部が大気中に放出[地上放出] 

非常用ガス再循環系及び非常用ガ

ス処理系で処理された後，非常用

ガス処理系排気筒から大気中に放

出[排気筒放出] 

環境に放出さ

れた放射性物

質の大気中の

拡散条件 

（実効放出継続時間※） 

 ・希ガス：10時間 

・よう素：1時間 

（相対線量（D／Q）） 

[事故発生～24時間] 5.6×10－２０（Gy／Bq） 

[24時間以降]         4.8×10－１９（Gy／Bq）

（相対濃度（χ／Q）） 

[事故発生～24時間] 2.0×10－６ （s／m３） 

[24時間以降]         2.4×10－５ （s／m３） 

（実効放出継続時間） 

 ・希ガス：15時間 

 ・よう素： 5時間 

（相対線量（D／Q）） 

5.1×10－２０(Gy／Bq) 

（相対濃度（χ／Q）） 

2.0×10－６(s／m3) 

※：実効放出継続時間は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」により算

出する。 
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12 条-33 

   (d) 評価結果 

    ⅰ) 原子炉冷却材喪失 

      原子炉冷却材喪失について単一設計箇所の静的機器の故障を考慮

した影響評価において，原子炉建屋ガス処理系配管のうち区分②（非

常用ガス再循環系－非常用ガス処理系連絡配管）が全周破断した場

合の評価結果は，第 2.1-8 表に示すとおり約 1.1×10－２mSv であり，

判断基準（実効線量 5mSv 以下）を満足することを確認した。 

第 2.1-8 表 評価結果の比較（原子炉冷却材喪失） 

項  目 影響評価 ベースケース 

環境に放出される希

ガス（γ線実効エネ

ルギ 0.5MeV 換算値） 

排気筒放出 約 7.9×10１１Bq 約 4.0×10１２Bq 

地上放出 約 3.2×10１２Bq － 

環境に放出されるよ

う素（I-131 等価量

－小児実効線量係数

換算） 

排気筒放出 約 4.4×10８Bq 約 4.8×10９Bq 

地上放出 約 1.4×10１１Bq － 

実効線量 

希ガスのγ線外部被ば

くによる実効線量 
約 8.2×10－４mSv 約 1.8×10－４mSv 

よう素の内部被ばくに

よる実効線量 
約 9.6×10－３mSv 約 3.6×10－５mSv 

原子炉建屋内からの直

接線及びスカイシャイ

ン線による実効線量 

約 1.0×10－４mSv 約 1.0×10－４mSv

合 計 約 1.1×10－２mSv 約 3.2×10－４mSv 
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12 条-34 

  ⅱ) 燃料集合体の落下 

      燃料集合体の落下について単一設計箇所の静的機器の故障を考慮

した影響評価において，原子炉建屋ガス処理系配管のうち区分②（非

常用ガス再循環系－非常用ガス処理系連絡配管）が全周破断した場

合の評価結果は，第 2.1-9 表に示すとおり約 5.9×10－２mSv であり，

判断基準（実効線量 5mSv 以下）を満足することを確認した。 

第 2.1-9 表 評価結果の比較（燃料集合体の落下） 

項  目 影響評価 ベースケース 

環境に放出される希

ガス（γ線実効エネ

ルギ 0.5MeV 換算値） 

排気筒放出 約 2.4×10１４Bq 約 3.1×10１４Bq 

地上放出 約 7.7×10１３Bq － 

環境に放出されるよ

う素（I-131 等価量

－小児実効線量係数

換算） 

排気筒放出 約 6.0×10１０Bq 約 6.1×10１０Bq 

地上放出 約 2.0×10１０Bq － 

実効線量 

希ガスのγ線外部被ば

くによる実効線量 
約 5.0×10－２mSv 約 1.6×10－２mSv

よう素の内部被ばくに

よる実効線量 
約 8.4×10－３mSv 約 1.7×10－３mSv 

合 計 約 5.9×10－２mSv 約 1.8×10－２mSv 

ｄ．安全上支障のない期間の考え方 

    以上のとおり，添付書類十の評価結果である動的機器の単一故障に加

えて，静的機器の単一故障が発生し，かつ(3)に示す修復を行わないと

仮定しても，設計基準事故時の判断基準である周辺公衆の実効線量

5mSv を下回る程度の影響度合いであることを確認した。これよりによ
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り，(3)に示す修復作業期間は安全上支障のない期間であることを確認

した。  
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  ｃ．仮定した故障による影響評価 

    中央制御室換気系は，事故時に発生する雰囲気ガスに含まれる放射性

物質をフィルタにて除去することにより，運転員の被ばくを低減するも

のである。このため，静的機器の故障を仮定した場合の影響評価とし

て，運転員の被ばく評価を行う。 

    運転員の被ばく評価手法は，「原子力発電所中央制御室の居住性に係

る被ばく評価手法について（内規）」（平成 21･07･27 原院第 1 号）

（以下「内規」という。）に従い実施することとし，前提とする事故に

ついては，内規に示される，主蒸気管破断（仮想事故）及び原子炉冷却

材喪失（仮想事故）を評価対象とする。 

   (a) 故障箇所の想定 

     中央制御室換気系ダクトの単一設計箇所については，故障による影

響を検討する上で，以下のように区分される。第 2.1-10 図に故障想定

箇所の概要を示す。 

区分① 中央制御室からの戻りダクト 

区分② フィルタユニットの吸込みダクト 

区分③ フィルタユニット－空気調和機の連絡ダクト 

区分④ 中央制御室への給気ダクト 

コンクリート密度－14

297



12 条-58 

第 2.1-10 図 故障想定箇所概要図 

・区分① ： ダクトの全周破断箇所から，空気調和機の容量（42,500  

m３／h）に相当する外気が流入するが，フィルタユニットの排

風機の容量（5,100 m３／h）に相当する空気がフィルタ処理さ

れ，系統に戻されるため，区分③と比べて，運転員の被ばく評

価への影響は小さい。 

・区分② ： ダクトの全周破断を想定しても，破断口から流入した外

気はフィルタユニットを通過し，処理された空気が中央制御室

に送風されることから，運転員の被ばく評価への影響は小さい。 

・区分③ ： ダクトの全周破断箇所から，フィルタユニットで処理し

た空気の全量（5,100 m３／h）が系統外に流出し，フィルタを

通過しない外気のみが中央制御室に送風されることになるた
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め，運転員の被ばく評価への影響が大きくなる。 

・区分④ ： 空気調和機の容量（42,500 m３／h）に相当する空気が中

央制御室から引かれるため，それと同量の外気がダクトの全周

破断箇所より中央制御室に流入することとなる。そのため，区

分③とほぼ同様な条件となる。 

また，二重化された部分であっても，単一設計部分に接続され隔離

がなされない部分については，全周破断が発生した場合には両系統に

影響を及ぼすが，単一設計箇所の評価に包絡されることを確認してい

る。 

     空気調和機は，構造及び運転条件等から瞬時に全周破断することは

ないため，全周破断の想定は不要である。 

・区分①-1 ：外気が流入するが，区分①に包絡される。 

・区分①-2 ：外気が流入するが，区分①に包絡される。 

・区分①-3 ：外気が流入するが，区分①に包絡される。 

・区分②-1 ：流入した外気は全量フィルタ処理される。 

・区分②-2 ：流入した外気は全量フィルタ処理される。 

・区分③-1 ：フィルタを通過しない外気が流入するが，区分③に包

絡される。 

・区分③-2 ：フィルタを通過しない外気が流入するが，区分③に包

絡される。 

・区分④-1 ：外気が流入するが，区分④に包絡される。 

・区分④-2 ：外気が流入するが，区分④に包絡される。 
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     以上より，評価上最も厳しくなる区分③を，保守的に故障想定箇所

とする。 

   (b) 故障の発生時期 

     故障が発生する時期は，設置許可基準規則の解釈第 12 条の第 5 項

に基づき，事故発生から 24 時間後とする。 

   (c) 評価条件 

     内規に基づく中央制御室換気系の評価条件と，この評価条件に加え

て単一設計箇所の静的機器の故障を考慮した影響評価の評価条件の比

較を第 2.1-20 表に示す。なお，評価に当たっては，より厳しい条件に

おいても公衆への被ばく影響が小さいことを確認する観点から，保守

的に中央制御室換気系ダクトの破断箇所の修復は行わないものとし，

ダクト破断後は外気が中央制御室内に流入し続けるものする。 

コンクリート密度－17

300



12 条-61 

第 2.1-20 表 評価条件の比較 

項目 影響評価 内規に基づく評価 

中央制御室換気系

の機能 

事故発生より15分後※～24時間 

 非常用循環流量：5,100m３／h 

 外気取込量  ：   0m３／h 

 インリーク  ：1回／h 

24時間～30日 

 非常用循環流量：     0m3／h 

 外気取込量  ：45,900m3／h 

 インリーク  ：1回／h 

事故発生 15 分後※～30 日： 

 再循環流量:5,100m３／h 

  外気取込量:3,400m３／h 

 （間欠：27 時間循環運転後 3 時

間外気取込） 

インリーク:1回／h 

※：事故発生後に手動操作にて非常用循環系ファンを起動させるが，時間余裕を考慮し

て事故発生より15分後に起動させるものとする。 

 (d) 評価結果 

     原子炉冷却材喪失（仮想事故）を前提とした事故発生後 30 日間につ

いて，中央制御室換気系ダクトの単一設計箇所の故障を考慮した運転

員の線量評価の結果は約 3.1mSv であり，判断基準（実効線量 100mSv

以下）を満足することを確認した。評価結果を第 2.1-21 表に示す。な

お，主蒸気管破断（仮想事故）については約 2.8mSv となった。 

第 2.1-21 表 評価結果 

（単位：mSv） 

項目 影響評価 内規に基づく評価

室内滞在時 

建物内放射性物質からの直接線

及びスカイシャイン線による被

ばく 

約 1.6×10０ 約 1.6×10０

大気中放射性物質による被ばく 約 3.4×10－２ 約 3.4×10－２

室内に取り込まれる放射性物質

による被ばく 
約 4.8×10－１ 約 2.0×10－１

入退域時 

建物内放射性物質からの直接線

及びスカイシャイン線による被

ばく 

約 1.0×10０ 約 1.0×10０

大気中放射性物質による被ばく 約 3.5×10－２ 約 3.5×10－２

合計 約 3.1×10０ 約 2.8×10０
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ｄ．安全上支障のない期間の考え方 

    以上のとおり，静的機器の単一故障が発生し，かつ(3)に示す修復を

行わないと仮定しても，判断基準である運転員の線量限度 100mSv を下

回る程度の影響度合いであることを確認した。これにより，(3)に示す

修復作業期間は，安全上支障のない期間であることを確認した。

 (3) 故障箇所の修復 

  ａ．検知性 

    中央制御室換気系ダクト（単一設計箇所及び二重化された部分）に全

周破断が発生した場合は，中央制御室での確認（中央制御室エリア放射

線モニタの指示値上昇，通風口からの破断音）及び現場確認（視覚，聴

覚，触覚）により，全周破断箇所の特定は可能である。なお，故障の位

置や大きさによっては中央制御室での検知は困難であるが，巡視点検に

より異常の有無を現場で検知することができる。 

    また，現場確認の範囲は限定（約11m×約61m）されており，確認に長

時間を要しない。全周破断発生直後における当該区域の雰囲気線量率は

フィルタに2mまで接近した厳しい条件で評価しても約5.2×10－２mSv／h

であるため現場確認は十分可能である。 

  ｂ．修復性 

    ダクトの修復作業は，破断箇所を特定した後，あらかじめ用意した修

復用資機材を用いて，以下の手順で行う。修復作業の一例を第2-11図に

示す。 

    なお，現場確認により，単一設計箇所と二重化された箇所でダクトの

形状（直管，エルボ管，分岐管，床貫通部）に違いはないことを確認し

ており，修復方法も様々なダクト形状に対応できる工法であることから，
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いずれの箇所で故障が発生した場合でも修復可能である。 

① 準備作業（修復用資機材運搬等） 

・修復用資機材は発電所構内に保管する。 

・修復用資機材は使用環境（耐圧性，耐熱性）を考慮した仕様の

ものを準備する。 

② 修復箇所の作業性を確保する（高所の場合は足場を設置する）。 

③ 破断面のバリ等の凹凸を除去する。 

④ ダクト破断箇所に，修復用資機材（ゴムシート，当て板等）を取

り付ける。 

第2.1-11図 ダクトの修復イメージ 

    修復は破断箇所を特定した後に行うため，足場設置箇所が限定できる

ことから，足場の組立作業を含めても2日間程度で修復可能である。 

    なお，当該作業を実施するに当たり，必要な隔離作業はファンの電源

“切”及びスイッチの停止操作のみであり，手動による弁の閉止操作は

必要ない。 

また，修復作業については協力会社を含めた作業員の召集体制，資機

材の準備，作業手順，訓練の実施等の必要事項を今後社内規程として整

破断面 

ゴムシート＋金属金網 
バンド 
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備する。 

  ｃ．修復作業での被ばく評価 

    中央制御室換気系ダクトの修復を行う際の前提を条件が厳しくなる主

蒸気管破断（仮想事故）として，以下の条件で被ばく評価を行った。 

・ 事故発生から24時間後の線量率を用いる。 

・ 1人当たりの作業時間を12時間とする。 

・ 作業場所は単一設計箇所でフィルタに最も接近するフィルタか

ら2mの位置とする。 

・ 保守的にマスク等の防護装備の効果は見込まない。 

    評価の結果，作業員の被ばく線量は約 6.2×10－１mSv となり，災害発

生時の復旧作業であることから緊急作業時の線量限度（100mSv）と比較

すると，それを下回っていることを確認した。評価結果を第 2.1-22 表に

示す。 

第 2.1-22 表 ダクト修復作業の被ばく評価 

作業内容 線量率（mSv／h） 実効線量（mSv） 

ダクト修復（全周破断） 約5.2×10－２ 約6.2×10－１

  ｄ．修復後について 

    中央制御室換気系の静的機器の単一故障箇所についてゴムシート，当

て板等で修復することとしているが，これらは早期に安全機能を回復し，

故障の影響を低減させることを目的とした応急処置である。したがって，

事故収束後は故障箇所に対して技術基準に適合する取替・修理を行う。 
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 (4) 総合評価 

   中央制御室換気系ダクトのうち単一設計の箇所について，当該設備に要

求される原子炉制御室非常用換気空調機能が喪失する想定として，最も過

酷な条件になると想定されるダクトの全周破断を仮定した。 

   これまでの評価により，運転員の被ばくによる実効線量の評価値，及び

修復作業に従事する作業員の被ばくによる実効線量の評価値はいずれも判

断基準を満足することから，単一設計箇所の静的機器の故障が安全上支障

のない期間に確実に除去又は修復できることを確認した。 

   以上から，故障個所の検知性及び修復性，作業時の被ばく及び公衆の被

ばくの観点から，設置許可基準規則第12条の解釈5に記載されている「想定

される最も過酷な条件下においても，その単一故障が安全上支障のない期

間に除去又は修復できることが確実であれば，その単一故障を仮定しなく

てよい。」に適合することを確認した。 
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26 条-別添 2-i  

東海第二発電所 

原子炉制御室の居住性（設計基準事故）

に係る被ばく評価について 

別添２
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中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 

設計基準事故時における中央制御室の居住性に係る被ばく評価に当たって

は，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

（平成 21・07・27 原院第 1 号平成 21 年 8 月 12 日）」（以下「被ばく評価手法

（内規）」という。）に基づき行った。 

1．大気中への放出量の評価 

評価事象は，原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とした。 

想定事故時における放射性物質の建屋内の存在量，大気中への放出量は，

仮想事故相当のソースタームを基にする数値，評価手法及び評価条件を使用し

て評価した。 

2．大気拡散の評価 

被ばく評価に用いる相対濃度と相対線量は，大気拡散の評価に従い実効放

出継続時間を基に計算した結果を年間について小さい方から順に並べた累積

出現頻度 97％に当たる値を用いた。評価においては，2005 年 4 月～2006 年 3

月の 1 年間における気象データを使用した。なお，当該データの使用に当た

っては，当該 1 年間の気象データが長期間の気象状態を代表しているかどう

かの検討をＦ分布検定により実施し，特に異常でないことを確認している。 

3．原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線の評価 

原子炉建屋原子炉棟内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャイ

ンガンマ線による運転員の実効線量は，施設の位置，建屋の配置，形状等を

考慮して評価した。直接ガンマ線についてはＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコード，

スカイシャインガンマ線についてはＡＮＩＳＮコード及びＧ３３－ＧＰ２Ｒ
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コードを用いて評価した。 

4．中央制御室の居住性に係る被ばく評価 

被ばく評価に当たって考慮している被ばく経路（①～⑤）を第 4-1 図に示

す。それぞれの経路における評価方法及び評価条件は以下に示すとおりであ

る。 

中央制御室等の運転員に係る被ばく評価期間は事象発生後 30 日間とした。

運転員の勤務体系は 5 直 2 交替とし，30 日間の評価期間において最も中央制

御室の滞在期間が長く，入退域回数が多い者を対象として，30 日間の積算線

量を中央制御室の滞在期間及び入退域に要する時間の割合で配分し，実効線

量を評価した。  

4.1 中央制御室内での被ばく 

4.1.1 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく（経路①） 

事故期間中に原子炉建屋原子炉棟内に存在する放射性物質からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による中央制御室内での運転員の

外部被ばくは，前述 3．の方法で実効線量を評価した。 

4.1.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく（経路②） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内で

の外部被ばくは，事故期間中の大気中への放射性希ガス等（以下「希ガス

等」という。）の放出量を基に大気拡散効果と中央制御室の壁・天井によ

るガンマ線の遮蔽効果を踏まえて運転員の実効線量を評価した。 
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4.1.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく（経路③） 

事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から中央制

御室内に取り込まれる。中央制御室内に取り込まれた希ガス等からのガン

マ線による外部被ばく及び放射性よう素（以下「よう素」という。）の吸

入摂取による内部被ばくの和として実効線量を評価した。 

中央制御室内の放射性物質濃度の計算に当たっては，（1），（2）に示す

中央制御室換気系の効果を考慮した。 

（1）中央制御室換気運転モード  

中央制御室換気系の運転モードを以下に示す。具体的な系統構成は第

4-2 図に示すとおりである。  

    1）通常時運転時 

通常時は，中央制御室空気調和機ファン及び中央制御室排気用ファ

ンにより，一部外気を取り入れる閉回路循環方式によって中央制御室

の空気調節を行う。 

2）事故時  

事故時は，外気取入口を遮断して，中央制御室フィルタ系ファンに

よりフィルタユニット（高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタ）

を通した閉回路循環運転とし，運転員を放射線被ばくから防護する。 

なお，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化した場合には，

チャコールフィルタにより外気を浄化して取り入れることもできる。 

（2）フィルタを通らない空気流入量 

中央制御室へのフィルタユニットを通らない空気の流入量は，空気流

入率測定試験結果を踏まえて保守的に換気率換算で 1.0 回／h と仮定し

て評価した。 
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第4-2図 中央制御室換気系概略図 
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4.2 入退域時の被ばく 

4.2.1 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく（経路④）  

事故期間中に原子炉建屋原子炉棟内に存在する放射性物質からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による入退域時の運転員の外部被

ばくは，中央制御室の壁・天井によるガンマ線の遮蔽効果を期待しないこ

と以外は，「4.1.1 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ば

く（経路①）」と同様な手法で実効線量を評価した。 

入退域時の運転員の実効線量の評価に当たっては，建屋出入口を代表点

とし，入退域ごとに評価点に 15 分滞在するとして評価した。 

4.2.2 大気中へ放出された放射性物質による被ばく（経路⑤） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ば

くは，中央制御室の壁・天井によるガンマ線の遮蔽効果を期待しないこと

以外は「4.1.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく

（経路②）」と同様な手法で，吸入摂取による内部被ばくは中央制御室の

換気系に期待しないこと以外は「4.1.3 室内に外気から取り込まれた放射

性物質による被ばく（経路③）」と同様な方法で放射性物質からのガンマ

線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばくの和として運転員の

実効線量を評価した。  

入退域時の運転員の実効線量の評価は，上記 4.2.1 の仮定と同じとした。 

5．評価結果のまとめ 

設計基準事故時における中央制御室等の運転員の被ばく評価結果を第 5-1

表に，内訳を第 5-2 表に示す。評価結果は，原子炉冷却材喪失において実効

線量で約 2.9mSv，主蒸気管破断において実効線量で約 1.7mSv であり，法令に
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おける緊急時作業に係る線量限度 100mSv を下回っている。 

なお,この評価に係る被ばく経路イメージを第 5-3 表に，被ばく評価の主要

条件を第 5-4 表及び第 5-5 表に示す。 

第 5-1 表 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価結果

被ばく経路 
原子炉冷却材喪失 

（実効線量） 

主蒸気管破断 

（実効線量） 

中
央
制
御
室
内

①建物内の放射性物質からのガンマ線による中

央制御室内での被ばく 
約 1.6×10０ 約 4.3×10－３

②大気中へ放出された放射性物質のガンマ線に

よる中央制御室内での被ばく 
約 3.4×10－２ 約 1.3×10－２

③室内に外気から取り込まれた放射性物質によ

る中央制御室内での被ばく 
約 2.0×10－１ 約 1.5×10０

小計（①＋②＋③） 約 1.8×10０ 約 1.5×10０

入
退
域
時

④建物内の放射性物質からのガンマ線による入

退域時の被ばく 
約 1.0×10０ 約 1.6×10－１

⑤大気中へ放出された放射性物質による入退域

時の被ばく 
約 3.5×10－２ 約 9.4×10－２

小計（④＋⑤） 約 1.1×10０ 約 2.6×10－１

合計（①＋②＋③＋④＋⑤） 約 2.9×10０ 約 1.7×10０

（単位：mSv） 
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第 5-2 表 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価結果の内訳 

実効線量（mSv） 

原子炉冷却材喪失 主蒸気管破断 

外部被ばく 内部被ばく 
実効線量の

合計値 
外部被ばく 内部被ばく 

実効線量の

合計値 

室
内
作
業
時

①原子炉建物内の放射性物質からのガンマ

線による被ばく 
約 1.6×10０ ― 約 1.6×10０ 約 4.3×10－３ ― 約 4.3×10－３

②大気中へ放出された放射性物質のガンマ

線による被ばく 
約 3.4×10－２ ― 約 3.4×10－２ 約 1.3×10－２ ― 約 1.3×10－２

③室内に外気から取り込まれた放射性物質

による被ばく 
約 1.1×10－２ 約 1.9×10－１

約 2.0×10－１ 約 3.9×10－２ 約 1.4×10０
約 1.5×10０

小計（①＋②＋③） 約 1.6×10０ 約 1.9×10－１
約 1.8×10０ 約 5.7×10－２ 約 1.4×10０

約 1.5×10０

入
退
域
時

④原子炉建物内の放射性物質からのガンマ

線による被ばく 
約 1.0×10０ ― 約 1.0×10０ 約 1.6×10－１ ― 約 1.6×10－１

⑤大気中へ放出された放射性物質による被

ばく 
約 1.5×10－２ 約 2.0×10－２

約 3.5×10－２ 約 3.8×10－３ 約 9.0×10－２
約 9.4×10－２

小計（④＋⑤） 約 1.0×10０ 約 2.0×10－２
約 1.1×10０ 約 1.7×10－１ 約 9.0×10－２

約 2.6×10－１

合計（①＋②＋③＋④＋⑤） 約 2.7×10０ 約 2.1×10－１ 約 2.9×10０
約 2.2×10－１ 約 1.5×10０

約 1.7×10０
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第 5-3 表 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく経路イメージ

中央制御室内での被ばく

①原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく
（直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく）

②大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による被ばく
（クラウドシャインによる外部被ばく）

③外気から中央制御室内へ取り込まれた放射性物質による被ばく
（吸入摂取による内部被ばく、室内に浮遊している放射性物質による外部被ばく）

入退域での被ばく

④原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく
（直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく）

⑤大気中へ放出された放射性物質による被ばく
（クラウドシャインによる外部被ばく、吸入摂取による内部被ばく）

中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく経路イメージ

①原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく
直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく）

②大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による被ばく
クラウドシャインによる外部被ばく）

③外気から中央制御室内へ取り込まれた放射性物質による被ばく
吸入摂取による内部被ばく、室内に浮遊している放射性物質による外部被ばく）

④原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく
直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく）

⑤大気中へ放出された放射性物質による被ばく
クラウドシャインによる外部被ばく、吸入摂取による内部被ばく）
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第 5-4 表 中央制御室の居住性（設計基準事故

大項目 中項目 

原子炉格納容器に放

出される核分裂生成

物量 

炉心熱出力 
定格熱出力の約

(熱出力 3,440MW)

原子炉運転時間 2000 日

格納容器に放出される核分裂生

成物割合 

希ガス：100%

よう素：50%

原子炉格納容器内で

の低減効果 

原子炉格納容器への無機よう素

の沈着割合 
50% 

格納容器スプレイ等による無機

よう素に対する除去効果 

分配係数（気相濃度と液相濃度

の比）：100

環境への放出 

原子炉格納容器からの漏えい率 0.5%/day

非常用ガス再循環系及び非常用

ガス処理系のよう素除去効果 

再循環：80%

外部放出：

大気拡散 

気象資料 2005 年 4

実効放出継続時間 
希ガス：24

よう素：24

累積出現頻度 小さい方から

着目方位 1 方位 

運転員の被ばく評価

中央制御室換気設備 

起動時間遅れ：

閉回路循環運転

運転(3h)の

中央制御室非常時際循環処理装

置よう素除去効率 
90% 

中央制御室への空気流入量 1.0 回／h

交代要員体制への考慮 
5 直 2 交代をベースに滞在時間，

入退域回数を設定

直接線，スカイシャイン線評価

コード 
QAD-CGGP2R,ANISN, G33

評価期間 30 日間

中央制御室の居住性（設計基準事故：原子炉冷却材喪失）に係る被ばく評価の主要条件

主要条件 

定格熱出力の約 105% 

3,440MW)

100%

50%

分配係数（気相濃度と液相濃度

100

80%

外部放出：90% 

月～2006 年 3 月 

24 時間 

24 時間 

小さい方から 97% 

起動時間遅れ：15min 

循環運転(27h)，外気取入

の交互運転 

h

交代をベースに滞在時間，

入退域回数を設定

CGGP2R,ANISN, G33-GP2R 

）に係る被ばく評価の主要条件
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第 5-5 表 中央制御室の居住性（設計基準事故

大項目 中項目 

原子炉格納容器に放

出される核分裂生成

物量 

炉心熱出力 
定格熱出力の約

(熱出力 3,440MW)

原子炉運転時間 2000 日

事象発生前の原子炉冷却材中の

放射性物質濃度 

I-131 を

とする。蒸気相中のハロゲン濃度は，液相の濃度

の 1／50 とする

燃料棒から追加放出される核分

裂生成物の量 

I-131 は 4.44

はその組成を平衡組成として求める

希ガスについてはよう素の

主蒸気隔離弁からの

放出 

主蒸気隔離弁閉止前の破断口か

らの放出 

原子炉圧力の低下割合に比例するとし，追加放出

された放射性物質の約

る 

追加される核分裂生成物のうち

主蒸気隔離弁閉止後の破断口か

らの放出 

主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの核分裂生成物

の追加放出は，主蒸気隔離弁閉止直後に，これら

すべての核分裂生成物が瞬時に原子炉冷却材中へ

放出される

主蒸気隔離弁から建物内への漏

えい 
120％／d

大気拡散 

気象資料 2005 年 4

実効放出継続時間 
希ガス：1

よう素：20

累積出現頻度 小さい方から

着目方位 
中央制御室内：

入退域時：

運転員の被ばく評価

交代要員体制への考慮 5 直 2 交代をベースに滞在時間，入退域回数を設定

直接線，スカイシャイン線評価

コード 
QAD-CGGP2R,ANISN, G33

評価期間 30 日間

中央制御室の居住性（設計基準事故：主蒸気管破断）に係る被ばく評価の主要条件

主要条件 

定格熱出力の約 105% 

3,440MW)

4.6×10３Bq／g としその組成を拡散組成

とする。蒸気相中のハロゲン濃度は，液相の濃度

とする

4.44×10１４Bq とし，その他の放射性物質

はその組成を平衡組成として求める

希ガスについてはよう素の 2 倍とする 

原子炉圧力の低下割合に比例するとし，追加放出

された放射性物質の約 1％が破断口から放出され

主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの核分裂生成物

の追加放出は，主蒸気隔離弁閉止直後に，これら

すべての核分裂生成物が瞬時に原子炉冷却材中へ

放出される

月～2006 年 3 月 

1 時間 

20 時間 

小さい方から 97% 

中央制御室内：9 方位 

入退域時：9 方位 

交代をベースに滞在時間，入退域回数を設定

CGGP2R,ANISN, G33-GP2R 
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添付資料 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 

1 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価条件表 

中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価の評価条件について，

以下の第 1-1 表～第 1-12 表に示す。 

第 1-1 表  大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】 

第 1-2 表  大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】 

第 1-3 表  大気中への放出放射能量評価結果（30 日積算） 

第 1-4 表  大気拡散条件 

第 1-5 表  相対濃度及び相対線量【原子炉冷却材喪失】 

第 1-6 表  相対濃度及び相対線量【主蒸気管破断】 

第 1-7 表  直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件 
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第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(1／3) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

評価事象 原子炉冷却材喪失 

（仮想事故相当） 

被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1 原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象

とする。原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断は，

一方の事故で包絡できる場合は，いずれかで代表

してもよい。 

炉心熱出力 定格出力の約 105％ 

（熱出力 3,440MW） 

定格値に余裕（+5％）を

考慮した値を設定 

4.1.1(1) 原子炉は，定格出力に余裕を見た出力

で十分長時間運転していたとする。 

原子炉運転時間 2,000 日 5 サイクル運転を考慮し

た最大運転期間を設定 

同上 

サイクル数（バ

ッチ数） 

5 運転サイクルを想定 同上 

原子炉格納容器

に放出される核

分裂生成物量 

希ガス：100％ 

よう素： 50％ 

被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)b) 事象発生後，原子炉格納容器内に放

出される放射性物質の量は，炉心内蓄積量に対し

て希ガス 100％，よう素 50％の割合とする。 

よう素の形態 無機（元素状）よう素：90％

有機よう素：10％ 

同上 4.1.1(2)c) 原子炉格納容器内に放出されたよう

素のうち，有機よう素は 10％とし，残りの 90％

は無機よう素とする。 

原子炉格納容器

等への無機（元

素状）よう素の

沈着効果 

50％が沈着 同上 4.1.1(2)d) 原子炉格納容器内に放出されたよう

素のうち，無機よう素は，50％が原子炉格納容器

内及び同容器内の機器等に沈着し，原子炉格納容

器からの漏えいに寄与しないとする。有機よう素

及び希ガスは，この効果を無視する。 
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第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(2/3) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

サプレッション

プール水に無機

よう素が溶解す

る割合 

分配係数：100 被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)e) サプレッションプール水に無機よう

素が溶解する割合は，分配係数で 100 とする。有

機よう素及び希ガスは，この効果を無視する。 

原子炉格納容器

からの漏えい率

0.5％／日 格納容器内の圧力に対

応した漏えい率に余裕

を見込んで設定 

4.1.1(2)f) 原子炉格納容器からの漏えいは，原

子炉格納容器の設計漏えい率及び原子炉格納容

器内の圧力に対応した漏えい率に余裕を見込ん

だ値とする。 

非常用ガス処理

系等の起動時間

事故後瞬時に起動 ＬＯＣＡ信号により瞬

時起動を想定しており，

通常運転中も原子炉建

屋原子炉棟は負圧を維

持しているため事故後

瞬時に起動すると設定 

4.1.1(2)g) 原子炉建屋の非常用換気系等（フィ

ルタを含む）は，起動するまでの十分な時間的余

裕を見込む。 

非常用ガス処理

系等の容量 

非常用ガス再循環系： 

4.8 回／日 

非常用ガス処理系： 

1 回／日 

被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)g) 非常用換気系等の容量は，設計で定

められた値とする。 
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第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(3/3) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

非常用ガス再循

環系等のフィル

タ除去効率 

非常用ガス再循環系 

（再循環）：80％ 

非常用ガス処理系 

（外部放出）：90％ 

被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)g) フィルタのよう素除去効率は設計値

に余裕を見込んだ値とする。 

ECCS 再循環系か

らの漏えい率 

ECCS により格納容器外へ

導かれたサプレッション・

チェンバのプール水の漏え

いによる核分裂生成物の放

出量の評価は省略する。 

ECCS からの漏えいによ

る放出量は，格納容器内

気相部からの漏えいに

よる放出量に比べて十

分に小さく，有意な寄与

はないため 

4.1.1(2)h) ECCS が再循環モードで運転され，原

子炉格納容器内の水が原子炉格納容器外に導か

れる場合には，原子炉格納容器外において設計漏

えい率に余裕を見込んだ漏えい率での再循環水

の漏えいがあると仮定する。 

放出経路 排気筒放出 被ばく評価手法（内規）

に示されたとおり設定 

4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から原子炉建屋内に

漏えいした放射性物質は，原子炉建屋内非常用ガ

ス処理系で処理された後，排気筒を経由して環境

に放出されるとする。 

事故の評価期間 30 日間 同上 解説3.2 評価期間は，事故発生後30日間とする。 コ
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第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(1/4) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

評価事象 主蒸気管破断 

（仮想事故相当） 

被ばく評価手法（内

規）に示されたとお

り設定 

4.1 原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とす

る。原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断は，一方の

事故で包絡できる場合は，いずれかで代表してもよ

い。 

炉心熱出力 定格出力の約 105％ 

（熱出力 3,440MW） 

定格値に余裕（+5％）

を考慮した値を設定

4.1.2(1) 原子炉は，定格出力に余裕を見た出力で十

分長時間運転していたとする。 

原子炉運転時

間 

2,000 日 5 サイクル運転を考

慮した最大運転期間

を設定 

同上 

サイクル数（バ

ッチ数） 

5 運転サイクルを想定 同上 

冷却材中に含

まれるハロゲ

ン等の濃度 

冷却材中の濃度（I-131）：

4.6×10３Bq／g 

その組成は拡散組成とす

る。蒸気相中のハロゲン濃

度は，液相の濃度の 1／50

とする。 

被ばく評価手法（内

規）に示されたとお

り設定 

4.1.2(7)b) 事象発生前の原子炉冷却材中の放射性

物質の濃度は，運転上許容されるＩ-131 の最大濃度

に相当する濃度とし，その組成は拡散組成とする。

蒸気相中のハロゲン濃度は，液相の濃度の 1／50 と

する。 
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第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(2/4) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

燃料棒からの

追加放出量 

燃料棒からの追加放出量

（I-131）：4.44×10１４Bq 

その他の放射性物質はその

組成を平衡組成として求め

る。希ガスはよう素の 2 倍

の放出量とする。 

被ばく評価手法（内

規）に示されたとお

り設定 

4.1.2(7)c）原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追

加放出量を，I-131 は先行炉等での実測データに基づ

く値に安全余裕を見込んだ値とし，その他の放射性

物質はその組成を平衡組成として求める。希ガスは

よう素の 2倍の放出量とする。 

主蒸気隔離弁

閉止前の燃料

棒からの追加

放出割合 

原子炉圧力の低下割合に比

例するとし，追加放出され

た放射性物質の約 1％が破

断口から放出される。 

同上 4.1.2(7)d）主蒸気隔離弁閉止前の燃料棒からの放射

性物質の追加放出割合は，主蒸気隔離弁閉止前の原

子炉圧力の低下割合に比例するとし，追加放出され

た放射性物質の約 1％が破断口から放出する。 

主蒸気隔離弁

閉止後の燃料

棒からの追加

放出 

主蒸気隔離弁閉止後の燃料

棒からの核分裂生成物の追

加放出は，主蒸気隔離弁閉

止直後に，これらすべての

核分裂生成物が瞬時に原子

炉冷却材中へ放出される。

同上 4.1.2(7)e）主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの放射

性物質の追加放出は，主蒸気隔離弁閉止直後に，こ

れらすべての放射性物質が瞬時に原子炉冷却材中へ

放出する。 
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第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(3/4) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

よう素及び希

ガスの気相部

への移行割合 

燃料棒から放出されたよう

素  有機よう素：10％ 

無機よう素：90％ 

有機よう素は原子炉圧力容

器内で分解により 1／10 程

度に減少するので，気相部

へは 1％の有機よう素が瞬

時に移行する。残りのよう

素及びその他のハロゲン等

が気相部にキャリーオーバ

ーする割合は，2％とする。

希ガスは，すべて瞬時に気

相部に移行する。 

同上 4.1.2(7)f）燃料棒から放出されたよう素のうち，有

機よう素は 10％とし，残りの 90％は無機よう素とす

る。有機よう素のうち 10％は瞬時に気相部に移行す

る。残りのよう素及びその他のハロゲンが気相部に

キャリーオーバーされる割合は，2％とする。希ガス

は，すべて瞬時に気相部に移行する。 

主蒸気隔離弁

閉止前及び閉

止後の大気中

への放出想定 

隔離弁閉止前：放出された

原子炉冷却材は，完全蒸発

し，同時に放出された放射

性物質を均一に含む蒸気雲

になるとする。 

隔離弁閉止後：放出された

放射性物質は，大気中に地

上放散する。 

同上 4.1.2(7)g）主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉

冷却材は，完全蒸発し，同時に放出された放射性物

質を均一に含む蒸気雲になるとする。隔離弁閉止後

に放出された放射性物質は，大気中に地上放散する。
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第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(4/4) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

主蒸気管から

の漏えい率 

120％／日 

（主蒸気隔離弁は，1 個が

閉止しないものとして，設

計値に余裕を見込んだ値と

し，漏えい率は一定とす

る。） 

被ばく評価手法（内

規）に示されたとお

り設定 

4.1.2(7)h）主蒸気隔離弁は，1 個が閉止しないとす

る。閉止した隔離弁からは，蒸気が漏えいする。閉

止した主蒸気隔離弁の漏えい率は設計値に余裕を見

込んだ値とし，この漏えい率は一定とする。 

事故の評価期間 30 日間 同上 解説 3.2 評価期間は，事故発生後 30 日間とする。 
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第 1-3 表 大気中への放出放射能量評価結果（30 日積算） 

評価項目 評価結果(Bq) 

原子炉 

冷却材喪失 

希ガス 

（ガンマ線エネルギ 0.5MeV 換算） 約 2.8×10１６

よう素 

（I-131 等価量（成人実効線量係数換

算）） 

約 2.5×10１４

主蒸気管 

破断 

希ガス及びハロゲン等 

（ガンマ線エネルギ

0.5MeV 換算） 

隔離弁 

閉止前 
約 6.1×10１３

隔離弁 

閉止後 
約 1.2×10１４

よう素 

（I-131 等価量（成人実

効線量係数換算）） 

隔離弁 

閉止前 
約 1.4×10１２

隔離弁 

閉止後 
約 2.5×10１２

コンクリート密度－44
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第 1-4 表 大気拡散条件(1/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

大気拡散評

価モデル 

ガウスプルームモデル 被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定 

5.1.1(1)a)1) 放射性物質の空気中濃度は，

放出源高さ，風向，風速，大気安定度に応

じて，空間濃度分布が水平方向，鉛直方向

ともに正規分布になると仮定した次のガウ

スプル－ムモデルを適用して計算する。 

気象資料 東海第二発電所における 1

年間の気象資料 

（2005 年 4 月～2006 年 3

月） 

【原子炉冷却材喪失】 

建屋影響を受けない大気拡散

評価を行うため排気筒風（標高

約 148m（地上高約 140m））の気

象データを使用 

【主蒸気管破断】 

建屋影響を受ける大気拡散評

価を行うため保守的に地上風

（標高約 18m(地上高約 10m)の

気象データを使用。 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり発電所において観

測された１年間の気象資料を

使用（補足説明資料 1-2 参照）

【原子炉冷却材喪失】 

5.1.1(1)c）風向，風速，大気安定度等の観

測項目を，現地において少なくとも 1 年間

観測して得られた気象資料を拡散式に用い

る。放出源の高さにおける気象データが得

られている場合にはそれを活用してよい。

【主蒸気管破断】 

5.1.1(1) 風向，風速，大気安定度等の観測

項目を，現地において少なくとも 1 年間観

測して得られた気象資料を拡散式に用い

る。 

5.1.1(2) 建屋影響は，放出源高さから地上

高さに渡る気象条件の影響を受けるため，

地上高さに相当する比較的低風速の気象デ

ータ（地上 10m 高さで測定）を採用するの

は保守的かつ適切である。 
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第 1-4 表 大気拡散条件(2/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

実効放出継

続時間 

【原子炉冷却材喪失】 

希ガス  ：24 時間 

よう素  ：24 時間 

【主蒸気管破断】 

希ガス等：1時間 

よう素  ：20 時間 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定。 

ただし，24 時間を超えた場合は

保守的に 24 時間とする。 

解説 5.13 (3) 実効放出継続時間(T)は，想

定事故の種類によって放出率に変化がある

ので，放出モードを考慮して適切に定めな

ければならないが，事故期間中の放射性物

質の全放出量を 1 時間当たりの最大放出量

で除した値を用いることも一つの方法であ

る。 

放出源及び

放出源高さ 

【原子炉冷却材喪失】 

排気筒：95m（有効高さ） 

【主蒸気管破断】 

地上：0m 

【原子炉冷却材喪失】 

排気筒放出を想定した風洞実

験結果から保守的に最小の有

効高さを設定。 

【主蒸気管破断】 

地上放出と想定して設定。 

【原子炉冷却材喪失】 

4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から原子炉建

屋内に漏えいした放射性物質は，原子炉建

屋内非常用ガス処理系で処理された後，排

気筒を経由して環境に放出されるとする。

【主蒸気管破断】 

4.1.2(7)g) 主蒸気隔離弁閉止前に放出さ

れた原子炉冷却材は，完全蒸発し，同時に

放出された放射性物質を均一に含む蒸気雲

になるとする。隔離弁閉止後に放出された

放射性物質は大気中に地上放散する。 
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第 1-4 表 大気拡散条件(3/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

累積出現頻

度 

小さい方から 97％ 被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定。 

5.2.1(2) 評価点の相対濃度は，毎時刻の相

対濃度を年間について小さい方から累積し

た場合，その累積出現頻度が 97％に当たる

相対濃度とする。 

建屋の影響 【原子炉冷却材喪失】 

考慮しない。 

【主蒸気管破断】 

考慮する。 

【原子炉冷却材喪失】 

排気筒放出を想定し，建屋の影

響を受けない大気拡散評価を

行うため考慮しない。 

【主蒸気管破断】 

地上放出を想定し，建屋の影響

を受ける大気拡散評価を行う

ため，放出点から近距離の建屋

（原子炉建屋）による巻き込み

現象を考慮する。 

5.1.2(1) 中央制御室のように，事故時の放

射性物質の放出点から比較的近距離の場所

では，建屋の風下側における風の巻き込み

による影響が顕著となると考えられる。そ

のため，放出点と巻き込みを生じる建屋及

び評価点との位置関係によっては，建屋の

影響を考慮して大気拡散の計算をする必要

がある。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
密
度
－
4
7

3
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第 1-4 表 大気拡散条件(4/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

巻き込みを

生じる代表

建屋 

【原子炉冷却材喪失】 

考慮しない。 

【主蒸気管破断】 

原子炉建屋 

【原子炉冷却材喪失】 

排気筒放出を想定し，建屋の影

響を受けない大気拡散評価を

行うため考慮しない。 

【主蒸気管破断】 

放出源から最も近く，巻き込み

の影響が最も大きい建屋とし

て，被ばく評価手法（内規）に

示された選定例に基づき選定 

5.1.2(3)3) 巻き込みを生じる代表的な建

屋として，表 5.1 に示す建屋を選定するこ

とは適切である。 

表5.1 放射性物質の巻き込みの対象とする

代表建屋の選定例 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
密
度
－
4
8

3
3
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第 1-4 表 大気拡散条件(5/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

放射性物質

濃度の評価

点 

【中央制御室内】 

中央制御室中心 

【入退域時】 

建屋入口 

【中央制御室内】 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定 

【入退域時】 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れた方法に基づき設定 

【中央制御室内】 

5.1.2(3)b)1）中央制御室内には，中央制御

室が属する建屋（以下，「当該建屋」）の表

面から，事故時に外気取入を行う場合は主

に給気口を介して，また事故時に外気の取

入れを遮断する場合には流入によって，放

射性物質が侵入するとする。 

5.1.2(3)b)3）建屋の巻き込みの影響を受け

る場合には，中央制御室の属する建屋表面

での濃度は風下距離の依存性は小さくほぼ

一様と考えられるので，評価点は厳密に定

める必要はない。屋上面を代表とする場合，

例えば中央制御室の中心点を評価点とする

のは妥当である。 

【入退域時】 

7.5.1(5)a) 管理建屋の入口を代表評価と

し，入退域ごとに評価点に，15 分間滞在す

るとする。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
密
度
－
4
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第 1-4 表 大気拡散条件(6/6) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

着目方位 【原子炉冷却材喪失】 

中央制御室内：1方位 

入退域時：1方位 

【主蒸気管破断】 

中央制御室内：9方位 

入退域時：9方位 

被ばく評価手法（内規）に示さ

れた評価方法に基づき設定 

5.1.2(3) 中央制御室の被ばく評価の計算

では，代表建屋の風下後流側での広範囲に

及ぶ乱流混合域が顕著であることから，放

射性物質濃度を計算する当該着目方位とし

ては，放出源と評価点とを結ぶラインが含

まれる１方位のみを対象とするのではな

く，図 5.4 に示すように，代表建屋の後流

側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性の

ある複数の方位を対象とする。 

建屋投影 

面積 

3.0×10３m２ 原子炉建屋の投影断面積 5.1.2(3) 風向に垂直な代表建屋の投影面

積を求め，放射性物質の濃度を求めるため

に大気拡散式の入力とする。 

形状係数 1／2 被ばく評価手法（内規）に示さ

れたとおり設定 

5.1.1(2) 形状係数の値は，特に根拠が示さ

れるもののほかは原則として 1／2 を用い

る。 コ
ン
ク
リ
ー
ト
密
度
－
5
0

3
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第 1-5 表 相対濃度及び相対線量【原子炉冷却材喪失】 

評価対象 評価点 
相対濃度 

χ／Ｑ（s／m３） 

相対線量 

Ｄ／Ｑ（Gy／Bq） 

室内作業時 
中央制御室 

中心 
1.2×10－６ 4.9×10－２０

入退域時 建屋入口 1.2×10－６ 5.0×10－２０

第 1-6 表 相対濃度及び相対線量【主蒸気管破断】 

評価対象 評価点 
相対濃度 

χ／Ｑ（s／m３） 

相対線量 

Ｄ／Ｑ（Gy／Bq） 

室内作業時 
中央制御室 

中心 

8.3×10－４（希ガス） 

4.9×10－４（よう素） 
2.9×10－１８

入退域時 建屋入口 
8.2×10－４（希ガス） 

4.9×10－４（よう素） 
2.9×10－１８

コンクリート密度－51

334



2
6
条
-
別
添

2
-
添

1
-
1
7
 

第 1-7 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【原子炉冷却材喪失】(1/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

線

源

条

件

原子炉格納容器

に放出される核

分裂生成物 

希ガス：100％ 

よう素：50％ 

被ばく評価手法（内規）に示

されたとおり設定 

6.1(1)g) 希ガス及びよう素の原子炉格納容

器内に放出される放射性物質の量の炉心内

蓄積量に対する割合は，希ガス 100％，よう

素 50％とする。 

原子炉建屋内線

源強度分布 

格納容器から原子炉

建屋原子炉棟内に漏

えいした核分裂生成

物が均一に分布 

同上 6.1(3)b) 事故時に炉心から原子炉格納容器

内に放出された放射性物質は，原子炉格納容

器からの漏えいによって原子炉建屋（二次格

納施設）に放出される。この二次格納施設内

の放射性物質をスカイシャインガンマ線及

び直接ガンマ線の線源とする。 

6.1(3)c) 二次格納施設内の放射性物質は自

由空間容積に均一に分布するものとする。 

事故の評価期間 30 日 同上 解説 3.2  評価期間は，事故発生後 30 日間

とする。 
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第 1-7 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【原子炉冷却材喪失】(2/2)

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

計

算

モ

デ

ル

条

件

原子炉建屋のモ

デル 

原子炉建屋の幾何形

状をモデル化 

建屋外壁を遮蔽体として考慮 6.2(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放

射性物質に起因するスカイシャインガンマ

線による全身に対する線量は，施設の位置，

建屋の配置，形状及び地形条件から計算す

る。 

中央制御室のモ

デル化 

中央制御室の幾何形

状をモデル化 

床，天井，壁を遮蔽体として

考慮 

7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまで

の遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組

成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に

対して，配置，形状及び組成を明らかにして，

遮へい効果を見込んでもよい。 

コ
ン
ク
リ
ー
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密
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5
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第 1-7 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【原子炉冷却材喪失】(2/2)

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

計

算

モ

デ

ル

条

件

許容差 評価で考慮するコン

クリート遮蔽は，公称

値からマイナス側許

容差（-5mm）を引いた

値を適用 

建築工事標準仕様書 JASS 

5N・同解説（原子力発電所施

設における鉄筋コンクリート

工事，日本建築学会)に基づき

設定 

－ 

コンクリート密

度 

2.00g／cm３ 建築工事標準仕様書 JASS 

5N・同解説（原子力発電所施

設における鉄筋コンクリート

工事，日本建築学会)を基に算

出した値を設定 

－ 

直接線・スカイ

シャイン線評価

コード 

直接線評価： 

ＱＡＤ-ＣＧＧＰ２Ｒ

スカイシャイン線評

価： 

ＡＮＩＳＮ 

Ｇ３３-ＧＰ２Ｒ 

許認可等で使用実績があるコ

ードを使用している 

計算コードについて，記載なし。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
密
度
－
5
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第 1-8 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【主蒸気管破断】(1/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

線

源

条

件

タービン建屋に

放出される核分

裂生成物 

希ガス及びハロゲン

等 

被ばく評価手法（内規）に示

されたとおり設定 

6.1(2)d) 計算対象とする核種は希ガス及び

ハロゲン等とし，核分裂収率が小さく半減期

の極めて短いもの及びエネルギの小さいも

のは，計算対象としない。 

6.1(2)e) 計算対象とする核種及びタービン

建屋内への放出量の計算条件は，タービン建

屋からの漏えいを無視する以外は，大気中へ

の放出量の計算条件と同じとする。 

タービン建屋内

線源強度分布 

主蒸気隔離弁からタ

ービン建屋内に放出

した核分裂生成物の

全量が均一に分布 

同上 6.1(2)b) 事故時に主蒸気管破断口からター

ビン建屋内に放出された放射性物質は，全量

がタービン建屋から漏えいすることなく，タ

ービン建屋の自由空間容積に均一に分布す

るものとする。このタービン建屋内の放射性

物質を直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線の線源とする。 

事故の評価期間 30 日 同上 解説 3.2  評価期間は，事故発生後 30 日間

とする。 
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第 1-8 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【主蒸気管破断】(2/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

計

算

モ

デ

ル

条

件

中央制御室のモ

デル化 

中央制御室の幾何形

状をモデル化 

床，天井，壁を遮蔽体として

考慮 

7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまで

の遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組

成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に

対して，配置，形状及び組成を明らかにして，

遮へい効果を見込んでもよい。 

許容差 評価で考慮するコン

クリート遮蔽は，公称

値からマイナス側許

容差（-5mm）を引いた

値を適用 

建築工事標準仕様書 JASS 

5N・同解説（原子力発電所施

設における鉄筋コンクリート

工事，日本建築学会)に基づき

設定 

－ 

コンクリート密

度 

2.00g／cm３ 建築工事標準仕様書 JASS 

5N・同解説（原子力発電所施

設における鉄筋コンクリート

工事，日本建築学会)を基に算

出した値を設定 

－ 

直接線・スカイ

シャイン線評価

コード 

直接線評価： 

ＱＡＤ-ＣＧＧＰ２Ｒ

スカイシャイン線評

価： 

ＡＮＩＳＮ 

Ｇ３３-ＧＰ２Ｒ 

許認可等で使用実績があるコ

ードを使用している 

計算コードについて，記載なし。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
密
度
－
5
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3
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第 1-9 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる 

原子炉建屋内の積算線源強度（30 日積算） 

代表エネルギ 

（MeV／dis） 

エネルギ範囲 

（MeV／dis） 

ガンマ線積算線源強度（Photons） 

原子炉冷却材喪失 主蒸気管破断 

0.01 0.01 ＜ E ≦ 0.01 1.2×10１７ 9.0×10１４

0.02 0.01 ＜ E ≦ 0.02 2.3×10１５ 8.0×10１３

0.03 0.02 ＜ E ≦ 0.03 7.2×10１７ 3.6×10１５

0.045 0.03 ＜ E ≦ 0.045 1.0×10１５ 7.7×10１６

0.06 0.045 ＜ E ≦ 0.06 0 0 

0.07 0.06 ＜ E ≦ 0.07 0 0 

0.075 0.07 ＜ E ≦ 0.075 0 0 

0.10 0.075 ＜ E ≦ 0.10 6.2×10２１ 5.6×10１８

0.15 0.10 ＜ E ≦ 0.15 4.6×10１７ 6.3×10１６

0.20 0.15 ＜ E ≦ 0.20 4.8×10１９ 1.3×10１８

0.30 0.20 ＜ E ≦ 0.30 4.9×10２０ 1.1×10１８

0.40 0.30 ＜ E ≦ 0.40 1.5×10２０ 2.0×10１８

0.45 0.40 ＜ E ≦ 0.45 7.7×10１８ 4.6×10１６

0.51 0.45 ＜ E ≦ 0.51 7.8×10１８ 1.2×10１６

0.512 0.51 ＜ E ≦ 0.512 7.0×10１７ 5.4×10１５

0.60 0.512 ＜ E ≦ 0.60 6.2×10１９ 3.1×10１７

0.70 0.60 ＜ E ≦ 0.70 1.8×10２０ 2.4×10１７

0.80 0.70 ＜ E ≦ 0.80 1.1×10２０ 2.5×10１７

1.0 0.8 ＜ E ≦ 1.0 4.5×10１９ 9.5×10１６

1.33 1.0 ＜ E ≦ 1.33 2.2×10１９ 9.3×10１６

1.34 1.33 ＜ E ≦ 1.34 4.8×10１６ 4.8×10１４

1.5 1.34 ＜ E ≦ 1.5 1.5×10１９ 1.8×10１６

1.66 1.5 ＜ E ≦ 1.66 5.5×10１８ 3.0×10１６

2.0 1.66 ＜ E ≦ 2.0 4.5×10１８ 2.8×10１６

2.5 2.0 ＜ E ≦ 2.5 2.6×10１９ 1.2×10１７

3.0 2.5 ＜ E ≦ 3.0 1.1×10１８ 8.9×10１５

3.5 3.0 ＜ E ≦ 3.5 2.9×10１５ 3.7×10１４

4.0 3.5 ＜ E ≦ 4.0 0 8.2×10１３

4.5 4.0 ＜ E ≦ 4.5 0 3.1×10１２

5.0 4.5 ＜ E ≦ 5.0 0 0 

5.5 5.0 ＜ E ≦ 5.5 0 0 

6.0 5.5 ＜ E ≦ 6.0 0 0 

6.5 6.0 ＜ E ≦ 6.5 0 0 

7.0 6.5 ＜ E ≦ 7.0 0 0 

7.5 7.0 ＜ E ≦ 7.5 0 0 

8.0 7.5 ＜ E ≦ 8.0 0 0 

10.0 8.0 ＜ E ≦ 10.0 0 0 

12.0 10.0 ＜ E ≦ 12.0 0 0 

14.0 12.0 ＜ E ≦ 14.0 0 0 

20.0 14.0 ＜ E ≦ 20.0 0 0 

30.0 20.0 ＜ E ≦ 30.0 0 0 

50.0 30.0 ＜ E ≦ 50.0 0 0 

コンクリート密度－57
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第 1-10 表 中央制御室換気設備条件(1/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

事故時における

外気取り込み 

外気間欠取込循環運

転（循環運転と外気

取入を交互に行う。）

閉回路循環運転 

：27 時間 

外気取入循環運転 

：3時間 

閉回路循環運転時に保守的

にインリークがないと想定

した場合の室内の二酸化炭

素濃度を考慮し設定 

7.3.2（1）建屋の表面空気中から，次の a）及び b）

の経路で放射性物質が外気から取り込まれること

を想定する。 

a)中央制御室の非常用換気空調によって室内に取

入れること 

b)中央制御室内に直接，流入すること 

中央制御室換気

設備処理空間容

積 

2.8×10３m３ 設計値 7.3.2（7）a）中央制御室内への取り込み空気放射

能濃度に基づき，空調システムの設計に従って中

央制御室内の放射能濃度を求める。 

外部γ線による

全身に対する線

量評価時の自由

体積 

2.8×10３m３ 同上 7.3.4（3）ガンマ線による被ばく計算では，中央

制御室と異なる階層部分のエンベロープについ

て，階層間の天井等による遮へいがあるので，中

央制御室の容積から除外してもよい。 

中央制御室換気

設備フィルタ流

量 

通常時：0m３／h 

事故時：5,100m３／h

同上 7.3.2（7）a）中央制御室内への取り込み空気放射

能濃度に基づき，空調システムの設計に従って中

央制御室内の放射能濃度を求める。 
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第 1-10 表 中央制御室換気設備条件(2/2) 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

中央制御室非常

用循環設備よう

素フィルタによ

る除去効率 

90％ 設計値（除去効率 97％）に

余裕を考慮した値（設計上は

97％以上） 

4.2.1(2) フィルタのよう素除去効率は設計値に

余裕を見込んだ値とする。 

事故時運転モー

ドへの切替時間 

15 分 手動での隔離に要する時間

と運転員が事故を検知し操

作を開始するまでの値 

7.3.2(6) 中央制御室の自動隔離を期待する場合

には，その起動信号を明確にするとともに隔離に

要する時間を見込む。また，隔離のために手動操

作が必要な場合には，隔離に要する時間に加えて

運転員が事故を検知してから操作を開始するまで

10 分以上の時間的余裕を見込んで計算する。 

空気流入率 1 回／h 空気流入率測定試験結果

（0.45 回／h）を基に余裕を

見込んだ値として設定（補足

説明資料 1-3 参照） 

7.3(1) なお，中央制御室の空気流入率について

は，「原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定

試験手法」に従うこと。 
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第 1-11 表 運転員交替考慮条件 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

中央制御室滞在期間 196 時間 運転員の勤務体系として 5 直 2

交替を考慮し，30 日間で滞在時

間が最大となる運転直を想定し

設定 

7.1.1(1) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤

務状態に即して計算し，30 日間の積算線量を滞在

期間の割合で配分する。 

入退域回数 32 回 

（15 分／回）

運転員の勤務体系として 5 直 2

交替を考慮し，30 日間で滞在時

間が最大となる運転班を想定し

設定 

7.4.1(1) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状

態に即して計算し，30 日間の積算線量を所要時間

の割合で配分する。 

7.5.1(5)a) 管理建屋の入口を代表評価とし，入退

域ごとに評価点に，15 分間滞在するとする。 
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第 1-12 表 線量換算係数及び呼吸率の条件 

項 目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

線量換算係数 よう素の吸入摂取に対し

て，成人実効線量換算係数

を使用 

I-131：2.0×10-8 Sv／Bq

I-132：3.1×10-10 Sv／Bq 

I-133：4.0×10-9 Sv／Bq

I-134：1.5×10-10 Sv／Bq 

I-135：9.2×10-10 Sv／Bq 

ICRP Publication 71 に

基づく 

線量換算係数について，記載なし。 

呼吸率 1.2m３／h 成人活動時の呼吸率を設

定（ICRP Publication 71

に基づく） 

7.3.3(4) 吸入摂取による運転員の内部被ば

く線量は，次のとおり計算する。 

T

0 11 dt)t(CRHH

R：呼吸率（成人活動時） 

H∞：よう素(I-131)吸入摂取時の成人の実効

線量への換算係数(Sv／Bq) 

Cl(t)：時刻 t における中央制御室内の放射

能濃度(I-131 等価量) (Bq／m３) 

T：計算期間(30 日間) 
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6 コンクリート密度の根拠について 

1. はじめに 

日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説「原子力発電所施設における鉄

筋コンクリート工事（以下，JASS 5N）」に基づき，コンクリート密度を乾燥単

位容積質量として計算を実施した。 

2. 乾燥単位容積質量の推定方法 

JASS 5N に記載されている予測式（解 3.6）を用いて，以下の手順で推定した。 

① 骨材（砂，砂利）試験記録より絶乾比重最小値と表乾比重最大値の割合

を求め，調合表上の骨材重量を表乾から絶乾に変換 

② JASS 5N の予測式（解 3.6）により，含水率を 0 とした場合の乾燥単位容

積質量 ρpを算出 

③ コンクリートのばらつきを考慮して，ρpから 3σdを差し引く。(解説図

3.10) 

   標準偏差 σdは JASS 5N に記載されている既往の原子力発電所工事の品

質管理試験の結果から 0.024t/m３（最大値）を採用 

  ρｐ＝Ｇ０＋Ｓ０＋1.2Ｃ０＋ｗ  （解 3.6 より） 

    ρｐ ：乾燥単位容積質量（kg／m３） 

    Ｇ０ ：調合計画における粗骨材量（絶乾）（kg／m３）※別紙参照

    Ｓ０ ：調合計画における細骨材量（絶乾）（kg／m３）※別紙参照 

Ｃ０ ：調合計画におけるセメント量（kg／m３）※別紙参照
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ｗ ：コンクリート中の含水量（kg／m３）※安全側に 0 とする。 

3. 推定乾燥単位容積質量について（別紙参照） 

推定乾燥単位容積質量の最小値は 2.016g／cm３となり，遮蔽計算に使用する

コンクリート密度はこれを包絡する 2.00 g／cm３とする。 
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別紙 

コンクリート調合（東海第二発電所建設記録より）からの推定乾燥容積質量 
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59-10 

原子炉制御室の居住性（炉心の著しい損傷） 

に係る被ばく評価について 
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中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価について 

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室の居住性に係る被ばく評価

に当たっては，「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策

所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（以下「審査ガイド」とい

う。）に基づき，評価を行った。 

（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則の解釈第 59 条より抜粋） 

 【実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則の解釈】第 59 条（原子炉制御室）第 1 項 

b）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について，次の要

件を満たすものであること。 

① 本規程第 37 条の想定する格納容器破損モードのうち，原子炉制御室の運転

員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シー

ケンス（例えば，炉心の著しい損傷の後，格納容器圧力逃がし装置等の格

納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただし，その場合は実施のための

体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただし，その場合は実施のための体制を整

備すること。 

④ 判断基準は，運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 

1．評価事象  

東海第二発電所においては，「想定する格納容器破損モードのうち，中央制

御室の運転員の被ばく低減の観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功

した事故シーケンス」である「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器
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過圧・過温破損）」で想定される事故シーケンスにおいても，格納容器ベント

の回避若しくは格納容器ベントの実施時期を遅延させることができる代替循

環冷却系を整備する。しかし，被ばく評価においては，中央制御室の居住性

評価を厳しくする観点から，代替循環冷却系を使用できず，早期の格納容器

圧力逃がし装置による格納容器ベントを実施した場合を想定する。 

2．大気中への放出量の評価 

放射性物質については，上記 2.1 で示した事故シーケンスを想定し，格納容

器から格納容器圧力逃がし装置への流入量及び格納容器から原子炉建屋原子

炉棟への漏えい量をＭＡＡＰ解析及びＮＵＲＥＧ-1465 の知見を用いて評価

した。ただし，ＭＡＡＰコードでは，よう素の化学組成は考慮されないため，

粒子状よう素，無機よう素及び有機よう素については，Ｒ.Ｇ.1.195 の知見を

用いて評価した。 

3．大気拡散の評価 

被ばく評価に用いる相対濃度と相対線量は，大気拡散の評価に従い実効放出

継続時間を基に計算した結果を年間について小さい方から順に並べた累積出

現頻度 97％に当たる値を用いた。評価においては，2005 年 4 月～2006 年 3 月

の 1 年間における気象データを使用した。なお，当該データの使用に当たっ

ては，当該 1 年間の気象データが長期間の気象状態を代表しているかどうか

の検討をＦ分布検定により実施し，特に異常でないことを確認している。  

4．原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線の評価 

原子炉建屋原子炉棟内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャイ

ンガンマ線による運転員の実効線量は，施設の位置，建屋の配置，形状等から
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評価した。直接ガンマ線についてはＱＡＤ-ＣＧＧＰ２Ｒコード，スカイシャ

インガンマ線についてはＡＮＩＳＮコード及びＧ３３-ＧＰ２Ｒコードを用い

て評価した。 

5．中央制御室の居住性に係る被ばく評価 

被ばく評価に当たって考慮している被ばく経路（①～⑤）は第 5-1 図に示す

とおりである。それぞれの経路における評価方法及び評価条件は以下に示す

とおりである。 

中央制御室等の運転員に係る被ばく評価期間は事象発生後 7 日間とした。 

運転員の勤務体系（5 直 2 交替）に基づき，中央制御室の滞在期間及び入退

域の時間を考慮して評価する。想定する勤務体系を第 5-1 表に示す。 

第 5-1 表 想定する勤務体系 

 中央制御室の滞在時間 

1 直 8:00～21:45 

2 直 21:30～8:15 

日勤業務 ― 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 7 日目 

Ａ班※ 1 直       

Ｂ班   1 直 1 直  2 直 2 直 

Ｃ班 2 直    1 直 1 直  

Ｄ班  2 直 2 直    1 直 

Ｅ班※  1 直  2 直 2 直   

※被ばくの平準化のため，事故直後に中央制御室に滞在している班（Ａ班）の代

わり， 2 日目以降は日勤業務の班（Ｅ班）が滞在するものとする。 
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5.1 中央制御室内での被ばく 

5.1.1 原子炉建屋からのガンマ線による被ばく（経路①） 

事故期間中に原子炉建屋原子炉棟内に存在する放射性物質からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による中央制御室内での運転員の

外部被ばくは，前述 4．の方法で実効線量を評価した。 

5.1.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく（経路②） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内で

の外部被ばくは，事故期間中の大気中への放射性物質の放出量を基に大気

拡散効果と中央制御室の壁によるガンマ線の遮蔽効果を踏まえて運転員

の実効線量を評価した。 

また，地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線についても考慮して

評価した。 

5.1.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による被ばく

（経路③） 

事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から中央制御

室内に取り込まれる。中央制御室内に取り込まれた放射性物質のガンマ線

による外部被ばく及び放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの和とし

て実効線量を評価した。なお，内部被ばくの評価に当たってはマスクの着

用による防護係数を考慮した。 

評価に当たっては，（1）～（4）に示す中央制御室換気系の効果及び中

央制御室に設置する待避室の効果等を考慮した。なお，中央制御室換気系

の起動時間については，全交流動力電源喪失を想定した起動時間を考慮し

た評価とした。また，待避室の遮蔽効果は，待避室に待避する期間のみに
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ついて考慮した評価とした。中央制御室内での対応のタイムチャートを第

5.1.3-1 図に示す。 

（1）中央制御室換気運転モード  

中央制御室換気系の運転モードを以下に示す。具体的な系統構成は第

5.1.3-2 図に示すとおりである。 

    1）通常時運転時 

通常時は，中央制御室空気調和機ファン及び中央制御室排気用ファ

ンにより，一部外気を取り入れる閉回路循環方式によって中央制御室

の空気調節を行う。 

2）事故時 

事故時は，外気取入口を遮断して，中央制御室フィルタ系ファンに

よりフィルタユニット（高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタ）

を通した閉回路循環運転とし，運転員を放射線被ばくから防護する。 

なお，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化した場合には，

チャコールフィルタにより外気を浄化して取り入れることもできる。 

（2）フィルタを通らない空気流入量 

中央制御室へのよう素除去フィルタを通らない空気の流入量は，空気

流入率測定試験結果を踏まえて保守的に換気率換算で 1.0 回／h と仮定

して評価した。 

（3）待避室 

中央制御室内に設置する待避室には，格納容器ベント開始から 5 時間待

避すると想定する。待避中は待避室内を空気ボンベにより加圧し室内を

正圧にするものとし，外部からの空気の流入はないものとして評価した。

待避室の概要図及び設置場所を第 5.1.3-3 図に示す。 
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（4）マスクの考慮 

事象発生から 3 時間後まではマスクを着用（DF50）すると想定した。 

5.2 入退域時の被ばく 

5.2.1 建屋内からのガンマ線による被ばく（経路④） 

事故期間中に原子炉建屋原子炉棟内に存在する放射性物質からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による入退域時の運転員の外部被

ばくは，中央制御室の壁等によるガンマ線の遮へい効果を期待しないこと

以外は，「5.1.1 原子炉建屋からのガンマ線による被ばく（経路①）」と同

様な手法で実効線量を評価した。 

入退域時の運転員の実効線量の評価に当たっては，周辺監視区域境界か

ら中央制御室出入口までの運転員の移動経路を対象とし，代表評価点は，

建屋入口とした。 

5.2.2 大気中へ放出された放射性物質による被ばく（経路⑤） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の外部被

ばくは，中央制御室の壁によるガンマ線の遮蔽効果を期待しないこと以外

は「5.1.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく（経路

②）」と同様な手法で，吸入摂取による内部被ばくは中央制御室の換気系に

期待しないこと以外は「5.1.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質に

よる被ばく（経路③）」と同様な方法で放射性物質からのガンマ線による外

部被ばく及び吸入摂取による内部被ばくの和として運転員の実効線量を評

価した。内部被ばくの評価に当たってはマスクの着用による防護係数を考

慮した。また，地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線についても考

慮して評価した。 

コンクリート密度－73

356



入退域時の運転員の実効線量の評価に当たっては

同じである。 

第 5-1 図 炉心の著しい損傷が発生した場合の

想定被ばく経路

タイムチャート 0h     

ベント放出   

ＭＣＲ空調 

待避室への滞在 

マスクの着用   

第 5.1.3-1 図 

全交流動力電源喪失時に代替交流電源からの

事象発生から

59-10-7 

入退域時の運転員の実効線量の評価に当たっては，上記 5.2.1

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室居住性評価における

0h      2h   3h      19h          24h

中央制御室内での対応のタイムチャート

▽

代替交流電源からの供給を期待できる事象発生から約 2 時間を起動時間として設定

ベント放出から 5 時間を退避時間として設定

事象発生から 3 時間（ＭＣＲ空調復旧後１時間）までをマスク着用時間として設定

5.2.1 の仮定と

中央制御室居住性評価における

 168h 

タイムチャート

時間を起動時間として設定

時間を退避時間として設定

までをマスク着用時間として設定
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-2図 中央制御室換気系系統構成 
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炉心の著しい損傷が発生した場合【格納容器ベント実施中】 

（空気ボンベ加圧） 

※ 格納容器ベント実施後，中央制御室内の線量が下がるまでは，中央制御室内の待

避室に滞在するものとし，待避室内を空気ボンベにより加圧する。

第 5.1.3-3 図 待避室の概要図及び設置場所 

6．評価結果のまとめ 

1．に示したとおり，東海第二発電所において炉心の著しい損傷が発生した

中央制御室 

待避室 

空気ボンベ 

正圧 
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場合，第一に代替循環冷却系を用いて事象を収束するが，被ばく評価におい

ては，中央制御室の居住性評価を厳しくする観点から，代替循環冷却系を使

用できず，格納容器圧力逃がし装置を用いた格納容器ベントを実施した場合

を想定した。この想定に基づく，7 日間の各班の中央制御室の居住性（炉心の

著しい損傷）に係る被ばく評価結果は，第 6-1 表に示すとおりである。また，

中央制御室の運転員の実効線量の内訳は第 6-2 表に示す通りであり，実効線

量は約 60mSv である。したがって，評価結果は，「判断基準は，運転員の実効

線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと」を満足している。 

なお，マスクを着用しない場合の 7 日間の各班の実効線量は第 6-3 表に示

すとおりである。また，中央制御室の運転員の実効線量の内訳は第 6-4 表に

示す通りである。 

  この評価に係る被ばく経路イメージを第 6-5 表に，被ばく評価の主要条件 

を第 6-6 表に示す。 
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第 6-1 表 各班の中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評

価結果（マスクを考慮する場合） 

1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 7 日目 合計 

Ａ

班 
約 6.0×10１ 約 6.0×10１

Ｂ

班 
約 1.2×10１ 約 9.3×10０ 約 5.5×10０ 約 2.7×10０ 約 3.0×10１

Ｃ

班 
約 4.0×10１ 約 7.5×10０ 約 6.2×10０ 約 5.4×10１

Ｄ

班 
約 1.4×10１ 約 1.0×10１ 約 5.2×10０ 約 2.9×10１

Ｅ

班 
約 2.4×10１ 約 8.0×10０ 約 6.6×10０ 約 3.9×10１

（単位：mSv） 
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9
-
1
0
-
1
2
 

7.8×10 -1 6.3×10 -2 6.0×10 -1 9.4×10 -2 2.3×10 -1

9.6×10 -1 3.0×10 -3 1.4×10 1 4.6×10 -3 1.1×10 -2

（外部被ばく） 5.3×10 0 2.3×10 -3 6.1×10 0 3.7×10 -3 5.2×10 0

（内部被ばく） 4.0×10 1 8.0×10 -1 7.7×10 -1 1.2×10 0 2.9×10 0

合　計 4.6×10 1 8.0×10 -1 6.8×10 0 1.3×10 0 8.1×10 0

4.7×10 0 4.7×10 0 4.8×10 0 3.8×10 0 4.5×10 0

5.2×10 1 5.5×10 0 2.7×10 1 5.2×10 0 1.3×10 1

2.6×10 -1 9.2×10 -2 5.5×10 -1 1.9×10 -1 4.3×10 -1

（外部被ばく） 5.6×10 -3 2.6×10 -3 1.2×10 -2 5.1×10 -3 1.0×10 -2

（内部被ばく） 1.3×10 -3 1.7×10 -3 5.7×10 -3 3.0×10 -3 6.3×10 -3

合　計 6.9×10 -3 4.3×10 -3 1.8×10 -2 8.1×10 -3 1.6×10 -2

8.0×10 0 2.4×10 1 2.6×10 1 2.4×10 1 2.5×10 1

8.3×10 0 2.4×10 1 2.7×10 1 2.4×10 1 2.6×10 1

6.0×10 1 3.0×10 1 5.4×10 1 2.9×10 1 3.9×10 1

実効線量（mSv/7日間）

Ａ班 Ｂ班 Ｃ班 Ｄ班 Ｅ班

　　　　　　　　　　　　　　被 ば く 部 位

　被 ば く 経 路

室内作業時

建屋内放射性物質からの直接ガンマ線及
びスカイシャインガンマ線による被ばく

大気中へ放出された放射性物質による被
ばく

室内に外気から取り
込まれた放射性物質
による被ばく

大気中へ放出され地表面に沈着した放射
性物質による被ばく

小　　　計

入退域時

建屋内放射性物質からの直接ガンマ線及
びスカイシャインガンマ線による被ばく

大気中へ放出された
放射性物質による被
ばく

大気中へ放出され地表面に沈着した放射
性物質による被ばく

小　　　計

合　　　計

表 6-2 表 中央制御室の運転員の実効線量の内訳（マスクを考慮する場合) 
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第 6-3 表 各班の中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評

価結果（マスクを考慮しない場合）

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 7 日目 合計 

Ａ

班 
約 1.0×10３ 約 1.0×10３

Ｂ

班 
約 1.2×10１ 約 9.3×10０ 約 5.5×10０ 約 2.7×10０ 約 3.0×10１

Ｃ

班 
約 4.0×10１ 約 7.6×10０ 約 6.2×10０ 約 5.4×10１

Ｄ

班 
約 1.4×10１ 約 1.0×10１ 約 5.2×10０ 約 2.9×10１

Ｅ

班 
約 2.4×10１ 約 8.0×10０ 約 6.6×10０ 約 3.9×10１

（単位：mSv） 
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表 6-3 表 中央制御室の運転員の実効線量の内訳（マスクを考慮しない場合) 

7.8×10 -1 6.3×10 -2 6.0×10 -1 9.4×10 -2 2.3×10 -1

9.6×10 -1 3.0×10 -3 1.4×10 1 4.6×10 -3 1.1×10 -2

（外部被ばく） 5.3×10 0 2.3×10 -3 6.1×10 0 3.7×10 -3 5.2×10 0

（内部被ばく） 1.0×10 3 8.0×10 -1 7.7×10 -1 1.2×10 0 2.9×10 0

合　計 1.0×10 3 8.0×10 -1 6.8×10 0 1.3×10 0 8.1×10 0

4.7×10 0 4.7×10 0 4.8×10 0 3.8×10 0 4.5×10 0

1.0×10 3 5.5×10 0 2.7×10 1 5.2×10 0 1.3×10 1

2.6×10 -1 9.2×10 -2 5.5×10 -1 1.9×10 -1 4.3×10 -1

（外部被ばく） 5.6×10 -3 2.6×10 -3 1.2×10 -2 5.1×10 -3 1.0×10 -2

（内部被ばく） 6.3×10 -2 8.3×10 -2 2.8×10 -1 1.5×10 -1 3.2×10 -1

合　計 6.8×10 -2 8.5×10 -2 3.0×10 -1 1.6×10 -1 3.3×10 -1

8.0×10 0 2.4×10 1 2.6×10 1 2.4×10 1 2.5×10 1

8.3×10 0 2.4×10 1 2.7×10 1 2.4×10 1 2.6×10 1

1.0×10 3 3.0×10 1 5.4×10 1 2.9×10 1 3.9×10 1合　　　計

入退域時

建屋内放射性物質からの直接ガンマ線及
びスカイシャインガンマ線による被ばく

大気中へ放出された
放射性物質による被
ばく

大気中へ放出され地表面に沈着した放射
性物質による被ばく

小　　　計

　　　　　　　　　　　　　　被 ば く 部 位

　被 ば く 経 路

室内作業時

建屋内放射性物質からの直接ガンマ線及
びスカイシャインガンマ線による被ばく

大気中へ放出された放射性物質による被
ばく

室内に外気から取り
込まれた放射性物質
による被ばく

大気中へ放出され地表面に沈着した放射
性物質による被ばく

小　　　計

実効線量（mSv/7日間）

Ａ班 Ｂ班 Ｃ班 Ｄ班 Ｅ班
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第 6-5 表 中央制御室の居住性（

被ばく経路イメージ

（1）閉回路循環運転時 

（2）待避室待避時 

59-10-15 

中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る

被ばく経路イメージ

）に係る
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第 6-6 表 中央制御室の居住性（

項目 

放
出
放
射
能
量
評
価
条
件

評価事象 

「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗
＋低圧炉心冷却失敗」（代替循環冷却
系を使用でき
電源喪失の重畳を考慮）

放出開始時間 
格納容器漏えい：事象発生直後
格納容器ベント：事象発生から約

非常用ガス処理
系及び非常用ガ
ス再循環系の起

動時間 

事象発生から

事故の評価期間 7 日間 

大
気
拡
散
条
件

放出源及び 
放出源高さ 

放出源：原子炉建屋からの放出（地上
高 0m），格納容器圧力逃がし装置排気
口放出（地上高
処理系出口（地上高

被
ば
く
評
価
条
件

中央制御室非常
用循環設備よう
素フィルタによ

る除去効率 

95％ 

中央制御室非常
用換気系微粒子
フィルタによる

除去効率 

99.9％ 

中央制御室非常
用換気系の起動

時間 
事象発生から

空気流入率 1 回／h 

59-10-16 

中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価の

主要評価条件 

評価条件 選定理由
「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗
＋低圧炉心冷却失敗」（代替循環冷却

できない場合）（全交流動力
電源喪失の重畳を考慮）

審査ガイドに示されたとおり設定
（添付2参照） 

格納容器漏えい：事象発生直後
格納容器ベント：事象発生から約19時

間後 
ＭＡＡＰ解析結果

事象発生から 2 時間後 

起動操作時間（115
時間（5 分）（起動に伴い原子炉建
屋内は負圧になるが，保守的に負圧
達成時間として 5
審査ガイドに示す
転員の実効線量を評価する観点か
ら設定 

放出源：原子炉建屋からの放出（地上
），格納容器圧力逃がし装置排気

口放出（地上高 57m）及び非常用ガス
処理系出口（地上高 140m） 

原子炉建屋放出時の高さは地上放
出として地上高 0m
格納容器圧力逃がし装置排気口放
出時の高さは地上高
非常用ガス処理系からの放出時は
排気筒高さとして地上

フィルタユニットの設計値（チャコ
ールフィルタ効率：
に設定（添付 9,10

フィルタユニットの設計値（高性能
粒子フィルタ：99.97
に設定（添付 9,10

事象発生から 2 時間 
全交流動力電源喪失を考慮し，代替
電源からの電源供給開始時間から
保守的に設定 
非常用換気系作動時の空気流入率

）に係る被ばく評価の

選定理由

審査ガイドに示されたとおり設定

ＭＡＡＰ解析結果

115 分）＋負圧達成
分）（起動に伴い原子炉建

屋内は負圧になるが，保守的に負圧
分を想定） 

審査ガイドに示す7日間における運
転員の実効線量を評価する観点か

原子炉建屋放出時の高さは地上放
0m で設定 

格納容器圧力逃がし装置排気口放
出時の高さは地上高 57m に設定 
非常用ガス処理系からの放出時は
排気筒高さとして地上 140m に設定 

フィルタユニットの設計値（チャコ
ールフィルタ効率：97％）を保守的

,10 参照） 

フィルタユニットの設計値（高性能
99.97％）を保守的
,10 参照） 

全交流動力電源喪失を考慮し，代替
電源からの電源供給開始時間から

非常用換気系作動時の空気流入率
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測定試験結果の結果である 0.45 回
／hに対して保守的に 1回/hと設定
（添付 11 参照） 

マスクによる 
防護係数 

マスク着用を考慮する場合は事象発生
から 3 時間及び入退域時：50 
（その他の期間及びマスク着用を考慮
しない場合は評価期間中常時マスク着
用なし） 

中央制御室非常用換気系作動前及
び中央制御室内の放射性物質濃度
が下がるまでの時間についてマス
クの着用を考慮。（添付 12 参照） 

待避室 
加圧開始時間 

事象発生から約 19 時間後 
（ベント開始時） 

格納容器圧力逃がし装置により放
出される放射性物質からの被ばく
を防護するために待避室に待避す
ると想定 

待避室加圧時間 ベント開始から 5 時間 
中央制御室内に流入した放射性物
質からの影響を十分に防護できる
時間として設定 

詳細な評価条件は添付 1 参照 

コンクリート密度－84

367



61-10-ⅰ 

61-10 
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1. 新規制基準への適合状況 

  実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則第六十一条（緊急時対策所），実用発電用原子炉及びその付属施設の技

術基準に関する規則 第七十六条（緊急時対策所） 

～抜粋～ 

新規制基準の項目 適合状況 

1 

第三十四条の規定により設置される緊急

時対策所は,重大事故等が発生した場合にお

いても当該重大事故等に対処するための適

切な措置が講じられるよう,次に掲げるもの

でなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう,

適切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示

ができるよう,重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握できる設備を設けた

ものであること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な設備を設けたものであること。 

重大事故等が発生した場合

においても,緊急時対策所に

より,当該重大事故等に対処

するための適切な措置を講じ

ることができる。

2 

緊急時対策所は,重大事故等に対処するため

に必要な数の要員を収容することができる

ものでなければならない。 
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  実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則第六十一条（緊急時対策所），実用発電用原子炉及びその付属施設の技

術基準に関する規則 第七十六条（緊急時対策所） 

～抜粋～ 

新規制基準の項目 適合状況 

1,2 

【解釈】 

1 第1項及び第2項の要件を満たす緊

急時対策所とは,以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備を備えたも

のをいう。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については,

次の要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は

東京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措

置を講じる場合を除き,対策要員は

緊急時対策所内でのマスクの着用な

しとして評価すること。 

③ 交代要員体制,安定ヨウ素剤の服

用,仮設設備等を考慮してもよい。た

だし,その場合は,実施のための体制

を整備すること。 

④ 判断基準は,対策要員の実効線量が

7日間で100mSvを超えないこと。 

緊急時対策所の居住性について

は,実用発電用原子炉に係る重大事

故時の制御室及び緊急時対策所の

居住性に係る被ばく評価に関する

審査ガイドに基づき評価した。結

果,対策要員の実効線量が7日間で

100mSvを超えないことを確認して

いる（約35mSv／7日間）。なお,想

定する放射性物質の放出量等は東

京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故と同等と想定し,マスクの

着用なし,交替要員体制なし及び安

定よう素剤の服用なしとして評価

した。 
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2. 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 

  設計基準事故を超える事故時の緊急時対策所の居住性評価に当たっては，

「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（以下「審査ガイド」という）に基

づき，評価を行った。審査ガイドへの適合状況について添付資料 8 に示す。 

  緊急時対策所の対策要員の被ばく評価の結果，実効線量で約 35mSv／7 日間

であり，対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないことを確認した。 

 (1) 想定する事象 

   想定する事象については，「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故

と同等」とした。なお，想定する放射性物質等に関しては，審査ガイドに

基づき評価を行った。 

 (2) 大気中への放出量 

   大気中へ放出される放射性物質の量は，東海第二発電所が発災するもの

とし，放出時期及び放射性物質の放出割合は審査ガイドに従った。評価に

用いた放出放射能量を第 1-1 表に示す。また，放出量評価条件については，

添付資料 1 第 1-1-1 表に示す。 
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第 1-1 表 大気中への放出量（gross 値） 

核種グループ 放出放射能量（Bq） 

希ガス類 約 8.4×10１８

よう素類 約 2.9×10１７

Ｃｓ類 約 2.4×10１６

Ｔｅ類 約 7.1×10１６

Ｂａ類 約 2.6×10１５

Ｒｕ類 約 1.3×10１０

Ｃｅ類 約 8.7×10１３

Ｌａ類 約 1.2×10１３
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 (3) 大気拡散の評価 

   被ばく評価に用いる相対濃度及び相対線量は，大気拡散の評価に従い実

効放出継続時間を基に計算した値を，年間について小さい方から順に並べ

た累積出現頻度 97％に当たる値を用いた。評価においては，2005 年 4 月～

2006 年 3 月の 1 年間における気象データを使用した。気象データの代表性

については，添付資料 2 に示す。 

   相対濃度及び相対線量の評価結果は，第 1-2 表に示すとおりである。ま

た，大気拡散評価条件については，添付資料 1 第 1-1-2 表及び添付資料 3

に示す。 

第 1-2 表 相対濃度及び相対線量 

評価対象 
相対濃度 

χ／Ｑ（s／m３） 

相対線量 

Ｄ／Ｑ（Gy／Bq） 

緊急時対策所 1.1×10－４ 6.1×10－１９

 (4) 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線評価 

   原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャイン線に

よる対策要員の実効線量は，施設の位置，建屋の配置及び形状等から評価

した。直接ガンマ線は点減衰核積分コードＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ，スカイ

シャインガンマ線は一次元輸送計算コードＡＮＩＳＮ及び 1 回散乱計算コ

ードＧ３３－ＧＰ２Ｒを用いて評価した。 

 (5) 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 

   被ばく評価に当たっては，放射性物質の放出が事故発生後 24 時間から  

34 時間まで継続し，事故初期の放射性物質の影響が支配的となることから
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7 日間緊急時対策所に滞在するものとして実効線量を評価した。考慮して

いる被ばく経路は，第 1-1 図に示す①～④のとおりである。被ばく経路の

イメージ図を第 1-2 図に示す。また，緊急時対策所の居住性に係る被ばく

評価の主要条件を第 1-4 表に示す。 

ａ．原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線（直接ガンマ線及びスカイ

シャインガンマ線）による緊急時対策所での外部被ばく（経路①） 

    事故期間中に原子炉建屋内に存在する放射性物質からの直接ガンマ線

及びスカイシャインガンマ線による緊急時対策所での対策要員の外部被

ばくは，前述(4)の方法で実効線量を評価した。評価条件については，添

付資料 1 第 1-1-6 表及び第 1-1-7 表に示す。 

  ｂ．大気中へ放出された放射性雲中の放射性物質からのガンマ線（クラウ

ドシャイン）による緊急時対策所での外部被ばく（経路②） 

    大気中へ放出された放射性雲中の放射性物質からの，ガンマ線による

緊急時対策所での外部被ばくは，事故期間中の大気中への放射性物質の

放出量を基に，大気拡散効果と緊急時対策所の建屋によるガンマ線の遮

蔽効果を踏まえて対策要員の実効線量を評価した。評価条件については，

添付資料 1 第 1-1-3 表に示す。 

  ｃ．外気から取り込まれた放射性物質による緊急時対策所での被ばく（経

路③） 

    事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は，外気から緊急

時対策所に取り込まれる。緊急時対策所及び浄化エリアに取り込まれた

放射性物質のガンマ線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばく
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の和として実効線量を評価した。 

    緊急時対策所及び浄化エリアの放射性物質濃度の計算に当たっては，

緊急時対策所用加圧設備空気ボンベにより緊急時対策所を正圧にするこ

とで，プルーム通過中及びプルーム通過後の 1 時間は，緊急時対策所へ

の放射性物質の侵入を防止する効果を考慮した。また，浄化エリアは，

換気設備により正圧にすることで，フィルタを通らない外気の侵入を防

止する効果を考慮した。なお，マスクの着用なしとして評価した。評価

条件については，添付資料 1 第 1-1-4 表，第 1-1-8 表及び第 1-1-9 表に

示す。 

    また，事象発生時の換気系の運転モードについて添付資料 7 に示す。 

  ｄ．大気中に放出され地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線（グラ

ンドシャイン）による緊急時対策所での外部被ばく（経路④） 

    大気中へ放出され地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による

緊急時対策所での外部被ばくは，事故期間中の大気中への放射性物質の

放出量を基に大気拡散効果，地表面沈着効果及び建屋によるガンマ線の

遮蔽効果を踏まえて対策要員の実効線量を評価した。評価条件について

は，添付資料 1 第 1-1-5 表，添付資料 4 及び添付資料 6 に示す。 
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 (6) 被ばく評価結果 

   緊急時対策所の対策要員の被ばく評価結果は，第 1-3 表に示すとおり，

実効線量で約 35mSv／7 日間であり，実効線量が 7 日間で 100mSv を超えな

いことを確認した。 

第 1-3 表 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価結果 

被ばく経路 
実効線量 

（mSv） 

① 原子炉建屋の放射性物質からのガンマ線

（直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ

線）による緊急時対策所での被ばく 

約 1.1×10－３

② 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線

（クラウドシャイン）による緊急時対策所

での外部被ばく 

約 4.9×10－２

③外気から取り込まれた放射性物質による緊

急時対策所での被ばく 
約 3.5×10１

（内訳）内部被ばく 

    外部被ばく 

（約 1.1×10１） 

（約 2.3×10１） 

④ 大気中に放出され地表面に沈着した放射性

物質からのガンマ線（グランドシャイン）

による緊急時対策所での外部被ばく 

約 1.8×10－１

合計（①＋②＋③＋④） 約 35 
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緊急時対

策所での

被ばく 

① 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく（直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線によ

る外部被ばく） 

② 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（クラウドシャインによる外部被ばく） 

③ 外気から緊急時対策所内へ取り込まれた放射性物質による被ばく（吸入摂取による内部被ばく，室内に浮

遊している放射性物質による外部被ばく） 

④ 大気中へ放出され地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による被ばく（グランドシャインによる外部被

ばく） 

第 1-2 図 緊急時対策所の対策要員の被ばく経路イメージ図  

原子炉建屋

原子炉格納容器

緊急時対策所

①

①

②

直接ガンマ線

スカイシャインガンマ線 クラウドシャイン

③

ファン フィルタ

非常用換気設備

グランドシャイン

④

外気から取り込まれた
放射性物質の

ガンマ線及び吸入摂取

災害対策本部

空気ボンベ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
密
度
－
9
6

3
7
9



61-10-11 

第 1-4 表 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の主要条件 

項目 緊急時対策所 

放出量評価 
発災プラント 東海第二発電所 

ソースターム 福島第一原子力発電所事故と同等 

大気拡散 

条件 

放出継続時間 10時間 

放出源高さ 地上放出 

気象 2005年4月から2006年3月 

建屋巻き込み方位 ＷＳＷ，Ｗ方位（巻き込み考慮） 

累積出現頻度 小さい方から97％相当 

防護措置 

時間[h] 0～24 24～34 34～35 35～168 

換気設備による外

気取り込み[m３/h] 
5,000 900 5,000 

緊急時対策所用加

圧設備空気ボンベ 
－ 加圧（11時間） － 

マスク 着用なし 

要員交代，よう素剤 考慮しない 

結果 合計線量（7日間） 約35mSv 
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別紙 17-1 

ベント実施に伴うベント操作時の作業員の被ばく評価※ 

※評価値は簡易計算値（コンクリート密度変更による減衰率補正） 

  ベント実施に伴うベント操作を手動で行う場合の作業員の被ばく評価を以

下のとおり行った。 

ベント操作としてサプレッション・チェンバ（Ｓ／Ｃ）からのベントを行

う場合及びドライウェル（Ｄ／Ｗ）からのベントを行う場合のそれぞれにお

ける第一弁及び第二弁の開操作時の被ばく評価を行った。 

 （1）評価条件 

  a．放出量評価条件 

想定事象として格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損）」で想定される事故シーケンスにおいて，

代替循環冷却系を使用できない場合を想定した事故シナリオを選定する。

また，放出量評価条件を第 1 表，大気中への放出過程及び概略図を第 1

図～第 5 図に示す。 

  b．被ばく評価条件 

被ばく経路は，第 6 図～第 8 図に示すとおり大気中へ放出される放射

性物質による外部被ばく及び内部被ばく，格納容器圧力逃がし装置配管

及び原子炉建屋からの直接ガンマ線等による外部被ばくを考慮した。 

大気中へ放出される放射性物質については，第 2 表及び第 3 表に示す

とおり拡散効果を考慮した。また，作業場所に流入する放射性物質によ

る被ばくについては，屋外の放射性物質の濃度と作業場所の放射性物質

の濃度を同じとし，第 4 表及び第 5 表に示すとおり外部被ばくについて

は作業場所の空間体積を保存したサブマージョンモデルで評価を行い，

内部被ばくについては呼吸率，線量換算係数等から評価を行った。なお，
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別紙 17-2 

第二弁の操作においては，空気ボンベにより加圧された待避室（遮蔽厚

コンクリート相当）内で作業することを考慮し評価を行った。 

格納容器圧力逃がし装置配管，原子炉建屋からの直接ガンマ線等によ

る外部被ばくについては，第 6 表及び第 7 表に示すとおり原子炉建屋の

外壁，作業場所の遮蔽壁の遮蔽効果を考慮し評価を行った。 

  c．アクセスルート及び評価地点 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）のベント操作を行う場合のアクセスルートは，第 9

図～第 11 図に示すとおりである。第一弁（Ｄ／Ｗ側）のベント操作を行

う場合のアクセスルートは，第 12 図～第 15 図に示すとおりである。屋

外移動時のアクセスルートは第 16 図に示すとおりである。第二弁のベン

ト操作を行う場合のアクセスルートは第 17 図～第 19 図に示すとおりで

ある。 

評価点は，第 9 図～第 20 図に示すとおり，ベント操作時は作業場所と

し，移動時はアクセスルートで被ばく評価上最も厳しい地点とする。 

  d．作業時間 

第一弁の開操作は，ベント実施前に行うものとし，第一弁（Ｓ／Ｃ側）

の作業時間は 160 分（移動時間（往復）70 分＋作業時間 90 分），第一弁

（Ｄ／Ｗ側）の作業時間は 190 分（移動時間（往復）100 分＋作業時間

90 分）とする。また，第二弁の開操作は，ベント実施直後から 180 分作

業場所（待避室）に滞在するものとし，作業時間は 410 分（移動時間（往

復）90 分＋待機時間 140 分＋作業時間（待避室滞在）180 分）とする。 

（2）評価結果 

ベント実施に伴うベント操作を手動で行う場合の作業員の被ばく評価結

果は以下に示すとおりであり，作業員の実効線量は緊急作業時の線量限度

である 100mSv 以下であり，ベント実施に伴うベント操作を手動で行うこと
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ができることを確認した。また，実効線量の内訳を第8表～第10表に示す。 

a．Ｓ／Ｃからのベント操作時の作業員の実効線量 

  作業員の実効線量は第一弁開操作で約 38mSv，第二弁開操作で約 28mSv

となった。 

b．Ｄ／Ｗからのベント操作時の作業員の実効線量 

作業員の実効線量は第一弁開操作で約 52mSv，第二弁開操作で約 42mSv

となった。 
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第 8 表 第一弁開操作に伴う移動時及び作業時の線量 

（単位：mSv／h） 

被ばく経路 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）開操作※1 第一弁（Ｄ／Ｗ側）開操作※1 

ベント操作時 

屋内移動時 

（中央制御室⇒

作業場所） 

屋外移動時 

（作業場所⇒ 

緊急時対策所）

ベント操作時

屋内／屋外移動

時（中央制御室

⇒作業場所） 

屋内／屋外移動

時（作業場所⇒

付属棟入口） 

屋外移動時 

（付属棟入口⇒

緊急時対策所）

原子炉建屋内の放射性物質からの 

ガンマ線による外部被ばく 
約2.0×10０ 約2.8×10０ 約1.8×10０ 約5.6×10０ 約5.6×10０ 約5.6×10０ 約1.8×10０

大気中へ放出された 

放射性物質による被ばく 

外部被ばく
屋内に流入する放射性物質の 

影響に包絡される 

約4.8×10－２ 約2.6×10－２ 約2.6×10－２ 約2.6×10－２ 約4.8×10－２

内部被ばく 約8.3×10－３ 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下

外気から作業場所内へ流入 

した放射性物質による被ばく

外部被ばく 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 大気中へ放出さ

れた放射性物質

の影響に包絡さ

れる 

大気中へ放出された放射性物質の 

影響に包絡される 
内部被ばく 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下

ベント系配管内の放射性物質からの 

ガンマ線による外部被ばく※2 
1.0×10－２以下 1.0×10－２以下

屋外移動のため

対象外※3 
約4.3×10－１ 約4.3×10－１ 約4.3×10－１ 屋外移動のため

対象外※3 

大気中へ放出され地表面に沈着した 

放射性物質からのガンマ線による被ばく 
約1.2×10１ 約1.2×10１ 約1.2×10１ 約1.1×10１ 約1.2×10１ 約1.2×10１ 約1.2×10１

作業線量率 約1.4×10１ 約1.5×10１ 約1.4×10１ 約1.7×10１ 約1.8×10１ 約1.8×10１ 約1.4×10１

作業時間及び移動時間 90分 35分（往路） 35分（復路） 90分 50分（往路） 15分（復路） 35分（復路） 

作業員の実効線量（作業時及び移動時） 約2.2×10１mSv 約8.5×10０mSv 約8.1×10０mSv 約2.5×10１mSv 約1.5×10１mSv 約4.4×10０mSv 約8.1×10０mSv 

作業員の実効線量（合計） 約3.8×10１mSv 約5.2×10１mSv 

※1 第一弁開操作はベント実施前に行う。 

※2 第一弁開操作前は，第一弁までのベント系配管内に浮遊した放射性物質を考慮する。 

※3 屋外移動時は，アクセスルートからベント系配管の距離が離れているため，評価対象外とする。 
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第 9 表 第二弁開操作に伴う移動時及び作業時の線量（Ｓ／Ｃからのベント操作の場合） 

（単位：mSv／h） 

被ばく経路 

第二弁開操作時 

（ベント実施時） 
待機時 

屋内移動時 

（原子炉建屋入口⇔ 

作業場所） 

屋外移動時 

（緊急時対策所⇔ 

原子炉建屋入口） 

ベント開始～

1時間 

1時間～ 

2時間 

2時間～ 

3時間 

ベント 

実施前 

ベント 

実施前 

ベント 

実施後 

ベント 

実施前 

ベント 

実施後 

原子炉建屋内の放射性物質からの 

ガンマ線による外部被ばく 
1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 約2.4×10０ 約2.4×10０ 約1.8×10０ 約1.8×10０

大気中へ放出された放

射性物質による被ばく

外部被ばく 
屋内に流入する放射性物質の 

影響に包絡される 

屋内に流入する放射性物質の 

影響に包絡される 

約4.8×10－２ 約1.1×10－１

内部被ばく 1.0×10－２以下 約2.7×10－２

外気から作業場所内へ

流入した放射性物質 

による被ばく 

外部被ばく 約5.5×10０ 約6.8×10－２ 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 約4.1×10－２

屋外移動のため対象外※ 

内部被ばく 正圧化により流入なし 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 約2.7×10－２

ベント系配管内の放射性物質からの 

ガンマ線による外部被ばく 
約4.7×10－１ 約4.7×10－１ 約4.7×10－１ 約1.4×10－１ 約1.4×10－１ 約3.0×10－１ 屋外移動のため対象外※ 

大気中へ放出され地表面に沈着した 

放射性物質からのガンマ線による被ばく
約2.6×10－２ 約2.6×10－２ 約2.6×10－２ 約1.9×10－２ 約1.2×10１ 約1.2×10１ 約1.2×10１ 約1.2×10１

作業線量率 約5.9×10０ 約5.6×10－１ 約4.9×10－１ 約1.7×10－１ 約1.4×10１ 約1.4×10１ 約1.4×10１ 約1.4×10１

作業時間及び移動時間 60分 60分 60分 140分 10分（往路） 10分（復路） 35分（往路） 35分（復路）

作業員の実効線量（作業時及び移動時） 約5.9×10０mSv 約5.6×10－１mSv 約4.9×10－１mSv 約4.1×10－１mSv 約2.4×10０mSv 約2.4×10０mSv 約8.1×10０mSv 約8.1×10０mSv

作業員の実効線量（合計） 約2.8×10１mSv 

※ 屋外移動時は，アクセスルートからベント系配管の距離が離れているため，評価対象外とする。 
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第 10 表 第二弁開操作に伴う移動時及び作業時の線量（Ｄ／Ｗからのベント操作の場合） 

（単位：mSv／h） 

被ばく経路 

第二弁開操作時 

（ベント実施時） 
待機時 

屋内移動時 

（原子炉建屋入口⇔ 

作業場所） 

屋外移動時 

（緊急時対策所⇔ 

原子炉建屋入口） 

ベント開始～

1時間 

1時間～ 

2時間 

2時間～ 

3時間 

ベント 

実施前 

ベント 

実施前 

ベント 

実施後 

ベント 

実施前 

ベント 

実施後 

原子炉建屋内の放射性物質からの 

ガンマ線による外部被ばく 
1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 約2.4×10０ 約2.4×10０ 約1.8×10０ 約1.8×10０

大気中へ放出された放

射性物質による被ばく

外部被ばく 
屋内に流入する放射性物質の 

影響に包絡される 

屋内に流入する放射性物質の 

影響に包絡される 

約4.8×10－２ 約1.5×10１

内部被ばく 1.0×10－２以下 約1.3×10０

外気から作業場所内へ

流入した放射性物質 

による被ばく 

外部被ばく 約4.7×10０ 約4.0×10－１ 約9.2×10－２ 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 約8.3×10０

屋外移動のため対象外※ 

内部被ばく 正圧化により流入なし 1.0×10－２以下 1.0×10－２以下 約1.3×10０

ベント系配管内の放射性物質からの 

ガンマ線による外部被ばく 
約5.2×10－１ 約5.2×10－１ 約5.2×10－１ 約3.3×10－２ 約3.3×10－２ 約3.3×10－１ 屋外移動のため対象外※ 

大気中へ放出され地表面に沈着した 

放射性物質からのガンマ線による被ばく
約3.4×10－２ 約3.4×10－２ 約3.4×10－２ 約1.9×10－２ 約1.2×10１ 約1.6×10１ 約1.2×10１ 約1.6×10１

作業線量率 約5.3×10０ 約9.5×10－１ 約6.4×10－１ 約7.2×10－２ 約1.4×10１ 約2.8×10１ 約1.4×10１ 約3.5×10１

作業時間及び移動時間 60分 60分 60分 140分 10分（往路） 10分（復路） 35分（往路） 35分（復路）

作業員の実効線量（作業時及び移動時） 約5.3×10０mSv 約9.5×10－１mSv 約6.4×10－１mSv 約1.7×10－１mSv 約2.3×10０mSv 約4.7×10０mSv 約8.1×10０mSv 約2.0×10１mSv

作業員の実効線量（合計） 約4.2×10１mSv 

※ 屋外移動時は，アクセスルートからベント系配管の距離が離れているため，評価対象外とする。 
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添付資料 1.13.4 

7．水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における放射線量

等の影響について※ 

※評価値は簡易計算値（コンクリート密度変更による減衰率補正） 

重大事故等対策の有効性評価における水源の補給準備・補給作業及び燃料

の給油準備・給油作業の成立性を確認するため，作業員の実効線量評価を行

う。 

ａ．想定シナリオ 

被ばく線量の観点で最も厳しくなる格納容器破損モード「雰囲気圧

力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」で想定される事

故シーケンスのうち，代替循環冷却系を使用できない場合を想定した事

故シナリオを選定する。 

ｂ．作業時間帯 

屋外の放射線量が高い場合は緊急時対策所にて待機し，事象進展の状

況や屋外の放射線量等から，作業員の被ばく低減と，屋外作業早期開始

による正と負の影響を考慮した上で，総合的に判断する。実効線量評価

においては，保守的な評価とする観点から，格納容器ベント後，屋外作

業実施が可能と考えられる線量率に低減する格納容器ベント実施 3 時間

後とする。 

ｃ．被ばく経路 

水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における評
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価対象とする被ばく経路を第 1 表に示す。 

ｄ．その他（温度及び湿度） 

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代

替循環冷却系を使用できない場合）」発生時に必要な水源の補給準備・

補給作業及び燃料の給油準備・給油作業は屋外作業であることから，温

度，湿度の観点で作業環境は問題とならない。 

第 1 表 評価対象とする被ばく経路（格納容器ベント実施後の屋外作業） 

評価経路 評価内容 

原子炉格納容器から原子炉
建屋に漏えいする 

放射性物質 

原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく（直
接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく） 

大気中へ放出される 
放射性物質 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による被ばく
（クラウドシャインによる外部被ばく） 

大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による内部被ばく 

地表に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばく（グ
ランドシャインによる外部被ばく） 

フィルタ装置内の 
放射性物質※

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置内の放射性物質から
のガンマ線による外部被ばく（直接ガンマ線による外部被ば
く） 

※西側淡水貯水設備付近の作業はフィルタ装置から距離が離れているため考慮しない。

ｅ．主な評価条件及び評価結果 

主な評価条件及び被ばく線量の確認結果を第 2 表，可搬型代替注水中

型ポンプによる水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作

業のタイムチャートを第 1 図に示す。水源の補給準備・補給作業におけ

る作業員の実効線量は約 62mSv，燃料の給油準備・給油作業における作

業員の実効線量は約 23mSv となり，作業可能である。
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第 2 表 主な評価条件及び被ばく線量の確認結果 

屋外作業 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ 

による代替淡水貯槽への補給準備・補給作業 
燃料の給油準備・給油作業 

補給準備作業 補給作業 
給油準備作業 給油作業 

ポンプ設置等作業 ホース敷設等作業 補給準備作業 補給監視作業 

線量評価点 
西側淡水貯水設備

付近 
代替淡水貯槽 

付近 
西側淡水貯水設備 

付近 
西側淡水貯水設備 

付近 

作業時間帯 格納容器ベント実施 3 時間後以降 格納容器ベント実施 3 時間後以降 

作業時間（移動時間含む） 
75 分 

（約 1.3 時間） 
65 分 

（約 1.1 時間） 
20 分 

（約 0.4 時間） 
360 分 

（6.0 時間）※１
90 分 

（1.5 時間） 
140 分（20 分×7 回） 

（約 2.4 時間） 

線量率 
（格納容器ベント実施 3 時間後） 

約 6.1mSv／h 約 15mSv／h 約 6.1mSv／h 約 6.1mSv／h 

実効線量（マスク考慮） 約 62mSv 約 23mSv 

主
な
評
価
条
件

原子炉格納容器から原子炉建

屋内に漏えいする放射性物質

・原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被ばくは，建屋の形状等を考慮し，直接ガンマ線につい

ては，ＱＡＤ-ＣＧＧＰ２Ｒコードを用い，スカイシャインガンマ線については，ＡＮＩＳＮコード及びＧ３３-ＧＰ２Ｒコードを用いて作

業員の実効線量を評価 

大気中へ放出される放射性物

質 

・大気中へ放出された放射性物質による被ばくは，事故期間中の大気中への放射性物質の放出量を基に，大気拡散効果を考慮して作業員の実

効線量を評価 

フィルタ装置内の放射性物質

・フィルタ装置内に取り込まれた放射性物質からの直接ガンマ線による被ばくは，フィルタ装置の位置，形状等を考慮して作業員の実効線量

を評価 

評価に当たっては，ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコードを用いた。 

※1 代替淡水貯槽への補給時間は約 21 時間であるが，対応要員は 2 時間毎に交代する（評価時間は対応要員のうち最も作業時間が長くなる 360 分とする。）。
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1.13-4 

作業内容 対応要員数 1時間 2時間 3時間 

西側淡水貯水設備を

水源とした可搬型代

替注水中型ポンプに

よる代替淡水貯槽へ

の補給準備作業 

8名 

出動準備 

ホース積込み，移動，
ホース荷卸し 

西側淡水貯水設備蓋開放， 
ポンプ設置

ホース敷設

代替淡水貯槽蓋開放

ホース接続

ポンプ等設置作業 75分 補給準備

補給開始 

ホース敷設等作業 65分 

補給準備作業
20分 

燃料の給油準備作業 2名 燃料の給油準備作業 90分（西側淡水貯水設備周辺） 

作業内容 対応要員数 10時間 20時間 25時間 

西側淡水貯水設備を

水源とした可搬型代

替注水中型ポンプに

よる代替淡水貯槽へ

の補給監視作業 

2名 120分 120分 120分

2名 120分 120分 120分

2名 120分 120分 60 分

2名 120分 120 分

計8名 補給監視作業 1260分（最大1名：360分）

燃料の給油作業 2名

第 1 図 可搬型代替注水中型ポンプによる水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業のタイムチャート 

移動

（西側淡水貯水設備周辺作業） 

（代替淡水貯槽周辺作業） 

（西側淡水貯水設備周辺作業）

燃料の給油作業 【水の補給監視作業時間のうち 140 分（20 分／回×７回）】 
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